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１－１ 組織及び事務概要 

１．組織及び事務概要 

（１）証券監視委設置の経緯 

平成３年夏の一連のいわゆる証券不祥事を契機に、証券行政のあり方、特に証券会社及び

証券市場に対する検査・監視体制のあり方について、種々の議論が行われた。 

こうした状況を踏まえ、同年７月、内閣総理大臣から臨時行政改革推進審議会（以下「行革審」

という。）に対して、証券市場の監視・適正化のための是正策について諮問がされ、審議の結果、

同年９月に「証券・金融の不公正取引の基本的是正策に関する答申」が取りまとめられた。この

答申においては、「自由、公正で透明、健全な証券市場の実現」を基本的目標として、証券行政

に係る提言等と併せ、新たな検査・監視機関として、大蔵省に行政部門から独立した国家行政

組織法第８条に基づく委員会（八条委員会）を設置すべきであるとの提言が盛り込まれた。 

大蔵省においては、行革審答申を踏まえつつ、更に各方面の意見も聴取するなど、広範な視

点から証券取引等における検査・監視体制のあり方について検討を重ねた末、平成４年２月、証

券監視委の設置を柱とする「証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正

する法律」案を取りまとめた。 

同法案は、第 123 回通常国会に提出され、衆・参両議院での審議を経て同年５月 29 日に成立

し、同年６月５日に法律第 73 号として公布、同年７月 20 日に施行され、同日、国家行政組織法

第８条及び大蔵省設置法第７条に基づき大蔵省に置かれる合議制の機関（八条委員会）として

証券監視委が発足した。 

 

（２）金融庁（金融監督庁・金融再生委員会）への移管 

民間金融機関等に対する検査・監督機能と金融制度等の企画・立案機能とを分離し、透明か

つ公正な金融行政への転換を図るため、平成 10 年６月 22 日、総理府の外局として金融監督庁

が設置されたが、同時に、証券監視委の果たす中立的・客観的な役割が引き続き重要であると

の観点から、証券監視委は、従前の体制（国家行政組織法第８条及び金融監督庁設置法第７条

に基づき設置された合議制の機関（八条委員会））のまま金融監督庁に移管された。 

さらに、同年 12 月 15 日には、我が国の金融機能の安定及びその再生を図り、金融システム

に対する内外の信頼を回復し、金融機能の早期健全化を図ることを主たる任務として、金融再

生委員会が発足したが、これに伴い、金融監督庁とともに証券監視委は、従前の体制（国家行
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政組織法第８条及び金融再生委員会設置法第 21 条に基づき設置された合議制の機関）のまま

金融再生委員会に移管された。 

その後、平成 12 年７月１日には、大蔵省金融企画局が担ってきた金融制度の企画・立案に関

する事務が金融監督庁に移管されて、新たに金融庁が発足し、証券監視委は、従前の体制（国

家行政組織法第８条及び金融再生委員会設置法第 21 条に基づき設置された合議制の機関）の

まま金融庁に移管された。 

なお、平成 13 年１月６日には、中央省庁改革に際して、金融再生委員会が廃止され、証券監

視委は、内閣府の外局として設置された金融庁に移管され、内閣府設置法第 54 条及び金融庁

設置法第６条に基づき設置された合議制の機関（いわゆる八条委員会（（注）国家行政組織法第

８条に基づき設置される「八条委員会」に相当するもの。）としての位置づけ）として、現在に至っ

ている。 

 

（３）事務概要 

① 監視のための５つの事務 

証券監視委が行う監視事務は、市場分析審査、証券モニタリング、取引調査、開示検査及び

犯則事件の調査の５つに分かれる。 

イ．市場分析審査 

金商法等によって内閣総理大臣及び金融庁長官から委任された権限に基づいて、金融商

品取引業者、登録金融機関、金融商品取引業協会及び金融商品取引所等に対して有価証券

の売買取引等に関する報告を求め、又は資料を徴取し、取引の内容を審査することにより、

日常的な市場監視を行う。 

ロ．証券モニタリング 

金商法等によって内閣総理大臣及び金融庁長官から委任された権限に基づいて、金融商

品取引業者等に対して検査を行う。 

また、犯収法によって内閣総理大臣及び金融庁長官から委任された権限に基づいて、金融

商品取引業者等による顧客等に係る本人確認及び取引記録の保存義務等の遵守状況の検

査を行う。 

ハ．取引調査 
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金商法によって内閣総理大臣及び金融庁長官から委任された権限に基づいて、風説の流

布・偽計、相場操縦、内部者取引といった不公正取引の課徴金に係る事件の調査を行う。 

ニ．開示検査 

金商法によって内閣総理大臣及び金融庁長官から委任された権限に基づいて、開示の適

正性を確保するため、有価証券届出書の届出者、発行登録書の提出者、有価証券報告書の

提出者、公開買付者、大量保有報告書の提出者等に対して検査を行う。 

ホ．犯則事件の調査 

金商法又は犯収法に基づき、犯則事件を調査するため必要があるときは、質問、検査、領

置等の任意調査を行うほか、裁判官の発する許可状による臨検、捜索及び差押えといった強

制調査を行うことができる。 

金商法等においては、犯則事件の範囲は、具体的には、取引の公正を害するものとして関

係する政令において定められており、主なものとしては、重要な事項につき虚偽記載のある有

価証券届出書・有価証券報告書等の提出、損失保証・損失補てん、相場操縦、内部者取引な

どがある。 

また、犯収法では、金融商品取引業者等が本人確認を行う場合における顧客等による氏

名・住所等の隠ぺい行為が犯則事件とされている。 

 

② 勧告 

証券監視委は、証券モニタリング、取引調査、開示検査又は犯則事件の調査を行った場合に

おいて、必要があると認めるときは、その結果に基づき、金融商品取引等の公正を確保するた

め、又は投資者の保護その他の公益を確保するため、開示書類の訂正報告書等の提出命令や

課徴金納付命令の発出、その他必要な行政処分等を行うよう、内閣総理大臣及び金融庁長官

に勧告することができる。 

また、証券監視委は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対し、勧告に基づいて執った措置につ

いて報告を求めることができる。 
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③課徴金制度 

課徴金制度は、違反行為を抑止し、規制の実効性を確保するという行政目的を達成するため、

金商法の一定の規定に違反した者に対して金銭的負担を課すための行政上の措置である。 

対象となる行為は、有価証券届出書・有価証券報告書の虚偽記載、風説の流布・偽計、相場

操縦及びインサイダー取引等であり、証券監視委は、取引調査及び開示検査を実施し、その結

果、課徴金の対象となる違反行為が認められた場合には、内閣総理大臣及び金融庁長官に対

して課徴金納付命令を発出するよう勧告する。 

勧告を受け、金融庁長官は、審判官が行う審判手続を経て作成された決定案に基づき、課徴

金の納付を命ずるか否かを決定する。 

 

＜課徴金制度概念図＞ 
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④ 建議 

証券監視委は、証券モニタリング、取引調査、開示検査又は犯則事件の調査の結果に基づき、

必要があると認めるときは、金融商品取引等の公正を確保するため、又は投資者の保護その他

の公益を確保するために必要と認められる施策について、内閣総理大臣、金融庁長官又は財

務大臣に建議することができる。 

 

⑤ 告発 

証券監視委は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、検察官に告発を行う。 

 

⑥ 裁判所への違反行為の禁止・停止の申立て 

金商法第 192 条第１項の規定に基づく裁判所への違法行為の禁止・停止の申立て及びその

前提となる同法第 187 条の規定に基づく調査権限が金融庁長官から証券監視委に委任されて

いる。 

 

⑦ 事務の処理状況の公表 

証券監視委は、毎年、その事務の処理状況の公表を行う。 
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監視体制の概念図 

 

（注１）勧告については内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、建議については内閣総理大臣、金融庁長官

又は財務大臣に対して行うことができる（設置法第 20 条、第 21 条）。  

（注２）平成 18 年７月に総務検査課、特別調査課の２課体制から、総務課、市場分析審査課、証券検査課、課

徴金・開示検査課、特別調査課の５課体制に再編、更に、23 年７月に、現行の６課体制に強化された。 

（注３）金商法改正（平成 20 年 12 月施行）により、同法第 192 条に基づく当該申立ての権限等が金融庁より委

任された。 

（注１） 違反行為の禁止・
停止の申立て （注３）

事務の処理
（注１） 状況の公表

犯則の心証・告発
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⑧自主規制機関との協働 

自主規制機関は、日常的な市場監視活動を行っており、証券監視委は、これら自主規制機

関と緊密な連携を図っている。 
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証券監視委の機構図 

 

（注）平成 18 年７月に５課体制に再編。さらに、平成 23 年７月に６課体制に再編。 
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財務局の機構図 

 

２．市場分析審査 

（１）取引審査について 

１）取引審査に係る重点的取組み 

取引審査の目的は、日常の市場動向の監視や各種情報に基づいて、不公正取引の疑いのあ

る取引等の端緒を適時・適切に把握することである。審査の結果、問題が把握された取引につ

いては、証券監視委内の担当部門において一層の実態解明を行うことになるため、的確かつ迅

速な審査を行う必要がある。 
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２）法令上の根拠  

取引審査においては、金融商品取引等の公正を確保し、投資者の保護を図るため必要かつ

適当であると認める場合は、金融商品取引業者等から有価証券の売買取引等に関する報告を

求め、又は資料の徴取を行っている。これらの報告・資料徴取の権限は、金商法等において規

定されている（附属資料１－４参照）。 

 

３）審査事例 

取引審査においては、まず、日常の市場動向の監視や各種情報に基づいて以下のような銘

柄を抽出し、金融商品取引業者等から有価証券の売買取引等に関する詳細な報告を求め、又

は資料を徴取している。 

① 株価が急騰・急落するなど不自然な動きが見られた銘柄 

② 投資者の投資判断に影響を及ぼす「重要事実」が公表された銘柄 

③ 新聞、雑誌及びインターネットの掲示板等で話題になっている銘柄 

④ 一般から寄せられた情報において取り上げられている銘柄 

 

次に、これらの報告・資料に基づいて、市場の公正性を害する相場操縦や内部者取引、偽計

等の疑いのある取引について審査を行っている。併せて、こうした取引に関与していた金融商品

取引業者に行為規制違反等の問題のある行為がなかったかについても審査を行っている。 

審査の結果、問題が把握された取引については、証券監視委内の担当部門において一層の

実態解明を行うことになる。 

 

取引審査における一般的な事例は、以下のとおりである。 

① 内部者取引に関して審査を行った事例 

イ．Ａ社が、Ｂ社株式をＴＯＢ（株式公開買付け）する旨を公表したところ、Ｂ社の株価が大きく

上昇したことから、Ｂ社株式の公表前の取引について審査を行った。 

ロ．Ｃ社が、業績予想の下方修正を公表したところ、その株価が大きく下落したことから、公表

前の取引について審査を行った。 
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ハ．Ｄ社が、第三者割当による株式の発行を公表したところ、その株価が大きく下落したことか

ら、公表前の取引について審査を行った。 

ニ．証券会社から、Ｅ社の株式について、内部者取引によって利益を得た可能性がある委託

者がいる旨の情報提供があったことから、審査を行った。 

ホ．Ｆ社の株式について、Ｆ社の会社関係者が内部者取引を行った可能性があるとの情報提

供があったことから、審査を行った。 

 

② 価格形成に関して審査を行った事例 

イ．Ｇ社の株価が、特段の株価上昇要因が無い中、出来高を伴い急騰したことから、審査を行

った。 

ロ．金融商品取引所から、Ｈ社株の価格形成について審査を行った結果、特定の委託者が見

せ玉手法による相場操縦を行っている疑いがある旨の報告があったことから、審査を行っ

た。 

ハ．証券会社から、Ｉ社株の売買に関して、特定の者が相場操縦を行っている旨の情報が寄

せられたことから、審査を行った。 

ニ．Ｊ社株の売買に関して、一般投資家から、買い上がり買付けによって株価を引き上げた人

物が、インターネット上の掲示板において、当該株式の買付けを推奨する書込みを多数投

稿しているとの情報が寄せられたことから、審査を行った。 

 

③ その他の観点から審査を行った事例 

イ．Ｋ社は新製品の開発に関する公表を行っており、公表後のＫ社の株価は急騰しているが、

公表内容に不明な点が認められたことから、風説の流布等の観点から審査を行った。 

ロ．Ｌ社は経営成績の悪化が続いている状況のなかファイナンスを実施しているが、Ｌ社の役

員が当該ファイナンスを公表することによって株価を上昇させ、保有していたＬ社株式の売

却を図ったとの情報が寄せられたことから、偽計等の観点から審査を行った。 

ハ．Ｍ社がファイナンスを行った後、ファイナンス資金の不正な流出の可能性が認められたた

め、偽計等の観点から審査を行った。 
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ニ．インターネット上のホームページにおいて、複数の銘柄につき、株価の急騰をほのめかす

書き込みが行われ、その後に株価が急騰している状況が認められたため、風説の流布等

の観点から、審査を行った。 

 

なお、証券監視委では、不公正取引に関連して行われるインターネット掲示板やＳＮＳ等インタ

ーネット上の書込みに対する監視のため、インターネット巡回監視システムを導入し、過去の（削

除された）書込みも含めて情報収集を行っている。 

 

４）クロスボーダー取引への対応 

我が国の株式市場においては、海外投資家による委託取引の売買金額が７割以上を占める

など、クロスボーダー取引が活発に行われている。このため、証券監視委は、取引審査の段階

においても、クロスボーダー取引について金融商品取引業者等から情報を収集するとともに、必

要に応じ、ＭＭｏＵの活用により海外当局の協力も得つつ、市場監視の空白が生じないように努

めている。 

 

（２）市場モニタリングについて 

経済情勢や経済動向等をマクロ的視点から分析し、フォワード・ルッキングな市場監視を行う

とともに、発行市場、流通市場と個別企業の動向を把握して市場における課題を抽出し、調査担

当課や自主規制機関等の関係先へ共有する等、市場モニタリング機能を充実・強化するため、

平成 28 年６月に市場分析審査課内に「市場モニタリング室」を設置した。 

市場モニタリング室では、インターネット上のサイト、マスコミ、雑誌等の記事を始め、市場関係

者や個別企業といった、幅広い先から情報を収集し分析を行っている。 

 

（３）情報提供に関する各種窓口について 

一般投資家や市場関係者等からの情報は、市場における様々な出来事について、投資家等

が発する生の声であり、証券監視委による証券モニタリング、取引調査、国際取引等調査、開示

検査及び犯則事件の調査等の権限を行使する際の端緒となる場合があるなど、重要性・有用性

の高いものが含まれていることから、証券監視委では、できるだけ多くの方から多数の情報が寄

せられることが重要であると考えている。 
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そこで、以下のとおり各種窓口を設置し、幅広い情報提供を呼びかけている。なお、各種窓口

の連絡先は「附属資料４」を参照。 

 

１）情報提供窓口 

市場において不正が疑われる情報や、投資者保護上問題があると思われる情報等幅広い情

報をインターネット、電話、来訪、郵送等の多様な方法により受け付けている。 

 

２）年金運用ホットライン 

年金運用に関する有用性の高い情報を収集するため、投資一任業者の業務運営の実態等に

ついての情報を受け付けている。 

年金運用ホットラインに寄せられた情報については、証券監視委の職員である年金運用の専

門家による積極的かつ質の高い分析を行い、投資一任業者に対する効率的・効果的な検査の

実施に役立てている。 

 

〔情報提供に当たっての留意事項〕 

・ 有用性の高い情報を得る観点から、「実名」の方を対象。 

・ 特に詳細な情報提供を頂ける場合、「年金運用の専門家」が対応。 

 

３）公益通報窓口 

公益通報及び公益通報に準ずる通報の受付のほか、電話による相談対応も行っている。その

際、通報に関する秘密保持について、特に留意して対応している。 

公益通報者保護法（平成 18 年４月施行）により、公益通報をした労働者は、公益通報したこと

を理由とした解雇等の不利益な取扱いから保護されるとともに、公益通報を受けた行政機関に

は、必要な調査や適切な措置をとる義務が課されている。 

（注）証券監視委では、平成 29 年７月１日付で公益通報対応関連規則を改正し、公益通報者

保護法の適用は受けないものの、現職の役員、退職後５年以内の労働者又退任後５年以

内の役員からの通報を「公益通報に準ずる通報」として受け付けることとした。証券監視委
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では、「公益通報に準ずる通報」についても、必要な調査や適切な措置を行うなど公益通報

と同様の取扱いを行っている。 

 

証券監視委に寄せられたこれらの情報は、内容を精査した上で速やかに関係部署へ回付さ

れ、当該部署において内容を検討し、その重要性・有用性を勘案し、証券監視委の行う取引審

査、証券モニタリング、取引調査、国際取引等調査、開示検査及び犯則事件の調査等に活用さ

れている。 

また、各金融商品取引所の「上場審査」及び「上場管理」に有用と思われる情報については、

積極的に各取引所に対して情報を提供し、関係機関と連携した情報の活用を行っている。 

 

（４）関係機関との連携について 

１）財務局等との連携 

日常的な市場監視は、財務局等の証券取引等監視官部門でも行われており、証券監視委は

財務局等との間で恒常的な連携を図っている。包括的で機動的な市場監視の実効性を高める

ためには、証券監視委及び各財務局等における市場監視のレベル感、特に取引審査の質と量

とその迅速性を統一する必要がある。 

このため、証券監視委と財務局等との間で、常時、情報の共有や意見交換を行い、日常の市

場監視に活かすとともに、定期的な会議や合同での研修を開催することにより、市場監視に関

する問題意識や市場動向等の情報の共有を図っている。  

 

２）自主規制機関との緊密な連携 

日常的な市場監視活動は、自主規制機関である金融商品取引所や金融商品取引業協会でも

行われており、証券監視委は、これまでもこれら自主規制機関との間で緊密な連携を図ってきた

ところである。具体的には、金融商品取引所においては、流通市場における株価動向や投資家

による発注状況等について、リアルタイムで監視を行っているほか、法令違反等が疑われる注

文･取引に対し、事後的な売買審査を行っている。こうした売買審査の結果は、随時、証券監視

委に対して報告が行われ、意見交換を実施している。特に不公正取引の可能性が高い異常な

取引が認められた場合には、速やかに証券監視委と金融商品取引所（売買審査部門）の間で情

報の共有化が図られる体制となっている。 
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金融商品取引業協会である日本証券業協会においては、同協会の会員に対して、顧客の取

引が内部者取引のおそれがあると認識した場合には、証券監視委及び同協会へ報告することを

定めており、証券監視委では、同協会の協会員から寄せられる売買審査結果報告書を、内部者

取引に係る取引審査の端緒情報や参考情報として活用している。 

 

３．証券モニタリング 

１） 証券監視委は、平成４年の発足以降、証券会社等に対し取引の公正を確保するための検

査を行ってきたが、平成 17 年７月、市場監視機能の強化を図る観点から整備された改正証取

法等が施行され、それまで金融庁検査局が行ってきた証券会社や金融先物取引業者等の財

務の健全性等に関する検査や投資信託委託会社等の検査対象先に対する検査の権限が、

証券監視委に委任された。併せて、改正金融先物取引法が施行され、外国為替証拠金（ＦＸ）

取引を取り扱う業者が金融先物取引業者として規制の対象となり、証券監視委の検査対象と

なった。 

平成 19 年９月には、金商法が全面施行され、集団投資スキーム（ファンド）持分の販売・勧

誘行為や集団投資スキーム形態で主として有価証券又はデリバティブ取引に対する投資運

用（自己運用）を行う者などが新たに検査の対象となり、また、金融商品取引業者、金融商品

取引業協会、金融商品取引所等から業務の委託を受けた者についても検査対象となった。更

に、平成 22 年４月からは信用格付業者及び指定紛争解決機関等、平成 24 年 11 月からは取

引情報蓄積機関、平成 27 年５月からは特定金融指標算出者、平成 30 年４月からは高速取引

行為者が検査対象となり、近年、証券監視委による検査の範囲は拡大している。 

また、証券検査の内容についても、平成 19 年の金商法の全面施行に伴い新設された同法

第 51 条において、金融商品取引業者に対し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であ

ると認めるときは、業務の方法の変更等を命ずることができるようになったことも踏まえ、個別

の法令違反のみならず、内部管理態勢等の業務の運営状況にも着目した検査を実施するこ

ととしている。 

 

主な検査の対象は、以下のとおりである。 

① 金融商品取引業者等 （金商法第 56 条の２第１項、第 194 条の７第２項

第１号及び第３項 

なお、適格機関投資家等特例業務に係る届出を

している場合には、金商法第 63 条の３第２項に

おいて準用する第 63 条の６、第 194 条の７第２
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項第２号の２及び第３項を含む） 

② 金融商品取引業者の主要株主等 （金商法第 56 条の２第２項から第４項まで、第

194 条の７第２項第１号及び第３項） 

③ 特別金融商品取引業者の子会社等 （金商法第 57 条の 10 第１項、第 194 条の７第３

項） 

④ 指定親会社 （金商法第 57 条の 23、第 194 条の７第３項） 

⑤ 指定親会社の主要株主 （金商法第 57 条の 26 第２項、第 194 条の７第３

項） 

⑥ 取引所取引許可業者 （金商法第 60 条の 11、第 194 条の７第２項第２

号及び第３項） 

⑦ 電子店頭デリバティブ取引等許可業者 （金商法第 60 条の 14 第２項において準用する第

60 条の 11、第 194 条の７第２項第２号及び第３

項） 

⑧ 特例業務届出者 （金商法第 63 条の６、第 194 条の７第２項第２号

の２及び第３項） 

⑨ 金融商品仲介業者 （金商法第 66 条の 22、第 194 条の７第２項第３

号及び第３項） 

⑩ 信用格付業者 （金商法第 66 条の 45 第１項、第 194 条の７第２

項第３号の２及び第３項） 

⑪ 高速取引行為者 （金商法第 66 条の 67、第 194 条の７第２項第３

号の３及び第３項） 

⑫ 認可金融商品取引業協会 （金商法第 75 条、第 194 条の７第２項第４号及び

第３項） 

⑬ 認定金融商品取引業協会 （金商法第 79 条の４、第 194 条の７第２項第５号

及び第３項） 

⑭ 投資者保護基金 （金商法第 79 条の 77、第 194 条の７第３項） 

⑮ 株式会社金融商品取引所の対象議決

権保有届出書の提出者 

（金商法第 103 条の４、第 194 条の７第３項） 

⑯ 株式会社金融商品取引所の主要株主

等 

（金商法第 106 条の６第１項（同条第２項におい

て準用する場合を含む）、第 194 条の７第３項） 

⑰ 金融商品取引所持株会社の対象議決

権保有届出書の提出者 

（金商法第 106 条の 16、第 194 条の７第３項） 

⑱ 金融商品取引所持株会社の主要株主

等 

（金商法第 106 条の 20 第１項（同条第２項におい

て準用する場合を含む）、第 194 条の７第３項） 
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⑲ 金融商品取引所持株会社等 （金商法第 106 条の 27（第 109 条において準用

する場合を含む）、第 194 条の７第３項） 

⑳ 金融商品取引所 （金商法第 151 条、第 194 条の７第２項第６号及

び第３項） 

㉑ 自主規制法人 （金商法第 153 条の４において準用する第 151

条、第 194 条の７第２項第６号及び第３項） 

㉒ 外国金融商品取引所 （金商法第 155 条の９、第 194 条の７第２項第７

号及び第３項） 

㉓ 金融商品取引清算機関の対象議決権

保有届出書の提出者 

（金商法第 156 条の５の４、第 194 条の７第３項） 

㉔ 金融商品取引清算機関の主要株主 （金商法第 156 条の５の８、第 194 条の７第３項） 

㉕ 金融商品取引清算機関 （金商法第 156 条の 15、第 194 条の７第３項） 

㉖ 外国金融商品取引清算機関 （金商法第 156 条の 20 の 12、第 194 条の７第３

項） 

㉗ 証券金融会社 （金商法第 156 条の 34、第 194 条の７第３項） 

㉘ 指定紛争解決機関 （金商法第 156 条の 58、第 194 条の７第３項） 

㉙ 取引情報蓄積機関等 （金商法第 156 条の 80、第 194 条の７第３項） 

㉚ 特定金融指標算出者等 （金商法第 156 条の 89、第 194 条の７第３項） 

㉛ 投資信託委託会社等 （投信法第 22 条第１項、第 225 条第３項） 

㉜ 設立中の投資法人の設立企画人等 （投信法第 213 条第１項、第 225 条第２項及び第

３項） 

㉝ 投資法人 （投信法第 213 条第２項、第 225 条第３項） 

㉞ 投資法人の資産保管会社等 （投信法第 213 条第３項、第 225 条第３項） 

㉟ 投資法人の執行役員等 （投信法第 213 条第４項、第 225 条第３項） 

㊱ 特定譲渡人 （ＳＰＣ法第209条第２項において準用する第217

条第１項、第 290 条第２項第１号及び第３項） 

㊲ 特定目的会社 （ＳＰＣ法第 217 条第１項、第 290 条第３項） 

㊳ 特定目的信託の原委託者 （ＳＰＣ法第286条第１項において準用する第209

条第２項において準用する第 217 条第１項、第

290 条第２項第２号及び第３項） 

㊴ 振替機関 （社債等振替法第 20 条第１項、第 286 条第２項） 

㊵ その他、上記①から㊴までに掲げる法律により証券検査の対象とされている者 

― 84 ―

1-1

第
２
節

第
３
節

第
４
節



附属資料 １－１ 組織及び事務概要 

 

 

(注) ( )書きは、検査権限及び証券監視委への委任規定である。 

 

２） 証券監視委は、犯収法により内閣総理大臣及び金融庁長官から委任された権限に基づく検

査についても、以下に掲げる者が検査対象先の場合には、(1)の権限に基づく検査と同時に実

施している。この検査は、検査対象先の顧客管理態勢の整備を促進させることで、検査対象

先がマネー・ローンダリング等に利用されることを防ぐことを目的としている。  

 

具体的な検査の対象は、以下のとおりである。 

① 金融商品取引業者、特例業務届出者 （犯収法第 16 条第１項、第 22 条第６項第１号） 

② 登録金融機関 （犯収法第 16 条第１項、第 22 条第６項第２号） 

③ 証券金融会社、振替機関、口座管理機関 （犯収法第 16 条第１項、第 22 条第７項） 

(注) ( )書きは、検査権限及び証券監視委への委任規定である。 

なお、証券監視委は、上記１）及び２）の検査権限及び報告・資料の徴取権限の一部を財務

局長等に委任している（ただし、必要があれば、証券監視委は、自らその権限を行使すること

ができる）。 

 

３） 証券監視委は、これらの検査の結果に基づき、金融商品取引等の公正を確保するため、又

は投資者の保護その他の公益を確保するため行うべき行政処分等について内閣総理大臣及

び金融庁長官に勧告することができる。 

証券監視委が行った行政処分等の勧告を踏まえ、検査対象先の監督権限を有する内閣総

理大臣、金融庁長官又は財務局長等は、勧告の対象となった検査対象先に対して聴聞等を

行った上、相当と認める場合には、登録の取消し、業務停止や業務改善命令の発出などの行

政処分等を行う。 

また、証券監視委が、金融商品取引業者、登録金融機関及び金融商品仲介業者の外務員

について適切な措置を講ずるよう勧告したときは、内閣総理大臣から外務員登録に関する事

務を委任されている金融商品取引業協会は、外務員の所属する協会員等に対して聴聞を行

った上、相当と認める場合には、外務員登録の取消し又は外務員の職務停止の処分を行う。 
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４．取引調査、国際取引等調査 

（１）取引調査の権限 

取引調査の権限は、金商法第 177 条で定められており、 

１）事件関係人若しくは参考人に出頭を求め、質問をし、又はこれらの者から意見若しくは報

告を徴すること 

２）事件関係人に対し帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと 

３）事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査するこ

と 

４）公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めること 

ができることとされている。 

 

（２）課徴金の対象となる行為及び課徴金額 

課徴金制度導入以降、金商法等の累次の改正により、課徴金の対象範囲の拡大や課徴金水

準を引き上げる見直しが行われている。 

 

不公正取引に係る対象行為と課徴金額は以下のとおりである。 

１）風説の流布・偽計（金商法第 173 条） 

課徴金額：違反行為（風説の流布・偽計）終了時点で自己の計算において生じている売り（買い）

ポジションについて、当該ポジションに係る売付け等（買付け等）の価額と当該ポジションを違反

行為後１月間の最安値（最高値）で評価した価額との差額等 

（注）金融商品取引業者等が顧客等の計算において不公正取引を行った場合、それがファン

ドの運用として行われた場合には運用の対価の額を３倍した額を、その他の場合には、手

数料、報酬その他の対価の額を課徴金額として賦課。（以下同じ。） 

 

２）仮装・馴合売買（金商法第 174 条） 
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課徴金額：違反行為（仮装・馴合売買）終了時点で自己の計算において生じている売り（買い）ポ

ジションについて、当該ポジションに係る売付け等（買付け等）の価額と当該ポジションを違反行

為後１月間の最安値（最高値）で評価した価額との差額等 

 

３）現実売買による相場操縦（金商法第 174 条の２） 

課徴金額：違反行為（現実売買による相場操縦）期間中に自己の計算において確定した損益と、

違反行為終了時点で自己の計算において生じている売り（買い）ポジションについて、当該ポジ

ションに係る売付け等（買付け等）の価額と当該ポジションを違反行為後１月間の最安値（最高

値）で評価した価額との差額との合計額等 

 

４）違法な安定操作取引（金商法第 174 条の３） 

課徴金額：違反行為（違法な安定操作取引）に係る損益と、違反行為開始時点で自己の計算に

おいて生じているポジションについて、違反行為後１月間の平均価格と違反行為期間中の平均

価格の差額に当該ポジションの数量を乗じた額との合計額等 

 

５）内部者取引（金商法第 175 条） 

課徴金額：違反行為（内部者取引）に係る売付け等（買付け等）（重要事実の公表前６月以内に

行われたものに限る。）の価額と、重要事実公表後２週間の最安値（最高値）に当該売付け等

（買付け等）の数量を乗じた額との差額等 

 

６）情報伝達・取引推奨行為（金商法第 175 条の２） 

課徴金額：違反行為（情報伝達・取引推奨行為）により、情報受領者等が行った売買等によって

得た利得相当額に２分の１を乗じて得た額等 

※金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成 25 年法律第５号）により新たに課徴金の

対象となったもので、平成 26 年４月１日以降の違反行為について適用。 

 

（注１）違反者が過去５年以内に課徴金納付命令等を受けたことがある場合には、課徴金の額は

1.5 倍となる。 
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（注２）上場会社等による自己株取得に係る内部者取引について、違反者が当局による調査前

に申告を行った場合には、課徴金の額は半額となる。 

 

５．開示検査 

（１）開示検査の権限 

わが国金融・資本市場においては、金商法の規定に基づき、約 3,800 社の上場会社を始めと

する有価証券報告書の提出義務を負う発行者等から開示書類が提出されている。これらの開示

書類に対する開示検査の具体的な権限は以下のとおりである。 

 

１） 有価証券届出書、発行登録書、有価証券報告書、内部統制報告書、四半期報告書、半期

報告書、臨時報告書、自己株券買付状況報告書若しくは親会社等状況報告書等を提出した

者若しくは提出すべきであると認められる者、有価証券の引受人、その他の関係者若しくは参

考人に対して報告若しくは資料の提出を命じ、又は帳簿書類その他の物件の検査を行う権限

（金商法第 26 条（同法第 27 条において準用する場合を含む。）） 

 

２） 公開買付者、公開買付けによって株券等の買付け等を行うべきであると認められる者、これ

らの特別関係者、その他の関係者若しくは参考人に対して報告若しくは資料の提出を命じ、又

は帳簿書類その他の物件の検査を行う権限（金商法第 27 条の 22 第１項（同法第 27 条の 22

の２第２項において準用する場合を含む。）） 

 

３） 意見表明報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者、これらの関係者若

しくは参考人に対して報告若しくは資料の提出を命じ、又は帳簿書類その他の物件の検査を

行う権限（金商法第 27 条の 22 第２項） 

 

４） 大量保有報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者、これらの共同保有

者、その他の関係者若しくは参考人に対して報告若しくは資料の提出を命じ、又は帳簿書類

その他の物件の検査を行う権限（金商法第 27 条の 30 第１項） 
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５） 大量保有報告書に係る株券等の発行者である会社若しくは参考人に対して報告又は資料

の提出を命ずる権限（金商法第 27 条の 30 第２項） 

 

６） 特定情報を提供若しくは公表した発行者、特定情報を提供若しくは公表すべきであると認め

られる発行者、特定情報に係る有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対して

報告若しくは資料の提出を命じ、又は帳簿書類その他の物件の検査を行う権限（金商法第 27

条の 35） 

 

７） 虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為又は唆す行為（以下「特定関与行為」という。）

をした者に対する課徴金に係る事件について事件関係人等に出頭を求め、質問をし、若しくは

意見若しくは報告を徴し、又は事件関係人の営業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を

検査する権限（金商法第 177 条） 

 

８） 監査証明を行った公認会計士又は監査法人に対して報告又は資料の提出を命ずる権限

（金商法第 193 条の２第６項） 

 

（注１）以下の権限については、証券監視委に委任されていない（課徴金に係る事件についての

検査に係るものを除く。）。 

・ 有価証券届出書の効力発生前に行われる届出者に対して報告若しくは資料の提出を命じ、

又は帳簿書類その他の物件の検査を行う権限（金商法施行令第 38 条の２第１項第１号） 

・ 発行登録書の効力発生前に行われる発行登録書の提出者に対して報告若しくは資料の提

出を命じ、又は帳簿書類その他の物件の検査を行う権限（金商法施行令第 38 条の２第１項

第２号） 

・ 公開買付期間中における公開買付者等及び意見表明報告書の提出者等に対して報告若し

くは資料の提出を命じ、又は帳簿書類その他の物件の検査を行う権限（金商法施行令第 38

条の２第１項第３号） 

（注２）以下の権限については、金融庁長官が自ら行うことを妨げないこととなっている。 

・ 上記１）～６）及び８）のうち、報告又は資料の提出を命ずる権限（金商法施行令第 38 条の２

第１項ただし書） 
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・ 上記７）のうち、報告又は資料の提出を命ずる権限（金商法第 194 条の７第２項ただし書） 

 

（２）開示検査結果に基づく勧告 

１）課徴金納付命令の発出を求める勧告 

開示検査の結果、開示書類の重要な事項について虚偽記載等が認められれば、内閣総理大

臣及び金融庁長官に対して課徴金納付命令の発出を求める勧告を行う（設置法第 20 条）。課徴

金納付命令の発出を求める勧告が行われた場合には、内閣総理大臣より委任された金融庁長

官は審判手続開始の決定を行い、審判官が審判手続を経た上で審判事件についての決定案を

作成し、決定案に基づき課徴金の納付を命ずるか否かの決定を行うことになる。 

課徴金制度導入以降、「証券取引法の一部を改正する法律」（平成 17 年法律第 76 号）、「証

券取引法等の一部を改正する法律」（平成 18 年法律第 65 号）、「金融商品取引法等の一部を改

正する法律」（平成 20 年法律第 65 号）及び「金融商品取引法等の一部を改正する法律」（平成

24 年法律第 86 号）により、課徴金の対象範囲の拡大や課徴金の水準を引き上げる見直しが行

われている。 

課徴金の対象となる行為及び課徴金額は以下のとおりである。 

 

① 有価証券届出書を提出しない等のため必要な届出が受理されていないのに募集・売出し等

を行い、有価証券を取得させ、又は売り付ける行為（金商法第 172 条） 

課徴金額：募集・売出総額の 100 分の 4.5（株券等以外は 100 分の 2.25） 

 

② 虚偽記載のある有価証券届出書（募集・売出し等の発行開示）等に基づく募集・売出し等を

行い、有価証券を取得させ、又は売り付ける行為（金商法第 172 条の２） 

課徴金額：募集・売出総額の 100 分の 4.5（株券等以外は 100 分の 2.25） 

 

③ 有価証券報告書（事業年度ごとの継続開示）等を提出しない行為（金商法第 172 条の３） 

課徴金額：前事業年度の監査報酬額（前事業年度の監査がない場合等は 400 万円） 

（四半期報告書・半期報告書の場合はその２分の１） 
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④ 虚偽記載のある有価証券報告書（事業年度ごとの継続開示）等を提出する行為（金商法第

172 条の４） 

課徴金額：600 万円又は発行者の時価総額の 10 万分の６のいずれか大きい額 

（四半期報告書・半期報告書・臨時報告書等の場合はその２分の１） 

 

⑤ 公開買付開始公告を行わないで株券等の買付け等をする行為（金商法第 172 条の５） 

課徴金額：買付総額の 100 分の 25 

 

⑥ 虚偽表示のある公開買付開始公告を行い、又は虚偽記載のある公開買付届出書等を提出

する行為（金商法第 172 条の６） 

課徴金額：買付株券等の時価合計額の 100 分の 25 

 

⑦ 大量保有報告書・変更報告書を提出しない行為（金商法第 172 条の７） 

課徴金額：対象株券等の発行者の時価総額の 10 万分の１ 

 

⑧ 虚偽記載のある大量保有報告書・変更報告書等を提出する行為（金商法第 172 条の８） 

課徴金額：対象株券等の発行者の時価総額の 10 万分の１ 

 

⑨ 特定証券情報の提供又は公表がされていないのに特定勧誘等を行い、有価証券を取得さ

せ、又は売り付ける行為（金商法第 172 条の９） 

課徴金額：募集・売出総額の 100 分の 4.5（株券等以外は 100 分の 2.25） 

 

⑩ 虚偽のある特定証券等情報を提供又は公表して特定勧誘等を行い、有価証券を取得させ、

又は売り付ける行為（金商法第 172 条の 10） 

課徴金額： 
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イ．当該特定証券等情報が公表されている場合 

募集・売出総額の 100 分の 4.5（株券等以外は 100 分の 2.25） 

ロ．当該特定証券等情報が公表されていない場合 

イ．の額に、 

当該特定証券等情報の提供を受けた者の数 

当該特定勧誘等の相手方の数 

を乗じて得た額 

 

⑪ 虚偽のある発行者等情報を提供又は公表する行為（金商法第 172 条の 11） 

課徴金額： 

イ．当該発行者等情報が公表されている場合 

600 万円又は発行者の時価総額の 10 万分の６のいずれか大きい額 

ロ．当該発行者等情報が公表されていない場合 

イ．の額に、 

当該発行者等情報の提供を受けた者の数 

発行者等情報の提供を受けるべき相手方の数 

を乗じて得た額 

 

⑫ 特定関与行為（金商法第 172 条の 12） 

課徴金額： 

特定関与行為を行った者に対し、手数料、報酬その他の対価として支払われ、又は支払わ

れるべき金銭その他の財産の価額に相当する額 

（注）平成 24 年の金商法改正により新たに課徴金の対象となったもので、平成 25 年９月６日

以後に開始する違反行為について適用。 
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なお、上記②、④、⑦、⑩、⑪及び⑫の違反行為について、違反者が当局による調査前に

違反事実に関する報告を行った場合、直近の違反事実に係る課徴金の額が半額となる（金商

法第 185 条の７第 14 項）。他方、違反者が過去５年以内に課徴金納付命令等を受けたことが

ある場合には、課徴金の額は 1.5 倍となる（金商法第 185 条の７第 15 項）。 

 

２）訂正報告書等の提出命令の発出を求める勧告 

開示検査の結果、開示書類の重要な事項について虚偽記載等が認められるにもかかわらず、

当該開示書類の訂正報告書等が提出されない場合には、必要に応じて内閣総理大臣及び金融

庁長官に対して訂正報告書等の提出命令の発出を求める勧告を行う（設置法第 20 条）。 

 

６．犯則事件の調査・告発 

犯則事件の調査に係る権限として、金商法において、任意調査権限（金商法第 210 条）と強制

調査権限（金商法第 211 条等）が規定されている。任意調査として、犯則嫌疑者又は参考人（以

下「犯則嫌疑者等」という。）に対する質問、犯則嫌疑者等が所持し又は置き去った物件の検査、

犯則嫌疑者等が任意に提出し又は置き去った物件の領置をすることができ、強制調査として、

裁判官の発する許可状により行う臨検、捜索及び差押えをすることができる。 

犯則事件の範囲は、取引の公正を害するものとして政令（金商法施行令第 45 条）で規定され

ている。主なものとしては、発行会社を対象とする虚偽有価証券報告書等提出のほか、会社関

係者等を対象とする内部者取引、何人をも対象とする風説の流布、偽計、相場操縦等がある（附

属資料１－４参照）。 

また、犯収法では、金融商品取引業者等が本人確認を行う場合において、顧客等による氏

名・住所等の隠ぺい行為が犯則事件の調査対象と規定されている（犯収法第 32 条）。 

証券監視委職員は、犯則事件の調査を終えたときは、調査結果を証券監視委に報告する（金

商法第 223 条、犯収法第 32 条）。証券監視委は、その調査によって犯則の心証を得たときは、

検察官に告発し、領置・差押物件があるときは、領置・差押目録とともに引き継ぐ（金商法第 226

条、犯収法第 32 条）。 
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附属資料 １－２ 証券監視委の機能強化 

１－２ 証券監視委の機能強化 

 

※ 証券監視委は、金融商品取引法、資産流動化法（ＳＰＣ法）、投信法、社債株式振替法、犯

罪収益移転防止法、預金保険法に基づき、権限を行使。 

（注１） 「①」部分が「証券取引法等の一部を改正する法律（平成 16 年改正）」の施行（平成 17

年４月１日 他）に伴い調査・検査の対象となった部分。 
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附属資料 １－２ 証券監視委の機能強化 

（注２） 「②」部分が「金融商品取引法」の施行（平成 19 年９月 30 日 他）に伴い調査・検査の対

象となった部分。 

（注３） 「③」部分が「金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成 20 年改正）」の施行（平成

20 年 12 月 12 日）に伴い調査・検査等の対象となった部分。 

（注４） 開示検査対象の拡大の内容については、以下のとおり。 

・ 特定投資家向け有価証券に係る情報。 

     課徴金対象の拡大の内容については、以下のとおり。 

・ 公開買付届出書・大量保有報告書の虚偽記載・不提出。 

・ 発行開示書類・継続開示書類の不提出。（平成 20 年 12 月までは、虚偽記載が課徴

金の対象となっていた。） 

・ 特定投資家向け有価証券に係る情報の虚偽等。 

（注５） 「④」部分が「金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成 21 年改正）」の施行（平成

22 年４月１日）に伴い検査の対象となった部分。 

（注６） 「⑤」部分が「金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成 22 年改正）」の施行（平成

23 年４月１日）に伴い検査の対象となった部分。 

（注７） 「⑥」部分が「金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成 22 年改正）」の施行（平成

24 年 11 月１日）に伴い検査の対象となった部分。 

（注８） 「⑦」部分が「金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成 24 年改正）」の施行（平成

25 年９月６日）に伴い調査・検査の対象となった部分。 

（注９） 「⑧」部分が「金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成 25 年改正）」の施行（平成

26 年４月１日）に伴い調査の対象となった部分。 

（注 10） 「⑨」部分が「金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成 26 年改正）」の施行（平

成 27 年５月 29 日）に伴い検査の対象となった部分。 

（注 11） 「⑩」部分が「金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成 29 年改正）」の施行（平

成 30 年４月１日）に伴い検査の対象となった部分。 

（注 12） 「⑪」部分が「金融商品取引法」の一部改正を含む「情報通信技術の進展に伴う金融取

引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年改

正）」の施行（令和２年５月１日）に伴い検査の対象となった部分。 
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附属資料 １－３ 証券監視委及び財務局等監視官部門の定員の推移 

 

１－３ 証券監視委及び財務局等監視官部門の定員の推移 

年 度 
予 算 定 員 

証券監視委 財務局等 合 計 

平成４年度 84人 118人 202人 

平成５年度 84人 118人 202人 

平成６年度 86人 118人 204人 

平成７年度 88人 118人 206人 

平成８年度 89人 118人 207人 

平成９年度 91人 118人 209人 

平成10年度 98人 126人 224人 

平成11年度 106人 133人 239人 

平成12年度 112人 139人 251人 

平成13年度 122人 144人 266人 

平成14年度 182人 183人 365人 

平成15年度 217人 199人 416人 

平成16年度 237人 204人 441人 

平成17年度 307人 245人 552人 

平成18年度 318人 246人 564人 

平成19年度 341人 268人 609人 

平成20年度 358人 282人 640人 

平成21年度 374人 300人 674人 

平成22年度 384人 313人 697人 

平成23年度 392人 312人 704人 

平成24年度 392人 322人 714人 

平成25年度 400人 339人 739人 

平成26年度 409人 354人 763人 

平成27年度 410人 354人 764人 

平成28年度 411人 352人 763人 

平成29年度 406人 342人 748人 

平成30年度 402人 338人 740人 

令和元年度 400人 331人 731人 

令和２年度 401人 336人 737人 

 

(注) 財務局等には、福岡財務支局、沖縄総合事務局財務部を含む。 
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附属資料 １－４ 組織・事務に係る法令の概要 

 

１－４ 組織・事務に係る法令の概要 

１．証券監視委と内閣総理大臣、金融庁長官及び財務局長等の関係の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金 融 庁 長 官 
委員長・ 

委員の任命 

証券取引等監視委員会 

財 務 局 長 等 

犯則事件

の調査 

勧 告 ・ 建 議 

内 閣 総 理 大 臣 

委 任 

指揮監督 

委 任 

委 任（指揮監督） 

（注１）証券監視委が財務局長等に委任した権限については、証券監視委が財務局長等を指揮監督する（金商法第194条の７第８項

等）。 

（注２）犯則事件の調査については、証券監視委が財務局長等を指揮監督し、必要があるときは財務局等職員を直接指揮監督するこ

とができる（金商法第224条第４項、第５項等）。 

（注３）証券監視委は、以下の公示で指定する金融商品取引業者等に関する権限については、財務局長等への委任を行っていない。 

・金融商品取引法施行令第四十四条第五項並びに投資信託及び投資法人に関する法律施行令第百三十六条第二項の規定に基づ

き金融商品取引業者等を指定する公示 

・犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第二十八条第六項の規定に基づき金融商品取引業者等を指定する公示 

金融商品取引業者等の検査 

 取引の公正の確

保に係る検査 
財務の健全性

等に係る検査 
開示検査 取引調査 187 条調査 

 

金融商品取引業者等の検査 

 取引の公正の確

保に係る検査 
財務の健全性

等に係る検査 
開示検査 取引調査 187 条調査 

金融商品取引業者等の検査 

 取引の公正の確

保に係る検査 
財務の健全性

等に係る検査 
開示検査 取引調査 187 条調査 

 

犯則事件

の調査 
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附属資料 １－４ 組織・事務に係る法令の概要 

 

２．証券監視委の組織・権限等 

証券監視委の組織・権限等は、設置法の以下の条項により規定されている。 

〔設置法〕 

条 項 規  定  の  概  要 

第 ４ 条 

第 ６ 条 

第 ８ 条 

第 ９ 条 

第 10 条 

第 11 条 

第 12 条 

第 13 条 

第 14 条 

第 15 条 

第 16 条 

第 17 条 

第 18 条 

第 19 条 

第 20 条 

第 21 条 

第 22 条 

金融庁の事務 

証券監視委の設置 

証券監視委の所掌事務 

委員長及び委員の職権の行使 

証券監視委の組織 

委員長 

委員長及び委員の任命 

委員長及び委員の任期 

委員長及び委員の身分保障 

委員長及び委員の罷免 

委員長及び委員の服務等 

委員長及び委員の給与 

会議 

事務局 

勧告 

建議 

事務の処理状況の公表 
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附属資料 １－４ 組織・事務に係る法令の概要 

 

３．権限及び範囲に係る規定 

（１） 証券検査の検査又は報告・資料の徴取の権限 

証券監視委は、金融商品取引業者等に対する検査又は報告・資料の徴取権限を内閣総理大臣

及び金融庁長官から委任されている。 

具体的な権限の規定は、以下のとおりである。 

〔金商法〕 

検査又は報告・資料

の徴取の権限規定 

証券監視委への 

権限委任規定 
検査又は報告・資料の徴取の対象 

第 56 条の２第１項

（第 65 条の３第３項

において準用する場

合を含む。）から第４

項まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 57 条の 10 第１項 

 

第 57 条の 23 

 

 

 

第 57 条の 26 第２項 

 

第 60 条の 11（第 60

条の12第３項におい

て準用する場合を含

む。） 

 

第 60 条の 14 第２項

において準用する第

60 条の 11 

 

 

第 63 条の６ 

 

第194条の７第２項第１号及

び第３項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第194条の７第３項 

 

第194条の７第３項 

 

 

 

第194条の７第３項 

 

第194条の７第２項第２号及

び第３項 

 

 

 

第194条の７第２項第２号及

び第３項 

 

 

 

第194条の７第２項第２号の

２及び第３項 

金融商品取引業者等、金融商品取引業者

等と取引をする者、金融商品取引業者等

（登録金融機関を除く。）がその総株主等の

議決権の過半数を保有する銀行等、金融商

品取引業者等を子会社とする持株会社、金

融商品取引業者等から業務の委託を受け

た者、金融商品取引業者の主要株主、金融

商品取引業者を子会社とする持株会社の

主要株主、特定金融商品取引業者等の親

金融機関等、特定金融商品取引業者等の

子金融機関等、金融商品取引業者の親銀

行等、金融商品取引業者の子銀行等 

 

特別金融商品取引業者の子会社等 

 

指定親会社、指定親会社と取引をする者、

指定親会社の子会社等、指定親会社から

業務の委託を受けた者 

 

指定親会社の主要株主 

 

取引所取引許可業者、取引所取引許可業

者と取引を行う者、取引所取引許可業者か

ら業務の委託を受けた者 

 

 

電子店頭デリバティブ取引等許可業者、電

子店頭デリバティブ取引等許可業者と取引

を行う者、電子店頭デリバティブ取引等許可

業者から業務の委託を受けた者 

 

特例業務届出者、特例業務届出者と取引を

行う者、特例業務届出者から業務の委託を
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附属資料 １－４ 組織・事務に係る法令の概要 

 

検査又は報告・資料

の徴取の権限規定 

証券監視委への 

権限委任規定 
検査又は報告・資料の徴取の対象 

 

 

第 63 条の３第２項に

おいて準用する第63

条の６ 

 

 

第 66 条の 22 

 

 

第 66 条の 45 第１項 

 

 

 

第 66 条の 67 

 

 

第 75 条 

 

 

 

 

第 79 条の４ 

 

 

第 79 条の 77 

 

 

第 103 条の４ 

 

 

 

 

第 106 条の６第１項

（同条第２項におい

て準用する場合を含

む。） 

 

 

 

第 106 条の 16 

 

 

 

 

 

第194条の７第２項第２号の

２及び第３項 

 

 

 

第194条の７第２項第３号及

び第３項 

 

第194条の７第２項第３号の

２及び第３項 

 

 

第194条の７第２項第３号の

３及び第３項 

 

第194条の７第２項第４号及

び第３項 

 

 

 

第 194 条の７第２項第５号

及び第３項 

 

第 194 条の７第３項 

 

 

第 194 条の７第３項 

 

 

 

 

第 194 条の７第３項 

 

 

 

 

 

 

第 194 条の７第３項 

 

 

 

受けた者 

 

特例業務に係る届出をした金融商品取引業

者等、当該金融商品取引業者等と取引を行

う者、当該金融商品取引業者等から業務の

委託を受けた者 

 

金融商品仲介業者、金融商品仲介業者と取

引をする者 

 

信用格付業者、信用格付業者と取引をする

者、信用格付業者から業務の委託を受けた

者、信用格付業者の関係法人 

 

高速取引行為者 

 

 

認可金融商品取引業協会、店頭売買有価

証券の発行者、取扱有価証券の発行者、認

可金融商品取引業協会から業務の委託を

受けた者 

 

認定金融商品取引業協会、認定金融商品取引

業協会から業務の委託を受けた者 

 

投資者保護基金、投資者保護基金から業

務の委託を受けた者 

 

株式会社金融商品取引所の対象議決権保

有届出書の提出者（株式会社金融商品取

引所の総株主の議決権の百分の五を超え

る対象議決権の保有者） 

 

株式会社金融商品取引所の主要株主、株

式会社金融商品取引所の保有基準割合以

上の数の対象議決権を保有する商品取引

所、株式会社金融商品取引所の保有基準

割合以上の数の対象議決権を保有する商

品取引所持株会社 

 

金融商品取引所持株会社の対象議決権保

有届出書の提出者（金融商品取引所持株

会社の総株主の議決権の百分の五を超え

る対象議決権の保有者） 
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附属資料 １－４ 組織・事務に係る法令の概要 

 

検査又は報告・資料

の徴取の権限規定 

証券監視委への 

権限委任規定 
検査又は報告・資料の徴取の対象 

 

第106条の20第１項

（同条第２項におい

て準用する場合を含

む。） 

 

第 106 条の 27 

 

 

第109条において準

用する第106条の27 

 

第 151 条 

 

 

 

 

 

第 153 条の４におい

て準用する第 151 条 

 

第 155 条の９ 

 

 

 

第 156 条の５の４ 

 

 

 

 

第 156 条の５の８ 

 

第 156 条の 15 

 

 

 

第 156 条の 20 の 12 

 

 

 

 

第 156 条の 34 

 

 

 

第 194 条の７第３項 

 

 

 

 

第 194 条の７第３項 

 

 

第 194 条の７第３項 

 

 

第 194 条の７第２項第６号

及び第３項 

 

 

 

 

第 194 条の７第２項第６号

及び第３項 

 

第 194 条の７第２項第７号

及び第３項 

 

 

第 194 条の７第３項 

 

 

 

 

第 194 条の７第３項 

 

第 194 条の７第３項 

 

 

 

第 194 条の７第３項 

 

 

 

 

第 194 条の７第３項 

 

 

 

金融商品取引所持株会社の主要株主、金

融商品取引所持株会社の保有基準割合以

上の数の対象議決権を保有する商品取引

所 

 

金融商品取引所持株会社、金融商品取引

所持株会社の子会社 

 

親商品取引所等、金融商品取引所持株会

社を子会社とする商品取引所 

 

金融商品取引所、金融商品取引所の子会

社、金融商品取引所の商品取引参加者、金

融商品取引所に上場されている有価証券

の発行者、金融商品取引所から業務の委

託を受けた者 

 

自主規制法人 

 

 

外国金融商品取引所、外国金融商品取引

所参加者、外国金融商品取引所から業務

の委託を受けた者 

 

金融商品取引清算機関の対象議決権保有

届出書の提出者（金融商品取引清算機関

の総株主の議決権の百分の五を超える対

象議決権の保有者） 

 

金融商品取引清算機関の主要株主 

 

金融商品取引清算機関、金融商品取引清

算機関の清算参加者、金融商品取引清算

機関から業務の委託を受けた者 

 

外国金融商品取引清算機関、外国金融商

品取引清算機関の清算参加者、外国金融

商品取引清算機関から業務の委託を受け

た者 

 

証券金融会社、証券金融会社から業務の

委託を受けた者 
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附属資料 １－４ 組織・事務に係る法令の概要 

 

検査又は報告・資料

の徴取の権限規定 

証券監視委への 

権限委任規定 
検査又は報告・資料の徴取の対象 

第 156 条の 58 

 

 

 

第 156 条の 80 

 

 

 

 

第 156 条の 89 

第 194 条の７第３項 

 

 

 

第 194 条の７第３項 

 

 

 

 

第 194 条の７第３項 

指定紛争解決機関、指定紛争解決機関の

加入金融商品取引関係業者、指定紛争解

決機関から業務の委託を受けた者 

 

取引情報蓄積機関、取引情報蓄積機関と取

引情報収集契約を締結した者、取引情報蓄

積機関から業務の委託を受けた者(委託を

受けた者から委託を受けた者を含む。) 

 

特定金融指標算出者、特定金融指標算出

者から特定金融指標算出業務の委託を受

けた者、特定金融指標算出者に対して算出

基礎情報を提供した情報提供者 

※ 報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない（取引等の公正

の確保に係る検査以外の検査の権限については、公益又は投資者保護のため緊急の必要が

あると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合は、

金融庁長官が自ら行うことを妨げない。）。 

 

〔投信法〕 

検査又は報告・資料

の徴取の権限規定 

証券監視委への 

権限委任規定 
検査又は報告・資料の徴取の対象 

第 22 条第１項 

 

 

 

第 213 条第１項から

第５項まで 

 

第 225 条第３項 

 

 

 

第 225 条第２項及び第３項 

投資信託委託会社等、受託会社等、受託会

社等と当該受託会社等に係る投資信託に

係る業務に関して取引する者 

 

設立中の投資法人の設立企画人等、投資

法人、投資法人の資産保管会社等、投資法

人の執行役員等、投資法人又は当該投資

法人の資産保管会社等と当該投資法人に

係る業務に関して取引する者 

※ 報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない（取引等の公正

の確保に係る検査以外の検査の権限については、公益又は投資者保護のため緊急の必要が

あると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合は、

金融庁長官が自ら行うことを妨げない。）。 

 

 

― 102 ―

第
１
節

第
２
節

第
３
節

1-4



附属資料 １－４ 組織・事務に係る法令の概要 

 

〔ＳＰＣ法〕 

検査又は報告・資料

の徴取の権限規定 

証券監視委への 

権限委任規定 
検査又は報告・資料の徴取の対象 

第 209 条第２項にお

いて準用する第 217

条第１項 

 

第 217 条第１項 

 

第 286 条第１項にお

いて準用する第 209

条第２項において準

用する第 217 条第１

項 

第 290 条第２項第１号及び

第３項 

 

 

第 290 条第３項 

 

第 290 条第２項第２号及び

第３項 

資産対応証券の募集等の取扱いを行う特

定譲渡人 

 

 

特定目的会社 

 

特定目的信託の原委託者 

※ 報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない（取引等の公正

の確保に係る検査以外の検査の権限については、公益又は投資者保護のため緊急の必要が

あると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合は、

金融庁長官が自ら行うことを妨げない。）。 

 

〔社債等振替法〕 

検査又は報告・資料

の徴取の権限規定 

証券監視委への 

権限委任規定 
検査又は報告・資料の徴取の対象 

第 20 条第１項（第 43

条第３項において準

用 す る 場 合 を 含

む。） 

第 286 条第２項 振替機関 

※ 報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 

 

〔犯収法〕 

検査又は報告・資料

の徴取の権限規定 

証券監視委への 

権限委任規定 
検査又は報告・資料の徴取の対象 

第 15 条及び第 16 条

第１項 

第 22 条第６項及び第７項 金融商品取引業者、特例業務届出者、登録

金融機関、証券金融会社、振替機関、口座

管理機関 

※ 報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 
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附属資料 １－４ 組織・事務に係る法令の概要 

 

 

〔預金保険法〕 

検査又は報告・資料

の徴取の権限規定 

証券監視委への 

権限委任規定 
検査又は報告・資料の徴取の対象 

第 136 条第１項及び

第２項並びに第 137

条第１項及び第２項 

第 139 条第２項 金融商品取引業者等（金融商品取引業者

（第一種金融商品取引業者のうち有価証券

関連業に該当するものを行う者に限る。）、

指定親会社、金融商品取引業者子特定法

人、指定親会社子会社等、証券金融会

社）、金融商品仲介業者、登録金融機関、

金融商品取引業者等の子会社、金融商品

取引業者等から業務の委託を受けた者 

※ 報告又は資料の提出を命ずる権限並びに預金保険法の円滑な実施を確保するため緊急の

必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる

場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 

 

〔不当景品類及び不当表示防止法〕 

検査又は報告・資料

の徴取の権限規定 

証券監視委への 

権限委任規定 
検査又は報告・資料の徴取の対象 

第 29 条第１項 第 33 条第６項 金融商品取引業者、金融商品仲介業者、登

録金融機関 

※ 金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。 

 

〔個人情報の保護に関する法律〕 

検査又は報告・資料

の徴取の権限規定 

証券監視委への 

権限委任規定 
検査又は報告・資料の徴取の対象 

第 40 条第１項 第44条第５項 金融庁長官が所管する個人情報取扱事業

者等 

※ 金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。 

 

― 104 ―

第
１
節

第
２
節

第
３
節

1-4



附属資料 １－４ 組織・事務に係る法令の概要 

 

（２） 取引調査の権限及び課徴金の対象範囲 

① 取引調査の権限 

不公正取引規制等の実効性を確保し、違反行為を抑止するため、新たな行政上の措置として

金銭的な負担を課する制度（課徴金制度）が導入されたことにより、証券監視委は、課徴金に係る

事件について必要な調査をするため、事件関係人等に対する質問又は報告等の徴取及び検査の

権限を内閣総理大臣及び金融庁長官から委任されている。（注） 

具体的な権限の規定は、以下のとおりである。 

〔金商法〕 

質問・報告等の徴取、 

検 査 の権 限 規 定 

証券監視委への 

権限委任規定 
質問・報告等の徴取及び検査の対象 

第177条 

 

第194条の７第

２項第８号 

事件関係人、参考人、事件関係人の営業所

その他必要な場所 

（注）報告を徴する権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 

 

② 課徴金の対象範囲 

課徴金の対象範囲は、金商法において定められており、個別的に掲げると以下のとおりであ

る。 

〔金商法〕 

条  項 規定の概要 

第173条 

第174条 

第174条の２ 

第174条の３ 

第175条 

第175条の２ 

風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者 

仮装･馴合売買をした者 

相場を変動させるべき一連の有価証券売買等をした者 

安定操作取引等の禁止に違反した者 

内部者取引をした者 

未公表の重要事実の伝達等の禁止に違反した者 
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附属資料 １－４ 組織・事務に係る法令の概要 

 

（３） 開示検査及び報告・資料の徴取の権限並びに課徴金の対象範囲 

① 開示検査及び報告・資料の徴取の権限 

行政命令発出のための事実認定としてのディスクロージャー関係規定の遵守状況に関する検

査については、証券監視委が担った方が違反行為の摘発を有効に行えると考えられることから、

報告若しくは資料の提出を命じる権限及び検査の権限を内閣総理大臣及び金融庁長官から委任

されている。 

具体的な権限の規定は、以下のとおりである。 

〔金商法〕 

報告・資料の徴取、 

検査の権限規定 

証券監視委への 

権限委任規定 
報告・資料の徴取及び検査の対象 

第26条 

（第27条において準

用する場合を含

む。） 

 

 

第27条の22第１項 

（第27条の22の２第

２項において準用す

る場合を含む。） 

 

第27条の22第２項 

 

 

第27条の30第１項 

 

 

 

第27条の30第２項 

（報告・資料の徴取

のみ） 

 

第27条の35 

 

 

 

 

第177条 

 

 

 

第194条の７第３項 

 

 

 

 

 

第194条の７第３項 

 

 

 

 

第194条の７第３項 

 

 

第194条の７第３項 

 

 

 

第194条の７第３項 

 

 

 

第194条の７第３項 

 

 

 

 

第194条の７第２

項第８号 

 

 

有価証券届出書・有価証券報告書等の縦覧書類

（注１）を提出した者又は提出すべきであると認め

られる者、有価証券の引受人その他の関係者、参

考人 

 

 

公開買付者、公開買付けによって株券等の買付

け等を行うべきであると認められる者、これらの特

別関係者その他の関係者、参考人 

 

 

意見表明報告書を提出した者又は提出すべきで

あると認められる者、これらの関係者、参考人 

 

大量保有報告書を提出した者又は提出すべきで

あると認められる者、これらの共同保有者その他

の関係者、参考人 

 

大量保有報告書に係る株券等の発行者である会

社、参考人 

 

 

特定情報を提供若しくは公表した発行者、特定情

報を提供若しくは公表すべきであると認められる

発行者、特定情報に係る有価証券の引受人その

他の関係者、参考人 

 

事件関係人、参考人、事件関係人の営業所

その他必要な場所 
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附属資料 １－４ 組織・事務に係る法令の概要 

 

報告・資料の徴取、 

検査の権限規定 

証券監視委への 

権限委任規定 
報告・資料の徴取及び検査の対象 

第193条の２第６項 

（報告・資料の徴取

のみ） 

第194条の７第３項 監査証明を行った公認会計士又は監査法人 

 

（注１） 開示検査の対象となる縦覧書類は第25条第１項に掲げられている、 

・有価証券届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書 

・発行登録書及びその添付書類、発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれ

らの訂正発行登録書 

・有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 

・有価証券報告書の記載内容に係る確認書及びその訂正確認書 

・内部統制報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 

・四半期報告書、半期報告書及びこれらの訂正報告書 

・四半期報告書及び半期報告書の記載内容に係る確認書及びこれらの訂正確認書 

・臨時報告書及びその訂正報告書 

・自己株券買付状況報告書及びその訂正報告書 

・親会社等状況報告書及びその訂正報告書 

である。 

（注２） 有価証券届出書等の効力発生前における届出者等に対する検査等の権限及び公

開買付期間中の公開買付者等に対する検査等の権限については、課徴金に係る

事件についての検査に係るものを除き、証券監視委に委任されていない。 
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附属資料 １－４ 組織・事務に係る法令の概要 

 

② 課徴金の対象範囲 

課徴金の対象範囲は、金商法において定められており、個別的に掲げると以下のとおりであ

る。 

〔金商法〕 

条  項 規定の概要 

第172条 

 

第172条の２ 

 

第172条の３ 

第172条の４ 

第172条の５ 

第172条の６ 

第172条の７ 

第172条の８ 

第172条の９ 

第172条の10 

 

第172条の11 

第172条の12 

 

有価証券届出書（募集・売出しの発行開示）が受理されていないのに有価証券

の募集等をした者等 

虚偽記載のある有価証券届出書（募集・売出しの発行開示）等の提出により、

有価証券を取得させ、又は売り付けた者等 

有価証券報告書等を提出しない発行者 

虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した発行者 

公開買付開始公告を行わないで株券等の買付け等をした者 

虚偽表示のある公開買付開始公告等を行った者等 

大量保有報告書等を提出しない者 

虚偽記載のある大量保有報告書等を提出した者 

特定証券情報の提供又は公表がされていないのに特定勧誘等をした者 

虚偽のある特定証券等情報の提供又は公表をし、有価証券を取得させ、又は

売り付けた発行者等 

虚偽のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者 

虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為又は唆す行為をした者 
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附属資料 １－４ 組織・事務に係る法令の概要 

 

（４） 犯則事件の調査の権限及び範囲 

① 犯則事件の調査の権限 

犯則事件の調査は、内閣総理大臣及び金融庁長官から委任を受けた権限に基づいて行う検査

及び報告・資料の徴取とは異なり、証券監視委職員の固有の権限として規定されている。 

具体的な権限は、以下のとおりである。 

根 拠 規 定 犯 則 事 件 の 調 査 の 権 限 

金商法第 210 条 

犯収法第 32 条 

犯則嫌疑者等に対する出頭の求め、質問、犯則嫌疑者等が所持し又は

置き去った物件の検査、犯則嫌疑者等が任意に提出し又は置き去った物

件の領置等の任意調査権限 

金商法第 211 条、第

211 条の２ 

犯収法第 32 条 

裁判官の発する許可状により行う臨検、捜索又は差押えの強制調査権

限 

 

 

② 犯則事件の範囲 

犯則事件の範囲は、取引の公正を害するものとして金商法施行令第 45 条及び犯収法第 32 条

において定められており、個別的に掲げると以下のとおりである。 

〔金商法〕 

条   項 行為者 規  定  の  概  要 

第５条、第 24 条等 

 

第 15 条等 

 

 

 

 

 

第 23 条の３等 

 

第 27 条の３等 

 

第 27 条の 23 等 

 

 

第 30 条の２等 

 

 

 

発行者 

 

発行者、売

出 し を す る

者、引受人、

金融商品取

引業者等 

 

発行登録者 

 

公開買付者 

 

大量保有者

等 

 

金融商品取

引業者等 

 

 

有価証券届出書、有価証券報告書等の提出義務等 

 

有価証券届出書の効力発生前の募集、売出し又は売付け

の禁止等 

 

 

 

 

発行登録書等の提出義務等 

 

公開買付届出書等の提出義務等 

 

大量保有報告書等の提出義務等 

 

 

金融商品取引業者等に対する認可の条件 
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附属資料 １－４ 組織・事務に係る法令の概要 

 

条   項 行為者 規  定  の  概  要 

第 37 条等 

 

 

第 37 条の３ 

 

 

第 37 条の４ 

 

 

第 37 条の５ 

 

 

第 38 条等 

 

 

第 38 条の２ 

 

 

第 39 条第１項 

 

 

第 40 条の４ 

 

 

第 41 条の２ 

 

 

第 42 条の２ 

 

 

第 42 条の７ 

 

 

第 157 条 

 

第 158 条 

 

第 159 条 

 

第 161 条第１項 

 

 

第 163 条等 

 

 

金融商品取

引業者等 

 

金融商品取

引業者等 

 

金融商品取

引業者等 

 

金融商品取

引業者等 

 

金融商品取

引業者等 

 

金融商品取

引業者等 

 

金融商品取

引業者等 

 

金融商品取

引業者等 

 

金融商品取

引業者等 

 

金融商品取

引業者等 

 

金融商品取

引業者等 

 

何人も 

 

何人も 

 

何人も 

 

金融商品取

引業者等 

 

会社役員等 

 

 

広告等の規制 

 

 

契約締結前の書面の交付 

 

 

契約締結時等の書面の交付 

 

 

保証金の受領に係る書面の交付 

 

 

契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のこと

を告げる行為の禁止 

 

投資顧問契約等に関し、偽計、暴行、脅迫の禁止等 

 

 

損失保証・損失補てん等の禁止 

 

 

特定投資家向け有価証券の一般投資家を相手方とする売

買等 

 

投資助言業務に関する禁止事項 

 

 

投資運用業に関する禁止事項 

 

 

運用報告書の交付 

 

 

有価証券の売買等について、不正の手段・計画等の禁止 

 

風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止 

 

相場操縦行為等の禁止 

 

金融商品取引業者等の自己計算取引及び過当な数量の売

買取引等の制限 

 

役員・主要株主の特定有価証券等の売買報告書の提出義

務等 
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附属資料 １－４ 組織・事務に係る法令の概要 

 

条   項 行為者 規  定  の  概  要 

第 165 条 

 

 

第 166 条 

 

 

第 167 条 

 

 

第 167 条の２ 

 

 

第 168 条 

 

第 169 条 

 

第 170 条 

 

第 171 条 

 

会社役員等 

 

 

会社関係者

等 

 

公開買付者

等関係者等 

 

会社関係者

等 

 

何人も 

 

何人も 

 

何人も 

 

有価証券の

不特定多数

者向け勧誘

等をする者

等 

役員・主要株主による特定有価証券の一定額を超える売付

けの禁止等 

 

会社関係者等による内部者取引の禁止 

 

 

公開買付者等関係者等による内部者取引の禁止 

 

 

未公表の重要事実の伝達等の禁止 

 

 

虚偽の相場の公示、虚偽文書の頒布等の禁止 

 

対価を受けた証券記事等の制限 

 

募集又は売出しに際しての有利買付け等の表示の禁止 

 

不特定多数向け勧誘等に際しての一定の額の配当等の表

示の禁止 

 

 

〔犯収法〕 

条   項 行為者 規  定  の  概  要 

第４条第６項 顧客等 

代表者等 

本人特定事項の虚偽申告の禁止 
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証券監視委の 

基本指針等 

第２章  
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証券取引等監視委員会 中期活動方針（第 10 期）  

～信頼され魅力ある資本市場のために～ 

 

令 和 2 年 1 月 2 4 日 

証券取引等監視委員会 

 

 

証券監視委の使命 

的確・適切な市場監視による 

１．市場の公正性・透明性の確保及び投資者保護の実現 

２．資本市場の健全な発展への貢献 

３．国民経済の持続的な成長への貢献 

 

証券監視委が目指す市場の姿 

市場参加者が、資本市場の健全な発展及び投資者保護の確保という目

標を共有し、それぞれに期待される役割の遂行や専門性の発揮によっ

て、強固な信頼を確立した資本市場 

 

証券監視委の活動理念 

公正・中立 

説明責任 

フォワード・ルッキング  

実効性・効率性  

関係機関との協働 

最高水準の追求 
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証券監視委は、取引の公正を図り、市場に対する投資者の信頼を保持すること

を目的として平成４年に設置され、今般、第 10 期目を迎えました。 

証券監視委は、平成４年の発足以来、重大・悪質な事案に対する告発や法令違

反事案に対する課徴金納付命令勧告・行政処分勧告等の実績を積み重ねるとと

もに、調査・検査を通じた市場監視に取り組み、市場の公正性・透明性の確保や

投資者保護の実現に努めてきました。 

 

現在、資本市場は大きく変化しています。  

・ 構造的な変化として、海外投資の増加や企業のグローバル化（海外子会社等

との分業、アウトソーシング等）などにより、資本市場のグローバル化や各種

金融市場の緊密化が更に進展しています。 

・ 資金フローをみると、世界的な低金利環境の下、高リスク・低流動性ファン

ド等に対する資金流入が増大している中、地政学的リスクなどを背景に経済

の先行きを巡る不確実性が高まっています。 

・ また、デジタライゼーションの飛躍的な進展が資本市場及び市場参加者全体

に大きな影響を及ぼしています。金融機関は AI 等の技術やデータの利活用の

進展等によりビジネスモデルの見直しを迫られ、市場環境もアルゴリズムを

用いた高速取引の普及等により大きく変化しているほか、暗号資産等の新し

い商品・取引等が出現しています。 

 

また、金融庁の重要施策の１つに多様な利用者のニーズに応じた金融サービ

スの向上が掲げられる中、証券監視委としても、幅広い投資者が安心して投資で

きる市場の実現等を通じ、国民の安定的な資産形成や資金の好循環に一層貢献

する必要があります。 

 

これらのような大きな環境変化の中、第 10 期を迎えた証券監視委は、前記の

活動理念のもと、「網羅的な市場監視（広く）」・「機動的な市場監視（早く）」・「深

度ある市場監視（深く）」という３つの目標達成に向けて５つの施策を実施して

まいります。 

 

 

 

 

証券監視委を取り巻く現在の環境 
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１．網羅的な市場監視（広く） 

(1) 新たな商品・取引等への対応 

  新しい商品・取引等に係るリスクを的確に把握・分析等 

(2) あらゆる取引・市場を網羅的に監視 

株式市場と債券市場、現物市場とデリバティブ市場、発行市場と流通市     

場等、あらゆる取引・市場を網羅的に監視 

(3) 高齢者を含む多様な投資者の保護 

  高齢者を含む市場に参加する多様な投資者について、その知識、経験、

能力等の様々な属性を踏まえた投資者保護を推進 

(4) 全体像の把握（部分から全体へ) 

個別の問題事象について、事案の全体像を把握した上で、他の類似事

案等も見据えた横断的な視点も持って、実態解明及び根本原因の究明 

(5) 国内外の関係者に向けた幅広い情報発信 

  違反・不適切行為の未然防止の観点を含む情報発信の強化 

 

２．機動的な市場監視（早く） 

(1) 問題の早期発見・着手 

  市場における問題の端緒の速やかな把握及びタイムリーな調査・検査

等の実施 

(2) 早期の対応による未然防止 

  市場における問題に限らず、問題が顕在化していないものの調査・検

査において改善が必要と認められた事項について、改善の促進を通じ

た未然防止及び問題の拡大の防止 

(3) 迅速な実態解明・処理による問題の早期是正 

  調査・検査実施時における事案の迅速な実態解明及び処理 

 

３．深度ある市場監視（深く） 

(1) 問題の根本原因の究明 

  法令違反等の問題が認められた場合、問題の実質面に着眼してその根

本的な原因の究明を踏まえ、当事者等と深度ある議論を行い、自主的

な改善及び再発防止に向けた取組みを促進 

   

目標 
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(2) 深度ある分析を通じた市場の構造的な問題の把握 

  個別の問題事象の分析にとどまらず、前述の横断的な視点に加え、そ

れらを踏まえた深度ある分析を行うことを通じた、市場の構造的な問

題の把握及び制度整備等への貢献 

   

 

１．内外環境を踏まえた情報収集力の向上 

(1) 市場環境のマクロ的な視点での分析等によるフォワード・ルッキングな

市場監視 

 問題の未然防止・早期発見につなげるため、マクロ的な視点で市場環

境、業種及び企業の分析を行う等、フォワード・ルッキングな市場監視

を行います。 

 具体的には、調査・検査の端緒として活用するため、マクロ経済動向の

把握とともに、国内外のマクロ経済情勢等を踏まえて選定した業種・

企業に係る情報収集・分析を行います。 

また、その結果を証券監視委内で共有し、調査・検査に活用します。 

(2) 様々な金融市場に対する横断的な市場監視 

 株式市場と債券市場、現物市場とデリバティブ市場、発行市場と流通市

場等の各市場に対して、多面的な視点を持ちつつ、横断的な市場監視を

行います。 

(3) 海外当局との連携強化による情報収集力等の強化及び市場監視への活用 

 海外当局（法執行部門等）との信頼関係の醸成及び強化に努め、当該信

頼関係に基づき、情報交換、調査・検査及び法執行面での連携を更に強

化するとともに、そこから得られた海外における法執行状況や法制度

等の有益な情報について、市場監視に活用します。 

 

２．深度ある分析と迅速かつ効果的・効率的な調査・検査の実施 

(1) 事案の態様に応じた多角的・多面的な分析・検証 

 取引等の複雑化、企業のグローバル化の進展、金融商品取引業者等の

ビジネスモデルの構造的変化等を背景とした非定型・新類型の事案等1

                                                  
1 例えば、第９期においては、特殊見せ玉を用いた不公正取引に対し偽計を適用した事

案、債券市場デリバティブに係る相場操縦の事案、非財務情報にかかる虚偽記載の事案、

ウェブサイト広告を利用した誇大広告・虚偽告知等の事案など。 

目標達成のための５つの施策 
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についても、その態様に応じて、多角的・多面的な分析・検証を的確に

実施します。 

(2) 不公正取引や開示規制違反への迅速な課徴金納付命令勧告等 

 事案が、全体としてより多様化・複雑化している中、課徴金納付命令勧

告を視野に入れた調査・検査を積極的・機動的に実施することによっ

て、不公正取引や開示規制違反の実態を解明するとともに、再発防止・

未然防止につなげます。 

(3) クロスボーダー事案の特質に応じた効果的・効率的な調査・検査 

 クロスボーダー取引による違反行為やグローバルに活動を行う企業の

開示規制違反に対しては、当局間の情報交換枠組みの活用など海外当

局との連携を実施しつつ実態解明を行う等、事案の特質に応じて効果

的・効率的な調査・検査を行います。 

(4) 重大・悪質事案への告発等による厳正な対応 

 インサイダー取引、相場操縦、風説の流布、偽計や有価証券報告書の虚

偽記載等の違反行為のうち重大で悪質なものについては、犯則調査の

権限を行使し、厳正に対応します。その際、事案の内容に応じ、捜査・

訴追当局や海外当局等の関係機関と連携し、実態の解明や責任追及を

効果的に行います。 

(5) リスクアプローチに基づく効果的・効率的な証券モニタリング 

 金融商品取引業者等全体について、リスクアプローチに基づくオンサ

イト・オフサイトの一体的なモニタリングを行います。 

 オフサイト・モニタリングにおいては、監督部局等と連携し、業態、規

模だけではなく、グループ全体の戦略や運営方針その他特性を勘案し

つつ、 ビジネスモデル等を含めた多角的な観点でリスクアセスメント

を行い、リスクベースでオンサイト・モニタリング先を選定します。 

 オンサイト・モニタリングにおいては、取り扱う商品の内容や取引ス

キームなどについて深度ある分析を行った上、これらが適切に投資者

に対して提供されるよう、法令遵守や顧客本位の業務運営態勢の確保

といった投資者保護の観点から、業務運営の適切性を検証します。 

(6) 投資者被害事案に対する積極的な取組み 

 投資者被害につながる金融商品の不適切な販売・勧誘等や内部管理態

勢に対するモニタリングの実施や、無登録で金融商品取引業を行って

いる者について、裁判所への違反行為の禁止命令等の申立てを行うこ

と等、投資者被害事案に対して積極的に取り組みます。 
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３．市場規律強化に向けた実効的な取組み 

(1) 調査・検査から得られた知見の多面的・複線的な活用 

 個別事案の調査・検査では、勧告や告発等の一定の「出口」に限定され

ずに、そこで得られたインテリジェンス情報2、調査・検査の手法及び

ノウハウ等を適切に集約・分析・蓄積し、市場監視業務全般に多面的・

複線的に活用します。 

 横断的な広がりのある視点に基づき調査・検査を実施し、その結果、市

場の構造的な問題を把握した場合には、より良い市場環境の整備に向

け、積極的な貢献を行います。 

(2) 違反行為等の再発防止等に向けた根本原因の究明と対話の推進 

 調査・検査において、法令違反等が認められた場合、行政処分勧告等を

行うだけでなく、問題の全体像を把握し、根本的な原因を究明した上

で、調査・検査先と深度ある議論を行っていくことで、再発防止につな

げます。 

 問題が顕在化していないものの、調査・検査において改善が必要な事

項が認められた場合には、問題意識を調査・検査先と共有し、違反行為

等の未然防止につなげます。 

(3) 違反・不適切行為の未然防止に向けた国内外への情報発信強化 

 個別勧告事案等や事例集3の公表等において、市場における自己規律の

強化の観点から、事案の意義、内容及び問題点を明確にした、具体的で

分かりやすい情報発信を行います。 

 違反・不適切行為による投資者被害の未然防止に資するよう、投資者

に対する注意喚起等の情報発信を充実させます。 

(4) 市場監視の空白を作らないための取組みの深化 

 市場で起こっていることを常に注意深く把握し、新しい商品・取引等

や、監視の目の行き届きにくい商品・取引等へ的確に対応し、市場監視

の空白を作らない取組みを行います。 

 

４．デジタライゼーション対応と戦略的な人材の育成 

(1) デジタライゼーションを活用した市場監視業務の高度化・効率化 

 国内外の金融技術の動向や規制当局・法執行機関におけるデジタライ

ゼーションの活用状況等を踏まえ、市場監視業務の高度化・効率化を

                                                  
2 特定の個別事案にとどまらず、他の事案の処理においても有用と考えられる情報。 
3 「金融商品取引法における課徴金事例集～不公正取引編～」、「開示検査事例集」及び

「証券モニタリング概要・事例集」。 
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図るため、取引監視システム等におけるデジタライゼーションの一層

の活用を、関係機関と連携しつつ、推進します。 

(2) デジタライゼーションの飛躍的進展に伴う新しい商品・取引等への機動

的な対応 

 デジタライゼーションの飛躍的進展に伴って生じる新たな商品・取引

等に対して、網羅的に監視が行えるよう機動的に検討・対応します。 

 デジタライゼーションの飛躍的な進展及びデータの大容量化に対応す

るため、調査・検査におけるデジタルフォレンジック4技術の一層の向

上及びシステム環境の高度化を推進します。 

(3) 高度な専門性及び幅広い視点を備えた人材の戦略的な育成 

 デジタライゼーションの進展、取引等の複雑化や企業のグローバル化

の進展等の中で、証券監視委の使命を適切に果たしていくため、市場

監視に係る高度な専門性及び幅広い視点を持った人材の育成に取り組

みます。 

 

５．国内外の各機関等との連携 

(1) 自主規制機関との更なる連携強化による効果的・効率的な市場監視 

 自主規制機関が、更に主体的な役割を果たすことに資するよう、証券

監視委の持つ情報や問題意識のタイムリーな共有等を行い、監視態勢

の更なる強化や市場規律の働いた市場環境の整備を行います。 

 効果的かつ効率的な市場監視を実現する観点から、自主規制機関との

連携のあり方についても検討していきます。 

 様々な金融市場に対する横断的な市場監視を実施していくため、自主

規制機関とも連携し、市場モニタリングの充実・強化を図ります。 

(2) 多様な市場関係者と連携した市場規律の強化 

 これまでの自主規制機関、海外当局、関係機関・団体等との間での連携

を強化していくことに加え、新たに市場の公正性・透明性確保や投資

者保護に関連する関係機関・団体等の市場関係者との連携の拡大を通

じて、全体としての市場監視機能を強化します。 

(3) グローバルな市場監視への貢献を通じた国際連携の強化 

 クロスボーダー取引等に対する市場監視に係る課題について、二国間

及び証券監督者国際機構（IOSCO）等の多国間の枠組みでの問題提起及

び共有を強化し、グローバルな市場監視に貢献することにより、国際

連携の強化を図ります。 

                                                  
4 電磁的データの証拠保全・解析手法等の技術。 
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 また、市場監視を担う海外当局との意見交換の機会を積極的に持つこ

とで、これら海外当局における主な法執行事例や市場監視に係る問題

意識等を把握し、証券監視委における市場監視に活用します。 

 

 
 

証券監視委は、本中期活動方針に掲げる証券監視委の目標（「網羅的な市場監

視（広く）」・「機動的な市場監視（早く）」・「深度ある市場監視（深く）」）の実現

を目指し、より一層努力してまいります。 

 

なお、本中期活動方針は、現下の経済金融情勢等を踏まえて作成したものです

が、市場を取り巻く環境が急激に変化する状況のなか、証券監視委自身の PDCA

サイクル5によって、的確に自らの課題を洗い出し、適切な対応を行うことが重

要です。そのために、外部の有識者の意見などを活用し、市場監視業務について、

不断の見直しを行いながら、その使命を果たしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
5 Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Act（改善）の４段階を繰り返すこと

によって、業務の継続的な改善を促す手法。 

最後に 
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証券モニタリングに関する基本指針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年５月 

証券取引等監視委員会 
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証券モニタリングに関する基本指針 

 

Ⅰ 証券モニタリングの基本的な考え方 

 

１．証券モニタリングの目的 

 

証券モニタリングは、オン・オフ一体のモニタリングを通じて、金融商

品取引業者等の業務又は財産の状況等を検証することにより、経営管理、

業務運営の状況等を的確に把握し、問題点があることを把握した場合には、

必要に応じて、証券取引等監視委員会(以下「証券監視委」という。)が、

内閣総理大臣(金融庁長官)に対して、適切な措置若しくは施策を求めるこ

と、又は監督部局(検査対象先に対する監督権限を有する部局をいう。以下

同じ。)に対して、必要な情報を提供する等の措置を講ずることを通じて、

金融商品取引業者等が、自己規律に立脚し、法令や市場ルールに則した業

務運営を行うとともに、ゲートキーパーとしての機能を発揮するなど、市

場における仲介者としての役割を適切に果たすよう促すことにより、投資

者が安心して投資を行える環境を保つことを目的としている。こうした活

動を通じて、証券監視委の使命である市場の公正性・透明性の確保と投資

者保護の実現、資本市場の健全な発展への貢献、国民経済の持続的な成長

への貢献を果たしていく。 

(注) 証券モニタリングとは、オンサイト・モニタリングとオフサイト・

モニタリングの双方を包含している。また、オンサイト・モニタリン

グはオンサイトによる検査(以下、本指針では「検査」と表記する。)

を指し、オフサイト・モニタリングは、検査以外で証券監視委、監督

部局、検査部局、財務局等(財務局、財務支局及び沖縄総合事務局をい

う。以下同じ。)が連携し、あるいは必要に応じて直接に、金融商品取

引業者等に対する報告徴取、ヒアリング、関係先(証券監視委、金融庁

の関係部署等及び必要に応じて、自主規制機関等)との意見交換等を通

じた情報収集等を幅広く行うことを指す。 

 

２．検査官の心構え 

 

検査官は、上記証券モニタリングの目的を意識しつつ、以下の心構えを 

持って業務を遂行するものとする。 
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(１)  綱紀・品位・秘密の保持 

検査官は、国民の信用・信頼を確保するため、常に綱紀・品位の保持  

に努めるとともに、証券モニタリングの遂行に当たって知り得た秘密を

漏らしてはならない。 

 

(２)  適正な手続の遵守 

検査官は、金融商品取引法(以下「金商法」という。)等の規定の趣旨  

を十分に理解した上で、証券モニタリングが私企業又は個人に対するも

のであることを自覚し、常に適正な手続に基づいて実施しなければなら

ない。 

 

(３) 効率的・効果的な証券モニタリングによる実態の把握と根本原因の 

究明 

検査官は、証券モニタリング対象先と接する際には、常に穏健、冷静  

な態度を保ち、相手方の説明を慎重に聴取しなければならない。また、

検査官は、不断に証券モニタリングに必要な情報の収集・分析に努める

とともに、フォワードルッキングな観点を持ち、様々な情報を幅広い視

点で検証することに努めるものとする。さらに、検査官は、創意工夫を

通じて、効率的・効果的な証券モニタリングを行うことで、証券モニタ

リング対象先のビジネスモデル(業務の実態、取扱商品、収益構造等を

指す。以下同じ。)や業務等の正確な実態を把握するとともに、問題点

を把握したときは、その根本原因(例えば、企業文化、経営方針、ガバ

ナンス(経営管理態勢を指す。以下同じ。)等)の究明に努めなければな

らない。 

 

(４)  自己研さんと能力の発揮 

検査官は、金融・証券に関する法令・諸規則等を正しく理解し、新  

たな金融商品、取引手法等の習得に努めるとともに、金融商品市場等の

動向に広く目を向けるなど、常に自己研さんに努めなければならない。

また、全ての検査官が、持てる能力を最大限発揮して業務を遂行するよ

うに努めなければならない。 

 

３．関係部局との連携等 

 

(１) 財務局等(証券取引等監視官部門) 

証券監視委は、証券モニタリングの手法や情報の共有化、検査先の
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選定や検査結果の処理等において、財務局等を支援し、一体的に証券

モニタリングに取り組むものとする。 

また、検査の実施に際しては、証券監視委と財務局等との間で、合

同検査の積極的活用、検査官の相互派遣等により、効率的・効果的な

検査の実施に努めるものとする。 

 

(２) 監督部局等 

金融庁及び財務局等の監督部局との間では、証券モニタリングを通

じて把握された情報をタイムリーに交換すること等によって情報を共

有し、相互の問題意識を共有するなど、連携を図るものとする。また、

オンサイトとオフサイトのモニタリングの一体化など、監督部局と切

れ目のない連携を図るものとする。 

金融庁の検査部局との間では、問題意識等を共有し、金融グループ

内の証券モニタリング対象先に対するモニタリングを連携して実施す

るほか、検証項目の設定や検査の時期・方法等に関し、連携を一層強

化するものとする。 

 

４．自主規制機関等との連携等 

 

(１) 自主規制機関 

自主規制機関(金融商品取引業協会並びに金融商品取引所及び自主

規制法人をいう。以下同じ。)が実施する所属会員等に対する監査・考

査等と、証券監視委が実施する証券モニタリングとの連携を一層強化

し、金融商品取引業者等に対する監視機能の総体としての向上に努め

るものとする。 

こうした観点から、自主規制機関との間では、情報交換及び検査官

の研修における連携を推進するとともに、自主規制機関の業務の状況

等を把握し、必要に応じて、自主規制機関に対して検査を実施するな

ど、自主規制機能の強化に資するものとする。 

 

(２) 他省庁 

証券モニタリングの実施に当たっては、関係する他省庁の検査部局

等との情報交換等を行うなど連携の強化に努めるものとする。 

 

(３) 捜査当局等 

悪質性の高い業者による詐欺的な営業や無登録業者によるファンド
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の販売等に対応するため、捜査当局等との連携を強化するものとする。 

 

(４) 海外証券規制当局等 

海外証券規制当局等との間では、海外・クロスボーダー業務の拡大

等に対応するため、証券規制当局間の多国間情報交換枠組み(ＭＭＯ

Ｕ)等を活用した情報交換や検査の実施における協力などを通じて、連

携を強化するものとする。 

 

  (５)  その他 

日本銀行では、業務の相手方となる金融機関等(金融商品取引業者等

を含む。)に対する考査を実施していることから、日本銀行の検査部局

等との情報交換等を行うなど連携の強化に努めるものとする。 
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Ⅱ 証券モニタリングの全体像 

 

１．証券モニタリング基本方針の策定 

 

証券監視委は、毎証券検査年度(７月１日～翌年６月30日)における、「証

券モニタリング基本方針」を策定し、公表するものとする。「証券モニタ

リング基本方針」の策定及び公表に当たっては、効率的・効果的なモニタ

リングを実施するとの観点から、金融行政方針や金融商品市場を巡る環境

の変化等に十分配慮するものとする。 

 

２．オフサイト・モニタリングにおけるリスクアセスメントの実施等 

 

証券監視委及び財務局等は、「証券モニタリング基本方針」を踏まえ、

金融商品取引業者等の業態・規模その他特性を勘案しつつ、３つの防衛線

の考え方に基づき、ビジネスモデルの分析、それを支えるガバナンスの有

効性やリスク管理の適切性等に着目したリスクアセスメントを実施する。 

また、市場を巡る横断的なテーマが認められる場合等には、共通の課題

のある検査対象先に対して、横断的なモニタリングを行うことも検討する

など、臨機応変にモニタリングを実施するものとする。 

 

３．検査の実施 

 

証券監視委及び財務局等は、検査の実施に当たり、モニタリングにお 

けるリスクアセスメントの結果等を総合的に勘案した上で、リスク・ベー

スでその対象先を選定する。 

検査においては、金融商品取引業者等が取り扱う商品の内容や取引スキ

ームについて深度ある分析を行った上で、業務運営の適切性等について検

証を行い、問題が認められた場合には、法令等違反行為等の指摘にとどめ

ることなく、その問題の根本原因を究明するように努めるものとする。 

なお、検査実施の検討に当たっては、次の事項に留意するものとする。 

① 検査対象先 

検査対象先は、業態、規模、その他の特性、その時々の市場環境等  

に応じて、ビジネスモデルの把握、それを支えるガバナンスなど、検査

対象先に関する様々な情報を収集・分析し、個別業者の市場における位

置付け、抱えている問題点、監督部局からの検査要望の内容等を総合的

に勘案して、リスク・ベースで選定する。 
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② 検査日数 

検査日数は、検査対象先の規模、業務の内容等を考慮して決定する。 

③ 臨店検査官数 

臨店検査官数は、検査対象先の規模、業務の内容等に加え、検査官  

の経験・知識等を勘案し決定する。 

④ 臨店検査先店舗 

検査対象先が本店を含め複数の店舗を営業している場合、臨店検査 

先店舗の選定は、検査対象先の規模、業務の内容、店舗の分布状況、前

回検査の情報、各種情報等を勘案するとともに、検査日数等を考慮して

決定する。 

 

４．検査後のフィードバック等 

 

証券監視委及び財務局等は検査の結果について、今後のオフサイト・モ

ニタリング等に適切に反映させるとともに、証券モニタリングで検証した

事項の内容及び問題点が的確に伝わるよう、毎年公表する金融商品取引業

者等に対する証券検査結果事例集の内容を充実させるなど、証券モニタリ

ングの結果をフィードバックしていくことで、証券モニタリングの PDCA サ

イクルを有効に機能させるよう努めるものとする。 

  

５．検査の種類 

 

(１) 検査の種類は、次のとおりとする。 

① 一般検査 

検査対象先に係る業務運営等の全般について、業態等の特性を踏

まえつつ、ガバナンスやリスク管理態勢等に着目したリスクアセス

メント、ビジネスモデルの分析結果等を総合的に勘案した上で、リ

スク・ベースで対象先を選定して行う検査をいう。 

② 特別検査 

検査対象先に係る業務運営等の一部について、情報等を基に機動

的に行う検査をいう。 

 

(２) 一般検査及び特別検査は、証券監視委又は財務局等が、単独で担当

する検査対象先に対して行うほか、次の方法により行うものとする。 

① 合同検査 

証券監視委又は財務局等が担当する検査対象先に対して行う検査
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のうち、担当以外の財務局等又は証券監視委が、合同して当該検査対

象先に対して行う検査をいう。 

② 支店単独検査 

証券監視委又は財務局等が担当する検査対象先の支店等のみに対

して行う検査(①に掲げるものを除く。)をいう。 

    ③ グループ等一体型検査 

      証券監視委又は財務局等が担当する検査対象先の親子法人や契約

先など、グループ等に対して一体的に行う検査をいう。 

④ 同時検査 

効率的・効果的な検査の実施に資するため、金融庁の検査部局と時

期を同じくして行う検査をいう。 

 

６．検査の方式 

 

検査は、原則として、検査対象先の本店、支店又はその他の営業所等を

訪問して、オフサイト・モニタリングで把握した課題について、帳簿書類

その他の物件を検査する方法(以下「臨店検査」という。)により行うもの

とする。 

 

７．検査予告 

 

(１) 臨店検査については、原則、無予告検査とするが、検査対象先の業

務の特性、検査の重点事項、検査の効率性、検査対象先の受検負担の

軽減等を総合的に勘案し、必要に応じて、予告検査とする。 

 

(２) 検査予告は臨店検査着手日のおおむね１週間から２週間前に主任検

査官が検査対象先の責任者に対して電話連絡して行うものとし、臨店

検査着手日等必要な事項を伝えるものとする(Ⅱ10．(１)参照)。 

主任検査官は、検査予告を行ったときには、証券監視委事務局に対し

速やかに報告するものとする。 

 

８．検査基準日 

 

検査基準日は、検査実施の基準となる特定の日であり、原則として、臨

店検査着手日の前営業日とする(予告検査を行う場合については、検査予告

日の前営業日とする。)。 
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(注) 財務数値や営業の状況等については、必ずしも検査基準日時点での

検証を要するというものではない。 

 

９．検査命令書の作成 

 

検査命令書(別紙様式１)は、証券監視委においては委員長名、財務局等

においては財務局長等(財務局にあっては「財務局長」、財務支局にあって

は「財務支局長」、沖縄総合事務局にあっては「沖縄総合事務局長」。以下

同じ。)名で作成する。  

 

10．検査実施の留意事項 

 

(１) 検査命令書等の提示及び説明事項 

主任検査官は、臨店検査着手時に検査対象先の責任者に対し、検査命

令書及び検査証票を提示し、原則として、以下の事項について説明を行

うものとする。 

① 検査の権限及び目的(一般検査・特別検査の別を含む。また、検査

の実効性の確保に支障が生じない範囲で、検査の重点分野にも言及す

る。) 

② 検査への協力依頼 

③ 検査のプロセス(初回検査先以外は省略可。) 

④ 検査関係情報(Ⅱ10．(２)①参照)の第三者への開示制限の概要 

⑤ 検査モニターの概要(Ⅱ12．「検査モニター」参照) 

⑥ 意見申出制度の概要(Ⅱ14．「意見申出制度」参照) 

⑦ 必要な提出資料の提示(Ⅳ２．「提出資料一覧」参照) 

⑧ その他必要な事項 

予告検査の場合には、検査予告時に、ⅰ．上記①及び②の項目の説

明、ⅱ．臨店検査着手日の伝達並びにⅲ．これ以降の資料保存等の要

請を行うとともに、その後速やかに必要な提出資料の提示を行うもの

とする。また、検査予告を受けて、書類や電子メールの破棄等が認め

られた場合には、検査忌避行為として厳格に対処する旨も併せて伝達

するものとする。それ以外の項目については、臨店検査初日までに提

示及び説明をするものとする。 

なお、検査官は、相手方の求めに応じて検査証票を提示できるよう、

常に携帯するものとする。 
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(２) 検査関係情報の第三者への開示制限 

① 臨店検査着手時の説明事項 

主任検査官は、臨店検査着手時(予告の場合は臨店検査着手前)に

検査対象先の責任者に対して、検査関係情報(検査中の検査官からの

質問、指摘、要請その他検査官と検査対象先の役職員等とのやりと

りの内容及び検査終了通知書をいう。以下同じ。)の第三者への開示

制限の概要を説明するに当たっては、以下の事項を説明するものと

する。 

・ 検査関係情報は、検査対象先の顧客、取引先等に係る保秘性の

高い情報、更には検査の具体的な手法等に関わる情報が含まれて

いること。 

・ 適切な情報管理を行い、検査の円滑な実行を阻害しないため、

検査関係情報を証券監視委事務局証券検査課長(以下「証券検査課

長」という。財務局等にあっては、証券取引等監視官)又は主任検

査官の事前の承諾なく第三者に開示しないこと。 

・ 上記を理解の上、検査関係情報を証券検査課長(財務局等にあっ

ては、証券取引等監視官)又は主任検査官の事前の承諾なく第三者

に開示しないことの承諾書(以下「第三者非開示承諾書」という。

(別紙様式２))に記名押印すること。 

② 第三者非開示承諾書の提出 

検査関係情報は、その取扱いに慎重を期す観点から、以下のとお

り取り扱うものとする。 

イ．主任検査官は、臨店検査着手時(予告の場合は臨店検査着手前)

に検査対象先の責任者に対して、検査終了通知書交付前であれば

主任検査官(検査終了通知書交付後であれば証券検査課長(財務局

等にあっては、証券取引等監視官))の事前の承諾なく、検査関係

情報を第三者に開示してはならない旨を説明し、第三者非開示承

諾書に検査対象先の責任者から記名押印を受けるものとする。 

ロ．なお、検査・監督部局、自主規制機関及びこれらに準ずると認

められる者並びに検査対象先の組織内に設置された内部管理を目

的とした委員会等の構成員となっている外部の弁護士、公認会計

士、不動産鑑定士等の専門家については、第三者に該当しないも

のとする。 

ハ．検査対象先が、検査期間中に、今回の検査に係る検査関係情報

を外部の弁護士、公認会計士、不動産鑑定士等の専門家に開示の

上相談する場合については、主任検査官への事前の報告を求めた
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上で、主任検査官が検査の実効性の確保に支障がないと判断した

場合は、当該報告で足り、下記③イ．の開示承諾申請は必要ない

ものとする。 

③ 検査関係情報開示承諾申請書の提出 

イ．主任検査官(検査終了通知書交付後であれば証券検査課長(財務

局等にあっては、証券取引等監視官))は、検査対象先から第三者

への開示の申出があった場合には、当該検査対象先から書面によ

る申請(以下「開示承諾申請」という。(別紙様式３))を求めるも

のとする。 

        検査対象先から開示承諾申請があった場合、主任検査官(検査終

了通知書交付後であれば証券検査課長(財務局等にあっては、証券

取引等監視官))は、ⅰ．開示の必要性、ⅱ．開示対象者における

保秘義務の状況(守秘義務契約の締結等)、ⅲ．検査の実効性への

影響等を総合的に勘案して承諾の可否を判断し、書面で回答する

ものとする。 

なお、検査期間中に主任検査官が、検査対象先に対し、今回検

査に係る事項について第三者(例えば、業務委託先)に確認を行う

よう求める場合、その確認を求めるために必要な限度内の開示に

ついては、検査対象先からの開示承諾申請を要しないこととする。 

ロ．検査対象先から開示承諾申請が行われることが想定される事例

としては、以下のとおり。 

・ 検査対象先の経営管理会社その他の親法人等への開示 

・ 検査対象先又は検査対象先の経営管理会社の適切な業務運営

に資するとの観点から行われる弁護士、外部監査人、業務委託

先等への開示 

・ 検査対象先に係るデュー・ディリジェンスの目的で行われる

企業結合等の当事者への開示 

・ 検査対象先に係る破産手続又は民事再生手続が開始された場

合における管財人又は監督委員への開示 

ハ．検査対象先が、過去の検査において、検査対象先の経営管理会

社に対する開示承諾を受けている場合は、当該経営管理会社が変

更している場合等を除きその都度申請の必要はないものとする。 

 

(３) 現物検査 

① 検査対象先の実態把握やその業務の適切性の検証を効果的に行う

ため、主任検査官が必要と判断した場合、検査官が検査対象先の役
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職員が現に業務を行っている事務室、資料保管場所等に直接赴き、

原資料等を適宜抽出・閲覧する現物検査を行うものとする。 

② 検査官は、現物検査の実施に際しては次の点に留意し、特に慎重

に行うものとする。 

イ．検査対象先の責任者等１名以上を立ち会わせ、的確かつ迅速に

行うとともに書類の紛失等の事故がないように留意する。 

ロ．検査対象先の役職員から私物である旨の申出があった場合であ

っても、必要かつ適当と認められる場合には現物検査を行うもの

とするが､相手方の承諾を得て現物検査を実施するよう努める。 

 

(４) 臨店検査の実施 

主任検査官は、検査の目的に沿って担当検査官を統括して効率的・効

果的に臨店検査を遂行するものとする。 

① 検査進捗状況の把握及び検査方法の指示 

主任検査官は、臨店検査の進捗状況、検証状況及びその結果判明

した事項等について、担当検査官から随時報告を求めるとともに適

切な指示を行うものとする。 

また、主任検査官は、必要に応じて検査打合せ会を開き、各検査

官の保有する情報を交換するとともに、今後の具体的な検査方法に

ついて検討を行い、効率的・効果的な臨店検査の実施及び検査官の

資質の向上に努めるものとする。 

② 主任検査官による臨店検査先店舗の巡回 

主任検査官は、臨店検査先店舗が複数ある場合には、必要に応じ

店舗を巡回して検査指導を行うとともに、当該店舗の責任者等と面

談を行うことにより業務の実情を把握し、もって当該検査対象先全

体の業務の動向等を把握するよう努めるものとする。 

③ 法令等違反又は業務運営上の問題等の取りまとめ 

主任検査官は、臨店検査期間中に把握した事項等について以下の 

点に留意し、必要に応じて、問題と考えられる事項等について照会

等を行うなど証券監視委事務局証券検査指導官(以下「証券検査指導

官」という。)と密接に連携を取り(財務局等にあっては、指導・審

査担当係等経由。)、問題点等を早期に取りまとめるものとする。証

券検査指導官は、照会等を受けた事項について、証券監視委事務局

証券検査課審査担当係(以下「審査係」という。)と連携を図りなが

ら、速やかに処理するよう努めるものとする。 

イ．事案の事実の的確な把握 
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ロ．検査対象先における問題の重要性 

ハ．根拠法令等 

ニ．根本原因及び責任の所在の解明 

ホ．検査対象先の認識及び対応 

④ 巡回指導 

証券検査指導官(財務局等にあっては、証券取引等監視官。なお、

証券検査指導官に相当する職員が設置されている財務局等にあって

は、当該職員)は、各検査の臨店検査終了前に検査対象先を巡回し、

検査チームが検査対象先との間で確認した事項や議論した内容につ

いて、審査係(財務局等にあっては、審査担当係等)と連携しつつ、ど

の事項を整理票(Ⅱ10．(12)①参照)やモニタリング確認票(Ⅱ10．(12)

③参照)として求めるか等、検査チームが臨店検査期間中に個別の問

題点や留意すべき事項(Ⅱ10．(12)③参照)の詰めを十分に行うよう指

導を行うものとする。 

 

(５) 検査対象先の業務等への配慮 

主任検査官は、検査対象先の業務等に支障が生じないように以下の

点に留意するものとする。 

① 小規模な検査対象先に対する臨店検査に当たっては、その対応能

力を踏まえ、業務の円滑な遂行に支障が生じないよう配慮する。 

② 臨店検査は、検査対象先の就業時間内に実施することを原則とし､

就業時間外に行おうとするときは、検査対象先の承諾を得るものと

するが、合理的な理由なく恒常的に就業時間外に臨店検査を行うこ

とのないように配慮するものとする。 

③ ヒアリングの実施に当たっては、原則１日８時間(休憩時間を除

く)までとし、やむを得ない事情がない限り、深夜(午後 10 時以降)

に及ぶ聴取は避けるものとする。 

 

(６) 双方向の対話を重視した検査の実施 

主任検査官は、効率的・効果的な臨店検査を実施する観点から、下

記のとおり経営陣と意見交換を行うなど、臨店検査の目的や状況等を

総合的に勘案しつつ、検査対象先との双方向の対話を重視した臨店検

査の実施に努めるものとする。 

① 臨店検査初日(初日に実施できない場合には、可能な限り速やか

に)に意見交換を行い、経営陣の内部管理やリスク管理に対する認識

等の把握に努める。 
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② 臨店検査期間中は、検査対象先との双方向の対話を重視し、検査  

対象先のビジネスモデル、ガバナンス、内部管理態勢等のほか、個

別の問題点等について、深度ある議論に努める。 

また、主任検査官と検査対象先との間で認識の相違する事実が認め

られた場合は、双方向の対話を通じ、深度ある議論を行った上で、問

題点・相違点等の認識の共有を図るよう努める。 

③ 臨店検査終了時に意見交換を行い、臨店検査期間中に議論してき

た事実関係に係る認識を最終的に確認するものとする。 

臨店検査終了時の意見交換においては、原則、検査対象先の責任者、

コンプライアンス担当者及びリスク管理責任者の出席を求め、主任検

査官が、検査の結果、問題点や課題と考えられる事項として認識した

事実関係について、検査対象先へ口頭で伝えるものとする。また、臨

店検査は終了するものの、検査については、これをもって終了するも

のではない旨を伝えるものとする。 

④ 主任検査官は上記以外にも、必要に応じて、臨店検査の進捗状況や、

検査対象先の臨店検査ヘの対応、検査官の検査手法等について経営陣

と意見交換を行うものとする。また、検査対象先が初回検査である場

合は、意見交換によりその業務内容や特性等の把握に努めるものとす

る。 

 

(７) 検査対象先への指示の禁止 

検査官は、臨店検査期間中、事実の解明又は認定に努めるものとし、

その解明又は認定した事実に基づき、検査官の私見により断定的にそ

の是非を述べること又は是正措置を指示すること等のないよう留意す

る。ただし、これは事実認定の一環として検査対象先の自主的な改善

に向けた取組みを聴取することを妨げるものではない。 

 

(８) 証券モニタリング基本方針、検査マニュアル等の取扱い 

検査官は、検査の実施に当たっては、「証券モニタリング基本方針」

を十分踏まえ、「金融商品取引業者等検査マニュアル」等の検査マニュ

アル(以下「検査マニュアル」という。)を活用して、検査対象先の実

態把握に努めるものとする。 

ただし、「検査マニュアル」の確認項目は、検査対象先の実態を把握

する上で有効と思われる確認事項を例示したものであることから、検

査対象先の特性、業務の状況、取扱商品等を十分考慮する必要があり、

各項目を機械的・画一的に検証することのないよう留意するものとす
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る。 

なお、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」についても、

検査の実施に当たっての参考とするものとする。 

 

(９) ヒアリングの実施 

検査官は､役職員に対するヒアリングの際、検査対象先から他の役職

員の同席を依頼された場合は､臨店検査に支障が生じない範囲内で、こ

れを認めるものとする。 

なお、同席を認めない場合は､その合理的な理由を検査対象先に対し

て説明するものとする。 

 

(10) 検査対象先からの申入れ等 

検査官は、検査対象先から臨店検査に関する申入れ等があった場合

には、主任検査官に報告するものとする。主任検査官は、当該申入れ

等について慎重な取扱いが必要であると判断した場合には、証券検査

指導官と対応について協議を行った上、証券検査課長へ報告(財務局等

にあっては、財務局等の定めるところにより、証券取引等監視官へ協

議ないし報告)し、必要な指示を受けるものとする｡ 

 

(11) 計数等による実態把握 

臨店検査に当たっては、検査対象先からの口頭説明等のみに依存す

ることなく、経営管理の状況、業務運営等の状況及びそれらに関する

法令等の遵守状況について、計数等の客観的資料に基づいて実態を的

確に把握するよう努めるものとする。 

 

(12) 事実及び経緯の記録 

検査官は、ヒアリングや帳簿その他の証票類の調査・検討を行うこ

とにより問題点等を的確に把握し、主任検査官に報告後、検査対象先

の役職員から書面の提出を求める等の方法により、事実関係の確認を

得るものとする。 

事実関係の確認のため、検査対象先の役職員から書面の提出を求め

る際には、主任検査官はその必要性を十分考慮した上で行うものとし、

以下の方法によるものとする。 

① 整理票(別紙様式４) 

検査官が問題点として指摘する可能性のある事実関係及び当該事

実関係に対する検査対象先の認識を確認するため、必要に応じて、
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整理票を作成する。 

② 質問票(別紙様式５) 

事実関係について検査対象先の担当者等に回答を求めるため、必

要に応じて、質問票を作成する。 

    ③ モニタリング確認票(別紙様式６) 

      ビジネスモデルの変化等に応じ、フォワードルッキングな観点か

らガバナンスや内部管理態勢上の課題と考えられる事項を把握・認

識共有するために、検査対象先と認識共有ができた事項(以下「留意

すべき事項」という。)について、必要に応じて、モニタリング確認

票を作成する。 

なお、主任検査官は、モニタリング確認票で確認した内容につい

ては、検査対象先との間で課題として認識共有ができたものに限る

ことから、検査対象先に意見申出の対象とはならないこと、検査終

了通知書には記載されることを前提としていることを伝えるととも

に、深度ある議論に努める。 

 

(13) 業務運営等の基本的な問題の把握 

検査官は、臨店検査において認められた業務運営上の問題及び課題

について、事実関係や経緯等を詳細に分析することにより、法令等に

抵触するか否かの検証にとどまらず、内部管理やリスク管理などの管

理上の問題との関連性を検討し、業務運営上の問題の根本原因を追究

するものとする。更に、ビジネスモデルや業務運営状況、経営方針等

との関連性を検証することにより、経営管理上の基本的問題点の把握

に努めるものとし、必要に応じ、整理票及びモニタリング確認票を作

成するものとする。 

 

(14) 反面調査の留意事項 

主任検査官は、顧客等から検査対象先との取引状況等の確認(反面調

査)を行う必要があると判断した場合には、証券検査指導官と協議した

上、証券検査課長へ報告(財務局等にあっては、財務局等の定めるとこ

ろにより、証券取引等監視官へ協議ないし報告)し、指示を受けて反面

調査を行うものとする。 

 

(15) 主要株主等に対する検査が必要な場合の対応 

主任検査官は、主要株主、金融商品取引業者を子会社とする持株会社

等への検査を行う必要があると判断した場合には、証券検査指導官と協
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議した上、証券検査課長へ報告(財務局等にあっては、財務局等の定め

るところにより、証券取引等監視官へ協議ないし報告)する。当該検査

については、証券検査課長(財務局等にあっては、証券取引等監視官)

がこれらの者に対して検査を行う必要があると認めた場合に、必要な手

続を経て、これを実施するものとする。 

 

(16) 問題発生時の対応 

主任検査官は、臨店検査の拒否、妨害、忌避その他重大な事故等(以

下「検査拒否等」という。)により臨店検査の実施が困難な状況になっ

たときは、検査対象先に対して受検等の説得に努めるとともに、検査

拒否等の経緯、理由、検査対象先の言動その他の事実関係を詳細に記

録し、直ちに証券検査指導官へ連絡するものとする。証券検査指導官

は、速やかに主任検査官とその対応策を協議し、証券検査課長へ報告

を行い、指示を受け、これを主任検査官へ連絡するものとする(財務局

等にあっては、財務局等の定めるところにより、証券取引等監視官へ

協議ないし報告し、指示を受けるものとする。)。 

この際、主任検査官は、検査対象先の責任者に対し、事実確認を行

うとともに、検査拒否等に係る理由書を求める等適切な措置を講ずる

ものとする。 

 

(17) 臨店検査期間の変更等 

主任検査官は、原則として、与えられた臨店検査期間中に必要な検

証を完了し、整理票及びモニタリング確認票の記載内容を確定の上、

臨店検査を終えるように努めるものとする。ただし、検証に時間を要

すると考えられる場合、臨店検査終了期間終盤においても検査対象先

との間で重大な問題点等について認識の相違がある場合等には、証券

検査指導官と相談を行った上、証券検査指導官が証券検査課長へその

旨報告(財務局等にあっては、財務局等の定めるところにより、証券取

引等監視官へ相談ないし報告)し、臨店検査期間の延長又は臨店検査の

一時的な中断の是非について指示を受けるものとする。また、早期に

検証を終了することが見込まれる場合等には、上記と同様の方法で証

券検査課長(財務局等にあっては、証券取引等監視官)に報告し、臨店

検査期間の短縮の是非について指示を受けるものとする。 

 

(18) 災害発生時等の対応 

主任検査官は、災害発生により検査対象先が被災した場合には、直
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ちに証券検査課長(財務局等にあっては、証券取引等監視官)にその旨

を報告し、指示を受けるものとする。証券検査課長(財務局等にあって

は、証券取引等監視官)は、検査対象先における復旧業務を優先すべき

観点から、主任検査官を通じた検査対象先との協議を可能な限り経た

上で、検査を一時的に中断又は中止することを検討するものとする。 

また、検査対象先が被災していない場合においても、証券検査課長

(財務局等にあっては、証券取引等監視官)は、主任検査官を通じた検

査対象先との協議を可能な限り経た上で、検査を継続するか否かを検

討するものとする。 

上記検討の結果、検査を継続、中断又は中止する場合は、主任検査

官は、検査対象先の責任者に対して、その旨を口頭により伝達するも

のとする。 

災害以外にも、会社の消滅、システム障害等の特別な事情により、

検査の継続が困難であると考えられる場合には、同様の取扱いとする。 

 

(19) 検査結果の取りまとめ 

主任検査官は、臨店検査終了後の検査結果の取りまとめに当たって

は、個々の事案の事実を的確に把握するとともに、事案の特徴及び現

象がどのような根本原因によるものかを正確に把握し、問題点等とし

て抽出するものとする。 

また、上記の結果、抽出された問題点等については、必要に応じて、

審査係(財務局等にあっては、審査担当係等を経由。)と密接な連携を

図りつつ、取りまとめるものとする。 

 

11．検査資料の徴求 

 

(１) 既存資料の有効活用 

検査官は、原則として、検査対象先の既存資料等を活用するものと

し、検査対象先の負担軽減に努めるものとする。なお、既存資料以外

の資料を求める場合には、当該資料の必要性等を十分検討するものと

する。 

検査官は、検査対象先から電子媒体による資料提出の希望があった

場合には､検査に支障が生じない限りこれに応ずるものとする。 

 

(２) 資料徴求の迅速化 

検査官は、検査対象先に対し資料の提出を依頼する場合には､原則と
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して、内部管理部門等を通じて一元的に行うよう努めるとともに、依

頼の趣旨を適切に説明するものとする。 

検査官は、徴求する資料について、臨店検査における優先順位や検

査対象先への負担等を考慮し、必要に応じて、書面を取り交わすなど

して迅速かつ正確に処理するものとする。 

主任検査官は、各検査官の検査対象先に対する資料徴求の状況を常

時把握し、資料の重複等がないように努めるものとする。 

 

(３) 資料の借用 

検査官は、的確かつ効率的な実態把握のため必要な場合には、検査

対象先より、資料等の現物を借り受けるものとする。 

その際、主任検査官は、原則として、検査対象先に対して借用書を

交付するものとし、借り受けた資料等については、適切な管理を行う

とともに、早期の返却に努めるものとする。 

 

(４) 資料の返却等 

検査官は、臨店検査期間中、検査対象先から業務に必要な資料等と

して検査会場からの持出しや返却等の要求があった場合には､検査に

支障が生じない範囲内で検査会場からの持出しや返却等を認めるもの

とする。 

 

12．検査モニター 

 

検査モニターは、検査対象先からの意見聴取により臨店検査の実態を把

握することにより、証券監視委及び財務局等による適切な臨店検査の実施

を確保するとともに、効率性・実効性の高い検査の実施に資する目的から、

検査の目的、期間等を総合的に勘案しつつ、以下のとおり取り扱うものと

する。 

 

(１) 検査対象先への説明 

主任検査官は、原則として、臨店検査着手日において検査モニターの

概要を検査対象先の責任者に対して説明する。 

 

(２) 検査モニターの概要 

検査モニターは、「意見受付(アンケート方式)」の方法により実施す

ることとし、必要に応じて、「意見聴取」の方法を併せて実施する。 
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なお、意見の対象は検査官の検査手法に限る。 

① 意見受付(アンケート方式) 

イ．意見提出方法 

証券監視委ウェブサイトに掲載された所定のアンケート用紙

(別紙様式７)に記入し、電子メール又は郵送により送付する。 

ロ．提出先 

提出先は、証券監視委の検査においては証券検査課長宛てとす

る。財務局等の検査においては証券取引等監視官宛てを原則とす

るが、証券検査課長宛てに提出することもできる。 

ハ．受付期間 

臨店検査開始日から臨店検査終了後 10 日目(行政機関の休日を

除く。)までを目安とする。 

② 意見聴取 

イ．実施者 

実施者は、証券監視委事務局においては、事務局長、次長(証券

検査課担当)、総務課長又は証券検査課長とする。 

財務局等においては、原則として、証券取引等監視官又は証券

取引等監視官が指名する者(必要に応じ、証券監視委事務局の実施

者)とする。 

ロ．実施方法 

実施者は、検査の適切性を確保するため必要と判断した場合に

は、臨店検査期間中に検査対象先を訪問し、検査官の検査手法に

ついて検査対象先の責任者から意見聴取を行う。 

(注) 実施者は、検査の実効性をモニターする観点から、実施前

に(必要があれば実施後も)検査チームとの面談を行うものと

する。 

③ 処理 

検査対象先からの意見は、適切かつ効率性・実効性の高い検査の

実施に資するための実態把握として役立たせるものとし、実施者は、

必要に応じ、主任検査官に指示するなどの措置をとる。 

 

13．講評等 

 

(１) 主任検査官は、臨店検査終了後、指摘事項や留意すべき事項を整理

し、(指摘事項がない場合は可能な限り速やかに)、検査対象先の責任

者に対し、以下の方法により、当該検査の講評を行うものとする。 
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なお、証券検査課長(財務局等にあっては、証券取引等監視官)が公

益又は投資者保護上緊急を要すると判断した場合等については、講評

を行わない場合もある。 

(注) 指摘とは、検査により検査対象先の問題点と判断した事項を、

当該検査対象先に検査結果として通知する事実行為をいう。 

① 検査で認められた法令等違反行為等及び留意すべき事項を伝達す

る。 

また、問題が認められない場合にはその旨を伝達する。 

② 上記①のうち法令等違反行為等については、検査対象先と認識が

相違した事項(以下「意見相違事項」という。)を確認する。 

 

(２) 主任検査官は、講評内容に変更が生じた場合は、必要に応じて、改

めて講評を行う旨を説明するものとする。 

 

(３) 講評の際の出席者 

① 証券監視委又は財務局等 

原則として、主任検査官のほか担当検査官１名以上とする。 

② 検査対象先 

検査対象先の責任者の出席を必須とする。当該責任者が検査対象

先の他の役職員の出席を要望した場合は、特段の支障がない限りこ

れを認めるものとする。 

 

(４) 講評方法 

講評は、主任検査官が、検査対象先の責任者に対して、原則として、

口頭により伝達(指摘事項がない場合のほか、証券検査課長(財務局等

にあっては、証券取引等監視官)が効率性等の観点から電話による伝達

が適当と判断した場合は、電話により伝達)する。なお、講評(留意す

べき事項を除く)は、意見申出の前提となるものであること等を踏まえ、

その実施に際しては、検査対象先に十分内容が伝わるよう努めるもの

とする。 

 

14．意見申出制度 

 

意見申出制度は、証券監視委及び財務局等の検査水準の維持・向上並び

に手続の透明性及び公正性確保を図る目的から、以下のとおり取り扱うも

のとする。 
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(１) 検査対象先への説明 

主任検査官は、原則として、以下の意見申出制度の概要を臨店検査着

手時及び講評時に、検査対象先の責任者に対して説明するものとする。 

 

(２) 意見申出制度の概要 

① 意見申出書の提出等 

イ．申出者(検査対象先の代表者)は、確認された意見相違事項につ

いて、事実関係及び申出者の意見を意見申出書(別紙様式８)に記

載し、必要な説明資料を添付した上で、申出者名による発出文書

により、証券監視委事務局長宛てとして、証券監視委に直接又は

主任検査官経由で提出する。 

また、認識の相違に至った経緯を明らかにするため、意見相違

事項についての検査官との議論の経緯についても書面で提出する。 

ロ．意見申出は、原則として、検査で認められた法令等違反行為等

の事実関係に関する意見相違事項に限る。 

ハ．意見申出書の提出期間は、責任者に対する検査の講評が終わっ

た日から３日間(講評が終わった日の翌日から起算し、行政機関の

休日を除く。)とする。ただし、検査対象先から上記期間内に提出

期間延長の要請があった場合、上記期間から、更に２日間(行政機

関の休日を除く。)を限度として、提出期間を延長することができ

る。意見申出書を郵送により提出する場合、消印が提出期間内(提

出期間を延長した場合は、延長した提出期間内)のものを有効とす

る。 

ニ．意見申出書に添付する説明資料の提出が提出期間内に間に合わ

ない場合は、提出期間内に意見申出書のみを提出すれば足り、後

日、説明資料を提出することができる。その場合、申請者は、速

やかに説明資料を提出するものとする。 

ホ. 申出者は、提出した意見申出書を取り下げる場合は、取下書(別

紙様式９)を提出した上で意見申出書の返却を求める。 

② 審理手続等 

イ．意見申出事項は、証券監視委事務局(証券検査課以外の課)が作

成した審理結果(案)に基づいて、証券監視委において審理を行う。 

ロ．審理結果については、検査終了通知書(案)に反映させる。 

③ 審理結果の回答方法 

申出者(検査対象先)に対する審理結果の回答については、検査  

終了通知書に別添として添付する形で行う。  
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15．検査終了の通知 

 

検査終了通知書は、証券監視委の議決後(財務局等にあっては、財務局長

等説明等の後)速やかに証券監視委委員長名(財務局等にあっては財務局長

等名)において、検査対象先の責任者に対して交付するものとする(別紙様

式 10)。 

なお、検査終了通知書の交付に当たっては、検査対象先の責任者に対し

て、証券検査課長(財務局等にあっては、証券取引等監視官)の事前の承諾

なく、第三者に開示してはならないことを伝えるものとする。 

また、検査を中止した場合その他の特段の事情が認められる場合につい

ては、検査終了通知書の交付を行わないものとし、主任検査官は、検査対

象先の責任者に対して、その旨を口頭により伝達するものとする。 

検査終了通知書の交付は、臨店検査終了後、３か月以内を目途に行うよ

う努めるものとする。 

 

16．勧告 

 

検査の結果、必要があると認められた場合は、法令等違反の事実関係並

びに内閣総理大臣及び金融庁長官に対し行政処分その他の措置を行うこと

を勧告する旨を記載した勧告書(案)を作成し、証券監視委に付議するもの

とする。 

なお、勧告書(案)が証券監視委において議決された場合は、証券監視委

事務局から監督部局に対して勧告書を交付するものとする。 

 

17．検査結果の公表等 

 

(１) 検査結果の公表 

証券監視委の事務運営の透明性を確保し、公正な事務執行を図ると

ともに、投資者保護に資するため、証券監視委及び財務局等の行った

検査事務の処理状況については、国家公務員の守秘義務の観点から慎

重な検討を行った上で、以下のとおり、証券監視委のウェブサイト上

等で公表するものとする。 

① 勧告に至った事案については、検査終了後、速やかに公表する。

この際、原則として、検査対象先の名称又は商号等を公表する。 

② 勧告に至らない事案については、必要と認められる場合に、適宜、

公表する。この際、原則として、検査対象先の名称又は商号等の公
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表は控えるものとする。 

③ 適格機関投資家等特例業務届出者に対する検査においては、当面

の間、平成 27 年金商法改正以前の法令等違反行為等について、行為

の重大性・悪質性に鑑み、証券監視委が投資者保護上広く周知する

ことが適当であると認める事案については、上記①に準じて、検査

対象先の名称又は商号等について公表する。 

④ 証券監視委が行った検査事務の処理状況について、１年分ごとに

取りまとめて公表する。 

なお、公益又は投資者への影響等から、公表が不適当と判断される 

事案については、公表を控える等の措置を講ずるものとする。 

 

(２) 証券監視委ウェブサイト等における情報収集 

金融商品取引業者等の業務の運営又は財産の状況に関し、より一層

深度あるモニタリングを行う観点から、ガバナンス、法令等遵守態勢、

システムリスク等を検証する上で端緒となるべき情報を恒常的に証券

監視委のウェブサイト等で募集を行うものとする。 

 

18．その他留意事項 

 

(１) 支店単独検査の実施 

支店単独検査は、当該支店独自の問題点の検証に加え、本店等検査

の際に指摘した事項の支店等における改善状況及び次回の本店等検査

の参考となる事項を検証する。 

 

(２) 合同検査及び同時検査の実施 

合同検査の実施に当たっては、合同して行う証券監視委、財務局等

の間で、十分調整の上行うものとする。また、同時検査の実施に当た

っては、金融庁の検査部局との間で、十分調整の上行うものとする。 

なお、講評は、本店担当主任検査官が検査対象先の責任者に対して

行うことから、支店担当主任検査官は行わないものとする。 

 

(３) 特別検査の実施 

特別検査は、各種情報等を有効に活用し、金融商品市場の新たな動

向や個別の取引等を端緒に、時機を失することなく機動的に実施する

との趣旨に鑑み、検査項目を絞る等効率的な検査を行うものとする。 
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Ⅲ 施行日 

 

本指針は、平成 17 年７月 14 日を検査基準日とする検査から実施する。 

 

(改正) 

本指針は、平成 18 年７月３日から適用する。 

(改正) 

本指針は、平成 19 年９月 30 日から適用する。 

(改正) 

本指針は、平成 20 年８月 11 日から適用する。 

(改正) 

本指針は、平成 21 年６月 29 日から適用する。 

(改正) 

本指針は、平成 22 年７月 29 日から適用する。 

(改正) 

本指針は、平成 22 年 11 月 10 日から適用する。 

(改正) 

本指針は、平成 23 年７月４日から適用する。 

(改正) 

本指針は、平成 24 年７月 23 日から適用する。 

 (改正) 

  本指針は、平成 25 年８月８日から適用する。 

  (改正) 

  本指針は、平成 27 年４月３日から適用する。 

(改正) 

   本指針は、平成 29 年４月３日から適用する。 

(改正) 

   本指針は、令和元年５月７日から適用する。 
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Ⅳ 参考 

 

１．検査のイメージ図(  PDF 版) 

２．提出資料一覧(  PDF 版) 

 

(別紙) 

・様式１   検査命令書(  PDF 版) 

・様式２   第三者非開示承諾書(  word 版、  PDF 版) 

・様式３-１ 検査関係情報 開示承諾申請書(経営管理会社用)(  word

版、  PDF 版) 

・様式３-２ 検査関係情報 開示承諾申請書(経営管理会社以外用)(  

word 版、  PDF 版) 

・様式４   整理票(  PDF 版) 

・様式５   質問票(  PDF 版) 

・様式６   モニタリング確認票(  PDF 版) 

・様式７   オフサイト検査モニター用紙(  word 版、  PDF 版) 

・様式８   意見申出書(  word 版、  PDF 版) 

・様式９   意見申出取下書(  word 版、  PDF 版) 

・様式 10   検査終了通知書(  PDF 版) 

※ 上記については、予告なく変更する場合がある。 

 

・検査対象先 

(１) 金融商品取引業者等(金商法第 56 条の２第１項、第 194 条の７第２

項第１号及び第３項。なお、適格機関投資家等特例業務に係る届出

をしている場合には、金商法第 63 条の３第２項において準用する

第 63 条の６、第 194 条の７第２項第２号の２及び第３項を含む。) 

(２) 金融商品取引業者の主要株主等(金商法第56条の２第２項から第４

項まで、第 194 条の７第２項第１号及び第３項) 

(３) 特別金融商品取引業者の子会社等(金商法第 57 条の 10 第１項、第

194 条の７第３項) 

(４) 指定親会社(金商法第 57 条の 23、第 194 条の７第３項) 

(５) 指定親会社の主要株主(金商法第 57 条の 26 第２項、第 194 条の７

第３項) 

(６) 取引所取引許可業者(金商法第 60 条の 11、第 194 条の７第２項第２

号及び第３項) 

(７)  電子店頭デリバティブ取引等許可業者(金商法第 60 条の 14 第２項
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において準用する第 60 条の 11、第 194 条の７第２項第２号及び第

３項) 

(８) 特例業務届出者(金商法第 63 条の６、第 194 条の７第２項第２号の

２及び第３項) 

(９) 金融商品仲介業者(金商法第 66 条の 22、第 194 条の７第２項第３号

及び第３項) 

(10) 信用格付業者(金商法第 66 条の 45 第１項、第 194 条の７第２項第

３号の２及び第３項) 

(11) 認可金融商品取引業協会(金商法第 75 条、第 194 条の７第２項第４

号及び第３項) 

(12) 認定金融商品取引業協会(金商法第 79 条の４、第 194 条の７第２項

第５号及び第３項) 

(13) 投資者保護基金(金商法第 79 条の 77、第 194 条の７第３項) 

(14) 株式会社金融商品取引所の対象議決権保有届出書の提出者(金商法

第 103 条の４、第 194 条の７第３項) 

(15) 株式会社金融商品取引所の主要株主等(金商法第 106 条の６第１項

（同条第２項において準用する場合を含む）、第 194 条の７第３項) 

(16) 金融商品取引所持株会社の対象議決権保有届出書の提出者(金商法

第 106 条の 16、第 194 条の７第３項) 

(17) 金融商品取引所持株会社の主要株主等(金商法第106条の20第１項

（同条第２項において準用する場合を含む）、第 194 条の７第３項) 

(18) 金融商品取引所持株会社等(金商法第106条の27(第109条において

準用する場合を含む）、第 194 条の７第３項) 

(19) 金融商品取引所(金商法第 151 条、第 194 条の７第２項第６号及び

第３項) 

(20) 自主規制法人(金商法第 153 条の４において準用する第 151 条、第

194 条の７第２項第６号及び第３項) 

(21) 外国金融商品取引所(金商法第 155 条の９、第 194 条の７第２項第

７号及び第３項) 

(22) 金融商品取引清算機関の対象議決権保有届出書の提出者(金商法第

156 条の５の４、第 194 条の７第３項) 

(23) 金融商品取引清算機関の主要株主(金商法第 156 条の５の８、第 194

条の７第３項) 

(24) 金融商品取引清算機関(金商法第 156 条の 15、第 194 条の７第３項) 

(25) 外国金融商品取引清算機関(金商法第 156 条の 20 の 12、第 194 条の

７第３項) 
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(26) 証券金融会社(金商法第 156 条の 34、第 194 条の７第３項) 

(27) 指定紛争解決機関(金商法第 156 条の 58、第 194 条の７第３項) 

(28) 取引情報蓄積機関等(金商法第 156 条の 80、第 194 条の７第３項) 

(29)  特定金融指標算出者等(金商法第 156 条の 89、第 194 条の７第３項) 

(30) 投資信託委託会社等(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投

信法」という。)第 22 条第１項、第 225 条第３項) 

(31) 投資法人の設立企画人等(投信法第 213 条第１項、第 225 条第２項

及び第３項) 

(32) 投資法人(投信法第 213 条第２項、第 225 条第３項) 

(33) 投資法人の資産保管会社等(投信法第 213 条第３項、第 225 条第３

項) 

(34) 投資法人の執行役員等(投信法第 213 条第４項、第 225 条第３項) 

(35) 特定譲渡人(資産の流動化に関する法律(以下「SPC 法」という。)

第 209 条第２項において準用する第 217 条第１項、第 290 条第２項

第１号及び第３項) 

(36) 特定目的会社(SPC 法第 217 条第１項、第 290 条第３項) 

(37) 特定目的信託の原委託者(SPC 法第 286 条第１項において準用する

第 209 条第２項において準用する第 217 条第１項、第 290 条第２項

第２号及び第３項) 

(38) 振替機関(社債、株式等の振替に関する法律第 20 条第１項、第 286

条第２項) 

(39) その他、上記(１)から(38)までに掲げる法律の規定により証券検査

の対象とされている者 

なお、次に掲げる者が検査対象先の場合には、犯罪収益移転防止法により

証券監視委に委任された権限に基づく検査を同時に実施するものとするの

で留意する。 

イ．金融商品取引業者(法令により規制対象とならない業者を除く。)、特

例業務届出者(犯罪収益移転防止法第 16 条第１項、第 22 条第６項第１

号) 

ロ．登録金融機関(犯罪収益移転防止法第 16 条第１項、第 22 条第６項第

２号) 

ハ．証券金融会社、振替機関、口座管理機関(犯罪収益移転防止法第 16

条第１項、第 22 条第７項) 

(注) ( )書きは、検査権限及び証券監視委への委任規定。 
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 附属資料 ２－２－２ 令和元事務年度 証券モニタリング基本方針 

 

 
 

令和元事務年度1 証券モニタリング基本方針 

 
はじめに 

 

証券取引等監視委員会（以下「証券監視委」という。）の使命は、市場の公正性・

透明性の確保及び投資者保護、資本市場の健全な発展及び国民経済の持続的な成長

への貢献を果たすことである。 

こうした中、証券モニタリング2の役割は、金融商品取引業者等が市場における

仲介者として、自己規律に立脚し、法令や市場ルールに則した適切な業務運営を行

うよう促すとともに、迅速かつ深度ある実態解明を行うことにより、投資者が安心

して投資を行える環境を保つことである。 

 

証券監視委は、平成 29 年 1 月に公表した第 9 期中期活動方針において、リスク

アセスメントを通じた効果的なモニタリング手法の確立を掲げるとともに、「金融

行政のこれまでの実践と今後の方針」3 （以下「実践と方針」という。）等を踏ま

えつつ、金融庁関連部局と連携して取組みを進めてきている。 

今般、令和元事務年度における、金融商品取引業者等に対するモニタリングの

基本的な取組方針及び主な検証事項を、「証券モニタリング基本方針」として取り

まとめた。 

 

１．証券モニタリングの取組方針 

 

（１）金融商品取引業者等を巡る環境 

   世界経済は、引き続き緩やかに回復しているが、通商問題の動向や中国経済の

先行き、英国の EU 離脱問題等の欧州情勢等が不確実性を高め、再び金融緩和に

向かう中で、潜在的リスクの高まりが指摘されている。 

国内の金融資本市場の動向をみると、株式市場については、株価は高い水準を

維持しているものの一進一退の動きが続き、売買高は減少に転じ、金利について

は、歴史的な低金利が継続している。 

上記のような状況の下、金融商品取引業者においては、従来型の売買手数料収

入に依存したビジネスモデルでは収益の確保が困難となってきている。 

                                                  
1 令和元事務年度は令和元年 7月から令和 2年 6月までを指す。 

2 本方針において証券モニタリングとは、オンサイト・モニタリングとオフサイト・モニタリングの双方を包含してい

る。また、オンサイト・モニタリングはオンサイトによる検査を指し、オフサイト・モニタリングは、オンサイトによ

る検査以外で証券監視委や各財務局等が金融商品取引業者等に対して行う報告徴取、ヒアリング、関係先等との意見交

換を通じた情報収集等を幅広く行うことを指す。 
3 「金融レポート」と「金融行政方針」を統合し平成 30 事務年度から公表 

令 和 元 年 ９ 月 ６ 日  

証券取引等監視委員会 
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一方、一部の投資者において、高収益の商品を求める動きがみられ、個人投資

家に対し、十分なリスク説明が行われないまま高リスクの商品が販売され、その

後問題となった事例や、高利回りを掲げ、無登録で金融商品取引業を営む業者が

投資者被害を引き起こしている事例も発生している。 

また、デジタライゼーションが進展し、非金融プレイヤーが金融商品取引業へ

参入する動き、業務効率化のためクラウドサービスや AI 等を用いる動きがみら

れている。他方で、サイバー攻撃は、引き続き金融商品取引業者の脅威となって

おり、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けてサイバーセキ

ュリティの重要性が高まっている。 

さらに、今秋には FATF 第４次対日相互審査が行われる等、国際的にも我が国

金融機関の AML/CFT への対応の高度化が求められている。 

   

（２）証券モニタリングの基本的な進め方 

    証券モニタリングの対象業者数は、延べ約 7,200 社となっており、その規模、

業務内容や取扱商品は多岐にわたっているほか、中には依然として基本的な法令

遵守、投資者保護の態勢が十分でない業者も存在している。このため、証券モニ

タリングにおいては、限られた人員等の下で、金融商品取引業者等のリスク特性

に応じた効率的・効果的なモニタリングに努め、リスクの所在を早期に把握する

ことが重要となっている。 

    証券監視委では、全ての金融商品取引業者等を対象に、オフサイト・モニタリ

ングにおいて金融庁関連部局等と連携して、経済動向や業界動向等の環境分析や

ビジネスモデルの分析等のリスクアセスメントを行い、リスクベースでオンサイ

ト・モニタリング先を選定する取組みを継続していく。 

    また、オンサイト・モニタリングにおいては、単に問題点を指摘し行政処分勧

告等を行うにとどまらず、問題の全体像を把握し、問題が発生した原因を究明す

ることにより、実効性のある再発防止策の策定につながるよう取り組んでいく。

さらに、問題が顕在化していないものの、業務運営態勢等について改善が必要と

認められた場合には、検査終了通知書等に「留意すべき事項」として記載して、

証券監視委の問題意識をモニタリング先と共有し、実効性ある内部管理態勢の構

築等を促していくこととする。 

 

（３） 昨事務年度の取組み 

昨事務年度は、証券会社については、ビジネスモデルの動向やバックオフィ

ス業務の海外委託の進捗状況等に重点を置いて情報を収集し、各社のリスクを

把握した上で積極的にオンサイト・モニタリングを実施した結果、一部の中小

証券会社による外国株式の勧誘において、顧客に対し虚偽表示又は重要な事項
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につき誤解を生ぜしめる表示を行っていた事案が認められたほか、一部の外国

証券会社において、システム部門等の海外委託を背景として売買審査システム

が十分に機能していない事案等が認められた。また、マネー・ローンダリング

及びテロ資金供与対策に関するガイドラインの実施に伴うAML/CFTへの関心の

高まりを踏まえ、検査上の対応を本格化した。 

投資運用業者については、検査未実施期間が長期化している業者が少なくな

い中、利益相反管理等の観点から、大企業グループに属する業者、運用の外部

委託を行う業者や私募リート業者等について、オンサイト・モニタリングを実

施した。また、大手投資運用業者を中心に、資産運用の高度化に向けた動きも

念頭に置きつつモニタリングを行った。 

一方、第二種金融商品取引業者、投資助言・代理業者、適格機関投資家等特

例業務届出者については、多数の対象業者の中から、取扱商品のリスク分析や

外部から寄せられた情報等の分析により高リスクの業者を抽出し、必要に応じ

てオンサイト・モニタリングを実施した。この結果、貸付型ファンドの販売業

者において、資金使途等についての虚偽表示や誤解を生ぜしめる表示、貸付先

の事業実態や貸付先における資金使途等を把握するための管理態勢が構築さ

れていないなど、複数の金融商品取引法違反事例や投資者保護上問題のある事

案が認められた。 

さらに、無登録で第二種金融商品取引業を行い、一般投資家に多額の被害を

与えていた事案等については、裁判所への禁止命令等の発出を求める申立てを

行った。 

 

（４）今事務年度の取組方針 

近年、多くの金融商品取引業者等においては、従来型の売買手数料収入に依

存したビジネスモデルでは収益の確保が難しくなっている中、営業手法として

預かり資産拡大による安定的な収益構造へ変革を図っている一方、海外の金融

商品や高収益のファンドの取扱いなど、取扱商品を拡大する動きがみられてい

る。 

今事務年度は、こうしたビジネスモデルの動向・変化の中で、過大な営業目

標や現場のリソースを超えた多大な負担から生じ得る投資家への不適切な営

業の可能性を念頭に、必要な内部管理態勢の構築状況、更にはこうした問題の

背後に潜む経営の意図・経営資源の不十分な配分等に着目したリスクアセスメ

ントを行っていく。 

この中で、以下のような更に詳細な実態を把握する必要がある場合等を中心

に、引き続き積極的にオンサイト・モニタリングを実施して、深度ある検証を

行っていく。 
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① 個別の法令違反事項の発生や業務運営態勢に懸念があり、早期に深度ある

検証が必要な状況 

② リスクの所在が不明確な商品を取り扱い、その勧誘実態等の検証が必要な

状況 

③ オフサイト・モニタリングによる情報分析だけでは業務運営等の実態が必

ずしも把握できない状況（検査未実施期間が長期化している場合を含む） 

④ 分別管理が適切に行われていないなど、投資者保護上、重大な問題が懸念

される状況 

 

併せて、市場の公正性・透明性の確保及び投資者保護を図ることを通じて資本

市場の健全な発展にも資するという観点から、特に地域証券会社のガバナンス、

ビジネスモデルの持続可能性（含む顧客本位の業務運営）や地域における直接金

融の担い手としての役割等については、オフサイトを中心としたモニタリングを

実施していく。 

 

また、無登録で金融商品取引業を行っている業者については、情報を積極的に

収集・分析し、関係機関と連携して調査を行い、裁判所への違反行為の禁止命令

等の申立てを行うなどして、投資者被害の拡大防止に取り組んでいく。 

 

２．業態横断的なテーマ別モニタリング事項 

 

証券モニタリングでは、実践と方針等を踏まえつつ、業態横断的なテーマ別モニタ

リング事項として、以下の項目についてテーマ別に求められる適切な手法を通じて金

融庁関連部署と連携して検証等モニタリングを行う。 

① マネー･ローンダリング対策（AML）、テロ資金供与対策（CFT）への取組状況 

② サイバーセキュリティ対策の十分性、各業態に応じたシステムリスク管理の実施

状況 

③ 顧客本位の業務運営を実現するための施策の実施状況 

④ 内部監査の結果及び自主規制機関の監査等で指摘された事項に係る改善策及び

再発防止策の取組状況 

上記のほか、金融商品取引業者等を取り巻く環境の変化等に応じて機動的にその

他のテーマ別の検証に取り組んでいく。 

 

３．規模・業態別の主な検証事項 

 

昨事務年度のモニタリングの結果を踏まえ、金融商品取引業者等の規模や業務内容
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等に応じて、実践と方針等を踏まえつつ、個別の法令違反事項の発生や業務運営態勢

に懸念がある先、オフサイト・モニタリングによる情報分析だけでは業務運営等の実

態が必ずしも把握できない先等に対して、以下の事項を中心に検証を行っていく。 

その際、大手グループに属する第一種金融商品取引業者や投資運用業者においては、

グループ全体の戦略や運営方針との関係も見据えたモニタリングを行う。 

第一種金融商品取引業者が行う高速取引行為関連の業務については、受託業務にお

ける内部管理態勢の整備状況について検証を行う。 

 

 （１）大手証券会社グループ4 

     大手証券会社グループについては、個社を取り巻く経営環境を念頭に置きつ

つ、国内外の業務展開を支えるガバナンス・リスク管理態勢の整備状況に加え、

持続可能なビジネスモデルの構築に向けた取組み、形式的なルールにとどまら

ないプリンシプルに則した実効性のあるコンプライアンス態勢確立への取組

み、顧客本位の業務運営の浸透・定着に向けた取組みや AML/ CFT への取組状

況等について、継続的にモニタリングを行う。 

３メガバンクグループの証券会社に対しては、上記に加え、銀証連携による

顧客基盤の拡大を進めていることを踏まえた利益相反管理態勢等の対応状況

についても検証を行う。 

また、営業店における営業実態を確認する必要がある場合には、機動的に営

業店に対し、オンサイト・モニタリングを実施する。 

 

（２）外国証券会社 

     外国証券会社については、グループ戦略の一環としてのバックオフィス業務

の海外委託の進展状況やビジネスモデルの構造的な変化に対応した内部管理

態勢の整備状況等について検証を行う。 

また、低金利環境が長期間継続する中で、我が国金融機関等向けに販売する

商品の動向や当該商品のリスクについて検証を行う。 

併せて、近年増加傾向にある M&A や社債発行において大型化も見られる中、

引受業務等の投資銀行業務の状況についてもモニタリングを行う。 

 

 （３）ネット系証券会社 

ネット系証券会社については、市場参入が著しい非金融グループにおける収

益面を含むグループ全体の戦略や運営方針を念頭に置きつつ、サイバーセキュ

リティを含むシステムリスク管理の実施状況とともに、取扱商品の増大、独立

系フィナンシャルアドバイザー（ＩＦＡ）や地域金融機関との提携による対面

                                                  
4 大手証券会社グループ：グローバルに活動する国内証券会社 
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営業への進出・拡大を踏まえた内部管理態勢の整備状況に係る検証を行う。 

 

（４）準大手証券・地域証券会社等 

 準大手証券会社、地域証券会社等については、顧客の高齢化や相続による顧

客資金の流出の進展等もあり経営環境が厳しい中、特に外国株式、高利回り商

品等における不適切な勧誘行為等、投資者保護の観点から問題のある行為が行

われていないか検証を行う。また、外国資本等の参加により主要株主や経営体

制が変更された証券会社や経営不振企業の資金調達に関与する証券会社の業

務運営態勢について検証を行う。 

 併せて、地域証券会社のガバナンス、ビジネスモデルの持続可能性（含む顧

客本位の業務運営）や地域における直接金融の担い手としての役割等について

は、各財務局等と緊密に連携し、オフサイトを中心としたモニタリングを実施

する。 

 

 （５）外国為替証拠金取引業者 

     外国為替証拠金取引業者については、リスク情報の開示状況、ストレステス

トの適切さや実施したストレステスト結果の適切な自己資本への反映状況等、

決済リスク管理等の強化に向けた内閣府令等の改正を踏まえた取組状況につ

いて検証を行う。 

  

 （６）投資運用業者 

投資運用業者については、利益相反管理態勢や外部委託運用に対する運用管

理態勢等について検証を行う。また、地域金融機関や年金基金のニーズが高い

私募リート等の不動産関連ファンドを運用する業者の実態や代替資産への投

資の現状について把握を行う。 

 

 （７）投資助言・代理業者 

     投資助言・代理業者については、顧客に誤解を生じさせる広告を行っていな

いか、虚偽の説明による勧誘を行っていないか等について検証を行う。 

 

（８）第二種金融商品取引業者・適格機関投資家等特例業務届出者 

     第二種金融商品取引業者（含む貸付型ファンドの販売業者）及び適格機関投

資家等特例業務届出者については、高利回りを掲げたファンドや出資対象事業

の実在性等に着目したモニタリングや、投資者等から寄せられた情報の分析等

を通じて検証を行う。 
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（９）その他の証券モニタリング対象先 

     証券金融会社、信用格付業者、登録金融機関、自主規制機関等については、

各業態の特性を踏まえたリスクベースでの証券モニタリングを実施する。 

 

（10）無登録業者 

     無登録業者による投資者被害を防止するため、監督局、各財務局等及び捜査

当局等との連携を強化し、裁判所への違反行為の禁止命令等の申立てに係る調

査権限を積極的に活用するとともに、必要に応じて無登録業者の名称・代表者

名・法令違反行為等の公表を行うなど、引き続き厳正に対処していく。 

 

４．関係機関との連携 

 

証券監視委と各財務局等は、直接の意思疎通を通じた情報共有等も含めて、オフサ

イト及びオンサイト・モニタリング双方の計画策定から、緊密に連携していくととも

に、必要に応じて合同検査も実施する。複数の財務局等にまたがる事案が発生した場

合、証券監視委は、情報の集約・共有、モニタリング手法の検討を行う等、指導・調

整機能を発揮していく。こうした各財務局等の活動を支えるために、必要な研修等に

も注力する。 

  また、証券監視委と自主規制機関等の関係機関との間では、情報交換をタイムリー

に行うなど、引き続き緊密に連携し、情報や問題意識を随時共有することで、証券モ

ニタリングを効率的に進めるとともに、検知した事項の改善・再発防止を効果的に進

めることを通じて、市場の公正性・透明性の確保及び投資者保護を図っていく。 

 

５．モニタリング結果の情報発信・その他の取組み 

 

証券モニタリングを通じて把握した問題点あるいは他に模範となりうる取組み（ベ

ストプラクティス）等については、必要に応じて金融庁関連部署と連携して金融商品

取引業者等に対しては、フィードバックを行うとともに、これらの監査関係者に対し

ても、必要に応じて検査結果を講評時等において共有する等、改善に向けた自主的な

取組みを促す。 

また、証券監視委の問題意識等が対外的にも的確に伝わるよう、「証券モニタリン

グ概要・事例集」等により、具体的で分かりやすい情報発信に努めていく。 
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取引調査に関する基本指針 

 

Ⅰ．基本的考え方 

１．取引調査の目的等 

取引調査とは、金融商品取引法（以下「金商法」という。）が定める課徴金制度に

おいて、風説の流布・偽計や相場操縦、内部者取引といった不公正取引について、金

商法第 177 条の権限に基づき、事件関係人や参考人に対する質問調査や立入検査等を

行うものである。 

取引調査は、市場を取り巻く状況の変化に対応した機動性・戦略性の高い市場監視

が求められる中、不公正取引の可能性がある場合に、迅速・効率的に実施することに

より、違反行為を抑止し、もって市場の公正性・透明性の確保を図り、投資者を保護

することを目的とする。 

  

２．取引調査に携わる職員の心構え 

 取引調査に携わる職員（以下「調査官」という。）は、取引調査（以下「調査」と

いう。）の目的を意識しつつ、以下の心構えを持って業務を遂行するものとする。 

（１） 証券取引等監視委員会の使命 

調査官は、証券取引等監視委員会（以下「証券監視委」という。）が、市場

の公正性・透明性を確保し、投資者を保護することを使命としていることを常

に自覚し、調査を実施するように努めなければならない。 

（２）綱紀・品位・秘密の保持 

調査官は、国民の信用・信頼を確保するため、常に綱紀・品位の保持に努め

るとともに、業務の遂行に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（３）適正な手続の遵守 

調査官は、金商法の規定及び課徴金制度の趣旨を十分に理解した上で、私企

業又は個人に対して法令上の権限を行使する立場にあることを自覚し、常に適

正な手続に基づいてその権限を行使しなければならない。 

（４）効率的・効果的な調査による事案の解明 

調査官は、常に穏健、冷静な態度を保ち、相手方の説明及び答弁を慎重かつ

十分に聴取するとともに、創意工夫を通じて、効率的・効果的な調査を行い、

事案の実態を解明するように努めなければならない。 

（５）自己研鑽と能力の発揮 

調査官は、金融・証券に係る法令・諸規制等を正しく理解し、新たな金融商

品、取引手法等の習得に努めるとともに、金融・証券市場等の動向に広く目を

向け、常に自己研鑽に努めなければならない。また、全ての調査官が、持てる

能力を最大限発揮して業務を遂行するように努めなければならない。 

 

 

 

Ⅱ．取引調査の実施手続等 
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１．調査の実施 

 金商法第 173 条、第 174 条、第 174 条の 2、第 174 条の 3、第 175 条又は第 175 条

の 2 に定められる違反行為が疑われる取引（以下「事案」という。）について、事実

を解明するために調査を行う。 

 

２．調査対象者等に対する立入検査又は質問調査の実施 

立入検査又は質問調査を行うに当たっては、対象者・法人等（以下「対象先」とい

う。）に配慮し、効率的・効果的なものとするよう努めるものとする。 

 

（１） 立入検査 

① 証票の提示及び説明 

立入検査（以下「検査」という。）を行うに際しては、調査官は、証票を携帯し、

検査着手時には対象先に対して証票を提示し、自らが証券監視委の職員であること

を伝えるとともに、以下の事項について説明し、協力を得て行うものとする。 

イ 検査の権限（金商法第 177 条）及び目的 

ロ 検査の事実及び内容にかかる情報を適切に管理すること 

 

② 留意事項等 

  検査を行うに際して、調査官は以下の事項に十分に留意するものとする。 

 イ 検査の権限は金商法第 177 条を根拠とし、検査は対象とする物件又は場所の所

有者若しくは管理者の同意を得たうえで行うものとする。 

 ロ 対象先の資料等を閲覧するに当たっては、対象先（対象先が法人等の団体であ

る場合は当該資料等の管理者等）を立ち会わせるものとする。 

 ハ 対象先の状況等を踏まえ、対象先の業務遂行等への支障が最小限となるよう配

慮するものとする。なお、法人等の就業時間内に実施することを原則とする。 

 ニ 閲覧や提出を求める資料等は予め、その必要性について十分に検証を行い、必

要最小限のものとする。 

 ホ 検査で求めた資料等の個人情報や機密性等に配慮し、紛失、置き忘れ、第三者

が閲覧可能な状況にするといったことがないよう留意するものとする。 

 

③ 資料等の借用 

的確かつ効率的な実態把握のために必要な場合、調査官は、物件の所有者又は管

理者の同意を得たうえで、資料等を一時的に借り受けるものとする。その際には、

借用書を交付し、借り受けた資料等については、紛失・毀損することがないよう適

切な管理を行うとともに、早期の返却に努めるものとする。 

 

（２） 質問調査 

① 証票の提示及び説明 

質問調査を行うに際しては、調査官は、証票を携帯し、質問調査着手時には対象

者に対して証票を提示し、自らが証券監視委の職員であることを伝えるとともに、

以下の事項について説明し、協力を得て行うものとする。 
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イ 質問調査の権限（金商法第 177 条）及び目的 

ロ 質問調査の事実及び内容にかかる情報を適切に管理すること 

 

② 留意事項等 

  質問調査を行うに際して、調査官は以下の事項に十分に留意するものとする。 

 イ 質問調査の権限は金商法第 177 条を根拠とし、質問調査は対象者の同意を得た

うえで行うものとする。 

 ロ 法令違反が疑われる事項については、対象者に対して十分な説明を求め、対象

者の意見又は主張についても十分に聴取するものとする。 

ハ 質問調査で知り得た内容については秘密として厳守する。 

ニ 質問調書を作成した場合は、供述人に調書の内容を読み聞かせ、又は閲覧させ

て誤りがないかを問い、供述人が調書の修正を申し立てたときは、必要な修正を

加え、あらためて供述人に内容の確認を求めるものとする。 

ホ 質問調査は、公務所等、調査内容の秘密が保たれる場所において行うものとす

る。 

 へ 対象先の状況等を踏まえ、対象先の業務遂行等への支障が最小限となるよう配

慮する。なお、法人等の就業時間内に実施することを原則とする。 

 ト 質問調査が長時間となる場合は、対象者の休憩時間を適切に確保するものとす

る。 

 

３．調査対象先からの申入れ等 

対象先からの調査に関する申入れ等について、慎重な取扱いが必要であると判断し

た場合には、主任証券調査官等は、速やかに統括調査官又は証券調査指導官にその旨

を報告し、指示を受けるものとする。 

 

４．問題発生時の対応 

 主任証券調査官等は、調査の拒否、妨害、忌避、その他重大な事故等により、調査

の実施が困難な状況になったときは、法令に基づく調査であることをあらためて説明

するとともに、経緯及び事実関係を詳細に記録し、直ちに統括調査官又は証券調査指

導官に報告し、指示を受けるものとする。報告を受けた統括調査官又は証券調査指導

官は、速やかに取引調査課長に報告し、その対応について協議するものとする。 

 

５．災害発生時の対応 

 調査中に予期せぬ災害が発生し、対象者又は調査官の生命・身体に危害が及ぶ可能

性がある場合には、調査官は調査を中断し、直ちに取引調査課長又は統括調査官にそ

の旨を報告し、指示を受けるとともに、対象者及び自らの生命・身体の安全の確保と

書類等の滅失・情報漏洩の防止に努めるものとする。 

 

Ⅲ．勧告 

 調査の結果、金商法に定められる違反行為が認められた場合は、法令等違反の事実

関係並びに内閣総理大臣及び金融庁長官に対して課徴金納付命令を行うことを勧告
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する旨を記載した勧告書(案)を作成し、証券監視委に付議するものとする。付議の結

果、議決された場合には、証券監視委事務局から金融庁に対して勧告書を交付するも

のとする。 

 

Ⅳ．公表 

勧告を行った際は、原則として記者レクを行い、勧告事案の概要を公表する。また、

記者レク後の同日に証券監視委ウェブサイトにおいても勧告事案の概要を掲載、公表

を行う。 

 

Ⅴ．情報管理 

１．情報管理上の留意点 

 調査官は、調査で得られた情報を、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律等の法令、一般的な行政文書の管理に関する規定等に即して、適切に管理する。そ

の際、特に以下の点に配慮する。 

 イ 調査の実施により知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 ロ 調査に関する情報は、不公正取引の抑止及び投資者の保護という目的以外には

使用してはならない（ただし、法令上の正当行為に該当する際の使用を除く。）。 

 ハ とりわけ、対象先の秘密事項及びプライバシー等に係る情報の取扱いについて

は、細心の注意を払う。 

 

２．主任文書管理者等による実態把握等 

主任文書管理者等及び主任証券調査官等は、調査官が上記の点を含め、適切に情報

を管理しているかを把握し、必要に応じて、適切な措置を講ずる。 

（注）主任文書管理者等とは、金融庁行政文書管理規則で定める主任文書管理者、文

書管理者をいう。 

 

Ⅵ．関係課との連携 

市場監視機能の維持・強化のため、証券監視委内の関係課との緊密な連携と情報共

有に努める。 

 

Ⅶ．施行日 

本基本指針は平成 25 年８月 30 日から施行する。 

 

（改正） 

本基本指針は平成 26 年４月１日から適用する。 

― 161 ―

第
１
節

第
２
節

2-3

第
４
節



附属資料 ２－４ 開示検査に関する基本指針 

 
 

 

開示検査に関する基本指針 

 

Ⅰ 基本的考え方 

 

１. 開示検査の基本的考え方 

金融商品取引法（以下「金商法」という。）における開示制度とは、有価証

券の発行・流通市場において、投資者が十分に投資判断を行うことができるよ

うな資料を提供するため、有価証券届出書をはじめとする各種開示書類の提出

を有価証券の発行者等に義務付け、これらを公衆縦覧に供することにより、有

価証券の発行者の事業内容、財務内容等を正確、迅速かつ公平に開示し、もっ

て証券市場の機能の十全な発揮と、投資者保護を図ろうとする制度である。 

 

金商法第 26 条その他の法令に基づき実施する開示検査等に携わる調査官は、

このような制度の趣旨を踏まえ、 

① 正確な企業情報が迅速かつ公平に市場に提供されるようにすること 

② 開示規制の違反行為を適切に抑止すること 

を目的として開示検査等を行わなければならない。有価証券の発行者等に法令

違反等が認められる場合には、その法令違反等の事実関係並びに課徴金納付命

令その他の措置の内閣総理大臣及び金融庁長官への勧告について、証券取引等

監視委員会（以下「証券監視委」という。）に付議する。こうした活動を通じ

て、証券監視委の使命である市場の公正性・透明性の確保と投資者保護の実現

に資するよう努めるものとする。 

 

２. 調査官の心構え 

調査官は、上記開示制度の趣旨と開示検査等の目的を意識しつつ、以下の

心構えを持って業務を遂行するものとする。 

 

（１）綱紀・品位・秘密の保持 

調査官は、開示検査行政の担い手として、国民の信用・信頼を確保するた

め、常に綱紀・品位の保持に努めるとともに、業務の遂行に当たって知り得

た秘密を漏らしてはならない。 

 

（２）適正な手続の遵守 

調査官は、報告の徴取及び検査等において、金商法の規定及び課徴金制

度の趣旨を十分に理解した上で、私企業等又は個人に対して法令上の権限

を行使する立場にあることを自覚し、常に適正な手続に基づいてその権限

を行使しなければならない。 

 

（３）効率的・効果的な事案の解明 
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調査官は、不断に必要な情報の収集・分析に努め、また検査対象先と接

する際には、常に穏健、冷静な態度を保ち、相手方の説明を慎重に聴取す

るとともに、有益な資料を確保すること等、効率的・効果的に事案の実態

を解明するよう努めなければならない。 

 

（４）自己研鑽と能力の発揮 

調査官は、金融・証券・会計等に係る法令・諸規則等を正しく理解する

とともに、金融・証券市場や会計実務等の動向に広く目を向け、常に自己

研鑽に努めなければならない。また、全ての調査官が、持てる能力を最大

限発揮して業務を遂行するように努めなければならない。 

 

Ⅱ 開示検査等の実施手続等 

 

検査対象先に対する報告の徴取及び検査等は、法令に定められた正当な権限

の行使であるが、検査対象先に大きな負担等をもたらすおそれがあり、検査対

象先の理解と協力があってはじめて実施できるものである。このため、手続の

透明性及び検査対象先の予見可能性を高め、調査に当たって検査対象先の協力

を促すことで、より円滑かつ効果的な調査が実施されることをねらいとして、

以下に、開示検査等の実施に際して、その基本となる上場企業に対する標準的

な実施手続等を示す。 

なお、本基本指針で定める実施手続等は、機械的・画一的な運用に陥らない

よう配慮する必要があるとともに、開示検査等の状況等により、主任証券調査

官と開示検査課長との間で協議等のうえ、機動的な対応を行うことを妨げない。 

 

１. 実施手続 

 

１－１. 情報収集・分析 

調査官は、有価証券の発行者が提出した各種開示書類、関係政府機関等が

把握した情報、一般投資家等から証券監視委に寄せられた情報や公益通報者

保護法に基づく公益通報を通じて提供された情報等を幅広く収集するとと

もに平素から蓄積し、培ってきた知識や手法等を用いて様々な角度から分析

し、開示検査を実施する必要性について検討する。 

（注）有価証券の発行者より過年度決算の訂正に係る適時開示が行われた場

合や開示書類の訂正報告書が提出された場合等には、必要に応じて、当

該発行者に対してヒアリング等を実施する。 

 

１－２. 開示検査 

（１）報告又は資料の徴取 

調査官は、有価証券の発行者が提出した又は提出すべき開示書類の記載内

容等に関する的確な実態把握及びその適切性の検証を行う観点から、当該発

― 163 ―

第
１
節

第
２
節

第
３
節

2-4



附属資料 ２－４ 開示検査に関する基本指針 

 
 

行者その他参考人等の検査対象先に対して、報告又は資料を徴取することが

できる。 

資料等を求めるに当たっては、検査遂行に支障が生じない限り、原則とし

て検査対象先の既存資料等を活用することとし、また、電子媒体による受渡

し又は提出を認めるなど、検査対象先の事務負担に留意する。 

検査対象先の担当者等が、合理的な理由なく資料等の提出を遅延している

と認められる等の場合は、主任証券調査官は、この旨を検査対象先の役員そ

の他の責任者に告げ、改善を求める。 

 

（２）立入検査 

調査官は、有価証券の発行者が提出した又は提出すべき開示書類の記載内

容等に関する的確な実態把握及びその適切性の検証を効果的に行うため、開

示検査課長の承認を得て、当該発行者その他参考人等の検査対象先に対して

立入検査を行うことができる。 

調査官は、立入検査の実施に際しては次の点に留意し、特に慎重に行うも

のとする。 

 

① 予告 

検査の効率性の観点から、原則として、検査対象先に対して立入開始前

に予告を行う。ただし、実効性のある実態把握の確保の観点から、必要と

認める場合には、無予告で立入検査を実施することができる。 

 

② 証票等の提示及び説明事項 

調査官は、立入検査の開始に際しては、検査対象先の役員その他の責任

者に対して、証票及び法令の規定に基づき報告を求める旨の書面を提示す

るとともに、原則として、以下の事項について説明を行うものとする。 

イ．検査の権限、目的及び主な検証範囲 

ロ．検査への協力依頼 

ハ．検査関係情報の適切な情報管理を行うこと 

ニ．必要な提出資料の提示 

ホ．その他必要な事項 

 

③ 現物検査 

調査官は、検査対象先の役職員が現に業務を行っている事務室、資料保

管場所等に直接赴き、原資料等を適宜抽出・閲覧する必要があると判断し

た場合には、次の点に留意の上、現物検査を行うものとする。 

イ．検査対象先の責任者等１名以上を立ち会わせ、的確かつ迅速に行うと

ともに書類の紛失等の事故がないように留意する。 

ロ．検査対象先の役職員から私物である旨の申出があった場合であっても、

的確な実態把握のため必要な場合、相手方の了解を得て現物検査を実施
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するよう努める。 

 

④ その他の留意事項 

イ．検査対象先からの申出による立入検査への第三者立会いについては、

検査の円滑な実施に支障がないと主任証券調査官が判断する場合を除

き、これを認めない。 

ロ．調査官は、的確かつ効率的な実態把握のため必要な場合、資料等の現

物を借り受けるものとする。その際、借用書を交付するものとし、借り

受けた資料等については、適切な管理を行うとともに、早期の返却に努

める。 

 

（３）証拠の収集・保全と的確な事実認定 

① 調査官は、開示検査の過程において、開示書類の重要な事項につき虚偽

の記載等の法令違反が疑われる事項を把握した場合には、必要な証拠の収

集・保全を行った上で、検査対象先にその事項について十分な説明を求め、

その意見又は主張を十分聴取して内容等を整理し、的確な事実認定を行う。

なお、調査官は、開示検査の必要に応じ、検査対象先の監査人（公認会計

士又は監査法人をいう。以下同じ。）の意見等を聴取する。 

 

② 検査対象先が、不適正な会計処理等の疑義について、検査対象先と利害

関係のない外部の専門家によって構成される委員会（以下「外部調査委員

会」という。）を設置して調査を実施した場合は、その調査資料や調査結

果等を開示検査の事実認定において判断材料とすることができる。ただし、

外部調査委員会の独立性、中立性、専門性及び調査手法の有用性・客観性

を十分検証した上で、合理性が認められた場合に限る。 

 

③ 法令違反が疑われる事項がある開示書類について訂正報告書等が提出

されていない場合は、訂正報告書等の自発的提出の必要性に関する検査対

象先の意見又は主張を十分聴取する。訂正報告書等が自発的に提出された

場合は、提出に至った経緯や訂正内容の妥当性等を検証する。 

 

（４）その他の留意事項 

① 証票の携帯及び提示 

調査官は、その身分を示す証票を携帯し、検査を実施するに当たっては

検査対象先に提示しなければならない。 

 

② 検査対象先の業務等への配慮 

イ．調査官は、銀行等金融機関、監査人、情報提供者、検査対象先の取引

先等の参考人や公務所等に対して報告又は資料の徴取及び立入検査を

実施するに当たっては、その必要性を十分検討する。 
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ロ．検査対象先の役職員等に対し、質問調査を行う場合又は資料等の提出

を求める場合には、検査対象先の就業時間内に行うことを原則とする。 

ハ．調査官は、開示検査による的確かつ効率的な実態把握や検査対象先の

担当者等の事務負担の軽減の観点を考慮し、資料等の提出範囲・方法に

ついて適時・適切な見直しに努める。 

 

③ 検査対象先からの申入れ等 

主任証券調査官は、検査対象先からの立入検査等に関する申入れ等につ

いて、慎重な取扱いが必要であると判断した場合には、速やかに統括調査

官又は総括証券調査官にその旨を報告し、指示を受けるものとする。 

 

④ 問題発生時の対応 

主任証券調査官は、報告若しくは資料の不提出、虚偽の報告若しくは資

料の提出、検査拒否、検査妨害又は検査忌避に該当するおそれがある行為

が見出された場合には、相手方の説得に努めるとともに事実関係を詳細に

記録した上で、速やかに統括調査官又は総括証券調査官にその旨を報告し、

指示を受けるものとする。 

 

⑤ 災害発生時等の対応 

主任証券調査官は、災害発生により検査対象先が被災した場合は検査を

休止し、直ちに統括調査官又は総括証券調査官にその旨を報告するととも

に、検査対象先の職員等の生命・身体の安全の確保に配慮し、書類等の滅

失・情報漏洩の防止に努めるものとする。 

 

⑥ 開示検査の中止 

主任証券調査官は、災害・システム障害等の特別な事情や、開示書類の

記載内容等に関する適切な実態把握が著しく困難なときその他の検査の

継続が困難になった場合には、検査全体の効率性を考慮して開示検査を中

止することができる。 

 

１－３. 開示検査等の終了 

（１）勧告 

開示検査等の結果、開示書類の重要な事項につき虚偽の記載等の法令違反

が認められる場合には、法令違反等の事実関係並びに内閣総理大臣及び金融

庁長官に対して課徴金納付命令その他の措置を行うことを勧告する旨を記

載した勧告書（案）を作成し、証券監視委に付議するものとする。 

勧告書（案）が証券監視委において議決された場合は、証券監視委事務局

から金融庁に対して勧告書を交付するものとする。 

 

（２）検査終了通知書の交付 
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開示書類の提出者に対して報告の徴取及び検査を行った場合で、内閣総

理大臣及び金融庁長官に対して課徴金納付命令等の勧告を行わない場合は、

証券監視委の議決後速やかに証券監視委名において、検査対象先の責任者

に対して検査終了通知書を交付するものとする。 

（注）開示検査を中止した場合は、検査終了通知書の交付を行わないもの

とする。 

 

（３）検査結果の公表 

証券監視委の事務運営の透明性を確保し、公正な事務執行を図るととも

に、投資者保護に資するため、開示検査等の結果、証券監視委が課徴金納

付命令等の勧告を行った事案については、検査終了後、証券監視委のウェ

ブサイト上等で勧告の概要等を公表するものとする。 

 

２. 情報管理 

（１）検査等情報管理上の留意点 

調査官は、開示検査等に関する情報を、行政機関の保有する個人情報の

保護に関する法律等の法令、一般的な行政文書の管理に関する規定等に即

して、適切に管理する。その際、特に、以下の点に配慮する。 

イ．開示検査等の実施により知った秘密を漏らしてはならない。 

ロ．開示検査等に関する情報は、適正な開示の確保及び開示規制違反の抑

止という目的以外には使用してはならない（ただし、法令上の正当行為

に該当する際の使用を除く。）。 

ハ．とりわけ、検査対象先の秘密事項等に係る情報の取扱いについては、

細心の注意を払う。 

 

（２）主任文書管理者等による実態把握等 

主任文書管理者等及び主任証券調査官は、調査官が上記の点を含め、適

切に情報を管理しているかを把握し、必要に応じて、適切な措置を講ずる。 

（注）主任文書管理者等とは、金融庁行政文書管理規則で定める主任文書

管理者、文書管理者をいう。 

 

（３）検査関係情報の取扱い 

主任証券調査官は、立入検査着手時に検査対象先の責任者に対して、検査

関係情報（開示検査中の調査官からの質問、指摘、要請その他調査官と検査

対象先の役職員等とのやりとりの内容及び検査終了通知書をいう。以下同

じ）には開示検査の端緒や具体的な検査手法に関わる情報、開示検査の過程

で第三者から入手した保秘性の高い情報が含まれていることから、検査関係

情報につき適切な情報管理を行わなければならない旨を説明し、この旨の承

諾を得るものとする。 
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３. 関係部局等との連携 

（１）金融庁及び財務局（福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む。）との間に

おいて、有価証券の発行者による適切な開示を確保する観点から、適切な

連携を図るものとする。 

 

（２）公認会計士・監査審査会事務局との間において、公認会計士・監査審査

会、証券監視委のそれぞれの独立性を尊重しつつ、適切な連携を図るもの

とする。 

 

（３）金融商品取引所との間において、市場の公正性及び透明性を確保する観

点から、適切な連携を図るものとする。 

 

Ⅲ その他 

 

１. 金商法上の関連規定 

金商法第 27 条の 22 第 1 項に基づく公開買付者等に対する報告・資料の徴取

及び検査、同法第 27 条の 22 の 2 第 2 項により準用される同法第 27 条の 22

第 1 項に基づく公開買付者等に対する報告・資料の徴取及び検査、同条第 2

項に基づく意見表明報告書の提出者等に対する報告・資料の徴取及び検査、同

法第 27 条の 30 第 1 項に基づく大量保有報告書の提出者等に対する報告・資料

の徴取及び検査、同条第 2項に基づく大量保有報告書に係る株券等の発行者で

ある会社等に対する報告・資料の徴取、同法第 27 条の 35 に基づく特定情報の

提供者等に対する報告・資料の徴取及び検査、同法第 177 条に基づく調査（金

融商品取引法等の一部を改正する法律（平成 24 年法律第 86 号）の施行後）並

びに金商法第 193 条の 2第 6項に基づく監査人に対する報告・資料の徴取に当

たっては、本指針に示された基本的な考え方を踏まえつつ、事案の実態に即し

て検査を実施するものとする。 

 

２. 施行日 

  本基本指針は、平成 25 年８月 30 日から施行する。 
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附属資料 ３－１ 証券監視委の活動状況 

３－１ 証券監視委の活動状況 

総括表 

（単位：件数）  

 

173 8 7 4 8 3 203

840 59 91 38 54 49 1,131

496 18 35 10 11 14 584

252 35 51 26 33 29 426

88 6 5 2 10 6 117

4 0 0 0 0 0 4

42 17 23 4 0 2 88

14 3 1 2 2 3 25

24 0 0 0 2 0 26

3,461 185 61 25 68 73 3,873

2,888 128 37 25 55 64 3,197

2,134 61 16 19 35 44 2,309

244 32 9 2 7 4 298

510 35 12 4 13 16 590

345 1 0 0 3 2 351

84 30 20 0 4 0 138

49 19 2 0 4 2 76

9 0 0 0 0 1 10

29 3 0 0 0 2 34

47 1 1 0 1 1 51

10 3 1 0 1 1 16

13,719 1,097 1,142 1,099 1,052 1,061 19,170

　　　　　　　　　　　　年　　　　度
　区　　　　分

平成4
～26

令和元 合　　計

犯則事件の告発

勧　　　　　　　　告

証券検査結果等に基づく勧告

課徴金納付命令に関する勧告

（不公正取引）

課徴金納付命令に関する勧告

（開示書類の虚偽記載等）

平成27 平成28 平成29 平成30

訂正報告書等の提出命令に関する勧

告

適格機関投資家等特例業務届出者等に対す

る検査結果等に基づく公表

無登録業者・無届募集等に対する裁判所への

禁止命令等の申立て

建　　　　　　　　議

証 　券 　検 　査

金融商品取引業者

第一種金融商品取引業者

第二種金融商品取引業者

投資運用業者、

投資助言・代理業者

その他

　取引審査

登録金融機関

適格機関投資家等特例業務

届出者

金融商品仲介業者

信用格付業者

自主規制機関等

投資法人
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附属資料 ３－１ 証券監視委の活動状況 

（注） 

１．証券検査の計数は、着手ベースの実施件数である。  

２．課徴金納付命令勧告（不公正取引）の計数は、命令対象者ベースの件数である。 

３．上記の第一種金融商品取引業者（旧国内証券会社）に対する検査のほか、財務局等におい

て証券監視委担当第一種金融商品取引業者（旧国内証券会社）の支店単独検査を実施して

いる。 

４．平成 18 年度以前は、「投資運用業者」は「旧投資信託委託業者」、「投資助言・代理業者」は

「旧投資顧問業者」である。 

５．平成 24 年度及び 26 年度における「適格機関投資家等特例業務届出者等に対する検査結果

等の公表」の件数には、金商法第 187 条に基づく調査結果の公表がそれぞれ１件含まれてい

る。 

６．平成 28 年度、29 年度及び令和元年度の「証券検査結果等に基づく勧告」には、「適格機関投

資家等特例業務届出者等に対する検査結果等の公表」と併せて勧告を行ったものがあり、こ

れについては両方に計上している。 
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附属資料 ３－２ 市場分析審査実施状況 

 

３－２ 市場分析審査実施状況 

１．取引審査実施状況 

（単位：件数） 

 

（注）「会計年度ベース」４月～翌年３月。 

  

95 98 83 70 78

992 1031 1,002 977 976

10 13 14 5 7

1,097 1,142 1,099 1,052 1,061

（証券監視委） 481 482 455 427 453

（財務局等） 616 660 644 625 608

価格形成に関するもの

インサイダー取引に関するもの

そ　の　他

合　　計

　　　　　　　　年　　度

　区　　分
平成27 平成28 平成29 平成30 令和元
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附属資料 ３－２ 市場分析審査実施状況 

 

２．情報の受付状況 

（単位：件数） 

 

（注）年金運用ホットラインは、平成 24 年４月に運用開始  

平成26 平成27 平成28 平成29 平成30 令和元

うち年金運用ホットライン 9 1 3 1 0 0

財務局等から回付 110152

電　　　　話

451

32

76

275

1028

332475

34

358

26

1,2951,4521,370 1,0921,689

5,798

4,114

7,0197,600 6,147

4,5515,569 5,097

104

5,510イ ン タ ー ネ ッ ト

120

文　　　　書

来　　　　訪

合　　　　計

　　　　　　　年度
　　区分

7,7585,688

3,733

1,375

458

54

68
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附属資料 ３－２ 市場分析審査実施状況 

 

３．情報の内容別受付状況 

(単位：件数) 

 
（注 1）情報区分「Ca4」「Ca5」「Cb3」は、平成 26 年４月に新設した区分 

（注 2）平成 27 年度の「Aa1」は、推測などによるネット掲示板等への投稿に係る情報を「Aa0」に区分変更 

1. 風説の流布・偽計 544 80 36 4 1 1

2. 相場操縦 2,400 3,147 2,822 2,270 3,194 2,574

3. インサイダー取引 364 283 390 299 355 278

0. その他 580 1,917 2,395 1,911 1,866 1,220

1. 大量保有報告書の虚偽記載 2 5 2 2 11 4

2. 大量保有報告書の未提出 11 6 13 9 16 16

0. その他 3 10 3 1 5 2

3,904 5,448 5,661 4,496 5,448 4,095

1. 無届募集 1 8 5 5 5 2

2. ファイナンス 49 13 4 4 8 0

3. 有価証券報告書等の虚偽記載 161 191 135 96 92 69

4. 有価証券報告書等の未提出 6 2 11 0 2 2

5. 内部統制報告 0 1 0 1 0 0

6. 無届公開買付 0 0 1 0 0 0

0. その他 8 31 21 8 12 16

1. 適時開示 38 47 22 21 8 25

0. その他 3 5 9 10 11 25

1. ガバナンス等 39 38 32 14 13 5

0. その他 105 105 114 77 49 89

410 441 354 236 200 233

1. 断定的判断を提供した勧誘 21 202 168 19 0 1

2. 無断売買 11 36 19 7 8 5

3. 損失保証・補てん 12 4 1 1 8 3

4. 虚偽告知 0 0 0 0 0 0

5. 無登録での募集・私募の取扱い 0 0 1 0 1 0

0. その他法令違反 89 58 89 107 54 30

1. 顧客の知識等に照らした不当な勧誘 10 0 5 6 4 6

2. システム関連 31 38 28 25 18 15

3. 投資運用関連 16 3 4 7 0 1

0. その他営業姿勢に関するもの 303 564 295 263 277 272

1. 法定帳簿に関する不正 20 0 1 1 0 0

2. 財務の健全性・リスク管理 13 2 1 1 0 0

1. 自主ルール違反 16 6 2 0 2 0

0. その他 110 119 184 162 188 164

652 1,032 798 599 560 497

1. 委員会に対する意見等 72 113 45 62 101 159

2. 証券行政・政策に対する意見等 48 61 46 33 47 24

1. 無登録業者 278 306 311 207 232 171

2. 未公開株 46 15 14 13 17 4

3. 適格機関投資家等特例業者等 41 44 27 19 16 6

0. その他 237 298 344 482 398 609

722 837 787 816 811 973

5,688 7,758 7,600 6,147 7,019 5,798

（　　小　　計　　）

合　　　　　　　　　　計

（　　小　　計　　）

Ｄ．その他

ａ．意見・要望等

ｂ．その他

（　　小　　計　　）

Ｃ．金融商品取引業者等

ａ．禁止行為等

ｂ．業務の運営状況

ｃ．経理

ｄ．協会・取引所ルール

ｅ．その他

Ｂ．発行体

ａ．法定開示

ｂ．協会・取引所ルール

ｃ．その他

（　　小　　計　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　度
　区　分

平成26 平成27 平成28 平成30平成29

ａ．取引規制

Ａ．個別銘柄

令和元

ｂ．開示
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附属資料 ３－２ 市場分析審査実施状況 

 

４．情報提供が調査・検査等に活用された近年の事例 

（１） 金融商品取引業者関係 

 ＜事例１＞ 適格機関投資家等特例業務届出者Ａ社に関し、Ａ社が販売した集団投資スキー

ム（ファンド）持分の配当が支払われなくなっている等との情報提供を受け、検査を行っ

た結果、無登録で金融商品取引業を行っている状況や投資者保護上重大な問題のあ

る業務運営（虚偽の説明による取得勧誘等）を行っている状況等が認められた。 

 ＜事例２＞ Ｂ証券会社に関し、他の証券会社から紹介された金融商品について、当社におけ

る適切な審査を行わず幹部の判断のみで商品導入・販売を行っているとの情報提供を

受け、検査を行った結果、金融商品取引契約の締結・勧誘において、商品の安全性や

発行会社の財務の健全性等について審査を行わないまま、虚偽の表示をする行為が

認められた。 

 

（２） 不公正取引関係 

 ＜事例３＞ Ｃ社の子会社の代表者に関し、Ｃ社に係る業績下方修正の情報を知りながら、そ

の公表前にＣ社株式の売付けを行ったとの情報提供を受け、調査等を行った結果、イ

ンサイダー取引を行った事実が認められた。 

 ＜事例４＞ Ｄ社の社員に関し、Ｄ社が売上高を過大に計上していたことが判明したことを知り

ながら、公表前にＤ社株式の売付けを行ったとの情報提供を受け、調査等を行った結

果、インサイダー取引を行った事実が認められた。 

 

（３） 開示規制違反関係 

 ＜事例５＞ Ｅ社に関し、連結子会社がその取引先に対して行った融資が架空取引であるとの

情報提供を受け、調査等を行った結果、別の連結子会社において不適切な売上を計

上していたことが判明し、連結売上高の過大計上による有価証券報告書の虚偽記載

が認められた。 

 ＜事例６＞ Ｆ社に関し、連結子会社を使った循環取引を行っているとの情報提供を受け、調

査等を行った結果、売上の架空計上などによる有価証券報告書の虚偽記載が認めら

れた。 
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附属資料 ３－３ 証券検査実施状況 

 

３－３ 証券検査実施状況 

１．検査実施状況一覧表 

（単位：件数） 

 

 

266 185 61 25 68 73

(54) (37) (16) (6) (17) (20)

(212) （148） （45） （19） （51） (53)

206 128 37 25 55 64

(32) (21) (8) (6) (14) (15)

(174) (107) (29) (19) (41) (49)

77 61 16 19 35 44

(12) (13) (2) (4) (10) (9)

(65) (48) (14) (15) (25) (35)

72 32 9 2 7 4

(8) (4) (2) (2) (2) (2)

(64) (28) (7) (0) (5) (2)

42 28 8 4 8 10

(1) (1) (0) (0) (0) (0)

(41) (27) (8) (4) (8) (10)

15 7 4 0 5 6

(11) (3) (4) (0) (2) (4)

(4) (4) (0) (0) (3) (2)

1 1 0 0 3 2

(0) (0) (0) (0) (0) (0)

(1) (1) (0) (0) (3) (2)

31 30 20 0 4 0

(12) (9) (6) (0) (0) (0)

(19) (21) (14) (0) (4) (0)

18 19 2 0 4 2

(0) (0) (0) (0) (1) (0)

(18) (19) (2) (0) (3) (2)

2 0 0 0 0 1

(2) (0) (0) (0) (0) (1)

(0) (0) (0) (0) (0) (0)

3 3 0 0 0 2

(3) (3) (0) (0) (0) (2)

(0) (0) (0) (0) (0) (0)

2 1 1 0 1 1

(2) (1) (1) (0) (1) (1)

(0) (0) (0) (0) (0) (0)

3 3 1 0 1 1

(3) (3) (1) (0) (1) (1)

(0) (0) (0) (0) (0) (0)

令和元平成26 平成27 平成28 平成29 平成30

（ 証 券 監 視 委 ）

　　　　　　　　　　　　　年度
　　区分

合 計

（ 証 券 監 視 委 ）

（ 財 務 局 長 等 ）

金 融 商 品 取 引 業 者

登 録 金 融 機 関

（ 財 務 局 長 等 ）

第一種金融商品取引業者

第二種金融商品取引業者

（ 証 券 監 視 委 ）

（ 財 務 局 長 等 ）

投 資 助 言 ・ 代 理 業 者

（ 証 券 監 視 委 ）

（ 財 務 局 長 等 ）

投 資 運 用 業 者

（ 証 券 監 視 委 ）

（ 財 務 局 長 等 ）

（ 証 券 監 視 委 ）

（ 財 務 局 長 等 ）

自 主 規 制 機 関 等

（ 証 券 監 視 委 ）

（ 財 務 局 長 等 ）

適格機関投資家等特例業務届出者

（ 証 券 監 視 委 ）

（ 財 務 局 長 等 ）

金 融 商 品 仲 介 業 者

（ 証 券 監 視 委 ）

（ 財 務 局 長 等 ）

信 用 格 付 業 者

（ 証 券 監 視 委 ）

（ 財 務 局 長 等 ）

（ 証 券 監 視 委 ）

（ 財 務 局 長 等 ）

（ 証 券 監 視 委 ）

（ 財 務 局 長 等 ）

投 資 法 人

（ 証 券 監 視 委 ）

（ 財 務 局 長 等 ）

そ の 他
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附属資料 ３－３ 証券検査実施状況 

 

２．１検査対象当たりの平均延べ検査投入人員 

（単位：人・日） 

 

（注）上記各期間中に検査を終了したものについて、臨店期間分を算出したものである。 

   ただし、平成 28 年３月までの数値については、当該期間中に、検査に着手のうえ終了したもののみを算

出の対象としている。 

  

112 141 235 193 179 169

39 28 139 261 161 83

29 29 93 85 155 113

144 108 159 136 123 136

38 0 40 0 58 39

58 66 121 154 34 51

15 19 66 61 103 32

0 0 0 0 0 0

0 0 61 0 0 132

394 28 0 306 0 406

　　　　　　　　　　　　　年度
　　区分

金

融

商

品

取

引

業

者

第一種金融商品取引業者

第二種金融商品取引業者

投資助言・代理業者

投資運用業者

平成30平成26 平成27 平成28 平成29 令和元

その他

登録金融機関

適格機関投資家等特例業務届出者

金融商品仲介業者

信用格付業者

自主規制機関等
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附属資料 ３－３ 証券検査実施状況 

 

３．検査結果の状況 

（１） 検査終了件数 

（単位：件数） 

 

（２） 問題点が認められた業者等の数 

 

(注１）「問題点が認められた業者等の数」とは、検査終了通知書において問題点（留意すべき事項を含む）を指

摘した会社等の数をいう。 

(注２）「不公正取引に関するもの」、「投資者保護に関するもの」、「財産・経理等に関するもの」及び「その他業

務運営に関するもの」は、各項目で問題点が認められた業者等の数をいう。したがって、各項目で重複する

会社等があるため、各項目の合計と 「問題点が認められた業者等の数」の数値とは一致しない。 

277 191 94 41 56 76

232 128 57 33 49 66

86 58 25 21 31 46

94 33 12 6 7 4

38 31 14 4 7 11

14 6 6 2 4 5

1 0 1 0 2 3

24 35 27 5 2 2

16 18 5 2 3 1

0 2 0 0 0 0

0 3 3 0 0 2

1 2 1 0 0 1

3 3 0 1 0 1

令和元平成26 平成27 平成28 平成29

投資法人

平成30

その他

自主規制機関等

　　　　　　　　　　　　　年度
　　区分

検査終了件数

金融商品取引業者

第一種金融商品取引業者

第二種金融商品取引業者

投資助言・代理業者

投資運用業者

登録金融機関

適格機関投資家等特例業務届出者

金融商品仲介業者

信用格付業者

105 72 67 35 40 51

7 3 4 3 4 4

71 54 61 12 18 23

19 7 11 1 2 2

52 32 26 25 25 38

平成30

財産・経理等に関するもの

その他業務運営に関するもの

平成28 平成29 令和元

問題点が認められた業者等の数

不公正取引に関するもの

投資者保護に関するもの

平成27
　　　　　　　　　　　　　年度
　　区分

平成26
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附属資料 ３－４ 勧告等実施状況 

 

３－４ 勧告等実施状況 

１．勧告実施件数一覧表 

（単位：件数） 

 

・ 行政処分に関する勧告のうち、平成９・平成 15・平成 16・平成 26 年度の勧告には、証券検査

の結果及び取引調査・犯則事件の調査に基づくものを一つの勧告として行っていたものがあ

り、これについては両方に計上したため、合計数と一致しない。 

・ 平成 25 年度の証券検査の結果に基づく勧告には、証券監視委及び財務局が実施した検査に

基づくものを一つの勧告として行っていたものがあり、これについては内訳として証券監視委

及び財務局にそれぞれ計上したため、合計数と一致しない。 

・ 課徴金納付命令に関する勧告のうち、取引調査課の結果に基づく勧告及び国際取引等調査

の結果に基づく勧告については、課徴金納付命令対象者ベースで計上。 

  

840 59 91 38 54 49 1,131

496 18 35 10 11 14 584

483 18 35 10 11 14 571

証券監視委の行った検査等
にかかるもの 154 5 9 2 4 3 177

財務局長等の行った検査等
にかかるもの 330 13 26 8 7 11 395

17 0 0 0 0 0 17

340 41 56 28 43 35 543

233 31 47 24 30 28 393

19 4 4 2 3 1 33

88 6 5 2 10 6 117

4 0 0 0 0 0 4

開示検査の結果に基づく勧告

訂正報告書等の提出命令に関する
勧告

行政処分に関する勧告

証券検査の結果に基づく勧告

取引調査、犯則事件の調査に基
づく勧告

課徴金納付命令に関する勧告

取引調査の結果に基づく勧告

国際取引等調査の結果に基づく
勧告

平成
29

平成
30

令和
元

合計

勧告件数

平成
28

　　　　　　　　　　　　年　　　　度

　区　　　　分

平成
4～26

平成
27
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附属資料 ３－４ 勧告等実施状況 

 

２．金融商品取引業者等に対する行政処分等に係る勧告実績 ～令和元年度～ 

 

  

被　検　査　法　人 勧告日 勧告の原因となった法令違反行為等

1 シティグループ証券 H31.4.19 市場デリバティブ取引に係る売買管理態勢に不備がある状況

2
東海投資助言サービ
ス

R1.6.21
無登録業者への名義貸し
投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていない状況

3 東郷証券 R1.8.2 顧客に対し損失を補塡する行為

4 ＪＰアセット証券 R1.8.30 顧客に対し特別の利益を提供する行為

5
スマートアセットマネジ
メント

R1.9.10

金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為
投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成を有していない状況及び投資助言・
代理業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない状況

6 ニュース証券 R1.11.26
金融商品取引業等の登録を受けていない者に有価証券の取得勧誘を行わせている状況
検査忌避
経営管理態勢及び内部管理態勢が不十分な状況

7
堀田勝己（トレードマス
ターラボ）

R1.12.6 無登録業者に対する名義貸し

8 フラム R2.3.3 著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為等

9 ＭＬＣ investment R2.3.3 著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為等

10 ディーティーシー R2.3.11

投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていない状況及び投資助
言・代理業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない状況
顧客取引を利用して第三者の利益を図る目的をもって行った正当な根拠を有しない助言行
為
金融商品取引業者等の役員が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買
等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、有価証券の売買等を
する行為
著しく人を誤認させる表示のある広告をする行為

11 トラフィックトレード R2.3.11

投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていない状況及び投資助
言・代理業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない状況
顧客取引を利用して第三者の利益を図る目的をもって行った正当な根拠を有しない助言行
為
金融商品取引業者等の役員が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買
等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、有価証券の売買等を
する行為

12
イーストスプリング・イ
ンベストメンツ

R2.3.27 投資信託の受益者のために忠実に投資運用業を行っていない状況

福岡

証券監視委

関東

関東

近畿

関東

関東

福岡

担当

証券監視委

東海

関東

証券監視委

元年度

3

9

関東 5

近畿 1

東海 1

福岡 2

12合計

証券監視委

財務局
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附属資料 ３－４ 勧告等実施状況 

 

３．適格機関投資家特例業務届出者等に対する行政処分等に係る勧告実績 

 ～令和元年度～ 

 

       

  

被　検　査　法　人 勧告日 勧告等の原因となった法令違反行為等

1 ファインドエッジ R1.6.18 ファンドに係る杜撰な業務運営

2 村山一憲 R1.8.30
関東財務局長に対し虚偽の報告等をしている状況
無登録で投資運用業を行っている状況等

担当

近畿

関東

元年度

0

2

関東 1

近畿 1

2

証券監視委

財務局

合計
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附属資料 ３－４ 勧告等実施状況 

 

４．課徴金納付命令に関する勧告件数及び課徴金額 

不公正取引 

 

開示規制違反等 

 

件数 課徴金額 件数 課徴金額 件数 課徴金額 件数 課徴金額

平成17 4 1,660,000 4 1,660,000 0 0 0 0

平成18 11 49,150,000 11 49,150,000 0 0 0 0

平成19 16 39,600,000 16 39,600,000 0 0 0 0

平成20 18 66,610,000 17 59,160,000 1 7,450,000 0 0

平成21 43 55,480,000 38 49,220,000 5 6,260,000 0 0

平成22 26 63,940,000 20 42,680,000 6 21,260,000 0 0

平成23 18 31,690,000 15 26,300,000 3 5,390,000 0 0

平成24 32 135,720,000 19 35,150,000 13 100,570,000 0 0

平成25 42 4,608,060,000 32 50,960,000 9 461,050,000 1 4,096,050,000

平成26 42 563,342,935 31 38,820,000 11 524,522,935 0 0

平成27 35 191,835,000 22 75,500,000 12 104,095,000 1 12,240,000

平成28 51 371,400,000 43 89,790,000 8 281,610,000 0 0

平成29 26 168,960,000 21 60,830,000 5 108,130,000 0 0

平成30 33 412,105,000 23 36,650,000 7 373,405,000 3 2,050,000

令和元 29 280,085,000 24 240,730,000 5 39,355,000 0 0

合計 426 7,039,637,935 336 896,200,000 85 2,033,097,935 5 4,110,340,000

偽計

勧告件数（件）・課徴金額（円）

年度 内部者取引 相場操縦

件数 課徴金額 件数 課徴金額 件数 課徴金額

平成17 0 0 0 0 0 0

平成18 3 633,330,000 3 633,330,000 0 0

平成19 8 66,849,997 8 66,849,997 0 0

平成20 11 1,913,909,997 11 1,913,909,997 0 0

平成21 10 711,479,998 9 703,979,998 1 7,500,000

平成22 19 1,879,819,994 19 1,879,819,994 0 0

平成23 11 569,250,000 11 569,250,000 0 0

平成24 9 721,749,994 9 721,749,994 0 0

平成25 9 1,048,369,999 9 1,048,369,999 0 0

平成26 8 604,640,000 8 604,640,000 0 0

平成27 6 7,800,120,000 6 7,800,120,000 0 0

平成28 5 425,780,000 5 425,780,000 0 0

平成29 2 12,000,000 2 12,000,000 0 0

平成30 10 393,430,000 10 393,430,000 0 0

令和元 6 2,746,955,000 6 2,746,955,000 0 0

合計 117 19,527,684,979 116 19,520,184,979 1 7,500,000

年度

勧告件数（件）・課徴金額（円）

開示規制 その他
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附属資料 ３－４ 勧告等実施状況 

 

（注） 

１ 年度とは当年４月～翌年３月をいう。 

２ 課徴金額は勧告時点のもの。 

３ 不公正取引のうち、平成 23 年度に個人に対し行われた１件（内部者取引、課徴金額 550,000

円）については、課徴金納付命令の勧告後、審判手続により「違反事実なし」となっている。 

４ 開示規制のうち、平成 21 年度に個人に対し行われた１件（課徴金額 120,730,000 円）につい

ては、課徴金納付命令の勧告後、審判手続により「違反事実なし」となっている。また、令和元

年度に法人に対して行われた１件については、勧告後に課徴金額の過誤が見つかった為、勧

告時点の課徴金額を修正している（課徴金額を 44,780,000 円から 44,210,000 円に修正）。 

５ その他の１件は、公開買付開始公告実施義務違反である。 
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附属資料 ３－５－１ 金融商品取引業者等に対する検査の結果に基づく勧告 

 

３－５ 勧告等事案の概要一覧表 

１．金融商品取引業者等に対する検査の結果に基づく勧告 

 (平成 31 年４月～令和２年３月) 

一連
番号 

勧告実施 

年月日 

勧告の対象となった法令違反等の内容 
(業者名欄に検査を実施した証券監視委又は財務局等名を付記) 

行政処分等の内容 

１ 3１.４.19 【シティグループ証券株式会社 (証券監視委)】 

 ※会社勧告 
  
○ 市場デリバティブ取引に係る売買管理態勢に不備がある状況 
  

⑴ 取引システムに係る不備 
当社は、市場デリバティブ取引について、米国本社シティグル

ープ・インクと外部ベンダーが共同開発した取引システムを使用し
ているところ、プログラム上の不備により、当該システムを利用し
た取引の一部（手動での一括取消注文、アルゴリズム取引におけ
る分割注文）について、取引データが売買審査システムへ送信さ
れておらず、売買審査の対象となっていない状況が認められた。 

   
⑵ 売買審査システムに係る不備 

当社の使用する売買審査システムにおいて、見せ玉形態の取
引に係る抽出閾値について、取引規模等を踏まえた合理的な閾
値等について何ら検討が行われないまま、担当者が発注から注
文取消しまでの時間を短い時間に設定変更しており、不適切に売
買審査の対象を絞り込んでいる状況が認められた。 

また、売買審査システムに係る設定上の不備により、休日前日
の夜間取引が売買審査の対象となっていない状況が認められ
た。 

   
⑶ 売買管理態勢等に係る不備 

当社の売買審査において、不公正取引の疑いがあるとしてアラ
ートが集中して発生しているトレーダーがいるにもかかわらず、当
該トレーダーに対する取引意図の確認や取引内容の分析など、
深度ある対応が行われていない状況が認められた。 

   
上記のような売買管理態勢の下、当社においては、平成31年３

月26日に課徴金納付命令勧告を行ったシティグループ・グローバ
ル・マーケッツ・リミテッドによる長期国債先物に係る相場操縦取引
を受託・執行し、当該不公正取引を看過している状況が認められて
いる。 

   
当社の上記の状況は、金融商品取引法第40条第２号の規定に

基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第１項第12号
に該当するものと認められる。 

 

行政処分日 
令和元年６月７日 

 
 
会社に対する処分 
 

業務改善命令 

① 本件に関して、法
令等遵守及び適切
な業務運営に取り組
む経営姿勢を明確
化し、全社的な法令
等遵守意識及び健
全な企業文化を醸
成するなど、当社経
営管理態勢・内部管
理態勢（本邦法令遵
守のために必要とな
るグローバル及び海
外拠点との連携態
勢を含む）の充実及
び強化を図ること。 

② 本件に係る事実関
係及び発生原因・根
本原因に係る分析を
踏まえた改善計画
及びこれに沿った再
発防止策を策定し、
確実に定着させるこ
と。 

③ 上記②にて策定し
た再発防止策に係
る実効性の検証を
行うとともに、検証の
結果、実効性が不十
分と認められる場合
は追加的な措置を
講じること。 

④ 上記①～③につ
き、その実施状況及
び検証結果の初回
報告期限を令和元
年７月５日（金）とし
て、書面にて報告す
ること。以降は、３ヵ
月経過毎を期限とす
るほか、必要に応じ
て書面にて報告する
こと。 

 

２ 

 

１.６.21 【東海投資助言サービス合同会社 (東海)】 

 ※会社勧告 
 

行政処分日 

令和元年６月28日 
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附属資料 ３－５－１ 金融商品取引業者等に対する検査の結果に基づく勧告 

 

一連
番号 

勧告実施 

年月日 

勧告の対象となった法令違反等の内容 
(業者名欄に検査を実施した証券監視委又は財務局等名を付記) 

行政処分等の内容 

２ 

つづき 

⑴ 無登録業者に対する名義貸し 
 

当社は、平成25年１月頃から、株式会社オープニングベル（名古
屋市中村区、法人番号8180001090081、代表取締役Ａ、以下「Ａ社
長」という。）、金融商品取引業の登録はない。以下「オープニング
ベル社」という。）の関係者４名を当社の助言分析を行う等の重要な
使用人として東海財務局長に届け出た上で、投資助言・代理業を
行わせていた。 

しかしながら、当社は、オープニングベル社の関係者４名が行う
投資助言行為に全く関与しておらず、当該４名は、オープニングベ
ル社のＡ社長の指揮監督の下、投資助言行為を行っていたなど、
当社の重要な使用人であるとの外観を装ったに過ぎず、オープニン
グベル社に対し、当社の名義をもって投資助言・代理業を行わせて
いたものと認められる。 

オープニングベル社は、平成26年10月以降、少なくとも363名に
対し、国内株式に係る売買のタイミングや価格等を電子メールで配
信する方法により投資助言行為を行っていた。 

  
当社が行った上記行為は、自己の名義をもって、他人に金融商

品取引業を行わせたものであり、金融商品取引法（以下「金商法」
という。）第36条の３に違反するものと認められる。 

   
⑵ 投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保さ

れていない状況 
 

当社は、業務のほとんどをオープニングベル社に名義を貸して行
わせている状況にあり、当社のＢ代表は、こうした状況が名義貸し
に該当することを認識しながら、収益の確保を優先し、当該状況を
継続していた。 

当社は、唯一の常勤役職員であるＢ代表の法令等遵守意識が
欠如しており、投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構
成が確保されていないものと認められる。 

  
当社における上記の状況は、金商法第29条の４第１項第１号ホ

に定める「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を
有しない者」に該当し、このような当社の状況は、同法第52条第１
項第１号に該当するものと認められる。 

 

 

会社に対する処分 

 
登録取消し 

東 海 財 務 局 長 （ 金
商）第133号の登録を
取り消す。 

   

業務改善命令 

① 無登録営業への関
与を直ちに停止する
こと。 

② 全ての顧客に対
し、今回の行政処分
の内容を説明し、適
切な対応を行うこと。 

③ 現在、当社と投資
顧問契約を締結して
いる者との契約を適
切 に 終 了 さ せ る こ
と。 

④ 上記②、③の対応
状況について、１ヶ
月以内に書面により
随時報告すること。 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.８.２ 【東郷証券株式会社(関東)】 

 ※会社勧告 
 
○ 顧客に対し損失を補塡する行為 
 

当社の取締役であって、その実質的経営者として業務全般を統
括するとともに、商品デリバティブ取引等を目的とする株式会社さく
らインベスト（大阪府大阪市、法人番号4130001048955）の実質的
経営者としてその業務全般を統括していたA、当社の代表取締役管
理本部長として顧客からの苦情の処理等の業務を統括していたB、
当社の顧問として当社の経理業務を担当していたCらは、平成28年
７月下旬から平成31年１月下旬までの間、顧客８名に対して、取引
所為替証拠金取引について生じた損失の一部を補塡するため、合
計約6,970万円相当の利益を自ら又は第三者をして提供した。 
  
（事例１） 

平成28年７月下旬から平成30年12月中旬までの間、当社で取
引所為替証拠金取引を行っていた顧客４名に対し、株式会社さく
らインベストをして、同顧客らの注文に係る商品差金決済取引を
行ったかのように仮装するなどの方法により、合計約760万円相
当の利益を自ら又は同社をして提供した。 

  
（事例２） 

平成29年10月中旬頃から平成31年１月下旬までの間、当社で
取引所為替証拠金取引を行っていた顧客４名との間で、現金によ

行政処分日 

令和元年８月９日 

 

 

会社に対する処分 

 

登録取消し 

関 東 財 務 局 長 （ 金
商）第272号の登録を
取り消す。 

   

業務改善命令 

① 顧客に対し、今回
の行政処分の内容
を十分に説明し、顧
客の求めに応じた適
切な対応を行うこと。 

② 顧客の意向を踏ま
え、顧客取引の移管
又は結了及び顧客
資産の返還に関す
る方策を策定し、こ
れを確実に履行する
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附属資料 ３－５－１ 金融商品取引業者等に対する検査の結果に基づく勧告 

 

一連
番号 

勧告実施 

年月日 

勧告の対象となった法令違反等の内容 
(業者名欄に検査を実施した証券監視委又は財務局等名を付記) 

行政処分等の内容 

３ 

つづき 

る損失補塡の契約をした上、その契約に基づき、各顧客らに合計
約6,210万円の現金を提供した。 

  
上記の行為は、経営の中枢を担う当社取締役、代表取締役管理

本部長らが共謀して、組織的な指示・判断のもと、長期間にわたっ
て、多数の顧客に対し、損失補塡を実行したもので極めて悪質であ
り、その背景として、法令遵守を徹底すべき経営陣自らにその意識
が欠如している状況のほか、代表取締役社長を含む上記以外の経
営陣も、その責務を果たさず、上記の行為を漫然と見過ごすなど、
当社において、重大かつ明白な法令違反行為を防止したり、発見
し、是正を図る内部管理態勢や、会社の業務を適正に執行するた
めの経営管理態勢が欠如している状況が認められた。 
   

上記事例１の行為は、金融商品取引法第39条第１項第３号に、
上記事例２の行為は同項第２号及び第３号に該当するものと認め
られる。 

 

こと。 

③ 会社財産を不当に
費消しないこと。 

④ 上記①～③につい
て、その実施状況を
令 和 元 年 ９ 月 ６ 日
(金)までに書面で報
告するとともに、以
降、そのすべてが完
了するまでの間、随
時書面で報告するこ
と。 

４ １.８.30 【ＪＰアセット証券株式会社(証券監視委)】 

 ※会社勧告 
 
○ 顧客に対し特別の利益を提供する行為 

 
平成30年10月１日から令和元年５月７日までの間（以下「当該期

間」という。）における当社の業務運営状況について検証したとこ
ろ、以下のとおり、市場デリバティブ取引を行う顧客１名に対し、当
該顧客が預託すべき証拠金について多額の証拠金不足が長期間
にわたり発生している状況のもと、下記の取引を受託している状況
が認められた。 
  
当社は、当該期間のうちの４営業日において、いずれも前日時点

で当該顧客が預託すべき証拠金が不足している状況のもと、当該
顧客から、新規の市場デリバティブ取引の取次ぎを受託している。 
 
また、当社は、当該期間のうちの53営業日において、いずれも前

日時点で当該顧客が預託すべき証拠金が不足している状況のも
と、当該顧客から、実質的に新規の市場デリバティブ取引と同等の
効果となる取引（買建玉数が売建玉数以上となっている両建ての
状況の中で、買建玉を維持したまま売建玉を減らすもの）の取次ぎ
を受託している。 
   
以上のとおり、当社は、当該顧客について、多額の証拠金不足

が長期間にわたり発生している状況にあるにもかかわらず、上記の
ような取引を受託している。   
 
このような行為は、特定の顧客に対し、当社が不足証拠金を負

担したうえで新たな市場デリバティブ取引を行う機会を与えているも
のであり、こうした利益の提供は、社会通念上、妥当性・相当性を
著しく欠くものと認められる。 
   
当社の上記行為は、金融商品取引法第38条第９号に基づく金融

商品取引業等に関する内閣府令第117条第１項第３号に掲げる「金
融商品取引契約につき、顧客に対し特別の利益を提供する行為」
に該当するものと認められる。 
  
本件が発生した背景には、経営陣の法令遵守意識が欠如してお

り、当社のガバナンスが機能していないことがあると認められる。  
 

行政処分日 

令和元年９月10日 

 

 

会社に対する処分 

 

業務改善命令 

① 証拠金管理等、市
場ルールに基づい
た顧客管理態勢を
整備すること。 

② 適切な経営管理態
勢、業務運営態勢及
び内部管理態勢を
構築し、着実に実行
すること。 

③ 本件に係る経営責
任の所在の明確化
を図ること。 

④ 上記①～③につい
て、その実施状況を
令和元年10月９日
（水）までに書面で報
告するとともに、その
後の進捗状況を当
面の間、３ヶ月ごと
に書面で報告するこ
と。 

 

５ 

 

 

１.９.10 【株式会社スマートアセットマネジメント(関東)】 

 ※会社勧告 

 
⑴ 金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、顧客に対し虚偽のこ

とを告げる行為 

行政処分日 

令和元年９月20日 

 

 

会社に対する処分 
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附属資料 ３－５－１ 金融商品取引業者等に対する検査の結果に基づく勧告 

 

一連
番号 

勧告実施 

年月日 

勧告の対象となった法令違反等の内容 
(業者名欄に検査を実施した証券監視委又は財務局等名を付記) 

行政処分等の内容 

５ 

つづき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
当社は、見込顧客に対して、メールを配信する方法により、投資

顧問契約の締結の勧誘を行っている。 今回検査において、当社に
おける平成28年５月から令和元年５月までの間の投資顧問契約の
締結の勧誘状況を検証したところ、以下の法令違反行為が認めら
れた。 

 
ア．銘柄分析・選定者に関する虚偽告知   

当社は、少なくとも延べ33万3000人以上の見込顧客に対して送
信したメールにおいて、実際にはＡ代表が銘柄分析・選定に何ら
関与していないにもかかわらず、事実に反して、「私、Ａが完全監
修を務める」等の文言を記載し、虚偽の内容を告げて投資顧問契
約の締結の勧誘を行った。 

    
イ．助言実績に関する虚偽告知 

当社は、少なくとも延べ1500人以上の見込顧客に対して送信し
たメールにおいて、買い推奨を行った複数の銘柄について、実際
には売り推奨を行っていないにもかかわらず、事実に反して、買
い推奨日からメール配信時までの間に最高値となった日を「売却
推奨日」と記載するなどして、虚偽の内容を告げて投資顧問契約
の締結の勧誘を行った。  

    
当社の上記行為は、金融商品取引法第38条第１号に掲げる「金

融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽の
ことを告げる行為」に該当するものと認められる。 

 
⑵ 著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示

のある広告をする行為 
 

当社は、投資助言業者等を評価・比較している複数のウェブサイ
トにおいて、当社の広告を行っているが、平成31年４月から令和元
年５月までの間の当該ウェブサイトにおける広告（以下「ウェブ広
告」という。）の内容を検証したところ、以下の法令違反行為が認め
られた。 

  
ア．銘柄分析・選定者に関して著しく事実に相違する表示 

当社は、実際にはＡ代表が銘柄の分析・選定に何ら関与してい
ないにもかかわらず、ウェブ広告中に、「Ａを筆頭に銘柄選定及び
投資助言が行われている」等の記事を掲載した。 

   
イ．助言実績に関して著しく事実に相違する表示 

当社は、多数の銘柄について、実際には投資助言の実績がな
いにもかかわらず、ウェブ広告中に、助言を行った銘柄である旨
の記事を掲載した。 

    
ウ．助言実績に関して著しく人を誤認させる表示 

当社は、当該ウェブサイトにおいて、実際には当社が記載した
内容であるにもかかわらず、あたかも第三者によって投稿された
かのような外観を装った、当社の助言実績等に関する記事を多数
掲載させた。 

  
当社の上記行為は、投資助言・代理業に関する広告において、

助言の方法及び助言実績に関する事項について、著しく事実に相
違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示であり、金融
商品取引法第37条第２項に違反する。 

  
⑶ 投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成を有してい

ない状況及び投資助言・代理業を適確に遂行するための必要な体
制が整備されていない状況 

 
当社の営業責任者は、自ら主導して上記(1)の法令違反行為を

行っているほか、上記(2)についても法令違反行為であることを認識
しながら、何ら対策を講じることなく漫然と放置している。 

また、当社コンプライアンス部長は、金融商品取引法令に関する
知識が乏しく、また、法令等遵守意識も希薄であることから、上記
(1)の法令違反行為が行われていることを認識しながら、当該違反

 

登録取消し 

関 東 財 務 局 長 （ 金
商）第2767号の登録を
取り消す。 

  

業務改善命令 

① 全ての顧客に対
し、今回の行政処分
の内容を説明し、適
切な対応を行うこと。 

② 現在、当社と投資
顧問契約を締結して
いる者との契約を適
切 に 終 了 さ せ る こ
と。 

③ 上記①及び②の実
施状況について、令
和 元 年 10 月 21 日
（月）までに書面によ
り 随 時 報 告 す る こ
と。 
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附属資料 ３－５－１ 金融商品取引業者等に対する検査の結果に基づく勧告 

 

一連
番号 

勧告実施 

年月日 

勧告の対象となった法令違反等の内容 
(業者名欄に検査を実施した証券監視委又は財務局等名を付記) 

行政処分等の内容 

 

５ 

つづき 

行為に関し、何ら対策を講じることなく、漫然と放置している。 
さらに、当社の唯一の役員であるＡ代表は、当社の営業責任者

及びコンプライアンス部長が、Ａ代表による当社業務への関与を阻
害すべき状況を作出する中、当局による臨店検査が始まるまで、当
社の業務内容を把握・管理するための措置を講じていないなど、内
部管理態勢の構築を行っていないばかりか、顧客獲得や収益の拡
大、当社の知名度を上げることを優先させるあまり、上記法令違反
行為の一部については、当該行為が行われていることを認識しな
がら、何ら対策を講じることなく、これを漫然と放置している。 

このように、当社要職は、いずれも法令等遵守意識及び投資者
保護意識が著しく欠如している。 

 
当社における上記の状況は、金融商品取引法第29条の４第1項

第１号ホに掲げる「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的
構成を有しない者」に該当し、また、同号ヘに掲げる「金融商品取引
業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認めら
れない者」に該当するものと認められ、このような当社の状況は、
同法第52条第１項第１号に該当するものと認められる。 

 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.11.26 【ニュース証券株式会社(関東)】 

 ※会社勧告 

 
⑴ 金融商品取引業等の登録を受けていない者に有価証券の取得

勧誘を行わせている状況 
 

当社営業本部傘下のＡ営業員及びＢ部長（以下「当社営業員ら」
という。）は、社外の複数の知人ら（金融商品取引業等の登録はな
い。）に、Ａ営業員が企画した有価証券の取得勧誘を依頼し、この
結果、依頼を受けた知人が取得勧誘を行い、当社は、平成28年７
月、顧客に有価証券を購入させた。 

 
⑵ 検査忌避 
 

当社営業員らは、今回検査において、上記⑴の状況を隠蔽する
ため、かねて有価証券の取得勧誘を依頼していた知人に対し、当
局の質問には顧客に詳しい商品説明はしていない旨答えるよう依
頼するなど、正常な検査の進行を妨げる行為を行った。これらの行
為は、事実確認を大幅に遅延させており、悪質な行為と認められ
る。当社経営陣は、検査官から、検査を妨害する行為を行わないよ
う重ねて要請されていたにもかかわらず、上記の行為を防止してい
ない。 

 
⑶ 経営管理態勢及び内部管理態勢が不十分な状況 
 

当社経営陣及び有価証券の取得勧誘の適切性をチェックすべき
関連部署は、当社営業員らによる営業活動を漫然と同人ら任せに
し、営業結果報告において知人らから顧客紹介を受ける方法に言
及された際にも具体的な内容の把握を怠り、顧客説明用資料の広
告審査を行った際にも配付方法、配付先等を確認しないなどによ
り、上記⑴の状況を見過ごしている。また、当社営業員らが開拓し
た金融商品仲介業者との業務委託契約に際しての審査やそれらの
業者による勧誘実態の把握を怠っているほか、当社営業員らが勧
誘資料の配分先における具体的な勧誘人数、勧誘資料廃棄実態
等を把握しない、私募の人数管理が不十分な状況も生じさせてお
り、経営管理態勢及び内部管理態勢は杜撰なものとなっていた。 

  
当社における上記のような業務運営状況は、金融商品取引法第

51条に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必
要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。 

 
また、当社が行った上記⑵の行為は、金融商品取引法第56条の２

第１項の規定による検査を拒み、妨げ、忌避するものであり、同法第
198条の６第11号及び同法第207条第１項第４号に該当するものと認
められる。 

行政処分日 

令和元年12月４日 

 

 

会社に対する処分 

 

業務停止命令 

令和元年12月５日か
ら同２年３月４日までの
間、ＩＦＡ事業部に係る
全ての業務（当局が個
別に認めた業務を除
く）を停止すること。 

   

業務改善命令 

① ＩＦＡ事業部が関与
した全ての有価証券
の取扱い状況（顧客
属性、有価証券の種
類（ファンド名）、投
資金額及び現在の
評価額）を検証し、
投資者保護の観点
から必要な措置を講
じること。 

② 全ての顧客に対
し、今回の行政処分
の内容を説明し、適
切な対応を行うこと。 

③ 適切な経営管理態
勢、業務運営態勢及
び内部管理態勢を
構築するなどの再発
防止策を策定し、着
実に実行すること。 

④ 本件に係る責任の
所在の明確化を図
ること。 

⑤ 上記①～④につい
て、その実施状況を
令和２年１月６日(月)
までに書面で報告す
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附属資料 ３－５－１ 金融商品取引業者等に対する検査の結果に基づく勧告 

 

一連
番号 

勧告実施 

年月日 

勧告の対象となった法令違反等の内容 
(業者名欄に検査を実施した証券監視委又は財務局等名を付記) 

行政処分等の内容 

６ 

つづき 

るとともに、その後
の進捗状況を当面
の間、３か月ごとに
書 面 で 報 告 す る こ
と。 

 

７ １.12.６ 【A（トレードマスターラボ）(近畿)】 

 ※会社勧告 
 
○ 無登録業者に対する名義貸し 

 
当者は、以下のとおり、当者の名義をもって、金融商品取引業の

登録のない者に投資助言・代理業を行わせた。 
 
① 当者は、平成28年４月以降、Ｂが実質的な代表を務める株式

会社サン（大阪市北区、法人番号9120001165540、金融商品取
引業の登録はない。以下「サン社」という。（注））との間で投資
助言の提供に係る契約を締結し、サン社から電子メールにより
提供された投資助言の内容をそのまま貼り付けて、当者名義に
て顧客に電子メールで配信するなど、当者の名義をもって、サン
社に投資助言・代理業を行わせた。 

 
サン社は、平成28年４月から同30年12月までの間に、少なく

とも69名の顧客に対し、日経225オプション取引に係る売買のタ
イミングや価格等について投資助言行為を行った。 

 
（注）サン社は、平成30年10月30日付けで行ったデルタイン

ベストメント株式会社に対する行政処分勧告において、同
社の名義を使用して投資助言行為を行ったと認定されて
いる者である。 

（https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2018/2018/20181030-1.htm） 
   
② 当者は、平成27年10月頃以降、少なくとも７者（以下「プログラ

ム提供者」という。いずれも金融商品取引業の登録はない。）と
の間で投資判断に係るプログラム等の提供を受けるための契
約を締結し、プログラム提供者が当者を介さずに当者名義にて
顧客に電子メールで投資助言を配信するなど、当者の名義をも
って、プログラム提供者に投資助言・代理業を行わせた。 

 
プログラム提供者は、平成27年10月から同31年１月までの間

に、少なくとも169名の顧客に対し、日経225先物取引に係る売
買のタイミングや価格等について投資助言行為を行った。 

   
当者が行った上記行為は、自己の名義をもって、他人に金融

商品取引業を行わせたものであり、金融商品取引法第36条の３
に違反するものと認められる。 

行政処分日 

令和元年12月13日 

 

 

会社に対する処分 

 

業務停止命令 

新たな投資顧問契
約（契約金額の増額を
伴 う 変 更 契 約 を 含
む。）の締結に係る勧
誘・契約の締結を令和
元年12月13日から令
和２年１月12日まで停
止すること。 

 

業務改善命令 

① 全ての顧客に対
し、今回の行政処分
の内容を説明し、適
切な対応を行うこと。 

② 本件行為（無登録
営業への関与を含
む）の責任の所在の
明確化を図ること。 

③ 本件（無登録営業
への関与を含む）の
発生原因を分析し、
適切な業務運営態
勢及び内部管理態
勢の構築を含む再
発防止策を策定・実
施すること。 

④ 上記①から③につ
いて、具体的な改善
策を令和２年１月14
日までに書面により
報告すること。   

 

８ 

 

 

 

 

 

 

 

２.３.３ 【株式会社フラム(関東)】 

※会社勧告 
 

○ 著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示
のある広告をする行為等 
 

当社は、広告に関する業務の委託先、当該委託先からの再委託
先及び再々委託先（以下、まとめて「本件広告業務委託先」とい
う。）をして、当社の助言実績等に関する記事（以下「当社広告記
事」という。）を作成させ、当該記事を多数の投資助言業者等を評
価・比較する記事（以下「検証記事」という。）や各投資助言業者等
に関して寄せられた記事（以下「投稿記事」という。）を掲載している
複数のウェブサイト（以下、まとめて「本件ウェブサイト」という。）に
掲載させる手法（以下「本件広告手法」という。）により、当社の広告
を行っている。 

行政処分日 

令和２年３月12日 

 

 

会社に対する処分 

 

業務停止命令 

新たな投資顧問契
約（契約金額の増額を
伴 う 変 更 契 約 を 含
む。）の締結に係る勧
誘・契約締結を令和2
年3月12日から同年4
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附属資料 ３－５－１ 金融商品取引業者等に対する検査の結果に基づく勧告 

 

一連
番号 

勧告実施 

年月日 

勧告の対象となった法令違反等の内容 
(業者名欄に検査を実施した証券監視委又は財務局等名を付記) 

行政処分等の内容 

８ 

つづき 

 
今回、当社及び広告に関する業務の委託先に対して検査を実施

し、平成31年１月から令和元年８月までの間における本件ウェブサ
イトにおける当社広告記事の内容等を検証したところ、以下の事実
が認められた。 
   
① 助言実績に関して著しく事実に相違する表示 

当社は、本件広告手法により、本件ウェブサイトにおいて、検証
記事として、少なくとも延べ52銘柄に関し、また、投稿記事として、
少なくとも延べ13銘柄に関し、実際には投資助言の実績がないに
もかかわらず、助言を行った実績がある旨の当社広告記事を掲
載した。 

   
② 助言実績に関して著しく人を誤認させるような表示 

当社は、本件広告手法により、本件ウェブサイトにおいて、実際
には本件広告業務委託先が当社の助言実績を正確に反映するこ
となく作成した当社広告記事を、集客効果を狙って、あたかも第三
者によって投稿されたかのような外観を装った記事として掲載し
た。 

  
なお、当社は、本件広告業務委託先に対して、広告手段・内容

等について何ら指定することなく、集客を最優先として広告に関す
る業務を委託し、また、当該業務委託に係る契約締結後において
も、本件広告業務委託先が作成した広告により、大きな集客効果
が得られていることを認識していながら、本件広告業務委託先に
おける広告手段・内容等の確認を行っていなかった。 

  
当社の上記行為は、投資助言・代理業に関する広告において、

助言実績に関する事項について、著しく事実に相違する表示をし、
又は著しく人を誤認させるような表示であり、金融商品取引法第37
条第２項に違反する。 

 

月11日まで停止するこ
と。 

 

業務改善命令 

① 不適切な広告の掲
載を直ちに停止する
こと。 

② 本件の発生原因を
分析し、適切な業務
運営態勢及び内部
管理態勢の構築を
含む再発防止策を
策定・実施すること。 

③ 全ての顧客に対
し、今回の行政処分
の内容を説明し、適
切な対応を行うこと。 

④ 本件法令違反行為
の責任の所在を明
確にすること。 

⑤ 上記①から④まで
について、具体的な
改善策を令和2年4
月13日（月）までに
書面により報告する
こと。 

９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.３.３ 【株式会社ＭＬＣ investment (関東)】 

※会社勧告 
 

○ 著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示
のある広告をする行為等 
 

当社は、広告に関する業務の委託先及び当該委託先からの再
委託先（以下、まとめて「本件広告業務委託先」という。）をして、当
社の助言実績等に関する記事（以下「当社広告記事」という。）を作
成させ、当該記事を多数の投資助言業者等を評価・比較する記事
（以下「検証記事」という。）や各投資助言業者等に関して寄せられ
た記事（以下「投稿記事」という。）を掲載している複数のウェブサイ
ト（以下、まとめて「本件ウェブサイト」という。）に掲載させる手法（以
下「本件広告手法」という。）により、当社の広告を行っている。 
 

今回、当社及び広告に関する業務の委託先に対して検査を実施
し、令和元年５月から同年６月までの間における本件ウェブサイト
における当社広告記事の内容等を検証したところ、以下の事実が
認められた。 
 
① 助言実績に関して著しく事実に相違する表示 

当社は、本件広告手法により、本件ウェブサイトにおいて、検証
記事として、少なくとも延べ43銘柄に関し、また、投稿記事として、
少なくとも延べ170銘柄に関し、実際には投資助言の実績がない
にもかかわらず、助言を行った実績がある旨の当社広告記事を
掲載し、さらに、検証記事として、実際にはこれまで機関投資家に
対する投資助言の実績が一切ないにもかかわらず、助言を行っ
た実績がある旨の当社広告記事を掲載した。  

   
② 助言実績に関して著しく人を誤認させるような表示 

当社は、本件広告手法により、本件ウェブサイトにおいて、実際

行政処分日 

令和２年３月12日 

 

 

会社に対する処分 

 

業務停止命令 

新たな投資顧問契
約（契約金額の増額を
伴 う 変 更 契 約 を 含
む。）の締結に係る勧
誘・契約締結を令和2
年3月12日から同年4
月11日まで停止するこ
と。 

 

業務改善命令 

① 不適切な広告の掲
載を直ちに停止する
こと。 

② 本件の発生原因を
分析し、適切な業務
運営態勢及び内部
管理態勢の構築を
含む再発防止策を
策定・実施すること。 

③ 全ての顧客に対
し、今回の行政処分
の内容を説明し、適
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附属資料 ３－５－１ 金融商品取引業者等に対する検査の結果に基づく勧告 

 

一連
番号 

勧告実施 

年月日 

勧告の対象となった法令違反等の内容 
(業者名欄に検査を実施した証券監視委又は財務局等名を付記) 

行政処分等の内容 

９ 

つづき 

には本件広告業務委託先が当社の助言実績を正確に反映するこ
となく作成した当社広告記事を、集客効果を狙って、あたかも第三
者によって投稿されたかのような外観を装った記事として掲載し
た。 

  
なお、当社は、本件広告業務委託先に対して、広告手段・内容

等について何ら指定することなく、集客を最優先として広告に関す
る業務を委託し、また、当該業務委託に係る契約締結後において
も、本件広告業務委託先が作成した広告により、大きな集客効果
が得られていることを認識していながら、本件広告業務委託先に
おける広告手段・内容等の確認を行っていなかった。 

  
当社の上記行為は、投資助言・代理業に関する広告において、

助言実績に関する事項について、著しく事実に相違する表示をし、
又は著しく人を誤認させるような表示であり、金融商品取引法第37
条第２項に違反する。 

 

切な対応を行うこと。 

④ 本件法令違反行為
の責任の所在を明
確にすること。 

⑤ 上記①から④まで
について、具体的な
改善策を令和2年4
月13日（月）までに
書面により報告する
こと。 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.３.11 【株式会社ディーティーシー(福岡)】 

※会社勧告 
 

⑴ 投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保さ
れていない状況及び投資助言・代理業を適確に遂行するための必
要な体制が整備されていない状況 
 

当社は、設立当初から、実質的な業務運営はＡ（株式会社アイエ
フリバース（福岡県福岡市、法人番号7290001048103）の代表取締
役。当社の株主や役職員ではなく、金融商品取引業の登録はな
い。）によって行われ、同人が当社を実質的に支配している状況が
認められた。 
 

このような状況の下、当社経営陣（Ｂ代表取締役及びＣ専務取締
役（以下「Ｃ専務」という。））は、Ａの指示どおりに従い、法令等遵守
意識及び投資者保護意識が著しく欠如したまま、漫然と業務を行っ
ている。 
 

また、当社は、管理部長（非常勤）を「法令等を遵守させるための
指導に関する業務を統括させる使用人」として当局に届け出ている
ものの、遅くとも平成24年５月以降は当人及び他の役職員が当該
業務に従事している事実はなく、当社に当該業務を統括する者が
いない状況を放置している。 
 

そのほか、当社は、投資助言・代理業を適確に遂行するために、
業務の内容及び方法に関する社内規程を定めているものの、規程
に沿った業務の遂行がほとんど行われておらず、投資助言・代理
業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない。  
 

当社における上記の状況は、金融商品取引法(以下「金商法」と
いう。)第29条の４第１項第１号ホに定める「金融商品取引業を適確
に遂行するに足りる人的構成を有しない者」に該当し、また、同号
ヘに定める「金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制
が整備されていると認められない者」に該当することから、このよう
な当社の状況は、同法第52条第１項第１号に該当するものと認めら
れる。 
  

そして、このような状況の中で、当社経営陣は法令違反行為であ
ることを認識しながら以下の行為を行っていた。 
  

⑵ 顧客取引を利用して実質的支配者らの利益を図る目的をもって
行った正当な根拠を有しない助言行為 
 

当社は、Ａからの指示に基づき、株式会社トラフィックトレード（福
岡県福岡市、法人番号1290001025859、代表取締役Ｄ、資本金
1000万円、常勤役職員４名、投資助言・代理業）と共同するなどし

行政処分日 

令和２年３月18日 

 

 

会社に対する処分 

 

登録取消し 

福岡財務支局長（金
商）第76号の登録を取
り消す。 

 

業務改善命令 

① 全ての顧客に対
し、今回の行政処分
の内容を説明し、適
切な対応を行うこと。 

② 現在、投資顧問契
約を締結している者
との契約を適切に終
了させること。 

③ ①、②の対応状況
について、令和2年4
月17日（金）までに
書面により随時報告
すること。 
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附属資料 ３－５－１ 金融商品取引業者等に対する検査の結果に基づく勧告 

 

一連
番号 

勧告実施 

年月日 

勧告の対象となった法令違反等の内容 
(業者名欄に検査を実施した証券監視委又は財務局等名を付記) 

行政処分等の内容 

10 

つづき 

て、Ａらが買い付けた銘柄の株価を上昇させて、Ａらの利益獲得を
目的として、以下の手口により、複数の顧客に対し、正当な根拠を
有しない助言を行っていた。 
 
ア Ａは、自己名義の口座等を利用して、特定の株式を買い付け

る。Ｃ専務は、Ａからの当該株式に係る買付指示に基づき、Ａら
が運用する口座等を利用して、当該指示のあった銘柄を買い付
ける。 

イ 当社は、顧客の買付けに基づく価格変動を利用してＡらの利益
を図る目的をもって、Ａからの指示に基づき、チャートや周辺情
報を確認・分析することなく、正当な根拠を有さずにＡの買付銘
柄を買い推奨とする助言を行う。 

ウ 上記イに前後して、Ｂ代表取締役らは、Ａからの指示に基づ
き、当社と無関係を装った SNS アカウントを利用し、見込顧客に
対して、Ａの買付銘柄を推奨する投稿を行う。 

エ Ａの買付銘柄の株価が上昇したところで、Ａは、当該銘柄を売
り抜けることにより、Ａの利益を確定させる。また、Ｃ専務は、Ａ
からの売付指示又はＣ専務の判断等に基づき、当該銘柄を売り
抜けることにより、取引していた口座の利益を確定させる。 

  
当社の上記行為は、金商法第41条の２第２号に掲げる「特定の

金融商品に関し、顧客の取引に基づく価格の変動を利用して当該
顧客以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有し
ない助言を行うこと」に該当するものと認められる。 
  

⑶ 金融商品取引業者等の役員が、自己の職務上の地位を利用し
て、顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向そ
の他職務上知り得た特別の情報に基づいて、有価証券の売買そ
の他の取引等をする行為 
 

Ｃ専務は、顧客に対する助言の内容を事前に知り得る立場にあ
ることを利用して、助言を受けた顧客の取引に基づく価格の変動を
利用して自己の利益獲得を目的として、第三者名義の口座を用
い、顧客に助言を行う前に当該助言の内容に係る有価証券と同一
の銘柄の有価証券の売買等を行った。 

なお、Ｃ専務は、知人であるＤ（当社の顧客ではない。）の利益獲
得を目的として、Ｄに対し、顧客に助言を行う前に当該助言の内容
の情報提供も行った。 
 

当社の役員が第三者名義の口座を用いて有価証券の売買を行
った行為は、平成29年法律第37号による改正前の金商法第38条第
８号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第１項
第12号に掲げる「金融商品取引業者等の役員が、自己の職務上の
地位を利用して、顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注
文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、有価証券
の売買その他の取引等をする行為」に該当するものと認められる。 
  

⑷ 著しく人を誤認させる表示のある広告をする行為 
 

当社は、無料のメールマガジンを配信する等の方法により、遅く
とも平成31年１月以降、助言実績として掲載した株価上昇率につい
て、実際には数％の上昇にとどまるにもかかわらず、実際の助言を
行った期間とは異なる期間の株価上昇率を取り出し、あたかも助言
を行った期間で株価が数倍に急騰したかのような記事を掲載してい
た。 
 

当社の上記行為は、投資助言・代理業に関する広告において、
助言実績に関する事項について、著しく人を誤認させるような表示
を行うものであり、金商法第37条第２項に違反するものと認められ
る。 

 

11 ２.３.11 【株式会社トラフィックトレード(福岡)】 

※会社勧告 

行政処分日 

令和２年３月18日 
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附属資料 ３－５－１ 金融商品取引業者等に対する検査の結果に基づく勧告 

 

一連
番号 

勧告実施 

年月日 

勧告の対象となった法令違反等の内容 
(業者名欄に検査を実施した証券監視委又は財務局等名を付記) 

行政処分等の内容 

11 

つづき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
⑴ 投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保さ

れていない状況及び投資助言・代理業を適確に遂行するための必
要な体制が整備されていない状況 
 

当社は、設立当初から、実質的な業務運営はＡ（株式会社アイエ
フリバース（福岡県福岡市、法人番号7290001048103）の代表取締
役。当社の株主や役職員ではなく、金融商品取引業の登録はな
い。）によって行われ、同人が当社を実質的に支配している状況が
認められた。 
 

このような状況の下、当社経営陣（Ｂ代表取締役及びＣ元取締役
並びにＤ元取締役）は、Ａの指示どおりに従い、法令等遵守意識及
び投資者保護意識が著しく欠如したまま、漫然と業務を行ってい
る。 
 

また、当社は、Ａからの指示に基づき、令和元年８月１日より、Ｃ
元取締役及びＤ元取締役が東京都港区に拠点を設置し、投資助
言・代理業の一部を開始しているが、定款変更や東京拠点設置に
関し、当局に必要な届出を行っていない。 
 

そのほか、当社は、投資助言・代理業を適確に遂行するために、
業務の内容及び方法に関する社内規程を定めているものの、規程
に沿った業務の遂行がほとんど行われておらず、投資助言・代理
業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない。  
 

当社における上記の状況は、金融商品取引法(以下「金商法」と
いう。)第29条の４第１項第１号ホに定める「金融商品取引業を適確
に遂行するに足りる人的構成を有しない者」に該当し、また、同号
ヘに定める「金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制
が整備されていると認められない者」に該当することから、このよう
な当社の状況は、同法第52条第１項第１号に該当するものと認めら
れる。 
  

そして、このような状況の中で、当社経営陣は法令違反行為であ
ることを認識しながら以下の行為を行っていた。 
  

⑵ 顧客取引を利用して実質的支配者らの利益を図る目的をもって
行った正当な根拠を有しない助言行為 
 

当社は、Ａからの指示に基づき、株式会社ディーティーシー(福岡
県福岡市、法人番号1290001037788、代表取締役Ｅ、資本金300万
円、常勤役職員４名、投資助言・代理業)のＦ専務取締役（以下「Ｆ
専務」という。）と共同するなどして、Ａが買い付けた銘柄の株価を
上昇させて、Ａの利益獲得を目的として、以下の手口により、複数
の顧客に対し、正当な根拠を有しない助言を行っていた。 
 
ア Ａは、自己名義の口座等を利用して、特定の株式を買い付け

る。Ｆ専務は、Ａからの当該株式に係る買付指示に基づき、Ａら
が運用する口座等を利用して、当該指示のあった銘柄を買い付
ける。 

イ 当社は、顧客の買付けに基づく価格変動を利用してＡの利益
を図る目的をもって、Ａからの指示に基づき、チャートや周辺情
報を確認・分析することなく、正当な根拠を有さずにＡの買付銘
柄を買い推奨とする助言を行う。 

ウ 上記イに前後して、Ｃ元取締役は、Ａからの指示に基づき、
SNS の当社公式アカウントを利用し、見込顧客に対して、Ａの買
付銘柄を推奨する投稿を行う。 

エ Ａの買付銘柄の株価が上昇したところで、Ａは、当該銘柄を売
り抜けることにより、Ａの利益を確定させる。また、Ｆ専務は、Ａ
からの売付指示又はＦ専務の判断等に基づき、当該銘柄を売り
抜けることにより、取引していた口座の利益を確定させる。 

  
当社の上記行為は、金商法第41条の２第２号に掲げる「特定の

 

 

会社に対する処分 

 

登録取消し 

福岡財務支局長（金
商）第14号の登録を取
り消す。 

 

業務改善命令 

① 全ての顧客に対
し、今回の行政処分
の内容を説明し、適
切な対応を行うこと。 

② 現在、投資顧問契
約を締結している者
との契約を適切に終
了させること。 

③ ①、②の対応状況
について、令和2年4
月17日（金）までに
書面により随時報告
すること。 
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附属資料 ３－５－１ 金融商品取引業者等に対する検査の結果に基づく勧告 

 

一連
番号 

勧告実施 

年月日 

勧告の対象となった法令違反等の内容 
(業者名欄に検査を実施した証券監視委又は財務局等名を付記) 

行政処分等の内容 

 

11 

つづき 

金融商品に関し、顧客の取引に基づく価格の変動を利用して当該
顧客以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有し
ない助言を行うこと」に該当するものと認められる。 
  

⑶ 金融商品取引業者等の役員が、自己の職務上の地位を利用し
て、顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向そ
の他職務上知り得た特別の情報に基づいて、有価証券の売買そ
の他の取引等をする行為 
 

Ｃ元取締役は、顧客に対する助言・分析を行う立場にあることを
利用して、助言を受けた顧客の取引に基づく価格の変動を利用し
て自己及び配偶者の利益獲得を目的として、配偶者名義の口座を
用い、顧客に助言を行う前に当該助言の内容に係る有価証券と同
一の銘柄の有価証券の売買等を行った。 
 

当社の役員が配偶者名義の口座を用いて有価証券の売買を行
った行為は、平成29年法律第37号による改正前の金商法第38条第
８号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第１項
第12号に掲げる「金融商品取引業者等の役員が、自己の職務上の
地位を利用して、顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注
文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、有価証券
の売買その他の取引等をする行為」に該当するものと認められる。 
  

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.３.27 【イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(証券監視委)】 

※会社勧告 
 

○ 投資信託の受益者のために忠実に投資運用業を行っていない状 
 況 
 

当社は、当社が運用する投資信託の基準価額の計算や会計
処理等の投信計理業務をＡ社に業務委託するとともに（平成23年
から同27年にかけて行われていたもの。以下「当該業務委託契
約」という。）、自らが運用する投資信託のグローバル・カストディ
アンとしての業務をＡ社のグループ会社であるＢ社に集約してい
る。 

 
平成26年８月から９月にかけて、Ａ社において複数の事務過誤

（誤った投資信託の基準価額の情報媒体への配信等）が発生し
たことを踏まえ、当社は、当該業務委託契約を解約することとした
が、当社の都合により解約する場合、Ａ社に対して解約金を支払
う契約となっていた。当社は、平成27年の初めごろから、Ａ社との
間で、解約金を生じさせない解約合意に向け、交渉（以下「本件交
渉」という。）を行っている。 

 
本件交渉において、当社は、Ａ社から、Ｂ社がグローバル・カス

トディアンとなっている投資信託において、従前のカストディフィー
にベースフィー（受託財産の規模や取引件数に関わらず固定額を
賦課するもの。）を追加することによる値上げ（以下「当該値上げ」
という。）を行うことを条件として提示された。 

 
これを受け、当社は、特定の投資信託（他の投資信託に取得さ

せることを目的とする投資信託。以下「当該マザーファンド」とい
う。）において当該値上げを行うこととし、平成27年２月、Ａ社に対
し、当該値上げを受け入れる旨及び当該マザーファンドの再信託
受託会社である信託銀行（以下「受託銀行」という。）から当該値
上げについて確認を求められた場合には同意する旨（注）を伝達
している。 

 
（注）当該マザーファンドにおけるグローバル・カストディアンと

しての業務に係る契約当事者は、Ｂ社及び受託銀行であり、
契約内容を変更する場合には、受託銀行は当社に確認を行
うこととなっていた。 

 

行政処分日 

令和２年４月３日 

 

会社に対する処分 

 

業務停止命令 

投資運用業の新た
な契約の締結禁止（令
和２年４月３日から令
和２年６月２日までの
間） 

 

業務改善命令 

① 本件に関する投資
信託の最終受益者
に対し、今回の行政
処分の内容を十分
に説明し、適切な対
応を行うこと。 

②  投 資 運 用 業 と し
て、公正かつ適切な
業務運営を実現する
ため、法令等遵守に
係る経営姿勢の明
確化、経営陣による
責任ある法令等遵
守体制及び内部管
理体制の構築、並び
に、これらを着実に
実現するための業
務運営方法の見直
しを図ること。 

③ 特に、投資運用業
に係る意思決定にお
いては、その妥当性
を検証するための社
内プロセスの明確化
など、十分な体制を
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附属資料 ３－５－１ 金融商品取引業者等に対する検査の結果に基づく勧告 

 

一連
番号 

勧告実施 

年月日 

勧告の対象となった法令違反等の内容 
(業者名欄に検査を実施した証券監視委又は財務局等名を付記) 

行政処分等の内容 

12 

つづき 

その後、当社は、受託銀行から、当該値上げの可否について
確認を受け、これを了承しており、その結果、平成27年３月１日か
ら、当該マザーファンドにおいて、当該値上げが行われることとな
った。 

 
なお、同時期に当社とＡ社との間で締結された、当該業務委託

契約の解約に係る合意書において、今回の解約に伴う解約金は
生じないこと等が定められており、解約金の発生は回避されてい
る。 

 
上記のとおり、当社は、Ａ社との本件交渉における条件に当該

値上げを含めており、また、当該値上げの合理性について何ら確
認することなく当該値上げを受け入れている。これにより、当該マ
ザーファンドの費用が増加する結果となる中で、当社は、自らが
運用する投資信託に当該マザーファンドを組み入れて運用を行っ
ている。 

 
当社の上記行為は、投資信託の受益者のために忠実に投資

運用業を行っていないものであり、金融商品取引法第42条第１項
に違反するものと認められる。 

  

構 築 す る こ と を 含
め、具体的な再発防
止 策 を 策 定 す る こ
と。 

④ 今般の検査結果を
踏まえ、経営陣を含
めた責任の所在の
明確化を図ること。 

⑤ 上記①～④につい
て、令和２年５月7日
までに書面で報告す
ること。 

※ 根拠条文は、勧告実施日時点において適用される法律を記載している。 
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附属資料 ３－５－２ 適格機関投資家等特例業務届出者等に対する検査の結果に基づく勧告 

 

２．適格機関投資家等特例業務届出者等に対する検査の結果に基づく勧告 

                          （平成 31 年４月～令和２年３月） 

一連
番号 

勧告等実施 

年月日 

勧告等の対象となった法令違反等の内容 
（業者名欄に検査等を実施した証券監視委又は財務局等名を付記） 

行政処分等の内容 

１ １.６.18 【株式会社ファインドエッジ (近畿)】 

 
○ ファンドに係る杜撰な業務運営 
 

当社は、検査基準日（平成30年12月３日）において、５本のファン
ドの運用を行っているが、平成27年10月頃から、ファンドの運用業
務を縮小し、現在は清算に向けた業務を行っている。こうした中、今
回検査において、ファンドの清算状況を検証したところ、以下の問
題が認められた。 

   
⑴ ファンド出資金を他のファンドの償還等へ流用している状況 

 
当社は、平成27年頃から、当社が運用する甲ファンドの出資

金の一部について、カンボジア国内で外国為替証拠金取引業
務を行うとする法人を設立する資金に投資していたが、同事業
が失敗したことから、同29年５月12日に、同事業に投資された出
資金約4500万円のうち約508万円相当が暗号資産により当社に
返還された。 

しかしながら、当社は、返還された出資金を甲ファンドの出資
者への償還に充てることなく、他のファンドの出資者のうち当社
代表と親しい関係にある者等に対する償還金や、当社代表の
私的費用等の一部として流用していた。 

  
上記の行為は、金融商品取引法の一部を改正する法律（平

成27年法律第32号。以下「平成27年改正法」という。）附則第２
条第２項及び金融商品取引法第63条第11項によって適用され
る金融商品取引法第42条第１項に規定する忠実義務に違反す
るものと認められる。 

   
⑵ 報告徴取命令に対する虚偽報告 

 
当社は、ファンドの清算を行う中、近畿財務局長より、平成28

年２月22日付けで出資者への返済原資に係る報告徴取命令を
受け、これに対する報告書において、３本のファンドの返済資金
は、経営コンサルティング業を営むとされる法人に対する貸付
金を原資とする旨の報告を行っている。 

しかしながら、実際には、当該法人は平成28年２月17日に清
算結了しており、当社代表は当該事実を知っていたにもかかわ
らず、当社は、当該法人が未だに存続しているものとして、近畿
財務局長に対し、虚偽の報告を行っていた。 

  
上記の行為は、平成27年法律第32号による改正前の金融商

品取引法第63条第７項に規定する報告徴取命令に違反し、平
成27年改正法附則第２条第２項によって適用される金融商品取
引法第63条の５第１項に規定する「業務の運営に関し、公益又
は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当
するものと認められる。 

 

行政処分日 
令和元年６月26日 

 
 
会社に対する処分 
 
業務廃止命令 

適格機関投資家等
特例業務を廃止するこ
と。 
  
業務改善命令 
① 関与したファンドご

との財産の運用状
況等を把握し、適切
に管理すること。 

② ファンド持分を取得
した全ての出資者に
対し、行政処分の事
実及び理由、並びに
ファンドの状況その
他必要な事項の説
明を速やかに行うこ
と。 

③ ファンド出資者の
意向を踏まえ、ファ
ンド財産の返還等に
関する方針を速や
かに策定し、実施す
ること。 

④ 上記の対応、実施
にあたっては、ファン
ドの出資者間の公
平に配慮しつつ、フ
ァンド財産の管理を
徹底するなど出資者
保護に万全の措置
を講ずること。 

⑤ 上記①から④まで
の対応・実施状況に
ついて、完了までの
間（改善策が策定・
実施され次第随時）
書面により報告する
こと。また、対応・実
施の有無にかかわ
らず、四半期ごと（９
月末時点、12月末時
点、３月末時点、６
月末時点）の対応・
実施状況を翌月10
日までに書面にて報
告すること。 

 

２ 

 

 

 

１.８.30 【Ａ (関東)】 

 
(1)  関東財務局長に対し虚偽の報告等をしている状況 
 

行政処分日 
令和元年９月６日 

 
 
当該者に対する処分 
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附属資料 ３－５－２ 適格機関投資家等特例業務届出者等に対する検査の結果に基づく勧告 

一連
番号 

勧告等実施 

年月日 

勧告等の対象となった法令違反等の内容 
（業者名欄に検査等を実施した証券監視委又は財務局等名を付記） 

行政処分等の内容 

２ 

つづき 

当該者は、平成20年10月31日、適格機関投資家等特例業務
（以下「特例業務」という。）の届出を行っているが、特例業務にお
いては適格機関投資家から出資を受けることが要件の一つとさ
れているところ、組成した匿名組合（以下「本件ファンド」という。）
が、適格機関投資家からの出資を受けていないにもかかわらず、
（ア）関東財務局長に対する届出書面及びその添付書類（平成28
年８月29日付け）、（イ）関東財務局長から受けた適格機関投資家
との契約等に係る報告徴取命令に対する報告書（平成29年６月
27日付け）及び（ウ）関東財務局長に提出した事業報告書（平成
30年３月30日付け）において、適格機関投資家から出資されてい
る旨の虚偽の報告を行った。 

 
当該者の上記行為は、（ア）については、金融商品取引法の一

部を改正する法律（平成27年法律第32号。以下「平成27年改正
法」という。）附則第３条第１項及び第２項に、（イ）については、平
成27年改正法附則第２条第２項によって適用される金融商品取
引法第63条の６の規定に基づく報告徴取命令に、（ウ）について
は、平成27年改正法附則第２条第２項によって適用される金融商
品取引法第63条の４第２項にそれぞれ違反するものと認められ
る。 

   
(2)  無登録で投資運用業を行っている状況等 
 

(ア) 無登録で投資運用業を行っている状況 
 

当該者は、平成20年10月31日以降、投資運用業の登録を受
けることなく、本件ファンド以外の２つの匿名組合（以下「本件２
ファンド」という。出資者：少なくとも78名、出資総額：約４億8400
万円）の運用を行っている。 

 
(イ) 出資金の杜撰な運用及び管理 

 
本件２ファンドの出資金の運用状況については、金融商品取

引業の登録を受けていない者に対し、外国為替証拠金取引等
による運用を委託しているほか、金融商品取引業の登録を受け
ていない者が運営するファンドに出資するなどして運用してい
る。 

また、本件２ファンドに係る出資金の管理状況については、当
該者の固有財産と渾然一体となっており、会計帳簿等も作成し
ておらず、収支状況を判別できない状況となっている。さらに、
匿名組合契約上の正当な根拠なく、出資金の一部を他者への
貸付金に充当している状況となっている。  

    
当該者の上記(ア)の行為は、金融商品取引法第28条第４項に規

定する「投資運用業」に該当し、当該者が同法第29条に基づく登録
を受けることなく、当該行為を行うことは、同条に違反するものであ
り、上記(ア)及び(イ)の状況は、旧法特例業務届出者として、投資者
保護上重大な問題があるものと認められ、平成27年改正法附則第
２条第２項によって適用される金融商品取引法第63条の５第１項に
規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要か
つ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。 

 

 
業務廃止命令 

適格機関投資家等
特例業務を廃止するこ
と。 

 
業務改善命令 
① 本件特例業者が関

与した全てのファン
ド（以下「ファンド」と
いう。）について、フ
ァンド持分を取得し
た全ての出資者に
対し、行政処分の事
実及び理由につい
て速やかに説明を
行うこと。 

② ファンド財産の運
用・管理の状況を把
握し、ファンド出資者
に対し、当該状況そ
の他必要な事項の
説明を速やかに行う
こと。 

③ ファンド出資者の
意向を踏まえ、ファ
ンド財産の返還等に
関する方針を速や
かに策定し、実施す
ること。 

④ 上記①から③まで
の対応、実施にあた
っては、ファンドの出
資者間の公平に配
慮しつつ、ファンド財
産の管理を徹底す
るなど出資者保護に
万全の措置を講ず
ること。 

⑤ 上記①から④まで
の対応・実施状況に
ついて、完了までの
間（改善策が策定・
実施され次第随時）
書面により報告する
こと。 
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附属資料 ３－５－３ 取引調査の結果に基づく勧告（不公正取引） 

３．取引調査の結果に基づく勧告（不公正取引） 

（平成 31 年４月～令和２年３月） 

一連
番号 

勧告実施 
年 月 日 

事案の内容 勧告後の経緯 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.４.５ 【違反行為】相場操縦（金商法 174 条の２第１項） 
 
【銘柄名】エルナー（東証２部） 
      アサヒ衛陶（東証２部） 
      Ｎｕｔｓ（東証ＪＡＳＤＡＱ） 
 
【課徴金納付命令対象者】無職の者 
 
【違反行為の概要】 

課徴金納付命令対象者は、 
  (1) エルナー株式会社（以下「エルナー」という。）の株式につき、 

同株式の売買を誘引する目的をもって、平成 29 年 10 月 27 日
午前９時 49 分頃から同日午前 10 時 35 分頃までの間、成行の
買い注文を発注して株価を引き上げたり、下値に大口の買い注
文を入れるなどの方法により、同株式合計２万 6,000 株の買付
けの委託を行うとともに、同株式合計４万 1,000 株を買い付ける
一方、同株式合計 14 万 6,000 株を売り付け、 

 (2) アサヒ衛陶株式会社（以下「アサヒ衛陶」という。）の株式につ
き、同株式の売買を誘引する目的をもって、平成 29 年 11 月 15
日午前９時 40 分頃から同日午前９時 47 分頃までの間、前記同
様の方法により、同株式合計１万 9,000 株の買付けの委託を行
うとともに、同株式合計１万 9,000 株を買い付ける一方、同株式
合計５万 2,000 株を売り付け、 

(3) 株式会社Ｎｕｔｓ（以下「Ｎｕｔｓ」という。）の株式につき、同株式
の売買を誘引する目的をもって、平成 29 年 10 月 18 日午前９時
３分頃から同日午前 10 時 24 分頃までの間、前記同様の方法に
より、同株式合計２万 8,000 株の買付けの委託を行うとともに、
同株式合計 7,000 株を買い付ける一方、同株式合計５万 5,000
株を売り付け、 

もって、自己の計算において、エルナー、アサヒ衛陶及びＮｕｔｓの
各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、前記各株式の相
場を変動させるべき一連の売買及び委託を行ったものである。 
 

【課徴金額】184 万 5,000 円 

審判手続開始決定日 
   平成 31 年４月９日 
課徴金納付命令決定日 

 令和元年５月 30 日 
 

なお、課徴金納付命
令対象者から事実関係
等を認める旨の答弁書
の提出があったため、審
判の期日は開かれなか
った。 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.５.10 【違反行為】取引推奨（金商法第 175 条の２第１項） 
 
【銘柄名】ルーデン・ホールディングス（東証ＪＡＳＤＡＱ） 
 
【課徴金納付命令対象者】 
 ルーデン・ホールディングス株式会社役員 
 
【違反行為の概要】 

課徴金納付命令対象者は、ルーデン・ホールディングス株式会
社（以下「ルーデンＨＤ」という。）の役員であったが、その職務に
関し、同社の業務執行を決定する機関が、同社の発行する株式
を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨の重要
事実を知りながら、被推奨者に対し、上記事実の公表がされる前
にルーデンＨＤ株式の買付けをさせることにより利益を得させる目
的をもって、ルーデンＨＤ株式の買付けをすることを勧めたもので
ある。 

被推奨者は、上記事実の公表がされた平成 30 年１月 10 日より
前の平成 29 年 12 月 27 日、ルーデンＨＤ株式合計 1,600 株を買
付価額合計 52 万 2,400 円で買い付けたものである。 

 

審判手続開始決定日 
令和元年５月 14 日 

第１回審判期日 
令和元年６月 28 日 

第２回審判期日（結審） 
令和元年７月 12 日 

課徴金納付命令決定日 
令和元年９月５日 
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附属資料 ３－５－３ 取引調査の結果に基づく勧告（不公正取引） 

一連
番号 

勧告実施 
年 月 日 

事案の内容 勧告後の経緯 

２ 

つづき 

【課徴金額】41 万円 

３～

４ 

 

 

 

１.５.31 

 

【違反行為】内部者取引（金商法第 175 条第１項） 
        情報伝達（金商法第 175 条の２第１項） 
 
【銘柄名】ＵＭＮファーマ（東証マザーズ） 
 
【課徴金納付命令対象者】 
 （１）株式会社ＵＭＮファーマとの契約締結交渉者の役員から伝達
を受けた者 
 （２）株式会社ＵＭＮファーマとの契約締結交渉者の役員 
 
【違反行為の概要】 
 （１）課徴金納付命令対象者（１）について 
   課徴金納付命令対象者（１）は、株式会社ＵＭＮファーマ（以下

「ＵＭＮファーマ」という。）と、ＵＭＮファーマの資産等に関する契
約の締結交渉をしていたＡ社の役員である課徴金納付命令対象
者（２）から、同人がそれらの契約締結交渉に関し知った、ＵＭＮフ
ァーマの業務執行を決定する機関が、塩野義製薬株式会社との
業務上の提携を行うことについての決定をした旨の重要事実の
伝達を受けながら、上記重要事実の公表がされた平成 29 年 10
月 31 日より前の同月 30 日、自己の計算において、ＵＭＮファーマ
株式合計 4,500 株を買付価額合計 132 万 5,500 円で買い付けた
ものである。 

 （２）課徴金納付命令対象者（２）について 
   課徴金納付命令対象者（２）は、Ａ社の役員であるが、同人が、

ＵＭＮファーマとの、ＵＭＮファーマの資産等に関する契約の締結
交渉に関し知った、ＵＭＮファーマの業務執行を決定する機関
が、塩野義製薬株式会社との業務上の提携を行うことについて
の決定をした旨の重要事実を、課徴金納付命令対象者（１）に対
し、上記重要事実の公表がされる前にＵＭＮファーマ株式の買付
けをさせることにより、同人に利益を得させる目的をもって、伝達
したものである。 
  課徴金納付命令対象者（１）は、上記重要事実の公表がされた
平成 29 年 10 月 31 日より前の同月 30 日、ＵＭＮファーマ株式合
計 4,500 株を買付価額合計 132 万 5,500 円で買い付けたものであ
る。 

 
【課徴金額】 
 課徴金納付命令対象者（１）267 万円 
 課徴金納付命令対象者（２）133 万円 

審判手続開始決定日 
 令和元年６月５日 

課徴金納付命令決定日 
 令和元年８月１日 

 
なお、課徴金納付命

令対象者（１）及び（２）
から事実関係等を認め
る旨の答弁書の提出が
あったため、審判の期日
は開かれなかった。 

５～

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.６.21 【違反行為】内部者取引（金商法第 175 条第１項） 
 
【銘柄名】神戸製鋼（東証１部、名証１部） 
 
【課徴金納付命令対象者】 

（１）株式会社神戸製鋼所の社員 
  （２）株式会社神戸製鋼所の社員 
 
【違反行為の概要】 
 （１）課徴金納付命令対象者（１）について 
   課徴金納付命令対象者（１）は、株式会社神戸製鋼所（以下「神

戸製鋼」という。）の社員であるが、その職務に関し、神戸製鋼の
アルミ・銅事業部門において、顧客と取り交わした製品仕様を満
たさない不適合製品を、検査結果の改ざん等を行うことにより、当
該仕様に適合する製品として、出荷していたことが判明した旨の
神戸製鋼の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投

審判手続開始決定日 
 令和元年６月 25 日 

課徴金納付命令決定日 
 令和元年８月１日 

 
なお、課徴金納付命

令対象者（１）及び（２）
から事実関係等を認め
る旨の答弁書の提出が
あったため、審判の期日
は開かれなかった。 
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附属資料 ３－５－３ 取引調査の結果に基づく勧告（不公正取引） 

一連
番号 

勧告実施 
年 月 日 

事案の内容 勧告後の経緯 

５～

６ 

つづき 

資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実を知りながら、上記
事実の公表がされた平成 29 年 10 月９日より前の同月４日及び同
月５日、自己の計算において、神戸製鋼株式合計 6,000 株を売付
価額合計 805 万 2,000 円で売り付けたものである。 

 
 （２）課徴金納付命令対象者（２）について 
   課徴金納付命令対象者（２）は、神戸製鋼の社員であるが、そ

の職務に関し、神戸製鋼のアルミ・銅事業部門において、顧客と
取り交わした製品仕様を満たさない不適合製品を、検査結果の
改ざん等を行うことにより、当該仕様に適合する製品として、出荷
していたことが判明した旨の神戸製鋼の運営、業務又は財産に
関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及
ぼす事実を知りながら、上記事実の公表がされた平成 29 年 10 月
９日より前の同月６日、自己の計算において、神戸製鋼株式合計
200 株を売付価額合計 27 万 2,600 円で売り付けたものである。 

 
【課徴金額】 
 課徴金納付命令対象者（１）340 万円 
 課徴金納付命令対象者（２）11 万円 

７～

８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.６.25 【違反行為】内部者取引（金商法第 175 条第１項） 
          情報伝達（金商法第 175 条の２第１項） 
 
【銘柄名】アドバンスト・メディア（東証マザーズ） 
 
【課徴金納付命令対象者】 
 （１）株式会社アドバンスト・メディア社員から情報を受領した者 
 （２）株式会社アドバンスト・メディア社員 
 
【違反行為の概要】 
 （１）課徴金納付命令対象者（１）について 
   課徴金納付命令対象者（１）は、株式会社アドバンスト・メディア

（以下「アドバンスト」という。）の社員である課徴金納付命令対象
者（２）から、同人がその職務に関し知った、同社の属する企業集
団の平成 29 年４月１日から平成 30 年３月 31 日までの事業年度
の経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益（以下「当期
純利益」という。）について、平成 30 年２月９日に公表がされた直
近の予想値（経常利益２億 7,000 万円、当期純利益２億 4,000 万
円）に比較して、同社が新たに算出した予想値において、投資者
の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の
重要事実の伝達を受けながら、同社において新たに算出した同
事業年度の予想値（経常利益６億円、当期純利益５億円）の公表
がされた平成 30 年４月 18 日午後０時頃より前の同日午前９時
頃、自己の計算において、アドバンスト株式合計 2,500 株を買付
価額合計 452 万 7,500 円で買い付けたものである。 

 
 （２）課徴金納付命令対象者（２）について 
   課徴金納付命令対象者（２）は、アドバンストの社員であるが、

同人がその職務に関し知った、同社の属する企業集団の平成 29
年４月１日から平成 30 年３月 31 日までの事業年度の経常利益及
び当期純利益について、平成 30 年２月９日に公表がされた直近
の予想値（経常利益２億 7,000 万円、当期純利益２億 4,000 万円）
に比較して、同社が新たに算出した予想値において、投資者の投
資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要
事実を、課徴金納付命令対象者（１）に対し、同社において新たに
算出した同事業年度の予想値（経常利益６億円、当期純利益５億
円）の公表がされる前にアドバンスト株式の買付けをさせることに
より、同人に利益を得させる目的をもって、伝達したものである。 

   課徴金納付命令対象者（１）は、上記重要事実の公表がされた

審判手続開始決定日 
 令和元年６月 26 日 

課徴金納付命令決定日 
 令和元年８月１日 

 
なお、課徴金納付命

令対象者（１）及び（２）
から事実関係等を認め
る旨の答弁書の提出が
あったため、審判の期日
は開かれなかった。 
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附属資料 ３－５－３ 取引調査の結果に基づく勧告（不公正取引） 

一連
番号 

勧告実施 
年 月 日 

事案の内容 勧告後の経緯 

７～

８ 

つづき 

平成 30 年４月 18 日午後０時頃より前の同日午前９時頃、アドバ
ンスト株式合計 2,500 株を買付価額合計 452 万 7,500 円で買い付
けたものである。 

 
【課徴金額】 
 課徴金納付命令対象者（１）69 万円 
 課徴金納付命令対象者（２）34 万円 

９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.７.５ 【違反行為】内部者取引（金商法第 175 条第１項） 
 
【銘柄名】三精テクノロジーズ（東証２部） 
 
【課徴金納付命令対象者】 
 三精テクノロジーズ株式会社との契約締結者の役員から情報を受
領した者 
 
【違反行為の概要】 

課徴金納付命令対象者は、三精テクノロジーズ株式会社（以下
「三精」という。）と業務委託契約を締結していたＡ社の役員であっ
た甲から、同人が上記契約の履行に関し知った、三精の業務執
行を決定する機関がＶｅｋｏｍａ Ｒｉｄｅｓ Ｂ．Ｖ．の発行済株式を
取得して子会社化することについての決定をした旨の重要事実の
伝達を受けながら、上記重要事実の公表がされた平成 30 年３月
30 日より前の平成 29 年 12 月１日から平成 30 年３月 26 日までの
間、自己の計算において、三精株式合計6,500株を買付価額合計
755 万 6,600 円で買い付けたものである。 

 
【課徴金額】257 万円 

審判手続開始決定日 
 令和元年７月 24 日 

課徴金納付命令決定日 
 令和元年９月 19 日 

 
なお、課徴金納付命

令対象者から事実関係
等を認める旨の答弁書
の提出があったため、審
判の期日は開かれなか
った。 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.９.６ 

 

【違反行為】内部者取引（金商法第 175 条第１項） 
 
【銘柄名】セーラー万年筆（東証２部） 
       
【課徴金納付命令対象者】 
 セーラー万年筆株式会社社員 
 
【違反行為の概要】 

課徴金納付命令対象者は、セーラー万年筆株式会社（以下「セ
ーラー」という。）の社員であったが、その職務に関し、同社の業務
執行を決定する機関が、プラス株式会社との業務上の提携を行う
こと及びセーラーの発行する株式を引き受ける者の募集を行うこ
とについての決定をした旨の各重要事実を知りながら、上記各重
要事実の公表がされた平成 30 年４月 27 日より前の同月 13 日か
ら同月 16 日までの間、自己の計算において、セーラー株式合計
3,200 株を買付価額合計 97 万 7,000 円で買い付けたものである。 

 
【課徴金額】22 万円 

審判手続開始決定日 
 令和元年９月 12 日 

課徴金納付命令決定日 
 令和元年 10 月 24 日 

 
なお、課徴金納付命

令対象者から事実関係
等を認める旨の答弁書
の提出があったため、審
判の期日は開かれなか
った。 

11 

 

 

 

 

 

 

 

１.９.13 【違反行為】取引推奨（金商法第 175 条の２第１項） 
 
【銘柄名】日本調剤（東証１部） 
 
【課徴金納付命令対象者】 
 日本調剤株式会社役員 
 
【違反行為の概要】 

課徴金納付命令対象者は、日本調剤株式会社（以下「日本調
剤」という。）の役員であったが、その職務に関し、同社の業務執
行を決定する機関が、自己の株式の取得を行うことについての決
定をした旨の重要事実を知りながら、被推奨者に対し、上記事実
の公表がされる前に日本調剤株式の買付けをさせることにより利

審判手続開始決定日 
 令和元年９月 20 日 

課徴金納付命令決定日 
 令和元年 10 月 24 日 

 
なお、課徴金納付命

令対象者から事実関係
等を認める旨の答弁書
の提出があったため、審
判の期日は開かれなか
った。 
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附属資料 ３－５－３ 取引調査の結果に基づく勧告（不公正取引） 
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勧告実施 
年 月 日 

事案の内容 勧告後の経緯 

11 

つづき 

 

 

 

益を得させる目的をもって、日本調剤株式の買付けをすることを
勧めたものである。 

被推奨者は、上記事実の公表がされた平成 30 年７月 31 日より
前の同年６月 25 日から同年７月 31 日までの間、日本調剤株式合
計 8,500 株を買付価額合計 2,444 万 3,050 円で買い付けたもので
ある。 

 
【課徴金額】218 万円 

12～

13 

 

１.９.13 【違反行為】内部者取引（金商法第 175 条第１項） 
          情報伝達（金商法第 175 条の２第１項） 
 
【銘柄名】ヨータイ（東証１部） 
 
【課徴金納付命令対象者】 
 （１）株式会社ヨータイ役員から情報を受領した者 
 （２）株式会社ヨータイ役員 
 
【違反行為の概要】 
 （１）課徴金納付命令対象者（１）について 
   課徴金納付命令対象者（１）は、株式会社ヨータイ（以下「ヨータ

イ」という。）の役員であった課徴金納付命令対象者（２）から、同
人がその職務に関し知った、同社の属する企業集団の平成 29 年
４月１日から平成 30 年３月 31 日までの事業年度の売上高、経常
利益及び親会社株主に帰属する当期純利益（以下「当期純利益」
という。）について、平成 29 年５月 12 日に公表がされた直近の予
想値（売上高 212 億円、経常利益 14 億円、当期純利益９億 5,000
万円）に比較して、同社が新たに算出した予想値において、投資
者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨
の重要事実の伝達を受けながら、同社において新たに算出した
同事業年度の予想値（売上高 240 億円、経常利益 33 億円、当期
純利益 24 億円）の公表がされた平成 30 年２月８日より前の同月
１日、自己の計算において、ヨータイ株式合計１万株を買付価額
合計 669 万円で買い付けたものである。 

 
 （２）課徴金納付命令対象者（２）について 
   課徴金納付命令対象者（２）は、ヨータイの役員であったが、同

人がその職務に関し知った、同社の属する企業集団の平成 29 年
４月１日から平成 30 年３月 31 日までの事業年度の売上高、経常
利益及び親会社株主に帰属する当期純利益（以下「当期純利益」
という。）について、平成 29 年５月 12 日に公表がされた直近の予
想値（売上高 212 億円、経常利益 14 億円、当期純利益９億 5,000
万円）に比較して、同社が新たに算出した予想値において、投資
者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨
の重要事実を、課徴金納付命令対象者（１）に対し、同社におい
て新たに算出した同事業年度の予想値（売上高 240 億円、経常
利益 33 億円、当期純利益 24 億円）の公表がされる前にヨータイ
株式の買付けをさせることにより、同人に利益を得させる目的を
もって、伝達したものである。 

   課徴金納付命令対象者（１）は、上記重要事実の公表がされた
平成 30 年２月８日より前の同月１日、ヨータイ株式合計１万株を
買付価額合計 669 万円で買い付けたものである。 

 
【課徴金額】 
 課徴金納付命令対象者（１）299 万円 
 課徴金納付命令対象者（２）149 万円 
 

審判手続開始決定日 
 令和元年９月 25 日 

課徴金納付命令決定日 
 令和元年 11 月 28 日 

 
なお、課徴金納付命

令対象者（１）及び（２）
から事実関係等を認め
る旨の答弁書の提出が
あったため、審判の期日
は開かれなかった。 
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14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.９.20 【違反行為】相場操縦（金商法 174 条の２第１項） 
 
【銘柄名】新都ホールディングス（東証ＪＡＳＤＡＱ） 
      ダントーホールディングス（東証１部） 
      桂川電機（東証ＪＡＳＤＡＱ） 
      児玉化学工業（東証２部） 
       
【課徴金納付命令対象者】無職の者 
 
【違反行為の概要】 

課徴金納付命令対象者は、 
(1) 新都ホールディングス株式会社（以下「新都ホールディング

ス」という。）の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもっ
て、平成 29 年 10 月２日午前９時５分頃から同日午前９時 19 分
頃までの間、下値買い注文を大量に発注したうえで、高指値の
買い注文を発注して株価を引き上げるなどの方法により、同株
式合計 30 万 8,700 株の買付けの委託を行うとともに、同株式合
計 10 万 1,300 株を買い付ける一方、同株式合計 12 万 1,300 株
を売り付け、 

(2) ダントーホールディングス株式会社（以下「ダントーホールディ
ングス」という。）の株式につき、同株式の売買を誘引する目的
をもって、平成 29 年 10 月 17 日午前９時０分頃から同日午後１
時 42 分頃までの間、前記同様の方法により、同株式合計 10 万
株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計７万株を買い付
ける一方、同株式合計７万 8,000 株を売り付け、 

(3) 桂川電機株式会社（以下「桂川電機」という。）の株式につき、
同株式の売買を誘引する目的をもって、平成 29 年 10 月 25 日
午前９時０分頃から同日午後２時54分頃までの間、前記同様の
方法により、同株式合計４万 4,000 株の買付けの委託を行うとと
もに、同株式合計４万株を買い付ける一方、同株式合計４万
5,000 株を売り付け、 

(4) 児玉化学工業株式会社（以下「児玉化学工業」という。）の株
式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、平成 29 年９
月 12 日午前 10 時 13 分頃から同日午後１時７分頃までの間、
下値買い注文を大量に発注するなどの方法により、同株式合計
13 万 8,000 株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計４万
2,000 株を買い付ける一方、同株式合計６万 2,000 株を売り付け
たほか、上値売り注文を大量に発注するなどの方法により、同
株式合計 12 万株の売付けの委託を行うとともに、同株式合計３
万株を売り付ける一方、同株式合計３万株を買い付け、 

 もって、自己の計算において、新都ホールディングス、ダントーホ
ールディングス、桂川電機及び児玉化学工業の各株式の売買が
繁盛であると誤解させ、かつ、前記各株式の相場を変動させるべ
き一連の売買及び委託をしたものである。 

 
【課徴金額】119 万円 

審判手続開始決定日 
 令和元年 10 月１日 

課徴金納付命令決定日 
 令和元年 11 月 28 日 

 
なお、課徴金納付命

令対象者から事実関係
等を認める旨の答弁書
の提出があったため、審
判の期日は開かれなか
った。 

15 

 

 

 

 

 

 

 

１.10.11 【違反行為】内部者取引（金商法第 175 条第１項） 
 
【銘柄名】小僧寿し（東証ＪＡＳＤＡＱ） 
       
【課徴金納付命令対象者】 
 株式会社小僧寿しの従業者 
 
【違反行為の概要】 

課徴金納付命令対象者は、株式会社小僧寿し（以下「小僧寿
し」という。）の業務に従事していた者であるが、その職務に関し、
同社の属する企業集団の平成 30 年１月１日から同年 12 月 31 日
までの事業年度の経常利益及び親会社株主に帰属する当期純

審判手続開始決定日 
令和元年 10 月 24 日 

第１回審判期日（結審） 
 令和元年 11 月 29 日 

課徴金納付命令決定日 
令和２年３月 30 日 
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15 

つづき 

利益（以下「当期純利益」という。）について、同年 11 月 14 日に公
表がされた直近の予想値（経常利益 1,500 万円、当期純利益
1,500 万円）に比較して、同社が新たに算出した予想値において、
投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じ
た旨の重要事実を知りながら、同社において新たに算出した同事
業年度の予想値（経常損失５億 1,000 万円、親会社株主に帰属す
る当期純損失 15 億 2,200 万円）の公表がされた平成 31 年１月 11
日より前の平成 30 年 12 月 17 日から平成 31 年１月 10 日までの
間、自己の計算において、小僧寿し株式合計 212 万 4,900 株を売
付価額合計１億 586 万 3,800 円で売り付けたものである。 

 
【課徴金額】1,449 万円 

16 

 

 

１.11.８ 【違反行為】相場操縦（金商法 174 条の２第１項） 
 
【銘柄名】石垣食品（東証ＪＡＳＤＡＱ） 
      グローバルダイニング（東証２部） 
       
【課徴金納付命令対象者】無職の者 
 
【違反行為の概要】 

課徴金納付命令対象者は、 
(1) 石垣食品株式会社（以下「石垣食品」という。）の株式につき、

同株式の売買を誘引する目的をもって、平成 29 年８月 30 日午
前８時４分頃から同月31日午前10時３分頃までの間、２取引日
にわたり、下値買い注文を大量に発注した上で、直前の約定値
より高指値の買い注文を発注して買い付けることにより株価を
繰り返し引き上げるなどの方法により、同株式合計 10 万 5,100
株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計９万 3,300 株を買
い付ける一方、同株式合計 10 万 1,700 株を売り付け、 

(2) 株式会社グローバルダイニング（以下「グローバルダイニン
グ」という。）の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもっ
て、平成 29 年 10 月 23 日午後１時 49 分頃から同日午後２時 58
分頃までの間、前記同様の方法により、同株式合計３万 7,900
株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計９万 4,600 株を買
い付ける一方、同株式合計７万 200 株を売り付け、 

 もって、自己の計算において、石垣食品及びグローバルダイニン
グの各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、前記各株式
の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。 

 
【課徴金額】470 万円 

審判手続開始決定日 
令和元年 11 月 14 日 

課徴金納付命令決定日 
   令和２年１月 30 日 

 
なお、課徴金納付命

令対象者から事実関係
等を認める旨の答弁書
の提出があったため、審
判の期日は開かれなか
った。 

17～

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.11.19 【違反行為】内部者取引（金商法第 175 条第１項） 
          情報伝達（金商法第 175 条の２第１項） 
 
【銘柄名】シーズメン（東証ＪＡＳＤＡＱ） 
 
【課徴金納付命令対象者】 
 （１）株式会社シーズメンとの契約締結交渉者から情報を受領した

者 
 （２）株式会社シーズメンとの契約締結交渉者 
 （３）株式会社シーズメンとの契約締結交渉者から情報を受領した

者 
 （４）株式会社シーズメンとの契約締結交渉者 
 
【違反行為の概要】 
 （１）課徴金納付命令対象者（１）について 
   課徴金納付命令対象者（１）は、株式会社シーズメン（以下「シ

ーズメン」という。）と、同社が新たに発行する株式の総数引受契
約の締結交渉をしていた課徴金納付命令対象者（２）から、同人

審判手続開始決定日 
 令和元年 11 月 25 日 

課徴金納付命令決定日 
 令和元年 12 月 19 日 

 
なお、課徴金納付命

令対象者（１）ないし（４）
から事実関係等を認め
る旨の答弁書の提出が
あったため、審判の期日
は開かれなかった。 
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20 

つづき 

が契約締結交渉に関し知った、シーズメンの業務執行を決定する
機関が同社の発行する株式を引き受ける者の募集を行うことに
ついての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、前記重
要事実の公表がされた平成 30 年８月 15 日より前の、同月３日か
ら９日までの間に、自己の計算において、シーズメン株式合計
7,400株を買付価額合計498万7,600円で買い付けたものである。 

 
 （２）課徴金納付命令対象者（２）について 
   課徴金納付命令対象者（２）は、同人が、シーズメンとの、同社

が新たに発行する株式の総数引受契約の締結交渉に関し知っ
た、シーズメンの業務執行を決定する機関が同社の発行する株
式を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨の重
要事実を、課徴金納付命令対象者（１）に対し、前記重要事実の
公表がされる前に、シーズメン株式の買付けをさせることにより、
同人に利益を得させる目的をもって、伝達したものである。 

   課徴金納付命令対象者（１）は、前記重要事実が公表された平
成 30 年８月 15 日より前の、同月３日から９日までの間に、シーズ
メン株式合計 7,400 株を買付価額合計 498 万 7,600 円で買い付け
たものである。 

 
 （３）課徴金納付命令対象者（３）について 
   課徴金納付命令対象者（３）は、シーズメンと、同社が新たに発

行する株式の総数引受契約の締結交渉をしていた課徴金納付命
令対象者（４）から、同人が契約締結交渉に関し知った、シーズメ
ンの業務執行を決定する機関が、同社の発行する株式を引き受
ける者の募集を行うことについての決定をした旨の重要事実の伝
達を受けながら、前記重要事実の公表がされた平成 30 年８月 15
日より前の、同年７月 30 日、自己の計算において、シーズメン株
式合計１万 2,000 株を買付価額合計 853 万 8,100 円で買い付けた
ものである。 

 
 （４）課徴金納付命令対象者（４）について 
   課徴金納付命令対象者（４）は、同人が、シーズメンとの、同社

が新たに発行する株式の総数引受契約の締結交渉に関し知っ
た、シーズメンの業務執行を決定する機関が、同社の発行する株
式を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨の重
要事実の伝達を、課徴金納付命令対象者（３）に対し、前記重要
事実の公表がされる前にシーズメン株式の買付けをさせることに
より、同人に利益を得させる目的をもって、伝達したものである。 

   課徴金納付命令対象者（３）は、前記重要事実の公表がされた
平成 30 年８月 15 日より前の、同年７月 30 日、シーズメン株式合
計１万 2,000 株を買付価額合計 853 万 8,100 円で買い付けたもの
である。 

    
【課徴金額】 
 課徴金納付命令対象者（１）185 万円 
 課徴金納付命令対象者（２） 92 万円 
 課徴金納付命令対象者（３）254 万円 

  課徴金納付命令対象者（４）127 万円 

21～

22 

 

 

 

 

１.12.６ 【違反行為】内部者取引（金商法第 175 条第１項） 
 
【銘柄名】日本ハウスホールディングス（東証１部） 
 
【課徴金納付命令対象者】 
 （１）株式会社日本ハウスホールディングス社員 
 （２）株式会社日本ハウスホールディングス社員 
 
【違反行為の概要】 

審判手続開始決定日 
  令和元年 12 月 13 日 
課徴金納付命令決定日 
    令和２年１月 30 日 
 

なお、課徴金納付命
令対象者（１）及び（２）
から事実関係等を認め
る旨の答弁書の提出が
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附属資料 ３－５－３ 取引調査の結果に基づく勧告（不公正取引） 

一連
番号 

勧告実施 
年 月 日 

事案の内容 勧告後の経緯 

21～ 

22 

つづき 

 （１）課徴金納付命令対象者（１）について 
   課徴金納付命令対象者（１）は、株式会社日本ハウスホールデ

ィングス（以下「日本ハウス」という。）の社員であったが、その職
務に関し、日本ハウスのマンション事業部が値引き販売を隠蔽
し、売上高を過大に計上していたことが判明した旨の同社の運
営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判
断に著しい影響を及ぼす事実を知りながら、上記重要事実の公
表がされた平成 30 年 10 月 26 日より前の同月 18 日に、自己の
計算において、日本ハウス株式合計２万2,000株を売付価額合計
1,379 万 4,300 円で売り付けたものである。 

 
 （２）課徴金納付命令対象者（２）について 
   課徴金納付命令対象者（２）は、日本ハウスの社員であるが、

その職務に関し、日本ハウスのマンション事業部が値引き販売を
隠蔽し、売上高を過大に計上していたことが判明した旨の同社の
運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資
判断に著しい影響を及ぼす事実を知りながら、上記重要事実の
公表がされた平成 30 年 10 月 26 日より前の同月 23 日に、自己
の計算において、日本ハウス株式合計 3,000 株を売付価額合計
186 万 3,000 円で売り付けたものである。 

 
【課徴金額】 
 課徴金納付命令対象者（１）283 万円 
 課徴金納付命令対象者（２） 36 万円 

あったため、審判の期日
は開かれなかった。 

 

23 １.12.10 【違反行為】内部者取引（金商法第 175 条第２項） 
 
【銘柄名】朝日工業（東証ＪＡＳＤＡＱ） 
 
【課徴金納付命令対象者】 
 公開買付者の役員からの情報受領者が所属する会社の他の役員 
 
【違反行為の概要】 

課徴金納付命令対象者は、Ａ社の役員であるが、その職務に
関し、同社の役員乙が、合同製鐵株式会社（以下「合同製鐵」とい
う。）の役員であった甲から職務上伝達を受けた、合同製鐵の業
務執行を決定する機関が、朝日工業株式会社（以下「朝日工業」
という。）株式の公開買付けを行うことを決定した旨の公開買付け
の実施に関する事実を知りながら、前記事実の公表がされた平
成 30 年８月６日より前の同年７月 12 日から同月 23 日までの間、
自己の計算において、朝日工業株式合計 1,400 株を買付価額合
計 176 万 4,300 円で買い付けたものである。 

 
【課徴金額】72 万円 

審判手続開始決定日 
 令和元年 12 月 13 日 

課徴金納付命令決定日 
 令和２年２月 27 日 

 
なお、課徴金納付命

令対象者から事実関係
等を認める旨の答弁書
の提出があったため、審
判の期日は開かれなか
った。 

 

24～

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.１.28 【違反行為】内部者取引（金商法第 175 条第１項） 
        取引推奨（金商法第 175 条の２第１項） 
 
【銘柄名】日本海洋掘削（東証１部） 
 
【課徴金納付命令対象者】 
 （１）日本海洋掘削株式会社社員 
 （２）日本海洋掘削株式会社社員 
 （３）日本海洋掘削株式会社社員 
 
【違反行為の概要】 
 （１）課徴金納付命令対象者（１）について 
   課徴金納付命令対象者（１）は、日本海洋掘削株式会社（以下

「日本海洋掘削」という。平成 30 年７月 23 日上場廃止）の社員で
あるが、その職務に関し、日本海洋掘削の業務執行を決定する

審判手続開始決定日 
 令和２年２月４日 

審判手続中 
（令和２年３月 31 日現在） 

― 206 ―

第
１
節

第
２
節

第
３
節

第
４
節

3-5

第
６
節

第
７
節

第
８
節

第
９
節

第
１０
節

第
１１
節



附属資料 ３－５－３ 取引調査の結果に基づく勧告（不公正取引） 

一連
番号 

勧告実施 
年 月 日 

事案の内容 勧告後の経緯 

24～

26 

つづき 

 

 

 

機関が、更生手続開始の申立てを行うことについての決定をした
旨の重要事実を知りながら、前記重要事実の公表がされた平成
30 年６月 22 日より前の同月 14 日、自己の計算において、日本海
洋掘削株式合計 200 株を売付価額合計 28 万 4,700 円で売り付け
たものである。 

 
 （２）課徴金納付命令対象者（２）について 
   課徴金納付命令対象者（２）は、日本海洋掘削の社員であった

甲から、同人がその職務に関し知った、日本海洋掘削の業務執
行を決定する機関が、更生手続開始の申立てを行うことについて
の決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、前記重要事実
の公表がされた平成 30 年６月 22 日より前の同月４日、自己の計
算において、日本海洋掘削株式合計 100 株を売付価額合計 17
万 6,300 円で売り付けたものである。 

 
 （３）課徴金納付命令対象者（３）について 
   課徴金納付命令対象者（３）は、日本海洋掘削の社員である

が、その職務に関し、日本海洋掘削の業務執行を決定する機関
が、更生手続開始の申立てを行うことについての決定をした旨の
重要事実を知りながら、被推奨者に対し、前記重要事実の公表
がされる前に日本海洋掘削株式の売付けをさせることにより同人
の損失の発生を回避させる目的をもって、同株式の売付けをする
ことを勧めたものである。 

   被推奨者は、前記重要事実の公表がされた平成 30 年６月 22
日より前の同月 13 日、日本海洋掘削株式合計 1,000 株を売付価
額合計 137 万 8,200 円で売り付けたものである。 

 
【課徴金額】 
 課徴金納付命令対象者（１）27 万円 
 課徴金納付命令対象者（２）17 万円 
 課徴金納付命令対象者（３）66 万円 
 

27 

 

２.１.28 【違反行為】相場操縦（金商法 174 条の２第１項） 
 
【銘柄名】ビート・ホールディングス・リミテッド（東証２部） 
 
【課徴金納付命令対象者】自営業者 
  
【違反行為の概要】 

課徴金納付命令対象者は、ビート・ホールディングス・リミテッド
の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、平成 30
年４月５日午前９時２分頃から同月 27 日午後３時頃までの間、17
取引日にわたり、成行又は高指値の買い注文を連続して発注し
て、他の投資家が発注した売り注文を買い付けることにより直前
の約定値より株価を引き上げたり、自身が発注した売り注文に成
行又は高指値の買い注文を対当させて買い付けることにより直前
の約定値より株価を引き上げたり、引け条件付き成行買い注文を
発注して終値に関与したりするなどの方法により、同株式合計 11
万 8,459 株を買い付ける一方、同株式合計 11 万 7,482 株を売り
付け、もって、自己の計算において、同株式の売買が繁盛である
と誤解させ、かつ、同株式の相場を変動させるべき一連の売買を
行ったものである。 

 
【課徴金額】2,357 万円 

審判手続開始決定日 
 令和２年２月４日 

審判手続中 
（令和２年３月 31 日現在） 

28 

 

 

２.２.28 【違反行為】相場操縦（金商法 174 条の２第１項） 
 
【銘柄名】東洋合成工業（東証ＪＡＳＤＡＱ） 
 

審判手続開始決定日 
 令和２年３月９日 

審判手続中 
（令和２年３月 31 日現在） 
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附属資料 ３－５－３ 取引調査の結果に基づく勧告（不公正取引） 

一連
番号 

勧告実施 
年 月 日 

事案の内容 勧告後の経緯 

28 

つづき 

 

【課徴金納付命令対象者】 
 会社員 
 
【違反行為の概要】 

課徴金納付命令対象者は、東洋合成工業株式会社の株式に
つき、同株式の売買を誘引する目的をもって、平成 31 年１月 16
日午前 11 時 16 分頃から同月 25 日午後１時 32 分頃までの間、８
取引日にわたり、高指値の買い注文を連続して発注して、他の投
資者が発注した売り注文を買い付けることにより直前の約定値よ
り株価を引き上げたり、自身が発注した売り注文に高指値の買い
注文を対当させて買い付けることにより直前の約定値より株価を
引き上げたりするなどの方法により、同株式合計５万7,100株を買
い付ける一方、同株式合計５万 100 株を売り付け、もって、自己及
び親族の計算において、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、
かつ、同株式の相場を変動させるべき一連の売買を行ったもので
ある。 

 
【課徴金額】805 万円 

※ 根拠条文は、勧告実施日時点において適用される法律を記載している。 
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附属資料 ３－５－４ 国際取引等調査の結果に基づく勧告（不公正取引） 

４．国際取引等調査の結果に基づく勧告（不公正取引） 

（平成 31 年４月～令和２年３月） 

一連
番号 

勧告実施 

年 月 日 
勧告の対象となった法令違反等の内容 勧告後の経緯 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.12.６ 【違反行為】内部者取引（金商法第 175 条第１項） 
 
【銘柄名】イノテック（東証１部） 
 
【課徴金納付命令対象者】 

海外に居住するイノテック株式会社との契約締結交渉者の役職
員 
 
【違反行為の概要】 

課徴金納付命令対象者（香港に居住）は、香港に所在し、投資
事業等を目的とする CVP Holdings Limited（以下「ＣＶＰ」という。）
の役職員であるが、イノテック株式会社（以下「イノテック」とい
う。）とＣＶＰの、株式の取得を伴う業務上の提携の交渉に関し、
イノテックの業務執行を決定する機関がＣＶＰと業務上の提携を
行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、当該
重要事実が公表された平成 29 年８月 29 日午後３時より前の、同
月３日から同月９日までの間、自己及び同族会社の計算におい
て、イノテック株式合計 99 万 1,600 株を買付価額合計７億 7,551
万 5,700 円で買い付けたものである。 

課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取
引法第 175 条第１項に規定する「第 166 条第１項又は第３項の規
定に違反して、同条第１項に規定する売買等をした」行為に該当
すると認められる 

 
【課徴金額】 １億 9,625 万円 
 

審判手続開始決定日 
 令和元年 12 月 24 日 

審判手続中 
（令和２年３月 31 日現在） 

※ 根拠条文は、勧告実施日時点において適用される法律を記載している。 
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附属資料 ３－５－５ 開示検査の結果に基づく勧告（開示書類の虚偽記載等） 

５．開示検査の結果に基づく勧告（開示書類の虚偽記載等） 

（平成 31 年４月～令和２年３月） 

一連
番号 

勧告実施 

年 月 日 
勧告の対象となった法令違反等の内容 勧告後の経緯 

1 

 

 

 

 

１.６.21 【違反行為】 

有価証券報告書の虚偽記載  

(金商法第 172 条の４第１項) 

 
【課徴金納付命令対象者】 

イメージ情報開発株式会社（東証 JASDAQ グロース） 

 

【違反行為の概要】 

当社は、他の会社に対して行っていた当社従業員の派遣に係る
売上の一部について、前倒し計上を行った。 

この結果、当社は、「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下
の有価証券報告書を提出した（「重要な事項につき虚偽の記載」の
内容は下表【虚偽記載の内容】を参照）。 

 

・平成 26 年３月期有価証券報告書（平成 26 年６月 27 日提出） 

審判手続開始決定日 

令和元年６月 25 日 
課徴金納付命令決定日 

令和元年８月１日 
 
 なお、課徴金納付命令
対象者から事実関係等
を認める旨の答弁書の
提出があったため、審判
の期日は開かれなかっ
た。 

【虚偽記載の内容】 

(注)金額は百万円未満切捨てである。 

番

号 

開示書類 虚偽記載 

提出日 書類 会計期間 
財務計算に 

関する書類 
主な内容（注） 主な事由 

１ 

平成 26

年 

６月 27 日 

第 39 期（平成 25 年４月１日

～平成 26 年３月 31 日）に

係る有価証券報告書 

平成 25 年４月１日～

平成 26 年３ 月 31 日

の連結会計期間 

連結 

損益計算書 

連結当期純利益が 

▲8 百万円であるところ

を 12 百万円と記載 

・売上の前

倒し計上 

 【課徴金額】600 万円  

 

一連
番号 

勧告実施 

年 月 日 
勧告の対象となった法令違反等の内容 勧告後の経緯 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１.７.19 【違反行為】 

有価証券報告書等の不記載 

(金商法第 172 条の２第１項及び第 172 条の４第１項) 

 
【課徴金納付命令対象者】 

テラ株式会社（東証 JASDAQ スタンダード） 

 

【違反行為の概要】 

（１）継続開示書類 

当社は、当時、当社の代表取締役であった者が、医療法人の
財務上及び業務上の意思決定に対して重要な影響力を有してい
たにもかかわらず、当社と当該医療法人との取引を、「関連当事
者との取引」（連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する
規則第 15 条の４の２第１項）として、連結財務諸表への注記を行
わなかった。 

当社は、これにより、記載すべき重要な事項の記載が欠けてい
る有価証券報告書等を提出した。 

審判手続開始決定日 

令和元年７月 29 日 
課徴金納付命令決定日 

令和２年６月 11 日 
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附属資料 ３－５－５ 開示検査の結果に基づく勧告（開示書類の虚偽記載等） 

一連
番号 

勧告実施 

年 月 日 
勧告の対象となった法令違反等の内容 勧告後の経緯 

２ 

つづき 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この結果、当社は、「記載すべき重要な事項の記載が欠けてい
る」以下の有価証券報告書を提出した（「記載すべき重要な事項」
の内容は下表【記載すべき重要な事項の内容】を参照）。 

 

・平成 27 年 12 月期有価証券報告書（平成 28 年３月 30 日提出） 

・平成 28 年 12 月期有価証券報告書（平成 29 年３月 30 日提出） 

・平成 29 年 12 月期有価証券報告書（平成 30 年３月 29 日提出） 

 

（２）発行開示書類 

当社は、 

① 平成 28 年 12 月 13 日、上記（１）の記載すべき重要な事項の
記載が欠けている平成 27 年 12 月期有価証券報告書を組込
情報とする有価証券届出書を提出し、当該有価証券届出書に
基づく募集により、有価証券を取得させた。 

② 平成 29 年６月 30 日、上記（１）の記載すべき重要な事項の記
載が欠けている平成 28 年 12 月期有価証券報告書を組込情
報とする有価証券届出書を提出し、当該有価証券届出書に基
づく募集により、有価証券を取得させた。 

③ 平成 30 年６月 13 日、上記（１）の記載すべき重要な事項の記
載が欠けている平成 29 年 12 月期有価証券報告書を組込情
報とする有価証券届出書を提出し、当該有価証券届出書に基
づく募集により、有価証券を取得させた。 

【記載すべき重要な事項の内容】 

 
 

番

号 

有価証券報告書 記載すべき重要な事項 

提出日 書類 内容 

１ 

平成 28

年 

３月 30 日 

第 12 期（平成 27 年１月１日

～平成 27 年 12 月 31 日）

に係る有価証券報告書 

・第５【経理の状況】１【連結財務諸表等】(1)【連結財務諸表】【注記事項】【関連当

事者情報】において、当社と関連当事者に該当する医療法人との重要な取引を

「関連当事者との取引」として記載しなかった。 

２ 

平成 29

年 

３月 30 日 

第 13 期（平成 28 年１月１日

～平成 28 年 12 月 31 日）

に係る有価証券報告書 

・第５【経理の状況】１【連結財務諸表等】(1)【連結財務諸表】【注記事項】【関連当

事者情報】において、当社と関連当事者に該当する医療法人との重要な取引を

「関連当事者との取引」として記載しなかった。 

３ 

平成 30

年 

３月 29 日 

第 14 期（平成 29 年１月１日

～平成 29 年 12 月 31 日）

に係る有価証券報告書 

・第５【経理の状況】１【連結財務諸表等】(1)【連結財務諸表】【注記事項】【関連当

事者情報】において、当社と関連当事者に該当する医療法人との重要な取引を

「関連当事者との取引」として記載しなかった。 

 【課徴金額】2 億 2,385 万円  
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附属資料 ３－５－５ 開示検査の結果に基づく勧告（開示書類の虚偽記載等） 

一連
番号 

勧告実施 

年 月 日 
勧告の対象となった法令違反等の内容 勧告後の経緯 

３ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１.10.23 【違反行為】 

有価証券報告書等の虚偽記載  

(金商法第 172 条の４第１項及び第２項) 

 
【課徴金納付命令対象者】 

株式会社明豊エンタープライズ（東証 JASDAQ スタンダード） 

 

【違反行為の概要】 

当社は、中国における住宅開発事業から発生した長期未収入金
及び長期貸付金に係る貸倒引当金の過少計上といった不適正な会
計処理を行った。 

この結果、当社は、「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下
の有価証券報告書等を提出した（「重要な事項につき虚偽の記載」
の内容は下表【虚偽記載の内容】を参照）。 

 

・平成 26 年７月期有価証券報告書（平成 26 年 10 月 31 日提出） 

・平成 26 年 10 月第１四半期四半期報告書（平成 26 年 12 月 15
日提出） 

・平成 27 年１月第２四半期四半期報告書（平成 27 年３月 16 日
提出） 

・平成 27 年４月第３四半期四半期報告書（平成 27 年６月 12 日
提出） 

・平成 27 年７月期有価証券報告書（平成 27 年 10 月 30 日提出） 

・平成 27 年 10 月第１四半期四半期報告書（平成 27 年 12 月 15
日提出） 

・平成 28 年１月第２四半期四半期報告書（平成 28 年３月 15 日
提出） 

・平成 28 年４月第３四半期四半期報告書（平成 28 年６月 14 日
提出） 

・平成 28 年７月期有価証券報告書（平成 28 年 10 月 28 日提出） 

・平成 28 年 10 月第１四半期四半期報告書（平成 28 年 12 月 15
日提出） 

・平成 29 年１月第２四半期四半期報告書（平成 29 年３月 16 日
提出） 

・平成 29 年４月第３四半期四半期報告書（平成 29 年６月 14 日
提出） 

・平成 29 年７月期有価証券報告書（平成 29 年 10 月 30 日提出） 

審判手続開始決定日 

令和元年 10 月 28 日 
課徴金納付命令決定日 

令和元年 11 月 28 日 
 

 なお、課徴金納付命令
対象者から事実関係等
を認める旨の答弁書の
提出があったため、審判
の期日は開かれなかっ
た。 

【虚偽記載の内容】 

番

号 

開示書類 虚偽記載 

提出日 書類 会計期間 
財務計算に 

関する書類 
内容（注） 主な事由 

１ 

平成 26

年 10 月

31 日 

第 46 期（平成 25 年８月１日

～平成 26 年７月 31 日）に係

る有価証券報告書 

平成 25 年８月１日～

平成 26 年７月 31 日の

連結会計期間 

連結 

貸借対照表 

連結純資産額が 

1,053 百万円であるとこ

ろを 1,735 百万円と記載 

・貸倒引当

金の過少

計上 

２ 

平成 26

年 12 月

15 日 

第 47 期第１四半期（平成 26

年８月１日～平成26年10月

31 日）に係る四半期報告書 

平成 26 年８月１日～

平成 26 年 10 月 31 日

の第１四半期連結会

計期間 

四半期連結

貸借対照表 

連結純資産額が 

988 百万円であるところ

を 1,670 百万円と記載 

・貸倒引当

金の過少

計上 
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附属資料 ３－５－５ 開示検査の結果に基づく勧告（開示書類の虚偽記載等） 

一連
番号 

勧告実施 

年 月 日 
勧告の対象となった法令違反等の内容 勧告後の経緯 

３ 

つづき 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 

平成 27

年３月 16

日 

第 47 期第２四半期（平成 26

年 11 月１日～平成 27 年１

月 31 日）に係る四半期報告

書 

平成 26 年 11 月１日～

平成 27 年１月 31 日の

第２四半期連結会計

期間 

四半期連結

貸借対照表 

連結純資産額が 

1,119 百万円であるとこ

ろを 1,801 百万円と記載 

・貸倒引当

金の過少

計上 

４ 

平成 27

年６月 12

日 

第 47 期第３四半期（平成 27

年２月１日～平成 27 年４月

30 日）に係る四半期報告書 

平成 27 年２月１日～

平成 27 年４月 30 日の

第３四半期連結会計

期間 

四半期連結

貸借対照表 

連結純資産額が 

1,118 百万円であるとこ

ろを 1,799 百万円と記載 

・貸倒引当

金の過少

計上 

５ 

平成 27

年 10 月

30 日 

第 47 期（平成 26 年８月１日

～平成 27 年７月 31 日）に係

る有価証券報告書 

平成 26 年８月１日～

平成 27 年７月 31 日の

連結会計期間 

連結 

貸借対照表 

連結純資産額が 

1,310 百万円であるとこ

ろを 1,982 百万円と記載 

・貸倒引当

金の過少

計上 

６ 

平成 27

年 12 月

15 日 

第 48 期第１四半期（平成 27

年８月１日～平成27年10月

31 日）に係る四半期報告書 

平成 27 年８月１日～

平成 27 年 10 月 31 日

の第１四半期連結会

計期間 

四半期連結

貸借対照表 

連結純資産額が 

1,183 百万円であるとこ

ろを 1,855 百万円と記載 

・貸倒引当

金の過少

計上 

７ 

平成 28

年３月 15

日 

第 48 期第２四半期（平成 27

年 11 月１日～平成 28 年１

月 31 日）に係る四半期報告

書 

平成 27 年 11 月１日～

平成 28 年１月 31 日の

第２四半期連結会計

期間 

四半期連結

貸借対照表 

連結純資産額が 

1,103 百万円であるとこ

ろを 1,775 百万円と記載 

・貸倒引当

金の過少

計上 

８ 

平成 28

年６月 14

日 

第 48 期第３四半期（平成 28

年２月１日～平成 28 年４月

30 日）に係る四半期報告書 

平成 28 年２月１日～

平成 28 年４月 30 日の

第３四半期連結会計

期間 

四半期連結

貸借対照表 

連結純資産額が 

1,563 百万円であるとこ

ろを 2,196 百万円と記載 

・貸倒引当

金の過少

計上 

９ 

平成 28

年 10 月

28 日 

第 48 期（平成 27 年８月１日

～平成 28 年７月 31 日）に係

る有価証券報告書 

平成 27 年８月１日～

平成 28 年７月 31 日の

連結会計期間 

連結 

貸借対照表 

連結純資産額が 

1,704 百万円であるとこ

ろを 2,292 百万円と記載 

・貸倒引当

金の過少

計上 

10 

平成 28

年 12 月

15 日 

第 49 期第１四半期（平成 28

年８月１日～平成28年10月

31 日）に係る四半期報告書 

平成 28 年８月１日～

平成 28 年 10 月 31 日

の第１四半期連結会

計期間 

四半期連結

貸借対照表 

連結純資産額が 

1,750 百万円であるとこ

ろを 2,330 百万円と記載 

・貸倒引当

金の過少

計上 

11 

平成 29

年３月 16

日 

第 49 期第２四半期（平成 28

年 11 月１日～平成 29 年１

月 31 日）に係る四半期報告

書 

平成 28 年 11 月１日～

平成 29 年１月 31 日の

第２四半期連結会計

期間 

四半期連結

貸借対照表 

連結純資産額が 

1,903 百万円であるとこ

ろを 2,482 百万円と記載 

・貸倒引当

金の過少

計上 
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附属資料 ３－５－５ 開示検査の結果に基づく勧告（開示書類の虚偽記載等） 

一連
番号 

勧告実施 

年 月 日 
勧告の対象となった法令違反等の内容 勧告後の経緯 

３ 

つづき 

 

 (注)金額は百万円未満切捨てである。 

12 

平成 29

年６月 14

日 

第 49 期第３四半期（平成 29

年２月１日～平成 29 年４月

30 日）に係る四半期報告書 

平成 29 年２月１日～

平成 29 年４月 30 日の

第３四半期連結会計

期間 

四半期連結

貸借対照表 

連結純資産額が 

2,029 百万円であるとこ

ろを 2,609 百万円と記載 

・貸倒引当

金の過少

計上 

13 

平成 29

年 10 月

30 日 

第 49 期（平成 28 年８月１日

～平成 29 年７月 31 日）に係

る有価証券報告書 

平成 28 年８月１日～

平成 29 年７月 31 日の

連結会計期間 

連結 

貸借対照表 

連結純資産額が 

2,464 百万円であるとこ

ろを 3,043 百万円と記載 

・貸倒引当

金の過少

計上 

 【課徴金額】2,400 万円  

 

一連
番号 

勧告実施 

年 月 日 
勧告の対象となった法令違反等の内容 勧告後の経緯 

４ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１.12.６ 【違反行為】 

有価証券報告書等の虚偽記載  

(金商法第 172 条の４第１項及び第２項) 

 
【課徴金納付命令対象者】 

日本フォームサービス株式会社（東証 JASDAQ スタンダード） 

 

【違反行為の概要】 

当社は、当社及び子会社における売上の前倒し計上、仕入除外
による売上原価の過少計上及び固定資産の減損損失の先送り等、
不適正な会計処理を行った。また、有価証券報告書中の「第一部 
企業情報」・「第４ 提出会社の状況」・「６ コーポレート・ガバナンス
の状況等」・「（１）コーポレート・ガバナンスの状況」において、実態と
は異なる記載を行った。 

この結果、当社は、「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下
の有価証券報告書等を提出した（「重要な事項につき虚偽の記載」
の内容は下表【虚偽記載の内容①】を参照）。 

 

・平成 27 年６月第３四半期四半期報告書（平成 27 年８月 14 日
提出） 

・平成 27 年９月期有価証券報告書（平成 27 年 12 月 24 日提出） 

・平成 28 年９月期有価証券報告書（平成 28 年 12 月 22 日提出） 

・平成 28 年 12 月第１四半期四半期報告書（平成 29 年２月 14 日
提出） 

・平成 29 年３月第２四半期四半期報告書（平成 29 年５月 15 日
提出） 

・平成 29 年６月第３四半期四半期報告書（平成 29 年８月 14 日
提出） 

・平成 29 年９月期有価証券報告書（平成 29 年 12 月 21 日提出） 

・平成 29 年 12 月第１四半期四半期報告書（平成 30 年２月 14 日
提出） 

・平成 30 年３月第２四半期四半期報告書（平成 30 年５月 15 日
提出） 

・平成 30 年６月第３四半期四半期報告書（平成 30 年８月 14 日
提出） 

・平成 30 年９月期有価証券報告書（平成 30 年 12 月 20 日提出） 
 

審判手続開始決定日 

令和元年 12 月 10 日 
課徴金納付命令決定日 

令和２年１月 30 日 
 

 なお、課徴金納付命令
対象者から事実関係等
を認める旨の答弁書の
提出があったため、審判
の期日は開かれなかっ
た。 
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附属資料 ３－５－５ 開示検査の結果に基づく勧告（開示書類の虚偽記載等） 

一連
番号 

勧告実施 

年 月 日 
勧告の対象となった法令違反等の内容 勧告後の経緯 

４ 

つづき 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【虚偽記載の内容①】 

番

号 

開示書類 虚偽記載 

提出日 書類 会計期間 記載項目 内容（注） 主な事由 

１ 
平成 27 年

８月 14 日 

第 59 期第３四半期（平成

27 年４月１日～平成 27

年６月 30 日）に係る四半

期報告書 

平成 26 年 10 月１日

～平成 27 年６月 30

日の第３四半期連結

累計期間 

四半期連結

損益計算書 

四半期純利益が 

▲６百万円であるところ

を 20 百万円と記載 

・売上原価

の過少計

上 

２ 
平成 27 年

12 月 24 日 

第 59 期（平成 26 年 10 月

１日～平成 27 年９月 30

日）に係る有価証券報告

書 

平成 26 年 10 月１日

～平成 27 年９月 30

日の連結会計期間 

連結 

損益計算書 

当期純利益が 

▲17 百万円であるところ

を 44 百万円と記載 

・売上の前倒

し計上 

・売上原価の

過少計上 

３ 
平成 28 年

12 月 22 日 

第 60 期（平成 27 年 10 月

１日～平成 28 年９月 30

日）に係る有価証券報告

書 

平成 27 年 10 月１日

～平成 28 年９月 30

日の連結会計期間 

連結 

貸借対照表 

連結純資産額が 

2,129 百万円であるとこ

ろを 3,071 百万円と記載 

・売上の前倒

し計上 

・売上原価の

過少計上 

・固定資産の

減損損失の

不計上 

連結 

損益計算書 

親会社株主に帰属する

当期純利益が 

▲797 百万円であるとこ

ろを６百万円と記載 

【虚偽記載の内容②】のとおり、「第一部 企業情報」・

「第４ 提出会社の状況」・「６ コーポレート・ガバナンス

の状況等」・「（１）コーポレート・ガバナンスの状況」に、

実態と異なる記載 

４ 
平成 29 年

２月 14 日 

第 61 期第１四半期（平成

28 年 10 月１日～平成 28

年 12 月 31 日）に係る四

半期報告書 

平成 28 年 10 月１日

～平成 28 年 12 月 31

日の第１四半期連結

会計期間 

四半期連結 

貸借対照表 

連結純資産額が 

2,083 百万円であるとこ

ろを 2,989 百万円と記載 

・過去の固

定資産の

減損損失

の不計上

による純資

産の過大

計上 

５ 
平成 29 年

５月 15 日 

第 61 期第２四半期（平成

29 年１月１日～平成 29

年３月 31 日）に係る四半

期報告書 

平成 29 年１月１日～

平成 29 年３月 31 日

の第２四半期連結会

計期間 

四半期連結 

貸借対照表 

連結純資産額が 

2,210 百万円であるとこ

ろを 3,038 百万円と記載 

・過去の固

定資産の

減損損失

の不計上

による純資

産の過大

計上 
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附属資料 ３－５－５ 開示検査の結果に基づく勧告（開示書類の虚偽記載等） 

一連
番号 

勧告実施 

年 月 日 
勧告の対象となった法令違反等の内容 勧告後の経緯 

４ 

つづき 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６ 
平成 29 年

８月 14 日 

第 61 期第３四半期（平成

29 年４月１日～平成 29

年６月 30 日）に係る四半

期報告書 

平成 29 年４月１日～

平成 29 年６月 30 日

の第３四半期連結会

計期間 

四半期連結 

貸借対照表 

連結純資産額が 

2,079 百万円であるとこ

ろを 3,041 百万円と記載 

・過去の固

定資産の

減損損失

の不計上

による純資

産の過大

計上 

７ 
平成 29 年

12 月 21 日 

第 61 期（平成 28 年 10 月

１日～平成 29 年９月 30

日）に係る有価証券報告

書 

平成 28 年 10 月１日

～平成 29 年９月 30

日の連結会計期間 

連結 

貸借対照表 

連結純資産額が 

1,982 百万円であるとこ

ろを 3,035 百万円と記載 

・売上の前

倒し計上 

・売上原価

の過少計

上 

・過去の固

定資産の

減損損失

の不計上

による純資

産の過大

計上 

連結 

損益計算書 

親会社株主に帰属する

当期純利益が 

▲136 百万円であるとこ

ろを▲23 百万円と記載 

【虚偽記載の内容②】のとおり、「第一部 企業情報」・

「第４ 提出会社の状況」・「６ コーポレート・ガバナンス

の状況等」・「（１）コーポレート・ガバナンスの状況」に、

実態と異なる記載 

８ 
平成 30 年

２月 14 日 

第 62 期第１四半期（平成

29 年 10 月１日～平成 29

年 12 月 31 日）に係る四

半期報告書 

平成 29 年 10 月１日

～平成 29 年 12 月 31

日の第１四半期連結

会計期間 

四半期連結 

貸借対照表 

連結純資産額が 

1,957 百万円であるとこ

ろを 2,976 百万円と記載 

・過去の固

定資産の

減損損失

の不計上

による純資

産の過大

計上 

９ 
平成 30 年

５月 15 日 

第 62 期第２四半期（平成

30 年１月１日～平成 30

年３月 31 日）に係る四半

期報告書 

平成 30 年１月１日～

平成 30 年３月 31 日

の第２四半期連結会

計期間 

四半期連結 

貸借対照表 

連結純資産額が 

2,058 百万円であるとこ

ろを 3,021 百万円と記載 

・過去の固

定資産の

減損損失

の不計上

による純資

産の過大

計上 
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附属資料 ３－５－５ 開示検査の結果に基づく勧告（開示書類の虚偽記載等） 

一連
番号 

勧告実施 

年 月 日 
勧告の対象となった法令違反等の内容 勧告後の経緯 

４ 

つづき 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (注)金額は百万円未満切捨てである。 

 
【虚偽記載の内容②】 
「第一部 企業情報」・「第４ 提出会社の状況」・「６ コーポレート・ガバナンスの状況等」・「（１）コーポレー
ト・ガバナンスの状況」の虚偽記載内容 

10 
平成 30 年

８月 14 日 

第 62 期第３四半期（平成

30 年４月１日～平成 30

年６月 30 日）に係る四半

期報告書 

平成 30 年４月１日～

平成 30 年６月 30 日

の第３四半期連結会

計期間 

四半期連結 

貸借対照表 

連結純資産額が 

2,007 百万円であるとこ

ろを 2,955 百万円と記載 

・過去の固

定資産の

減損損失

の不計上

による純資

産の過大

計上 

11 
平成 30 年

12 月 20 日 

第 62 期（平成 29 年 10 月

１日～平成 30 年９月 30

日）に係る有価証券報告

書 

平成 29 年 10 月１日

～平成 30 年９月 30

日の連結会計期間 

連結 

貸借対照表 

連結純資産額が 

1,936 百万円であるとこ

ろを 2,382 百万円と記載 

・過去の固

定資産の

減損損失

の不計上

による純資

産の過大

計上 

【虚偽記載の内容②】のとおり、「第一部 企業情報」・

「第４ 提出会社の状況」・「６ コーポレート・ガバナンス

の状況等」・「（１）コーポレート・ガバナンスの状況」に、

実態と異なる記載 

番

号 
記載事項 虚偽記載の内容 

１ 「②企業統治の体制」の記載 

・「取締役会は有価証券報告書提出日現在、３名の取締役で構成され、原則月

１回開催の定例の取締役会を開催し、重要事項はすべて付議され、業績の進捗

についても議論し、対策を検討しております。」と記載していたが、当社は、取締

役会を年３回しか開催しておらず、また、取締役会において重要事項の大部分

が付議されていなかった 

２ 「②企業統治の体制」の記載 

・当社の監査役は、「取締役会をはじめ、経営会議、開発会議等の重要な会議

に出席し、取締役の業務執行について厳正な監査を行っております」と記載して

いたが、常勤監査役は、これらの会議に出席してはいるものの、取締役の業務

執行に関して何ら監査していないなど、当社の監査役は厳正な監査を行ってい

なかった 
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附属資料 ３－５－５ 開示検査の結果に基づく勧告（開示書類の虚偽記載等） 

一連
番号 

勧告実施 

年 月 日 
勧告の対象となった法令違反等の内容 勧告後の経緯 

４ 

つづき 

 

 

３ 

「③コーポレート・ガバナンスに関する施策の

実施状況」・「ii 内部統制システムの整備状

況」・「Ⅳ 使用人の職務の執行が法令・定款

に適合することを確保するための体制/取締

役の職務の執行が法令・定款に適合するこ

とを確保するための体制」の記載 

・当社が実施している内部統制システムの内容について「コンプライアンス担当

取締役を任命し、監査室を設け全社のコンプライアンスの取組みを横断的に統

括することとし、同部を中心に役職員教育を行う。監査室は、コンプライアンスの

状況を監査する。これらの活動は定期的に取締役会及び監査役に報告されるも

のとする。」と記載していたが、当社は、コンプライアンス担当取締役を任命した

ことはなく、また、監査室も業務分掌規程で規定したのみで実体がなかった 

４ 

「③コーポレート・ガバナンスに関する施策の

実施状況」・「ii 内部統制システムの整備状

況」・「Ⅷ その他監査役の監査が実効的に

行われることを確保するための体制」の記載 

・当社が実施している内部統制システムの内容について「監査役は、代表取締

役社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催するものとする。」と記

載していたが、当社監査役は、会計監査人との間で意見交換を行ったことがな

かった 

５ 

「③コーポレート・ガバナンスに関する施策の

実施状況」・「ii 内部統制システムの整備状

況」・「Ⅸ 株式会社並びにその親会社及び

子会社からなる集団における業務の適正を

確保するための体制」の記載 

・当社が実施している内部統制システムの内容について「当社は、子会社の内

部統制を担当する部署を総務部とし、他の事業部と連携し子会社における内部

統制の実効性を高める施策を実施するとともに、必要な子会社への指導・支援

を実施する。」と記載していたが、当社は、これらの施策や指導・支援を行ってお

らず、また、「総務部は子会社の内部統制の状況について、年２回及び必要と判

断する都度、当社取締役会に報告する。」と記載していたが、当社は、内部統制

の状況について取締役会に報告していなかった 

６ 

「④内部監査及び監査役監査、会計監査の

状況」・「ｉ内部監査及び監査役監査の状況」

の記載 

・当社監査役は、「監査人との連携を図るために、決算期並びに必要な都度ミー

ティングを行い、現状の監査状況及び業務執行に対して意見交換を行っており

ます。」と記載していたが、当社監査役は、会計監査人との間で意見交換を行っ

たことがなかった 

 【課徴金額】2,400 万円  

 

一連
番号 

勧告実施 

年 月 日 
勧告の対象となった法令違反等の内容 勧告後の経緯 

５ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１.12.10 【違反行為】 

有価証券報告書等の虚偽記載  

(金商法第 172 条の２第１項及び第 172 条の４第１項) 

 
【課徴金納付命令対象者】 

日産自動車株式会社（東証１部） 

 

【違反行為の概要】 

 （１）継続開示書類 

当社は、有価証券報告書中の「第一部 企業情報」・「第４ 提
出会社の状況」・「６ コーポレート・ガバナンスの状況等」・「（１）コ
ーポレート・ガバナンスの状況」の役員報酬に関する情報におい
て、実態とは異なる記載を行った。 

この結果、当社は、「重要な事項につき虚偽の記載」がある以
下の有価証券報告書を提出した（「重要な事項につき虚偽の記
載」の内容は下表【虚偽記載の内容①】を参照）。 

 

・平成 27 年３月期有価証券報告書（平成 27 年６月 25 日提出） 

・平成 28 年３月期有価証券報告書（平成 28 年６月 24 日提出） 

審判手続開始決定日 

令和元年 12 月 13 日 
課徴金納付命令決定日 

令和２年２月 27 日 
 

 なお、課徴金納付命令
対象者から事実関係等
を認める旨の答弁書の
提出があったため、審判
の期日は開かれなかっ
た。 
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附属資料 ３－５－５ 開示検査の結果に基づく勧告（開示書類の虚偽記載等） 

一連
番号 

勧告実施 

年 月 日 
勧告の対象となった法令違反等の内容 勧告後の経緯 

５ 

つづき 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・平成 29 年３月期有価証券報告書（平成 29 年６月 29 日提出） 

・平成 30 年３月期有価証券報告書（平成 30 年６月 28 日提出） 

 

 （２）発行開示書類 

   当社は、平成 28 年４月８日、上記（１）の重要な事項につき虚
偽の記載がある平成 27 年３月期有価証券報告書を参照情報と
する発行登録追補書類を提出し、当該発行登録追補書類に基づ
く募集により、有価証券を取得させた。 

 

【虚偽記載の内容①】 
 

番

号 

開示書類 虚偽記載 

提出日 書類 主な内容（注） 主な事由 

１ 

平成 27

年６月 25

日 

第 116 期（平成 26 年４月１

日～平成 27 年３月 31 日）

に係る有価証券報告書 

取締役報酬が【虚偽記載の内容②】Ⅰ．の左欄のとおりであるとこ

ろを右欄のとおり記載 

・取締役報

酬の過少

記載 

２ 

平成 28

年６月 24

日 

第 117 期（平成 27 年４月１

日～平成 28 年３月 31 日）

に係る有価証券報告書 

取締役報酬が【虚偽記載の内容②】Ⅱ．の左欄のとおりであるとこ

ろを右欄のとおり記載 

・取締役報

酬の過少

記載 

３ 

平成 29

年６月 29

日 

第 118 期（平成 28 年４月１

日～平成 29 年３月 31 日）

に係る有価証券報告書 

取締役報酬が【虚偽記載の内容②】Ⅲ．の左欄のとおりであるとこ

ろを右欄のとおり記載 

・取締役報

酬の過少

記載 

４ 

平成 30

年６月 28

日 

第 119 期（平成 29 年４月１

日～平成 30 年３月 31 日）

に係る有価証券報告書 

取締役報酬が【虚偽記載の内容②】Ⅳ．の左欄のとおりであるとこ

ろを右欄のとおり記載 

・取締役報

酬の過少

記載 
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料

 
３

－
５

－
５

 
開

示
検

査
の

結
果

に
基

づ
く
勧

告
（
開

示
書

類
の

虚
偽

記
載

等
）
 

５
 

つ
づ

き
 

                          

【
虚

偽
記

載
の

内
容

②
】

（
下

線
部

は
、

虚
偽

の
記

載
に

関
す

る
部

分
）
 

Ⅰ
．

第
1
1
6

期
（
平

成
2
6

年
４

月
１

日
～

平
成

27
年

３
月

3
1

日
）
に

係
る

有
価

証
券

報
告

書
 

          

有
価
証
券

報
告

書
に

記
載

す
べ

き
内

容
 

有
価
証
券

報
告
書
に

記
載
さ

れ
た
内
容
 

＜
役

員
区

分
ご
と
の

報
酬
等

の
総
額
等

＞
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
百

万
円

）
 

区
分
 

総
報
酬
 

金
銭
報
酬
 

株
価

連
動

型
 

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
受

領
権

（
行

使
可

能
数

確
定

時
の

公
正

価
値

）
 

株
価

連
動

型
 

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
受

領
権

（
行

使
分

に
つ

い
て

、
過

去

の
開

示
額

と
の

差
額

）
 

取
締

役
 

（
社
外
取
締
役

を
除
く

）
 

3
,
2
30
 

2
,
7
72
 

1
7
6 

2
8
2 

退
任

取
締

役
 

5
8 

―
 

―
 

5
8 

 ＜
役

員
ご

と
の
連
結

報
酬
等

の
総
額
等

 
但

し
、
連

結
報

酬
等

の
総

額
１

億
円

以
上

で
あ

る
者

＞
 

 
 

 
 

 
（

単
位
：

百
万
円

）
 

氏
名
 

総
報
酬
 

金
銭
報
酬
 

株
価

連
動

型
 

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
受

領
権

（
行

使
可

能
数

確
定

時
の

公
正

価
値

）
 

株
価

連
動

型
 

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
受

領
権

（
行

使
分

に
つ

い
て

、
過

去

の
開

示
額

と
の

差
額

）
 

Ａ
 

2
,
2
13
 

2
,
2
13
 

―
 

―
 

Ｂ
 

1
5
8 

1
4
0 

1
5 

3
 

Ｃ
 

1
2
3 

7
0 

―
 

5
3 

Ｄ
 

2
3
1 

2
3
1 

―
 

―
 

Ｅ
 

1
5
4 

4
9 

―
 

1
0
5 

Ｆ
 

1
5
1 

3
0 

―
 

1
2
1 

 

＜
役

員
区

分
ご
と
の

報
酬
等

の
総
額
等

＞
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
（
単

位
：
百

万
円
）
 

区
分
 

総
報
酬
 

金
銭
報
酬
 

株
価
連
動

型
 

イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
受

領
権
 

取
締

役
 

（
社
外
取
締

役
を
除
く

）
 

1
,
6
35
 

1
,
4
59
 

1
7
6 

  ＜
役

員
ご

と
の
連
結

報
酬
等

の
総
額
等

 
但

し
、
連

結
報
酬

等
の
総

額
１
億
円

以
上
で

あ
る
者
＞
 

（
単
位
：

百
万
円
）
 

氏
名
 

総
報
酬
 

金
銭
報
酬
 

株
価
連
動

型
 

イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
受

領
権
 

Ａ
 

1
,
0
35
 

1
,
0
35
 

―
 

Ｂ
 

1
5
5 

1
4
0 

1
5 
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附
属
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料

 
３

－
５

－
５

 
開

示
検

査
の

結
果

に
基

づ
く
勧

告
（
開

示
書

類
の

虚
偽

記
載

等
）
 

５
 

つ
づ

き
 

                          

 Ⅱ
．

第
1
1
7

期
（
平

成
2
7

年
４

月
１

日
～

平
成

28
年

３
月

3
1

日
）
に

係
る

有
価

証
券

報
告

書
 

          

有
価
証
券

報
告

書
に

記
載

す
べ

き
内

容
 

有
価
証
券

報
告
書
に

記
載
さ

れ
た
内
容
 

＜
役

員
区

分
ご
と
の

報
酬
等

の
総
額
等

＞
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
百

万
円

）
 

区
分
 

総
報
酬
 

金
銭
報
酬
 

株
価

連
動

型
 

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
受

領
権

（
行

使
可

能
数

確
定

時
の

公
正

価
値

）
 

株
価

連
動

型
 

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
受

領
権

（
行

使
分

に
つ

い
て

、
過

去

の
開

示
額

と
の

差
額

）
 

取
締

役
 

（
社
外
取
締
役

を
除
く

）
 

3
,
1
17
 

2
,
9
63
 

1
0
8 

4
6 

退
任

取
締

役
 

2
8
6 

―
 

―
 

2
8
6 

 ＜
役

員
ご

と
の
連
結

報
酬
等

の
総
額
等

 
但

し
、
連

結
報

酬
等

の
総

額
１

億
円

以
上

で
あ

る
者

＞
 

（
単

位
：

百
万

円
）

 

氏
名
 

総
報
酬
 

金
銭
報
酬
 

株
価

連
動

型
 

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
受

領
権

（
行

使
可

能
数

確
定

時
の

公
正

価
値

）
 

株
価

連
動

型
 

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
受

領
権

（
行

使
分

に
つ

い
て

、
過

去

の
開

示
額

と
の

差
額

）
 

Ａ
 

2
,
2
82
 

2
,
2
82
 

―
 

―
 

Ｂ
 

2
1
5 

1
7
7 

2
3 

1
5 

Ｄ
 

1
4
2 

1
4
2 

―
 

―
 

Ｅ
 

1
6
9 

1
8
1 

―
 

▲
1
2 

Ｇ
 

2
5
7 

―
 

―
 

2
5
7 

 

＜
役

員
区

分
ご
と
の

報
酬
等

の
総
額
等

＞
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
（
単

位
：
百

万
円
）
 

区
分
 

総
報
酬
 

金
銭
報
酬
 

株
価
連
動

型
 

イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
受

領
権
 

取
締

役
 

（
社
外
取
締

役
を
除
く

）
 

1
,
6
43
 

1
,
5
35
 

1
0
8 

  ＜
役

員
ご

と
の
連
結

報
酬
等

の
総
額
等

 
但

し
、
連

結
報
酬

等
の
総

額
１
億
円

以
上
で

あ
る
者
＞
 

（
単
位
：

百
万
円
）
 

氏
名
 

総
報
酬
 

金
銭
報
酬
 

株
価
連
動

型
 

イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
受

領
権
 

Ａ
 

1
,
0
71
 

1
,
0
71
 

―
 

Ｂ
 

2
0
0 

1
7
7 

2
3 

 

附属資料 ３－５－５ 開示検査の結果に基づく勧告（開示書類の虚偽記載等） 

― 221 ―

第
１
節

第
２
節

第
３
節

第
４
節

3-5

第
６
節

第
７
節

第
８
節

第
９
節

第
１０
節

第
１１
節



附
属

資
料

 
３

－
５

－
５

 
開

示
検

査
の

結
果

に
基

づ
く
勧

告
（
開

示
書

類
の

虚
偽

記
載

等
）
 

５
 

つ
づ

き
 

                          

 Ⅲ
．

第
1
1
8

期
（
平

成
2
8

年
４

月
１

日
～

平
成

29
年

３
月

3
1

日
）
に

係
る

有
価

証
券

報
告

書
 

              

有
価
証
券

報
告

書
に

記
載

す
べ

き
内

容
 

有
価
証
券

報
告
書
に

記
載
さ

れ
た
内
容
 

＜
役

員
区

分
ご
と
の

報
酬
等

の
総
額
等

＞
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
百

万
円

）
 

区
分
 

総
報
酬
 

金
銭
報
酬
 

株
価

連
動

型
 

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
受

領
権

（
行

使
可

能
数

確
定

時
の

公
正

価
値

）
 

株
価

連
動

型
 

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
受

領
権

（
行

使
分

に
つ

い
て

、
過

去

の
開

示
額

と
の

差
額

）
 

取
締

役
 

（
社
外
取
締
役

を
除
く

）
 

3
,
2
82
 

3
,
1
71
 

1
1
2 

―
 

 ＜
役

員
ご

と
の
連
結

報
酬
等

の
総
額
等

 
但

し
、
連

結
報

酬
等

の
総

額
１

億
円

以
上

で
あ

る
者

＞
 

（
単

位
：

百
万

円
）

 

氏
名
 

総
報
酬
 

金
銭
報
酬
 

株
価

連
動

型
 

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
受

領
権

（
行

使
可

能
数

確
定

時
の

公
正

価
値

）
 

株
価

連
動

型
 

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
受

領
権

（
行

使
分

に
つ

い
て

、
過

去

の
開

示
額

と
の

差
額

）
 

Ａ
 

2
,
4
02
 

2
,
4
02
 

―
 

―
 

Ｄ
 

1
3
1 

1
3
1 

―
 

―
 

Ｂ
 

3
9
6 

3
6
8 

2
8 

―
 

Ｈ
 

1
1
0 

8
9 

2
1 

―
 

Ｉ
 

1
0
2 

8
1 

2
1 

―
 

 

＜
役

員
区

分
ご
と
の

報
酬
等

の
総
額
等

＞
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
（
単

位
：
百

万
円
）
 

区
分
 

総
報
酬
 

金
銭
報
酬
 

株
価
連
動

型
 

イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
受

領
権
 

取
締

役
 

（
社
外
取
締

役
を
除
く

）
 

1
,
9
48
 

1
,
8
36
 

1
1
2 

 ＜
役

員
ご

と
の
連
結

報
酬
等

の
総
額
等

 
但

し
、
連

結
報
酬

等
の
総

額
１
億
円

以
上
で

あ
る
者
＞
 

（
単
位
：

百
万
円
）
 

氏
名
 

総
報
酬
 

金
銭
報
酬
 

株
価
連
動

型
 

イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
受

領
権
 

Ａ
 

1
,
0
98
 

1
,
0
98
 

―
 

Ｂ
 

3
9
6 

3
6
8 

2
8 

Ｈ
 

1
1
0 

8
9 

2
1 

Ｉ
 

1
0
2 

8
1 

2
1 
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料

 
３

－
５

－
５

 
開

示
検

査
の

結
果

に
基

づ
く
勧

告
（
開

示
書

類
の

虚
偽

記
載

等
）
 

５
 

つ
づ

き
 

 

 Ⅳ
．

第
1
1
9

期
（
平

成
2
9

年
４

月
１

日
～

平
成

30
年

３
月

3
1

日
）
に

係
る

有
価

証
券

報
告

書
 

  

有
価
証
券

報
告

書
に

記
載

す
べ

き
内

容
 

有
価
証
券

報
告
書
に

記
載
さ

れ
た
内
容
 

＜
役

員
区

分
ご
と
の

報
酬
等

の
総
額
等

＞
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
百

万
円

）
 

区
分
 

総
報
酬
 

金
銭
報
酬
 

株
価

連
動

型
 

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
受

領
権

（
行

使
可

能
数

確
定

時
の

公
正

価
値

）
 

株
価

連
動

型
 

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
受

領
権

（
行

使
分

に
つ

い
て

、
過

去

の
開

示
額

と
の

差
額

）
 

取
締

役
 

（
社
外
取
締
役

を
除
く

）
 

3
,
7
41
 

3
,
3
10
 

―
 

4
3
1 

 ＜
役

員
ご

と
の
連
結

報
酬
等

の
総
額
等

 
但

し
、
連

結
報

酬
等

の
総

額
１

億
円

以
上

で
あ

る
者

＞
 

（
単

位
：

百
万

円
）

 

氏
名
 

総
報
酬
 

金
銭
報
酬
 

株
価

連
動

型
 

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
受

領
権

（
行

使
可

能
数

確
定

時
の

公
正

価
値

）
 

株
価

連
動

型
 

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
受

領
権

（
行

使
分

に
つ

い
て

、
過

去

の
開

示
額

と
の

差
額

）
 

Ａ
 

2
,
8
69
 

2
,
4
91
 

―
 

3
7
8 

Ｂ
 

4
9
9 

4
9
9 

―
 

―
 

 

＜
役

員
区

分
ご
と
の

報
酬
等

の
総
額
等

＞
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
（
単

位
：
百

万
円
）
 

区
分
 

総
報
酬
 

金
銭
報
酬
 

株
価
連
動

型
 

イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
受

領
権
 

取
締

役
 

（
社
外
取
締

役
を
除
く

）
 

1
,
6
54
 

1
,
5
64
 

9
0 

 ＜
役

員
ご

と
の
連
結

報
酬
等

の
総
額
等

 
但

し
、
連

結
報
酬

等
の
総

額
１
億
円

以
上
で

あ
る
者
＞
 

（
単
位
：

百
万
円
）
 

氏
名
 

総
報
酬
 

金
銭
報
酬
 

株
価
連
動

型
 

イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
受

領
権
 

Ａ
 

7
3
5 

7
3
5 

―
 

Ｂ
 

4
9
9 

4
9
9 

―
 

 

 
【
課

徴
金

額
】
24

億
2
,4

89
万

5
,0

00
円
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一連
番号 

勧告実施 

年 月 日 
勧告の対象となった法令違反等の内容 勧告後の経緯 

６ 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

２.２.４ 【違反行為】 

有価証券報告書等の虚偽記載  

(金商法第 172 条の２第１項並びに第 172 条の４第１項及び第２項) 

 

 
【課徴金納付命令対象者】 

ジェイリース株式会社（東証１部） 

 

【違反行為の概要】 

（１）継続開示書類 

当社は、家賃債務保証事業から発生した代位弁済立替金に係
る貸倒引当金を過少に計上するという不適正な会計処理を行っ
た。 

この結果、当社は、「重要な事項につき虚偽の記載」がある以
下の有価証券報告書等を提出した（「重要な事項につき虚偽の
記載」の内容は下表【虚偽記載の内容】を参照）。 

 

・平成 28 年３月期有価証券報告書（平成 28 年６月 30 日提出） 

・平成 28 年６月第１四半期四半期報告書（平成 28 年８月８日提
出） 

・平成 28 年９月第２四半期四半期報告書（平成 28 年 11 月８日
提出） 

・平成 28 年 12 月第３四半期四半期報告書（平成 29 年２月７日
提出） 

・平成 29 年３月期有価証券報告書（平成 29 年６月 30 日提出） 

・平成 29 年６月第１四半期四半期報告書（平成 29 年８月９日提
出） 

・平成 29 年９月第２四半期四半期報告書（平成 29 年 11 月８日
提出） 

・平成 29 年 12 月第３四半期四半期報告書（平成 30 年２月７日
提出） 

・平成 30 年３月期有価証券報告書（平成 30 年６月 28 日提出） 

・平成 30 年６月第１四半期四半期報告書（平成 30 年８月７日提
出） 

・平成 30 年９月第２四半期四半期報告書（平成 30 年 12 月 14 日
提出） 

・平成 30 年 12 月第３四半期四半期報告書（平成 31 年２月６日
提出） 

・平成 31 年３月期有価証券報告書（令和元年６月 27 日提出） 

・令和元年６月第１四半期四半期報告書（令和元年８月 14 日提
出） 

 

（２）発行開示書類 

当社は、平成 28 年５月 18 日、重要な事項につき虚偽の記載
がある有価証券届出書を提出し、当該有価証券届出書に基づく
募集により、有価証券を取得させた（「重要な事項につき虚偽の
記載」の内容は下表【虚偽記載の内容】を参照）。 

 

審判手続開始決定日 

令和２年２月７日 
課徴金納付命令決定日 

令和２年３月 30 日 
課徴金納付命令決定の

一部取消し 
令和２年７月 10 日 

 
 なお、課徴金納付命令
対象者から事実関係等
を認める旨の答弁書の
提出があったため、審判
の期日は開かれなかっ
た。 
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附属資料 ３－５－５ 開示検査の結果に基づく勧告（開示書類の虚偽記載等） 

一連
番号 

勧告実施 

年 月 日 
勧告の対象となった法令違反等の内容 勧告後の経緯 

６ 

つづき 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【虚偽記載の内容】 

番

号 

開示書類 虚偽記載 

提出日 書類 会計期間 記載項目 主な内容（注） 主な事由 

１ 

平成 28

年６月 30

日 

第 13 期（平成 27 年４月１日

～平成 28 年３月 31 日）に係

る有価証券報告書 

平成 27 年４月１日～

平成 28 年３月 31 日の

連結会計期間 

連結 

損益計算書 

親会社株主に帰属する

当期純利益が 

65,649 千円であるところ

を 87,467 千円と記載 

・貸倒引当

金繰入額

の過少計

上 

２ 
平成 28

年８月８日 

第 14 期第１四半期（平成 28

年４月１日～平成 28 年６月

30 日）に係る四半期報告書 

平成 28 年４月１日～

平成 28 年６月 30 日の

第１四半期連結累計

期間 

四半期連結

損益計算書 

親会社株主に帰属する

四半期純利益が 

▲4,988 千円であるとこ

ろを 10,497 千円と記載 

・貸倒引当

金繰入額

の過少計

上 

３ 

平成 28

年 11 月８

日 

第 14 期第２四半期（平成 28

年７月１日～平成 28 年９月

30 日）に係る四半期報告書 

平成 28 年４月１日～

平成 28 年９月 30 日の

第２四半期連結累計

期間 

四半期連結

損益計算書 

親会社株主に帰属する

四半期純利益が 

▲3,700 千円であるとこ

ろを 38,828 千円と記載 

・貸倒引当

金繰入額

の過少計

上 

４ 
平成 29

年２月７日 

第 14 期第３四半期（平成 28

年 10 月１日～平成 28 年 12

月 31 日）に係る四半期報告

書 

平成 28 年４月１日～

平成 28 年 12 月 31 日

の第３四半期連結累

計期間 

四半期連結

損益計算書 

親会社株主に帰属する

四半期純利益が 

10,273 千円であるところ

を 71,897 千円と記載 

・貸倒引当

金繰入額

の過少計

上 

５ 

平成 29

年６月 30

日 

第 14 期（平成 28 年４月１日

～平成 29 年３月 31 日）に係

る有価証券報告書 

平成 28 年４月１日～

平成 29 年３月 31 日の

連結会計期間 

連結 

損益計算書 

親会社株主に帰属する

当期純利益が 

81,972 千円であるところ

を 220,459 千円と記載 

・貸倒引当

金繰入額

の過少計

上 

６ 
平成 29

年８月９日 

第 15 期第１四半期（平成 29

年４月１日～平成 29 年６月

30 日）に係る四半期報告書 

平成 29 年４月１日～

平成 29 年６月 30 日の

第１四半期連結累計

期間 

四半期連結

損益計算書 

親会社株主に帰属する

四半期純利益が 

27,003 千円であるところ

を 69,886 千円と記載 

・貸倒引当

金繰入額

の過少計

上 

７ 

平成 29

年 11 月８

日 

第 15 期第２四半期（平成 29

年７月１日～平成 29 年９月

30 日）に係る四半期報告書 

平成 29 年７月１日～

平成 29 年９月 30 日の

第２四半期連結会計

期間 

四半期連結

貸借対照表 

連結純資産額が 

935,341 千円であるとこ

ろを 1,181,524 千円と記

載 

・貸倒引当

金の過少

計上 

・貸倒引当

金繰入額

の過少計

上 

平成 29 年４月１日～

平成 29 年９月 30 日の

第２四半期連結累計

期間 

四半期連結

損益計算書 

親会社株主に帰属する

四半期純利益が 

25,169 千円であるところ

を 111,047 千円と記載 
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附属資料 ３－５－５ 開示検査の結果に基づく勧告（開示書類の虚偽記載等） 

一連
番号 

勧告実施 

年 月 日 
勧告の対象となった法令違反等の内容 勧告後の経緯 

６ 

つづき 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

８ 
平成 30

年２月７日 

第 15 期第３四半期（平成 29

年 10 月１日～平成 29 年 12

月 31 日）に係る四半期報告

書 

平成 29 年 10 月１日～

平成 29 年 12 月 31 日

の第３四半期連結会

計期間 

四半期連結

貸借対照表 

連結純資産額が 

905,625 千円であるとこ

ろを 1,191,049 千円と記

載 

・貸倒引当

金の過少

計上 

・貸倒引当

金繰入額

の過少計

上 

平成 29 年４月１日～

平成 29 年 12 月 31 日

の第３四半期連結累

計期間 

四半期連結

損益計算書 

親会社株主に帰属する

四半期純利益が 

15,851 千円であるところ

を 140,971 千円と記載 

９ 

平成 30

年６月 28

日 

第 15 期（平成 29 年４月１日

～平成 30 年３月 31 日）に係

る有価証券報告書 

平成 29 年４月１日～

平成 30 年３月 31 日の

連結会計期間 

連結 

貸借対照表 

連結純資産額が 

829,493 千円であるとこ

ろを 1,304,486 千円と記

載 

・貸倒引当

金の過少

計上 

・貸倒引当

金繰入額

の過少計

上 

連結 

損益計算書 

親会社株主に帰属する

当期純利益が 

▲63,544 千円であるとこ

ろを 251,144 千円と記載 

10 
平成 30

年８月７日 

第 16 期第１四半期（平成 30

年４月１日～平成 30 年６月

30 日）に係る四半期報告書 

平成 30 年４月１日～

平成 30 年６月 30 日の

第１四半期連結会計

期間 

四半期連結

貸借対照表 

連結純資産額が 

799,530 千円であるとこ

ろを 1,331,715 千円と記

載 

・貸倒引当

金の過少

計上 

・貸倒引当

金繰入額

の過少計

上 

平成 30 年４月１日～

平成 30 年６月 30 日の

第１四半期連結累計

期間 

四半期連結

損益計算書 

親会社株主に帰属する

四半期純利益が 

5,199 千円であるところを

62,391 千円と記載 

11 

平成 30

年 12 月

14 日 

第 16 期第２四半期（平成 30

年７月１日～平成 30 年９月

30 日）に係る四半期報告書 

平成 30 年７月１日～

平成 30 年９月 30 日

の第２四半期連結会

計期間 

四半期連結

貸借対照表 

連結純資産額が 

578,588 千円であるとこ

ろを 795,762 千円と記載 

・貸倒引当

金の過少

計上 

・貸倒引当

金繰入額

の過少計

上 

平成 30 年４月１日～

平成 30 年９月 30 日

の第２四半期連結累

計期間 

四半期連結

損益計算書 

親会社株主に帰属する

四半期純利益が 

▲196,299 千円であると

ころを 20,874 千円と記

載 

12 
平成 31

年２月６日 

第 16 期第３四半期（平成 30

年 10 月１日～平成 30 年 12

月 31 日）に係る四半期報告

平成 30 年 10 月１日～

平成 30 年 12 月 31 日

の第３四半期連結会

四半期連結

貸借対照表 

連結純資産額が 

554,803 千円であるとこ

ろを 814,436 千円と記載 

・貸倒引当

金の過少

計上 
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附属資料 ３－５－５ 開示検査の結果に基づく勧告（開示書類の虚偽記載等） 

一連
番号 

勧告実施 

年 月 日 
勧告の対象となった法令違反等の内容 勧告後の経緯 

６ 

つづき 

 
 

（注）金額は千円未満切捨てである。 

書 計期間 ・貸倒引当

金繰入額

の過少計

上 

平成 30 年４月１日～

平成 30 年 12 月 31 日

の第３四半期連結累

計期間 

四半期連結

損益計算書 

親会社株主に帰属する

四半期純利益が 

▲220,168 千円であると

ころを 39,464 千円と記載 

13 
令和元年

６月 27 日 

第 16 期（平成 30 年４月１日

～平成 31 年３月 31 日）に係

る有価証券報告書 

平成 30 年４月１日～

平成 31 年３月 31 日の

連結会計期間 

連結 

貸借対照表 

連結純資産額が 

625,799 千円であるとこ

ろを 893,112 千円と記載 

・貸倒引当

金の過少

計上 

・貸倒引当

金繰入額

の過少計

上 

連結 

損益計算書 

親会社株主に帰属する

当期純利益が 

▲149,938 千円であると

ころを 117,374 千円と記

載 

14 
令和元年

８月 14 日 

第 17 期第１四半期（平成 31

年４月１日～令和元年６月

30 日）に係る四半期報告書 

平成 31 年４月１日～

令和元年６月 30 日の

第１四半期連結会計

期間 

四半期連結

貸借対照表 

連結純資産額が 

646,014 千円であるとこ

ろを 916,482 千円と記載 

・貸倒引当

金の過少

計上 

15 

平成 28

年５月 18

日 

有価証券届出書（株券の募

集） 
 

「第二部 企

業情報」・

「第５ 経理

の状況」・「１ 

連結財務諸

表等」・「（２）

その他」 

平成 27 年４月１日～平

成 28 年３月 31 日の連

結会計期間に係る経営

成績の概要として記載

すべき親会社株主に帰

属 す る 当 期 純 利 益 が

65,649 千円であるところ

を 87,467 千円と記載 

・貸倒引当

金繰入額

の過少計

上 

 【課徴金額】4,421 万円 
（注）令和２年７月 10 日公表「ジェイリース株式会社に係る課徴金納付命令勧告（令和２年２月
４日付）における勧告内容の過誤について」を受けて、4,478 万円から 4,421 万円に修正。 

 

※ 根拠条文は、勧告実施日時点において適用される法律を記載している。 
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附属資料 ３－５－６ （参考）確定又は係属中の課徴金納付命令取消訴訟 

 

６．（参考）確定又は係属中の課徴金納付命令取消訴訟 

（平成 31 年４月～令和２年３月） 

番号 

課徴金納付命令勧告 課徴金納付命令 

原告 訴 訟 の 状 況 勧告実施 

年月日 
勧告事案名 決定年月日 事件名 

１ 

 

平成 25 年

12 月 2 日 

ＭＡＭ ＰＴＥ．ＬＴＤ．による内

部者取引に対する課徴金納

付命令の勧告について 

(平成 25 年度版年次公表※

P96 参照) 

平成 26 年

12 月 26 日 

 

日 本 板 硝 子

㈱ の 契 約 締

結 交 渉 先 の

社員からの情

報受領者によ

る内部者取引 

ＭＡＭ ＰＴＥ．Ｌ

ＴＤ． 

(エムエーエム・

ピーティーイー・

リミテッド) 

令和元年 5 月 30 日

第一審判決予備的

請求（取消請求部

分）認容（その他の

請求棄却）〔東京地

裁〕 

【確定】 

２ 平成 27 年

12 月 15 日 

琉球銀行株式に係る相場操

縦に対する課徴金納付命令

の勧告について 

(平成 27 年度版年次公表

P78 参照) 

平成 28 年

12 月 15 日 

㈱ 琉 球 銀 行

株式に係る相

場操縦 

個人 平成 30 年 6 月 21

日第一審判決請求

棄却〔福岡地裁〕 

平成 30 年 11 月 7

日控訴審判決控訴

棄却〔福岡高裁〕 

平成 31 年 4 月 25

日上告審上告棄却

決定・上告不受理

決定〔最高裁〕 

【確定】 

３ 平成 28 年

９月 21 日 

公開買付者との契約締結交

渉者による京王ズホールディ

ングス株式に係る内部者取

引に対する課徴金納付命令

の勧告について 

(平成 28 年度版年次公表

P162 参照) 

 

平成 29 年 

３月 30 日 

公開買付者と

の 契 約 締 結

交渉者による

㈱京王ズホー

ルディングス

株式に係る内

部者取引 

個人 平成 30 年 4 月 18

日第一審判決請求

棄却〔東京地裁〕 

平成 30 年 9 月 13

日控訴審判決控訴

棄却〔東京高裁〕 

令和元年 6 月 7 日

上 告 不 受 理 決 定

〔最高裁〕 

【確定】 

４ 平成 29 年

３月 24 日 

デジタルデザイン株式に係る

相場操縦に対する課徴金納

付命令の勧告について 

(平成 28 年度版年次公表

P172 参照) 

平成 29 年 

８月９日 

㈱デジタルデ

ザイン株式に

係る相場操縦 

個人 平成 31 年 2 月 26

日第一審判決請求

棄却〔東京地裁〕 

令和元年 8 月 1 日

控訴審判決控訴棄

却〔東京高裁〕 

【確定】 

５ 平成 25 年

11 月１日 

 

ウェッジホールディングス株

式に係る偽計に対する課徴

金納付命令の勧告について 

（平成 25 年度版年次公表

P93、94 参照） 

平成 29 年 

４月 11 日、 

平成 30 年 

１月 16 日 

（更正決定） 

㈱ ウ ェ ッジ ホ

ールディング

ス株式に係る

偽計 

個人 第一審係属中〔東

京地裁〕 
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附属資料 ３－５－６ （参考）確定又は係属中の課徴金納付命令取消訴訟 

番号 

課徴金納付命令勧告 課徴金納付命令 

原告 訴 訟 の 状 況 勧告実施 

年月日 
勧告事案名 決定年月日 事件名 

６ 

 

平成 25 年

12 月２日 

株式会社スタッツインベストメ

ントマネジメントによる内部者

取引に対する課徴金納付命

令の勧告について 

（平成 25 年度版年次公表

P95 参照） 

平成 26 年

10 月 30 日 

国 際 石 油 開

発 帝 石 ㈱ の

契 約 締 結 交

渉 先 の 社 員

からの情報受

領者による内

部者取引 

株式会社スタッ

ツインベストメン

トマネジメント 

令和元年 8 月 28 日

第一審判決請求認

容〔東京地裁〕 

控訴審係属中〔東

京高裁〕 

７ 平成 26 年

12 月５日 

Areion Asset Management 

Company Limited による相場

操縦に対する課徴金納付命

令の勧告について 

(平成 26 年度版年次公表

P80、81 参照) 

平成 30 年 

６月 11 日 

日 東 電 工 ㈱

株式に係る相

場操縦 

Areion  Asset 

Management 

Company 

Limited. 

(アレイオン・ア

セット・マネジメ

ン ト ・ カ ン パ ニ

ー・リミテッド) 

第一審係属中〔東

京地裁〕 

８ 平成 27 年 

３月６日 

 

Select Vantage Inc.による相

場操縦に対する課徴金納付

命令の勧告について 

(平成 26 年度版年次公表

P81 参照) 

平成 29 年 

３月 14 日 

日 本 海 洋 掘

削 ㈱ 株 式 ほ

か 44 銘柄に

係る相場操縦 

Select Vantage 

Inc. 

（セレクト・バン

テイジ・インク） 

令和元年 9 月 27 日

第一審判決請求認

容〔東京地裁〕 

控訴審係属中〔東

京高裁〕 

９ 平成 28 年 

３月 25 日 

株式会社ＳＨＩＦＴ役員からの

情報受領者による内部者取

引違反行為及び当該役員に

よる重要事実に係る伝達違

反行為に対する課徴金納付

命令の勧告について 

(平成 27 年度版年次公表

P75、76 参照) 

平成 28 年 

４月 21 日 

㈱SHIFT 役員

からの情報受

領者による内

部者取引 

個人 一部の個人につい

て、第一審係属中

〔東京地裁〕 

平成 29 年 

４月 11 日 

㈱SHIFT 役員

による重要事

実に係る伝達 

10 平成 29 年 

２月 24 日 

株式会社モルフォ役員及び

社員９名（うち同社従業員持

株会会員７名）による内部者

取引に対する課徴金納付命

令の勧告について 

(平成 28 年度版年次公表

P170～172 参照) 

平成 29 年 

３月 30 日 

 

㈱モルフォ社

員による内部

者取引 

個人 一部の個人につい

て、第一審係属中

〔東京地裁〕 

平成 30 年

12 月 20 日 

㈱モルフォ役

員による内部

者取引、㈱モ

ルフォ社員に

よる内部者取

引 

11 平成 29 年 

３月 24 日 

株式会社 T&C メディカルサイ

エンスによる新株予約権証

券の無届募集に対する課徴

金納付命令勧告について 

(平成 28 年度版年次公表

P186 参照) 

平成 30 年 

４月 23 日 

㈱T&C メディ

カルサイエン

スによる新株

予 約 権 証 券

の無届募集 

株式会社 T&C

メディカルサイ

エンス 

令和 2 年 1 月 14 日

第一審判決請求棄

却〔東京地裁〕 

控訴審係属中〔東

京高裁〕  

12 平成 30 年

12 月７日 

トラスト株式に係る相場操縦

に対する課徴金納付命令の

勧告について 

(平成 30 年度版年次公表

P199 参照) 

平成 31 年 

４月 18 日 

㈱ ト ラ ス ト 株

式に係る相場

操縦 

個人 令和 2 年 1 月 28 日

第一審判決請求棄

却〔広島地裁〕 

控訴審係属中〔広

島高裁〕 

※年次公表とは、『証券取引等監視委員会の活動状況』を指す（以下、同）。 
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附属資料 ３－６ 裁判所への申立て実施状況 

 

３－６ 裁判所への申立て実施状況 

１．申立て実施件数一覧表 

年度 
平成 

22～27 

平成 

28 

平成 

29 

平成 

30 
令和元 合計 

合計 17 1 2 2 3 25 

無登録業者等 16 1 2 2 3 24 

無届募集 1 0 0 0 0 1 

 

２．無登録業者・無届募集等に対する裁判所への禁止命令等の申立て実績 

一連 
番号 

被申立人 
申立日 

（申立てを行った 

裁判所） 
申立ての内容 発令日 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈱D.U. 

Corporation 

他１名 

（名古屋市 

千種区） 

令和元年 

６月 26 日 

（名古屋 

地裁） 

○ 無登録営業（投資一任契約の締結の媒介）の禁止
等 

 
㈱D.U.Corporation 及び同社の代表取締役であるＡ

（以下、両者を併せて「当社ら」という。）は、シンガポー
ル共和国籍の法人である Royal Tree Capital Singapore 
Pte. Ltd.（以下「ロイヤル社」という。）と業務委託契約を
締結し、遅くとも平成29年10月以降、一般投資家に対
し、同社の提供する為替自動売買システム（注）を含む
商品（「Security」との名称であり、「S」と通称されてい
る。）の取得勧誘を行っている。 
 

（注）専用のアプリケーションを通じて、サーバ上に設
置されたプログラムにアクセスして利用するもの。
顧客が運用口座に入金のうえ稼動申請を行うと、
顧客自身が取引の時期・内容について指示・選択
する余地はなく、プログラムが決定したとおりに取
引が行われる。 

  
当該為替自動売買システムについて、顧客が運用口

座に入金した資金は、ロイヤル社の関連会社であり、
サモア独立国籍の法人である Bright Friends Limited.
（以下「ブライト社」という。）がFX取引等により運用を行
うとしており、その利用にあたっては、入金した資金に
ついて、最終的な投資判断及び投資を行うに必要な権
限をブライト社に委任すること等を内容とする規約に同
意することとされている。 

これは、金商法２条８項12号ロに規定する投資一任
契約に該当する。 

そして、一般投資家を相手方として反復継続して、為
替自動売買システムを含む商品（「S」）を販売し、同シ
ステムの使用に必要な上記規約に同意させることで、
同システムを利用した投資一任契約の成立に尽力して
いる当社らの行為は、同項13号に規定する投資一任契
約の締結の媒介を業として行っていたものに該当する。 
  

当社らの上記行為は、金商法第28条第３項第２号に
規定する「投資助言・代理業」に該当し、無登録でこれ
を行うことは、同法第29条に違反するものである。 
  

当社らは、平成29年10月から平成31年３月までの間
に、少なくとも613名の一般投資家に対し同商品を取得

令和元年 

７月 31 日 

（名古屋地裁） 
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附属資料 ３－６ 裁判所への申立て実施状況 

 

一連 
番号 

被申立人 
申立日 

（申立てを行った 

裁判所） 
申立ての内容 発令日 

１ 

つづき 

 

させ、その対価として約５億3000万円を支払わせてい
る。 
  

当社らは上記違法行為を今後も行う蓋然性が高いこ
とから、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要が
ある。 

２ ＩＦＰ Tokyo㈱

他１名 

（東京都港区） 

令和元年 

７月 30 日 

（東京地裁） 

○ 無登録営業（ファンドの募集等）の禁止等 
 

ＩＦＰ Tokyo㈱及び同社の代表取締役Ａ（以下、両者
を併せて「当社ら」という。）は、遅くとも平成２８年３月以
降、一般投資家に対し、海外集団投資スキーム持分に
該当する複数の金融商品（以下「本件ファンド」という。）
に係る取得勧誘を行っている。 
  

Ａは、ファイナンシャルプランニングに関するセミナー
運営等を事業目的としている、一般社団法人日本 IFP
協 会 （ 大 阪 府 大 阪 市 中 央 区 、 法 人 番 号
3120005015763、以下「IFP 協会」という。）の協会員とな
っており、平成28年３月、IFP 協会の当時の代表理事と
ともに当社を設立した。 

協会員は、IFP 協会が主催するセミナー等への参加
のほか、IFP 協会から有益な業界情報等の提供を受け
ることができるとされているところ、本件ファンドについ
ては、何れも IFP 協会からの情報提供を受け、当社に
おいて取扱いを開始しているものである。 
   

当社らは、本件ファンドの取得勧誘によって、平成28
年３月から平成31年２月までの間に、少なくとも、延べ
203名の一般投資家から約６億8000万円を出資させて
いる。 
   

当社らの上記行為は、金商法第28条第２項第２号に
規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、無登録で
これを行うことは、同法第29条に違反するものである。 
   

当社らは上記違法行為を今後も行う蓋然性が高いこ
とから、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要が
ある。 

 

令和元年 

10 月 17 日 

（東京地裁） 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(合同)ＧＰＪ 

ベンチャー 

キャピタル 

外２名 

（東京都 

中央区） 

令和２年 

３月 13 日 

（東京地裁） 

○ 無登録営業（ファンドの募集等）の禁止等 
 
(合同)ＧＰＪベンチャーキャピタル（以下「当社」とい

う。）並びに同社の代表社員であるＡ及び同社の専務
執行役員であり営業全般の総括責任者であるＢ（以
下、３者を併せて「当社ら」という。）は、以下のとおり、
一般投資家に対し、合同会社の社員権及び集団投資
スキーム持分の募集の取扱いを行っている。 
   

⑴ 合同会社の社員権の募集の取扱い 
 

当社らは、平成26年５月以降、一般投資家に対
し、当社の社員権（以下「本件社員権」という。金商
法第２条第２項第３号）の取得勧誘を行っている。 

 
当社は、Ｇａｎａｐａｔｉ ＰＬＣ（ゲームプラットフォー

ムの開発等を目的とする英国籍の法人。以下「Ｇａ
ｎａｐａｔｉ社」という。）を中心とするＧａｎａｐａｔｉグルー
プとして活動を行っており、本件社員権に係る顧客
からの出資金は、Ｇａｎａｐａｔｉ社に全額貸し付けら
れ、出資者は、出資額に応じた分配金を毎月受け
取ることができるとされている。 

 
当社らは、平成26年５月から令和元年10月まで

の間に、少なくとも1,072名の一般投資家に対し、本
件社員権を取得させ、約126億5600万円を出資させ

審理中 
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附属資料 ３－６ 裁判所への申立て実施状況 

 

一連 
番号 

被申立人 
申立日 

（申立てを行った 

裁判所） 
申立ての内容 発令日 

３ 

つづき 

 

ている。 
 

⑵ 集団投資スキーム持分の募集の取扱い 
 

当社らは、平成30年９月以降、一般投資家に対
し、「Ｇ８Ｃ」と称する集団投資スキーム持分（以下
「Ｇ８Ｃ」という。金商法第２条第２項第６号、同項第
５号）の取得勧誘を行っている。 

 
Ｇ８Ｃの概要は以下のとおりである。 

 
① Ｇａｎａｐａｔｉグループにおいて、Ｇ８Ｃに係る顧

客からの出資金を充てて以下の開発事業を行
っているとしている。 
・オンラインカジノのプラットフォーム 
・オンラインカジノ上で直接賭け金に用いること
ができるトークン（以下「オリジナルＧ８Ｃトーク
ン」という。） 

・オリジナルＧ８Ｃトークンを法定通貨に変換す
ることができる換金所 

 
② Ｇ８Ｃの出資者には、出資額に応じたトークン

（以下「Ｇ８Ｃトークン」という。）が配付され、上記
①のオリジナルＧ８Ｃトークンの開発完了後、出
資者は、保有しているＧ８Ｃトークンとオリジナル
Ｇ８Ｃトークンとを、１対１の割合で引き換えるこ
とができる。 

 
③ 上記①の換金所の開発完了後、Ｇ８Ｃの出資

者は、上記②により引き換えたオリジナルＧ８Ｃ
トークンを法定通貨に変換することができる
（注）。 

 
（注）当社らは、１オリジナルＧ８Ｃトークンの価

値を1.5円で安定させることを計画しており、
１Ｇ８Ｃトークンあたり0.1円で出資し、オリジ
ナルＧ８Ｃトークン及び換金所の完成後に、
オリジナルＧ８Ｃトークンの価値が1.5円とな
った場合、出資者は、Ｇ８Ｃトークンとオリジ
ナルＧ８Ｃトークンとを１対１の割合で引き換
えた上で、１オリジナルＧ８Ｃトークンあたり
1.5円で換金することができ、その差額がＧ８
Ｃに係る出資者の利益となると説明してい
る。 

 
当社らは、平成30年９月から令和元年10月まで

の間に、少なくとも970名の一般投資家に対し、Ｇ８
Ｃを取得させ、約40億900万円を出資させている。 

   
上記⑴及び⑵記載の当社らの各行為は、いずれも

金商法第28条第２項第２号に規定する「第二種金融商
品取引業」に該当し、無登録でこれを行うことは、同法
第29条に違反するものである。 
   

当社らは上記違法行為を今後も行う蓋然性が高いこ
とから、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要が
ある。 
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附属資料 ３－６ 裁判所への申立て実施状況 

 

３．金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜金商法第１９２条＞ 

裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大

臣及び財務大臣の申立てにより、当該各号に定める行為を行い、又は行おうとする者に対し、そ

の行為の禁止又は停止を命ずることができる。 

一 緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当であるとき この法律

又はこの法律に基づく命令に違反する行為 

二 第２条第２項第５号若しくは第６号に掲げる権利又は同項７号に掲げる権利（同項第５号又

は第６号に掲げる権利と同様の経済的性質を有するものとして政令で定める権利に限る。）に

関し出資され、又は拠出された金銭（これに類するものとして政令で定めるものを含む。）を充

てて行われる事業に係る業務執行が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害さ

れており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊

急の必要があるとき これらの権利に係る同条８項第７号から第９号までに掲げる行為 

 

違反行為者 

 

証券監視委 

２．禁止・停止命令 
の申立て 

裁判所 

３.審問 

４．禁止・停止命令 

１．証券監視委等による調査 
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附属資料 ３－７ 犯則事件の調査・告発等 

３－７ 犯則事件の調査・告発等 

１．犯則事件の調査・告発実績 

 
令和元年度の不公正取引等に対する告発事案の概要は以下のとおりである。 

 

①  東郷証券株式会社に係る損失補塡事件 

《附属資料３－７－３（２） 告発事件の概要一覧表（事件 201）参照》 

本件は、犯則嫌疑法人東郷証券株式会社（以下「犯則嫌疑法人」という。）の実質的経営

者である犯則嫌疑者Ａらが、顧客８名に対して、取引所為替証拠金取引について生じた損失

の一部を補塡したものである。 

 

【調査の実施状況及び告発の状況】 

証券監視委は、本件が、金商法に違反する（第 39 条第１項第２号、第３号等 損失補塡等

の禁止）として、必要な調査を行い、令和元年７月９日、犯則嫌疑法人１社及び犯則嫌疑者３

名を東京地方検察庁検察官に告発した。 

 

【告発の対象となった犯則事実】 

犯則嫌疑法人（平成 26 年 10 月 18 日から平成 29 年４月８日までの間の商号は株式会社

ｅｆｘ．ｃｏｍ証券）は、東京都港区に本店を置き、金融商品取引業等を目的とする会社、犯則

嫌疑者Ａは、同法人の取締役であって、その実質的経営者として業務全般を統括するととも

に、商品デリバティブ取引等を目的とする株式会社さくらインベスト（以下「さくらインベスト」と

いう。）の実質的経営者としてその業務全般を統括していたもの、犯則嫌疑者Ｂは、犯則嫌

疑法人の代表取締役管理本部長として顧客からの苦情の処理等の業務を統括していたも

の、犯則嫌疑者Ｃは、犯則嫌疑法人の顧問として同法人の経理業務を担当していたもので

あるが、 

 

第１  犯則嫌疑者Ａ及び同Ｂは、ほか数名と共謀の上、法定の除外事由がないのに、犯則

嫌疑法人の業務及び財産に関し、いずれも同法人において、本人名義の取引所為替証

拠金取引口座を開設し、取引所為替証拠金取引を行っていた顧客のＤほか３名に対し、

そのデリバティブ取引につき、当該デリバティブ取引について生じた損失の一部を補塡

するため 

１  平成 27 年８月上旬頃、犯則嫌疑法人の顧客Ｄをして、さくらインベストに同人名義の
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店頭デリバティブ取引口座を開設させた上、同社従業員をして、同口座において前記Ｄ

の注文に係る商品差金決済取引を行ったかのように仮装して、同取引により同人に利

益が生じた旨の取引内容を、同社に設置されたパーソナルコンピューターを用いてシス

テムに入力させる方法により、平成 28 年８月中旬から平成 30 年６月下旬までの間、複

数回にわたり、同人が売買等を同口座で行ったかのように装い、利益を同口座に帰属さ

せ、よって、同社をして、同人に対し、合計約 65 万円相当の財産上の利益を提供させ 

２  平成 28 年７月中旬頃、犯則嫌疑法人の顧客Ｅをして、さくらインベストに同人名義の

店頭デリバティブ取引口座を開設させた上、前記 1 同様の方法により、同月下旬から平

成 30 年 12 月下旬までの間、複数回にわたり、同人が売買等を同口座で行ったかのよう

に装い、利益を同口座に帰属させ、よって、同社をして、同人に対し、合計約 210 万円相

当の財産上の利益を提供させ 

 ３(1)  平成 28 年 10 月中旬頃、犯則嫌疑法人の顧客Ｆに対し、現金 20 万円を提供し 

  (2)  同月中旬頃、前記Ｆをして、さくらインベストに同人名義の店頭デリバティブ取引口

座を開設させた上、前記１同様の方法により、同月下旬から平成 30 年９月下旬まで

の間、複数回にわたり、同人が売買等を同口座で行ったかのように装い、利益を同口

座に帰属させ、よって、同社をして、同人に対し、合計約 258 万円相当の財産上の利

益を提供させ 

 ４(1)  平成 28 年 10 月中旬頃、犯則嫌疑法人の顧客Ｇに対し、現金 20 万円を提供し 

  (2)  同月中旬頃、前記Ｇをして、さくらインベストに同人名義の店頭デリバティブ取引口

座を開設させた上、前記１同様の方法により、同月下旬から平成 30 年 12 月中旬ま

での間、複数回にわたり、同人が売買等を同口座で行ったかのように装い、利益を同

口座に帰属させ、よって、同社をして、同人に対し、合計約 191 万円相当の財産上の

利益を提供させ 

第２  犯則嫌疑者Ａ、同Ｂ及び同Ｃは、共謀の上、法定の除外事由がないのに、犯則嫌疑

法人の業務及び財産に関し、いずれも同法人において、本人名義の取引所為替証拠

金取引口座を開設し、取引所為替証拠金取引を行っていた顧客のＨのほか３名に対し、

そのデリバティブ取引につき、当該デリバティブ取引について生じた損失の一部を補塡

するため 

 １  平成 29 年 10 月中旬頃、犯則嫌疑法人の顧客Ｈとの間で、犯則嫌疑法人が同人に現

金 1,458 万円を支払う旨の和解契約を締結した上、同契約に基づき、同月下旬から平

成 30 年 12 月下旬までの間、複数回にわたり、同人に対し、現金合計 1,458 万円を提供

し 

 ２  平成 29 年 11 月下旬頃、犯則嫌疑法人の顧客Ⅰとの間で、犯則嫌疑法人が同人に現
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金 1,450 万円を支払う旨の和解契約を締結した上、同契約に基づき、同月下旬から平

成 30 年９月下旬までの間、複数回にわたり、同人に対し、現金合計 1,450 万円を提供

し 

 ３  平成 29 年 11 月下旬頃、犯則嫌疑法人の顧客Ｊとの間で、犯則嫌疑法人が同人に現

金 2,000 万円を支払う旨の和解契約を締結した上、同契約に基づき、同月下旬から平

成 31 年１月下旬までの間、複数回にわたり、同人に対し、現金合計 1,650 万円を提供

し 

 ４  平成 29 年 11 月下旬頃、犯則嫌疑法人の顧客Ｋとの間で、犯則嫌疑法人が同人に現

金 1,850 万円を支払う旨の和解契約を締結した上、同契約に基づき、同月下旬から平

成 31 年１月下旬までの間、複数回にわたり、同人に対し、現金合計 1,650 万円を提供

し 

たものである。 

 

【告発後の経緯】 

令和元年７月 10 日、犯則嫌疑法人、犯則嫌疑者Ａ、同Ｂ及び同Ｃが起訴された。 

令和２年２月 12 日、東京地方裁判所は、以下のような理由から、被告人Ａに懲役３年（執

行猶予５年）、被告人Ｃに懲役１年６月（執行猶予３年）の判決を言い渡し、同判決は確定し

た。 

・ 被告人両名は、合計８名の顧客に多数回にわたり合計約 7,000 万円相当の財産上の利

益及び現金を提供するなどしており、補塡額は多く、組織的かつ常習的な犯行でもある。 

・ 顧客から損失補塡を求められたというものの、そもそもはコンプライアンスよりも利益を

優先させる被告会社の経営方針に基づく不適切な勧誘、営業活動等に対する苦情が相

次ぎ、これが表沙汰となり、監督官庁から行政処分を受けたり、求めている第一種金融

商品取引業への変更登録手続に悪影響が出たりするのを防ぎたいとの思惑から、損失

補塡により顧客の苦情を抑え込もうとしたにすぎず、経緯及び動機に大きく酌むべき点

はない。 

・ 被告人Ａは、被告会社の実質的経営者として、共犯者らに対し、苦情を申し出た顧客ら

に対し損失補塡をして苦情を抑え込むよう指示しており、首謀者である。 

・ 被告人Ｃは、和解契約による損失補塡のみに関与しているところ、被告人Ａの指示に従

い、簿外資金を管理し、現金交付による損失補塡の資金を用意するなどしているが、相

応の役員報酬以外に本件により特別の利益を得たわけではなく、その役割は従属的で

ある。 

・ 他方で、被告人Ａは贖罪寄付して反省の態度を示しており、被告人Ｃは更生していく旨
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誓っていること、また、被告人らにはいずれも前科がないことなど、酌むべき事情も認め

られる。 

 

令和２年３月 30 日、東京地方裁判所は、以下のような理由から、被告会社に罰金 3,000

万円、被告人Ｂに懲役１年２月（執行猶予３年）の判決を言い渡し、同判決は確定した。 

・ 被告会社は、合計８名の顧客に対し、多数回にわたって合計約 7,000 万円相当の財産

上の利益を提供するなどした。このような多額の損失補塡は、金融商品取引市場での公

正な価格形成を歪めることや金融商品取引業者の中立性、公正性を損なうことを防止

するという、金融商品取引法が損失補塡を禁止した趣旨に著しく反するものである。 

・ また、商品差金決済取引による損失補塡においては商品差金決済取引が相対取引で

あることを悪用して顧客側に利益が発生する取引が行なわれたかのように事後的に仮

装する手法が、和解契約による損失補塡においては損失補塡の事実が発覚することを

免れるために被告人Ａが関係する会社から集めた簿外資金等を用いて現金を交付する

等の手法がそれぞれとられており、いずれも組織的かつ巧妙な態様で、悪質である。 

・ 被告人Ｂは、本件各犯行において、損失補塡をして苦情を抑え込むよう被告人Ａが指示

したことを受け、被告会社の代表取締役管理本部長として苦情を申し出た顧客に自ら直

接対応し、顧客側と損失補塡の金額及び方法等につき交渉するなどしており、いずれの

犯行においても重要かつ不可欠な役割を果たしたといえ、被告会社及び被告人Ｂの刑

事責任を軽視することはできない。 

・ 他方で、被告会社及び被告人Ｂのために酌むべき事情も存在し、被告会社は、本件に

より金融商品取引業者の登録取消し及び業務改善命令の行政処分を受け、顧客の取

引の移管などを履行して関東財務局に報告をし、確認を受けた上で、解散決議を行って

現在清算手続を進めている。 

・ 被告人Ｂは、被告会社の実質的経営者で絶大な影響力を有していた被告人Ａが決定し

た方針に従って本件各犯行に及んでいたもので、その関与は従属的であったといえる。

また、被告人Ｂは、捜査段階から事実を認め、今後は被告会社とも関係者とも関係を持

たないようにし、二度と違法行為は行わない旨述べて反省の態度を示している。 

・ さらに、被告会社及び被告人Ｂのいずれにも前科はない。 

 

②  すてきナイスグループ株式会社に係る虚偽有価証券報告書提出事件 

《附属資料３－７－３（２） 告発事件の概要一覧表（事件 202）参照》 

本件は、犯則嫌疑法人すてきナイスグループ株式会社（以下「犯則嫌疑法人」という。）の

実質的経営者であった犯則嫌疑者Ａらが共謀の上、犯則嫌疑法人の平成 27 年３月期の連
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結会計年度につき、経常損益が赤字（経常損失）であったにもかかわらず、架空売上を計上

する方法により、黒字であったなどと記載した連結損益計算書を掲載することで、重要な事

項につき虚偽の記載のある有価証券報告書を提出したものである。 

 

【調査の実施状況及び告発の状況】 

証券監視委は、本件が、金商法に違反する（第 197 条第１項第１号等 重要な事項につき

虚偽の記載のある有価証券報告書の提出）として、必要な調査を行い、令和元年８月13日、

犯則嫌疑法人１社及び犯則嫌疑者２名を横浜地方検察庁検察官に告発した。 

 

【告発の対象となった犯則事実】 

犯則嫌疑法人は、横浜市に本店を置き、建築用資材等の加工・売買等、不動産の管理・

売買・賃貸借等の業務を営む会社の事業活動を支配・管理すること等を目的とする会社であ

って、その発行する株券を株式会社東京証券取引所市場第一部に上場していたもの、犯則

嫌疑者Ａは、平成 27 年６月 26 日までは犯則嫌疑法人の実質的経営者であり、同日以降は

犯則嫌疑法人の代表取締役会長であったもの、犯則嫌疑者Ｂは、平成 22 年６月から犯則嫌

疑法人の代表取締役社長であったものであるが、犯則嫌疑者両名は、犯則嫌疑法人の取

締役であったＣと共謀の上、犯則嫌疑法人の業務に関し、平成 27 年６月 26 日、関東財務局

長に対し、犯則嫌疑法人の平成 26 年４月 1 日から平成 27 年３月 31 日までの連結会計年

度につき、営業利益が約４億 9,800 万円、経常損失が約 1,800 万円、当期純利益が約 1 億

3,500 万円であったにもかかわらず、架空売上を計上する方法により、営業利益を 10 億

1,200 万円、経常利益を４億 9,600 万円、当期純利益を４億 8,800 万円と記載した虚偽の連

結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出し、もって重要な事項につき虚偽の記載の

ある有価証券報告書を提出したものである。 

 

【告発後の経緯】 

令和元年８月 14 日、犯則嫌疑法人、犯則嫌疑者Ａ及び同Ｂが起訴され、現在、横浜地方

裁判所において公判係属中である（令和２年３月 31 日現在）。 

 

③  株式会社パルマ株券に係る内部者取引事件 

《附属資料３－７－３（２） 告発事件の概要一覧表（事件 203）参照》 

本件は、株式会社パルマ（以下「パルマ」という。）の管理部次長を務めていた犯則嫌疑者

Ａが、その職務に関し、同社の株券について、第三者割当増資を行うことを決定した旨の重

要事実を知り、あらかじめ同株券を買い付けさせることにより利益を得させる目的で、同事実
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の公表前に、知人である犯則嫌疑者Ｂに対し同事実を伝達し、犯則嫌疑者Ｂが同事実の公

表前に同株券を買い付けたものである。 

 

【調査の実施状況及び告発の状況】 

証券監視委は、本件が、金商法に違反する（第 167 条の２第１項及び同法第 166 条第３項

等 未公表の重要事実の伝達等の禁止及び会社関係者の禁止行為）として、必要な調査を

行い、令和元年 11 月１日、犯則嫌疑者２名を東京地方検察庁検察官に告発した。 

 

【告発の対象となった犯則事実】 

犯則嫌疑者Ａは、東京証券取引所マザーズ市場に株券を上場していたパルマの管理部

次長を務めていたもの、犯則嫌疑者Ｂは、Ａの知人であるが、 

第１  Ａは、平成 29 年 12 月中旬頃、その職務に関し、パルマにおいてその発行する株式を

引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨の重要事実を知り、あらかじめ

パルマの株券を買い付けさせて利益を得させる目的をもって、同重要事実の公表前で

ある同月下旬頃、Ｂに対し、同重要事実を伝達したものであり、これにより同人が、法定

の除外事由がないのに、同重要事実の公表前である平成 30 年１月上旬から同年４月

中旬までの間、証券会社を介し、東京証券取引所において、自己名義及び他人名義で、

パルマの株券合計 3,000 株を代金合計約 1,100 万円で買い付け 

第２  Ｂは、平成 29 年 12 月下旬頃、Ａから、前記重要事実の伝達を受け、法定の除外事由

がないのに、同重要事実の公表前である平成 30 年１月上旬から同年４月中旬までの間、

証券会社を介し、前記東京証券取引所において、自己名義及び他人名義で、パルマの

株券合計 3,000 株を代金合計約 1,100 万円で買い付け 

たものである。 

 

【告発後の経緯】 

令和元年 11 月７日、犯則嫌疑者Ａ及び同Ｂが起訴された。 

令和２年２月 27 日、東京地方裁判所は、以下のような理由から、被告人Ａに懲役１年６月

（執行猶予３年）、被告人Ｂに懲役１年６月（執行猶予３年）、罰金 200 万円、パルマ株券

4,800 株を没収、追徴金１,503 万円の判決を言い渡し、同判決は確定した。 

・ 被告人Ａは、パルマの管理部次長として、同社の業務等に関する重要事実を知り、その

公表前に、友人である被告人Ｂに、同社株券を買い付けさせて利益を得させる目的で、

その重要事実を伝達し、被告人Ｂは、これを受けて、その重要事実の公表前に、同社株

券合計 3,000 株を代金 1,105 万円余りで買い付けた。 
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附属資料 ３－７ 犯則事件の調査・告発等 

・ これらは利欲的な犯行である上、株式市場の信頼と公平性を害する悪質な犯行である

ため、被告人両名の刑事責任は重く、厳しい非難が向けられるべきである。 

・ 他方で、被告人両名とも、罪を認めて、反省の態度を示していること、いずれも前科がな

いこと、被告人Ｂについては、父や、妻、勤務先の上司らが監督を誓っていることなど、

被告人両名のために、それぞれ酌むことができる事情が認められることから、各懲役刑

の執行を猶予する。 

 

２．過去の告発事案に係る判決等の概要 

 

平成 30 年度までに告発した過去の告発事案について、平成 31 年４月から令和２年３月まで

に判決等が出されたものの概要は以下のとおりである。 

 

① 株式会社ダルトン株券に係る内部者取引事件 

《附属資料３－７－３（２） 告発事件の概要一覧表（事件 198）参照》 

【平成 30 年 12 月 18 日告発、被告人 A について令和元年５月 13 日判決（大阪地裁）】 

令和元年５月 13 日、大阪地方裁判所は、以下のような理由から、被告人Ａに懲役２年（執

行猶予３年）、罰金 200 万円、追徴金約 6,866 万 7,500 円の判決を言い渡し、同判決は確定

した。 

・ 被告人Ａは、証券会社に勤める友人被告人Ｂから情報提供を受け、ダルトン株券 29 万

6,000 株を合計 5,326 万 8,100 円で買い付け、全株券を売却し合計 6,866 万 7,500 円を

得ており、その不正に買い付けた株式の数及び額は、インサイダー取引の事案としては

比較的大きな規模であり、証券市場の公正さを害し、市場に対する信頼を損なったとい

える。 

・ 被告人Ａは、証券会社の従業員である被告人Ｂから株取引に関する情報提供を受けた

り相談したりする中で、同人から本件のインサイダー情報の提供を受けたが、その情報

が関係者でなければ知り得ない情報であることを明確に認識した上で、自らインサイダ

ー取引の規模を大きくし、現実に多額の利益を得ており、相応の非難が妥当する。 

・ 他方で、同種事案の量刑傾向を踏まえると、実刑を科すほどの事案とはいえず、被告人

Ａは罪を認め、今後は株取引に関わらない旨誓っており、前科前歴もないことなどを考

慮し、懲役刑の執行を猶予するのが相当である。 

 

  なお、被告人Ｂについては、大阪地方裁判所にて公判係属中である（令和２年３月 31 日

現在）。 
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附属資料 ３－７ 犯則事件の調査・告発等 

② ＬＣホールディングス株式会社株券に係る内部者取引事件（２） 

《附属資料３－７－３（２） 告発事件の概要一覧表（事件 196）参照》 

【平成 30 年 11 月 13 日告発、令和元年７月 26 日判決（東京地裁）】 

令和元年７月 26 日、東京地方裁判所は、以下のような理由から、被告人Ａに懲役１年６月

（執行猶予３年）、被告人Ｂに懲役１年６月（執行猶予３年）、罰金 200 万円、ＬＣホールディン

グス株券 1 万 2,000 株を没収、追徴金 1,715 万 5,000 円の判決を言い渡し、同判決は確定し

た。 

・ 被告人Ｂが買い付けた株式数や買付金額、同社株の取引規模全体などに照らすと、本

件は証券市場の公正性や健全性並びに証券市場に対する一般投資家の信頼を大きく

損なった悪質な犯行といえる。 

・ 被告人Ａは、自ら役員を務めていた会社が他社との資本業務提携を実現するためには

株価を買い支える必要があるとの思いに駆られた犯行であり、被告人Ｂにおいては実の

親である被告人Ａからの依頼を安易に受けた受動的な犯行であるものの、被告人Ａには

被告人Ｂに利益を得させる目的もあり、実際、被告人Ｂは、本件犯行によって得た株式

の売却によって相当額の利益を得ていることから、両名ともに非難を免れない。 

・ 他方で、被告人両名に前科前歴がなく、本件の発覚を契機にそれぞれに役職を辞する

などしていることなどを考慮すると、懲役刑の執行を猶予するのが相当である。 

 

③ 株式会社ソルガム・ジャパン・ホールディングスに係る虚偽有価証券報告書提出事件 

《附属資料３－７－３（２） 告発事件の概要一覧表（事件 200）参照》 

【平成 31 年３月 20 日告発、令和元年８月６日判決（東京地裁）】 

令和元年８月６日、東京地方裁判所は、以下のような理由から、被告会社に罰金 1,000 万

円、被告人Ａに懲役２年（執行猶予３年）、被告人Ｂに懲役１年６月（執行猶予３年）、被告人Ｃ

に懲役１年６月（執行猶予３年）の判決を言い渡し、同判決は確定した。 

・ 被告人３名は、被告会社が平成 29 年３月期の営業利益又は営業活動によるキャッシ

ュ・フローが黒字でなければ上場廃止となることから、調達した資金を循環させて販売代

金の回収を偽装し、虚偽の連結キャシュ・フロー計算書を掲載した有価証券報告書を提

出し、その結果、被告会社は当分の間上場廃止を免れており、本件の虚偽記載は投資

者の判断に極めて重大な影響を与える事項に対するものである。 

・ 被告人の中では、特に被告人Ａは犯行を主導しており、刑事責任が重いと考える。 

・ 他方で、被告会社及び被告人らに前科はなく、各被告人が反省の情を述べていることを

考慮し、被告人３名に対し、懲役刑の執行を猶予する。 

 

④ アーツ証券株式会社ほかによる診療報酬債権等流動化債券に係る偽計事件 

《附属資料３－７－３（２） 告発事件の概要一覧表（事件 187、188）参照》 
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附属資料 ３－７ 犯則事件の調査・告発等 

【平成 29 年３月６日及び同月 27 日告発、令和元年９月 18 日判決（東京高裁）】 

 平成 31 年３月 18 日、千葉地方裁判所は、被告人に、懲役４年の判決を言い渡したのに対

し、被告人は控訴していた。 

令和元年９月 18 日、東京高等裁判所は、被告人について、原判決の量刑判断に誤りはな

く、量刑が重過ぎて不当であるとはいえないとして、被告人の控訴を棄却し、同判決は確定し

た。 

 

⑤ 株式会社ストリーム株券に係る相場操縦事件（１） 

《附属資料３－７－３（２） 告発事件の概要一覧表（事件 190）参照》 

【平成 29 年 11 月 21 日告発、令和２年１月 14 日判決(東京地裁)】 

令和２年１月 14 日、東京地方裁判所は、以下のような理由から、被告人に、懲役１年８月、

罰金 2,000 万円、追徴金３億 7,280 万 1,332 円の判決を言い渡した。 

・ 本件は、種玉や取引資金を提供する首謀者側や、株取引を熟知する仕手筋側など多数

の者が協力し合い、19 取引日にわたり、大口の馴合売買や買い上がり買い付け等様々

な手法を執拗に繰り返して株価を吊り上げた相場操縦の事案であり、本件各犯行は組

織性が高く、手口も巧妙である。 

・ 被告人らは、最終的には、株価を 410 円から 1,510 円まで高騰させており、証券市場に

おける公正な価格形成を大きく阻害し、一般投資家の判断を誤らせて損失を被らせる危

険に晒したのであり、結果は重い。 

・ 被告人は、他の共犯者と比べても継続的かつ多数回にわたり相場操縦行為を行い、本

件において重要かつ不可欠な役割を果たしており、本件各犯行により、口座名義人から

の報酬を含め相当額の利益を得ている。 

・ 被告人は、前刑執行終了後から２年足らずで本件に及んでおり、規範意識が鈍磨してい

るといわざるを得なく、本件の首謀者ではないことを踏まえても、刑事責任は相応に重く、

被告人が、概ね事実を認めて反省の弁を述べ、事案の解明に協力していること、妻が出

廷し、被告人の更生に助力する旨述べていることなど、酌むべき事情を十分に考慮して

も、実刑は免れない。 

 

なお、被告人は控訴し、東京高等裁判所にて公判係属中である（令和２年３月 31 日現在）。 

 

⑥ 株式会社アサツーディ・ケイ株券に係る内部者取引事件 

《附属資料３－７－３（２） 告発事件の概要一覧表（事件 194）参照》 

【平成 30 年 10 月 30 日告発、令和元年９月 12 日判決(東京高裁)及び令和２年３月 30 日決

定（最高裁）】 
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平成 31 年２月 27 日、東京地方裁判所が被告人に懲役２年（執行猶予４年）、罰金 200 万

円、追徴金 9,612 万 1,000 円の判決を言い渡したのに対し、被告人は控訴していた。 

令和元年９月 12 日、東京高等裁判所は、原判決に不合理な点はなく、被告人の刑事責任

を軽視することは許されず、被告人のために酌むべき事情を十分に考慮して検討しても、原

判決の量刑が重過ぎて不当であるといえないとして、被告人の控訴を棄却した。 

令和２年３月 30 日、最高裁判所は、上告趣意について、憲法違反をいう点を含め、実質は

単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑訴法 405 条の上告理由に当たら

ないとして、被告人の上告を棄却し、同判決は確定した。 

 

⑦ 株式会社ストリーム株券に係る相場操縦事件（２） 

《附属資料３－７－３（２） 告発事件の概要一覧表（事件 191）参照》 

【平成 29 年 11 月 27 日告発、令和２年３月 31 日判決(東京地裁)】 

令和２年３月 31 日、東京地方裁判所は、以下のような理由から、被告人に懲役３年（執行

猶予５年）、罰金 4,000 万円、追徴金３億 7,280 万 1,332 円の判決を言い渡した。 

・ 被告人らは、平成 26 年２月から同年７月までの間、前後 19 取引日にわたり、多数の証

券口座を用いて、相互に連携しながら大口の馴合売買や買い上がり買付け等、様々な

手法を執拗に繰り返したもので、高度に組織的かつ常習的な犯行である。 

・ 本件各犯行により、最終的に株価は 410 円から 1,510 円まで高騰し、証券市場における

公正な価格形成が大きく阻害され、一般投資家の判断を誤らせて損失を被らせる危険

に晒したのであり、厳しい非難を免れない。 

・ 被告人は、各馴合売買における売付けを繰り返して株価の上昇に大きく寄与するなど、

本件各犯行において重要な役割を果たし、結果として多額の利益を得ているのであって、

その刑事責任は重い。 

・ 他方で、被告人が本件の首謀者とは認められず、被告人に前科はないことも踏まえると、

本件が直ちに実刑を免れない事案であるとまではいえない。 

 

なお、被告人は控訴し、東京高等裁判所にて公判継続中である（令和２年３月 31 日現在）。 
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３．告発実施状況 

（１） 告発件数等一覧表 

区分 4～26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 合計 

告発 

件数 
173 ８ ７ ４ ８ ３ 203 

告発 

人数 
499 16 17 11 17 ９ 569 

（２） 告発事件の概要一覧表（平成 26 年４月～令和２年３月） 

事

件 

告発 

年月日 
関係条文 事 件 の 概 要 判    決 

168 

 

平成 

26.６.16 

金商法第 197

条第１項第１

号等 

（虚偽の有価

証 券 報 告 書

の提出） 

㈱インデックスは、架空売上を計上する

などの方法により、虚偽の記載のある連

結損益計算書等を掲載した有価証券報

告書を提出した。 

 

（嫌疑者）当該会社 

      当該会社取締役会長 

      当該会社代表取締役社長 

 

28.６.14（東京地裁） 

当該会社取締役会長 

懲役３年（執行猶予４年） 

当該会社代表取締役社長 

懲役３年（執行猶予４年） 

29.11.７（東京高裁） 

当該会社取締役会長    控訴棄却 

当該会社代表取締役社長 控訴棄却 

公判係属中（最高裁） 

169 

 

26.８.８ 金商法第 158

条等 

（偽計） 

井上工業㈱は、アップル有限責任事業

組合を割当先とする第三者割当増資に

つき、その払込みを仮装した上、その情

を秘し、新株式発行増資の払込金として

全額の払込みが完了した旨の虚偽の事

実を公表した。 

 

（嫌疑者）会社員 

26.10.21（東京地裁） 

懲役２年（執行猶予３年） 

（確定） 

170 26.10.７ 

 

金商法第 159

条第２項第１

号等 

（相場操縦） 

財産上の利益を得る目的で、㈱オリエン

トコーポレーションほか３銘柄の相場を

変動させることを目的とした見せ玉手法

等を行い、当該変動させた相場により、

各株券の売買を行った。 

 

（嫌疑者）無職 

会社員 

27.10.22（東京地裁） 

無職   懲役２年６月（執行猶予４年） 

罰金 250 万円 

会社員  懲役２年６月（執行猶予４年） 

罰金 250 万円 

上記被告人２名から連帯して追徴金約３億

9,039 万円 

（いずれも確定） 

171 26.12.19 

 

金商法第 159

条第１項第１

号等 

（相場操縦） 

財産上の利益を得る目的で、㈱ｆｏｎｆｕｎ

の株価を高騰させることを目的とした買

い上がり買付け、仮装売買等を行った。 

 

（嫌疑者）無職 

27.４.14（神戸地裁） 

懲役２年８月  

罰金 500 万円 

追徴金約 3,291 万円 

（確定） 
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事

件 

告発 

年月日 
関係条文 事 件 の 概 要 判    決 

172 27.２.２ 金商法第 197

条第１項第１

号等 

（虚偽の有価

証 券 報 告 書

の提出） 

㈱太陽商会（当時：㈱NowLoading）は、

架空売上を計上するなどの方法により、

虚偽の記載のある連結損益計算書等を

掲載した有価証券報告書を提出した。 

 

（嫌疑者）当該会社 

      当該会社代表取締役 

      当該会社取締役 

27.８.４（東京地裁） 

当該会社代表取締役 

懲役２年６月（執行猶予４年） 

当該会社取締役  

懲役４年６月 

27.12.９（東京高裁） 

当該会社取締役 控訴棄却 

（いずれも確定） 

173 27.３.24 金商法第 167

条第３項等 

（内部者取引） 

豊田通商㈱が㈱トーメンエレクトロニクス

株券の公開買付けを行うことについての

伝達を受け、公表前に同社株券を買い

付けた。 

 

（嫌疑者）会社役員（２名） 

  

27.８.18（東京地裁） 

会社役員 懲役１年６月（執行猶予３年） 

罰金 100 万円 

追徴金約 1,642 万円 

27.11.25（東京地裁） 

会社役員 懲役１年６月（執行猶予３年） 

罰金 100 万円 

追徴金約 3,284 万円 

（いずれも確定） 

174 27.６.２ 金商法第 166

条第３項等 

（内部者取引） 

㈱ジアースが㈱ドン・キホーテないしそ

の子会社を割当先とする第三者割当増

資を行う旨の重要事実の伝達を受け、

公表前にジアース株券を買い付けた。 

 

（嫌疑者）会社役員 

27.９.14（千葉地裁） 

懲役３年（執行猶予４年）  

罰金 400 万円 

当該会社株券 7,800 株没収 

追徴金約２億 5,752 万円 

（確定） 

175 27.６.15 金商法第 158

条等 

（偽計） 

石山 Gateway Holdings㈱は、同社及び

同社の連結子会社が国内事業会社に

バイオディーゼル発電機の販売設置を

した事実がないにもかかわらず、当初予

想では見込んでいなかった当該発電機

の販売設置等により、売上が計上される

見込みであることなどから、連結業績予

想を上方修正する旨の虚偽の内容を含

む公表を行った。 

 

（嫌疑者）当該会社 

      当該会社代表取締役 

      当該会社取締役 

28.２.23（東京地裁） 

当該会社 罰金 1,000 万円 

当該会社代表取締役 

懲役３年（執行猶予４年） 

罰金 500 万円 

追徴金約２億 3,677 万円 

当該会社取締役 

懲役１年６月（執行猶予４年） 

罰金 200 万円 

追徴金約 4,811 万円 

（いずれも確定） 

（注）176 号事件と一括審理 

176 27.７.３ 金商法第 197

条第１項第１

号等 

（虚偽の有価

証 券 報 告 書

の提出） 

石山 Gateway Holdings㈱は、架空売上

を計上するなどの方法により、虚偽の記

載のある連結損益計算書を掲載した有

価証券報告書を提出した。 

 

（嫌疑者）当該会社 

      当該会社代表取締役 

      当該会社取締役 

28.２.23（東京地裁） 

当該会社 罰金 1,000 万円 

当該会社代表取締役 

懲役３年（執行猶予４年） 

罰金 500 万円 

追徴金約２億 3,677 万円 

（いずれも確定） 

（注）175 号事件と一括審理 
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附属資料 ３－７ 犯則事件の調査・告発等 

事

件 

告発 

年月日 
関係条文 事 件 の 概 要 判    決 

177 27.10.23 証取法第 197

条第１項第１

号等 

（虚偽の有価

証 券 報 告 書

の提出） 

オリンパス㈱が、損失を抱えた金融商品

を簿外処理するとともに架空ののれん

代を計上するなどの方法により、虚偽の

記載のある連結貸借対照表を掲載した

有価証券報告書を提出（４期）した際、簿

外損失を管理するためのファンド等の維

持管理を行うなどしてこれを幇助した。 

 

（嫌疑者）会社経営者 

28.10.13（東京地裁） 

懲役１年６月（執行猶予３年） 

罰金 500 万円 

（確定） 

 

178 27.12.４ 金商法第 159

条第２項第１

号等 

（相場操縦） 

財産上の利益を得る目的で、新日本理

化㈱の株価の高値形成を図り、同株券

の売買を誘引する目的をもって、高指値

の買い注文を発注して株価を引き上げ

るなどの方法により、同株券の売買等が

繁盛であると誤解させ、かつ、同株券の

相場を変動させるべき一連の売買及び

委託をし、当該上昇させた株価により同

株券の売買を行った。 

 

（嫌疑者）無職（２名） 

      大学教員 

29.１.18（東京地裁） 

無職  死亡による公訴棄却 

 

30.３.22（東京地裁） 

大学教員 懲役２年６月（執行猶予４年） 

罰金 1,000 万円 

追徴金約 26 億 5,864 万円 

公判係属中（東京高裁） 

（注）180 号事件と一括審理 

179 27.12.８ 金商法第 166

条第３項等 

（内部者取引） 

石山 Gateway Holdings㈱が粉飾決算を

したとする金商法違反の嫌疑事実により

証券監視委の強制調査を受けた旨の重

要事実の伝達を受け、公表前に同社株

券を売り付けた。 

 

（嫌疑者）会社役員 

28.２.26（東京地裁） 

懲役２年（執行猶予４年） 

罰金 200 万円 

追徴金約 3,649 万円 

（確定） 

180 27.12.24 ① 金 商 法 第

158 条等 

（ 風 説 の 流

布、偽計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 金 商 法 第

27 条の 23 第

１項等 

（大量保有報

告 書 の 不 提

出） 

① 財産上の利益を得る目的で、新日

本理化㈱及び明和産業㈱の株券の

売買のため及び各株券の相場の変動

を図る目的をもって、インターネット上

のウェブサイトに株価が大きく上昇す

る可能性がある旨の虚偽の情報等を

記載し、風説を流布するとともに偽計

を用いて相場を変動させた上、当該

変動させた相場により、各株券の売買

を行った。 

 

（嫌疑者）無職 

大学教員 

 

② 上記売買の過程において発行済株

式総数の５％を超える株式を保有す

るに至ったにもかかわらず、大量保有

報告書を提出しなかった。 

 

（嫌疑者）無職 

29.１.18（東京地裁） 

無職  死亡による公訴棄却 

 

30.３.22（東京地裁） 

大学教員 懲役２年６月（執行猶予４年） 

罰金 1,000 万円 

追徴金約 26 億 5,864 万円 

公判係属中（東京高裁） 

（注）178 号事件と一括審理 
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附属資料 ３－７ 犯則事件の調査・告発等 

事

件 

告発 

年月日 
関係条文 事 件 の 概 要 判    決 

181 28.３.28 金商法第 197

条第１項第１

号等 

（虚偽の有価

証 券 報 告 書

の提出） 

グローバルアジアホールディングス㈱

（当時：㈱プリンシバル・コーポレーショ

ン）は、架空資産を計上する方法によ

り、虚偽の記載のある連結貸借対照表

を掲載した有価証券報告書を提出した。 

 

（嫌疑者）当該会社 

      当該会社代表取締役 

30.５.30（東京地裁） 

当該会社代表取締役 

懲役２年（執行猶予４年） 

30.９.12 控訴取下 

（確定） 

182 28.６.14 金商法第 159

条第１項第１

号 

同条第３項等 

（相場操縦、

相場固定） 

夢の街創造委員会㈱の株価の高値形

成を図ろうと企て、買い上がり買付けや

仮装売買等を行うとともに、同社の株価

を信用取引に係る追加保証金の発生し

ない価格に維持しようと企て、買い上が

り買付けや下値支え等を行った。 

 

（嫌疑者）当該会社特別顧問 

      会社役員 

      証券会社社員 

29.３.28（東京地裁） 

当該会社特別顧問 

懲役３年（執行猶予４年） 

罰金 2,000 万円 

追徴金約１億 2,928 万円 

30.５.８（東京高裁） 

当該会社特別顧問 控訴棄却 

30.９.26（最高裁） 

当該会社特別顧問 上告棄却 

（確定） 

183 28.８.１ 金商法第 166

条第１項第１

号 

同法第 167 条

の２第１項等 

（内部者取引） 

㈱ALBERT の経常利益について、直近

に公表された予想値と比較して、新たに

算出した予想値に差異が生じたこと（重

要事実）を知り、公表前に、同社株券を

売り付けるとともに、損失の発生を回避

させる目的をもって同事実を伝達した。 

 

（嫌疑者）当該会社取締役 

28.11.１（東京地裁） 

懲役２年（執行猶予３年） 

罰金 200 万円 

（確定） 

184 28.８.22 証取法第 159

条第１項等 

（相場操縦） 

オー・エイチ・ティー㈱の株価の高値形

成を図ろうと企て、買い上がり買付けや

仮装売買等を行った。 

 

（嫌疑者）弁護士 

29.６.26（さいたま地裁） 

懲役２年６月（執行猶予４年） 

罰金 300 万円 

追徴金約４億 9,756 万円 

（確定）（注）185 号事件と一括審理 

185 28.10.11 証取法第 159

条第１項等 

（相場操縦） 

オー・エイチ・ティー㈱の株価の高値形

成を図ろうと企て、買い上がり買付けや

仮装売買等を行った。 

 

（嫌疑者）弁護士 

29.６.26（さいたま地裁） 

懲役２年６月（執行猶予４年） 

罰金 300 万円 

追徴金約 4 億 9,756 万円 

（確定） 

（注）184 号事件と一括審理 

186 28.12.７ 金商法第 167

条第３項等 

（内部者取引） 

緑㈱がスターホールディングス㈱株券の

公開買付けを行うことについての伝達を

受け、公表前に同社株券を買い付けた。 

 

（嫌疑者）無職 

29.３.27（横浜地裁） 

懲役１年６月（執行猶予３年） 

罰金 100 万円 

追徴金約 3,623 万円 

（確定） 
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附属資料 ３－７ 犯則事件の調査・告発等 

事

件 

告発 

年月日 
関係条文 事 件 の 概 要 判    決 

187 29.３.６ 金商法第 158

条等 

（偽計） 

レセプト債の販売に当たり、販売証券会

社に対し、同債券の裏付資産を実際より

も過大に計上した虚偽の運用実績報告

書を交付するなどして虚偽の説明をした

上、情を知らない販売証券会社の従業

員らに、顧客に対し、同債券が安全性の

高い金融商品である旨を内容とする提

案書を交付させるなどして、同債券の勧

誘をさせた。 

 

（嫌疑者）アーツ証券㈱ 

      同証券会社代表取締役 

      同証券会社取締役 

      ㈱オプティファクター 

同社代表取締役 

30.３.23（千葉地裁） 

当該会社代表取締役 懲役４年 

30.10.９（東京高裁） 

当該会社代表取締役 控訴棄却 

30.11.20（最高裁） 

当該会社代表取締役 上告取下 

 

31.３.18（千葉地裁） 

当該証券会社代表取締役 懲役４年 

１.９.18（東京高裁） 

当該証券会社代表取締役 控訴棄却 

（いずれも確定） 

（注）188 号事件と一括審理 

188 29.３.27 金商法第 158

条等 

（偽計） 

レセプト債の販売に当たり、販売証券会

社に対し、同債券の裏付資産を実際より

も過大に計上した虚偽の運用実績報告

書を交付するなどして虚偽の説明をした

上、情を知らない販売証券会社の従業

員らに、顧客に対し、同債券が安全性の

高い金融商品である旨を内容とする提

案書を交付させるなどして、同債券の勧

誘をさせた。 

 

（嫌疑者）アーツ証券㈱ 

      同証券会社代表取締役 

      同証券会社取締役 

      ㈱オプティファクター 

      同社代表取締役 

30.３.23（千葉地裁） 

当該会社代表取締役 懲役４年 

30.10.９（東京高裁） 

当該会社代表取締役 控訴棄却 

30.11.20（最高裁） 

当該会社代表取締役 上告取下 

 

31.３.18（千葉地裁） 

当該証券会社代表取締役 懲役４年 

１.９.18（東京高裁） 

当該証券会社代表取締役 控訴棄却 

（いずれも確定） 

（注）187 号事件と一括審理 

189 29.６.27 金商法第 167

条第３項 

同法第 167 条

の２第２項等 

（内部者取引） 

㈱卑弥呼株券について、公開買付けの

実施に関する事実の伝達を受け、同事

実の公表前に、利益を得させる目的をも

って同事実を伝達し、伝達を受けた者が

同社株券を買い付けた。 

 

（嫌疑者）会社役員 

      当該会社取締役 

29.12.18（大阪地裁） 

会社役員 懲役２年（執行猶予３年） 

罰金 200 万円 

追徴金 4,507 万 8,000 円 

当該会社取締役 

懲役１年６月（執行猶予３年） 

罰金 100 万円 

追徴金 180 万円 

30.５.11（大阪高裁） 

会社役員      控訴棄却 

当該会社取締役 控訴棄却 

30.９.３（最高裁） 

会社役員       上告棄却 

当該会社取締役 上告棄却 

（いずれも確定） 
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附属資料 ３－７ 犯則事件の調査・告発等 

事

件 

告発 

年月日 
関係条文 事 件 の 概 要 判    決 

190 29.11.21 金商法第 159

条第１項第１

号等 

（相場操縦） 

㈱ストリーム株券の株価の高値形成を

図ろうと企て、連続した買い上がり買付

け及び下値支え買い注文等の方法で株

価の変動操作を行うとともに、仮装売買

及び馴合売買を行った。 

 

（嫌疑者）無職 

      会社員 

      会社役員 

２.１.14（東京地裁） 

  会社員 懲役１年８月 

罰金 2,000 万円 

追徴金３億 7,280 万 1,332 円 

公判係属中（東京高裁） 

無職   公判係属中（東京地裁） 

 

（注）191 号事件と一括審理 

191 29.11.27 金商法第 159

条第１項第１

号等 

（相場操縦） 

㈱ストリーム株券の株価の高値形成を

図ろうと企て、連続した買い上がり買付

け及び下値支え買い注文等の方法で株

価の変動操作を行うとともに、仮装売買

及び馴合売買を行った。 

 

（嫌疑者）会社役員（２名） 

      無職 

      投資業 

２.３.31（東京地裁） 

会社役員 懲役３年（執行猶予５年） 

罰金 4,000 万円 

追徴金３億 7,280 万 1,332 円 

公判係属中（東京高裁） 

 

（注）190 号事件と一括審理 

192 30.１.25 金商法第 166

条第１項第１

号等 

（内部者取引） 

東芝テック㈱が特別損失を計上すること

により業務遂行の過程で生じた損害が

発生した旨の同社の業務等に関する重

要事実を知り、同事実の公表前に、同社

株券を売り付けた。 

 

（嫌疑者）当該会社社員 

      医師 

30.６.８（東京地裁） 

当該会社社員 懲役２年（執行猶予４年） 

罰金 200 万円 

医師       懲役１年６月 

（執行猶予３年） 

罰金 200 万円 

上記被告人２名から連帯して追徴金 7,178

万円 

（いずれも確定） 

193 30.６.18 金商法第 166

条第１項第１

号 

同法第 167 条

の２第１項等 

（内部者取引） 

スミダコーポレーション㈱が１株あたりの

期末配当額を従前の予想値よりも増額

する旨の同社の業務等に関する重要事

実を知り、同事実の公表前に同社株券

を買付けるとともに、利益を得させる目

的をもって関係者に取引を推奨し、関係

者が同社株券を買い付けた。 

 

（嫌疑者）当該会社社外取締役 

30.11.６（東京地裁） 

懲役２年６月（執行猶予５年） 

罰金 200 万円 

追徴金１億 540 万 300 円 

（確定） 

194 30.10.30 金商法第 167

条第１項第６

号 

同法第 167 条

の２第２項等 

（内部者取引） 

㈱アサツーディ・ケイ株券について、公

開買付けの実施に関する事実を知り、

同事実の公表前に同社株券を買い付け

るとともに、利益を得させる目的をもって

知人に取引を推奨し、さらに、同事実を

伝達し、知人が同事実の公表前に同社

株券を買い付けた。 

 

（嫌疑者）当該会社執行役員 

31.２.27（東京地裁） 

懲役２年（執行猶予４年） 

罰金 200 万円 

追徴金 9,612 万 1,000 円 

１.９.12（東京高裁） 

控訴棄却 

２.３.30（最高裁） 

上告棄却 

（確定） 
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附属資料 ３－７ 犯則事件の調査・告発等 

事

件 

告発 

年月日 
関係条文 事 件 の 概 要 判    決 

195 30.11.13 金商法第 166

条第１項第１

号等 

（内部者取引） 

㈱ロジコム株券について、第三者割当

増資を行うことを決定した旨及び㈱ダヴ

ィンチ・ホールディングスとの業務提携を

実施する旨の同社の業務等に関する重

要事実を知り、同事実の公表前に同社

株券を買い付けた。 

 

（嫌疑者）当該会社代表取締役 

31.２.26（東京地裁） 

懲役２年６月（執行猶予４年） 

罰金 200 万円 

当該会社株券１万 8,600 株没収 

追徴金 2,547 万円 

（確定） 

196 30.11.13 金商法第 167

条の２第１項 

同法第 166 条

第３項等 

（内部者取引） 

㈱ロジコム株券について、第三者割当

増資を行うことを決定した旨及び㈱ダヴ

ィンチ・ホールディングスとの業務提携を

実施する旨の同社の業務等に関する重

要事実を知り、同事実の公表前に利益

を得させる目的をもって同事実を伝達

し、伝達を受けた者が同社株券を買い

付けた。 

 

（嫌疑者）当該会社社外取締役 

      会社役員 

１.７.26（東京地裁） 

当該会社社外取締役 

懲役１年６月（執行猶予３年） 

会社役員  

懲役１年６月（執行猶予３年） 

罰金 200 万円 

当該会社株券１万 2,000 株没収 

追徴金 1,715 万 5,000 円 

（いずれも確定） 

197 30.12.10 金商法第 197

条第１項第１

号等 

（虚偽の有価

証 券 報 告 書

の提出） 

日産自動車㈱は、役員が受ける報酬等

の対価の一部を隠ぺいして、実際よりも

少ない額を「役員ごとの連結報酬等の総

額等」欄に記載し、重要な事項につき虚

偽のある有価証券報告書を提出した。 

 

（嫌疑者）当該会社 

      当該会社代表取締役会長 

      当該会社代表取締役 

公判係属中（東京地裁） 

198 30.12.18 金商法第 167

条第３項 

同法第 167 条

の２第２項等 

（内部者取引） 

㈱ダルトン株券について、公開買付けの

実施に関する事実の伝達を受け、同事

実の公表前に、利益を得させる目的をも

って同事実を伝達し、伝達を受けた者が

同社株券を買い付けた。 

 

（嫌疑者）無職 

      証券会社社員 

１.５.13（大阪地裁） 

 無職 懲役２年（執行猶予３年） 

     罰金 200 万円 

     追徴金 6,866 万 7,500 円 

（確定） 

 

証券会社社員 公判係属中（大阪地裁） 

 

199 31.１.10 金商法第 197

条第１項第１

号等 

（虚偽の有価

証 券 報 告 書

の提出） 

日産自動車㈱は、役員が受ける報酬等

の対価の一部を隠ぺいして、実際よりも

少ない額を「役員ごとの連結報酬等の総

額等」欄に記載し、重要な事項につき虚

偽のある有価証券報告書を提出した。 

 

（嫌疑者）当該会社 

      当該会社代表取締役会長 

      当該会社代表取締役 

公判係属中（東京地裁） 
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附属資料 ３－７ 犯則事件の調査・告発等 

事

件 

告発 

年月日 
関係条文 事 件 の 概 要 判    決 

200 31.３.20 金商法第 197

条第１項第１

号等 

（虚偽の有価

証 券 報 告 書

の提出） 

㈱ソルガム・ジャパン・ホールディングス

は、営業キャッシュ・フローを黒字に偽装

する方法により、虚偽の記載のある連結

キャッシュ・フロー計算書を掲載した有価

証券報告書を提出した。 

 

（嫌疑者）当該会社 

      当該会社実質的経営者 

      当該会社代表取締役 

      当該会社取締役管理部長 

１.８.６（東京地裁） 

当該会社 罰金 1,000 万円 

当該会社実質的経営者 

懲役２年（執行猶予３年） 

当該会社代表取締役 

懲役１年６月（執行猶予３年） 

当該会社取締役管理部長 

懲役１年６月（執行猶予３年） 

（いずれも確定） 

201 令和 

１.７.９ 

金商法第 39

条第１項第２

号等 

（損失補塡） 

東郷証券㈱は、取引所為替証拠金取引

について生じた顧客の損失を、和解契

約による現金の提供等により損失補填

した。 

 

（嫌疑者）当該会社 

      当該会社取締役（当該会社 

実質的経営者） 

当該会社代表取締役管理本部長 

当該会社顧問 

２.２.12（東京地裁） 

当該会社取締役 

懲役３年（執行猶予５年） 

当該会社顧問 

懲役１年６月（執行猶予３年） 

２.３.30（東京地裁） 

当該会社 罰金 3,000 万円 

当該会社代表取締役管理本部長 

懲役１年２月（執行猶予３年） 

（いずれも確定） 

202 １.８.13 金商法第 197

条第１項第１

号等 

（虚偽の有価

証 券 報 告 書

の提出） 

すてきナイスグループ㈱は、架空売上を

計上する方法により、虚偽の記載のある

連結損益計算書を掲載した有価証券報

告書を提出した。 

 

（嫌疑者）当該会社 

当該会社代表取締役会長 

当該会社代表取締役社長 

公判係属中（横浜地裁） 

203 １.11.１ 金商法第 167

の２第１項 

同法第 166 条

第３項等 

（内部者取引） 

㈱パルマ株券について、同社の発行す

る株式を引き受ける者の募集を行うこと

についての決定をした旨の同社の業務

等に関する重要事実を知り、同事実の

公表前に利益を得させる目的をもって同

事実を伝達し、伝達を受けた者が同社

株券を買い付けた。 

 

（嫌疑者）当該会社管理部次長 

      会社員 

２.２.27（東京地裁） 

当該会社管理部次長 

懲役１年６月（執行猶予３年） 

会社員   懲役１年６月（執行猶予３年） 

罰金 200 万円 

当該会社 株券 4,800 株没収 

追徴金１,503 万円 

（いずれも確定） 

※関係条文、肩書きは、犯則行為時点のもの。 
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附属資料 ３－８ 建議実施状況等 

 

３－８ 建議実施状況等 

１．建議実施状況一覧表 

（単位：件） 

年度 
平成 

４～26 

平成 

27 

平成 

28 

平成 

29 

平成 

30 

令和

元 
合計 

件  数 24 ０ ０ ０ ２ ０ 26 

 

２．建議案件の概要一覧表 

建 議 

年月日 
建   議   の   内   容 措 置 の 状 況 

 

6.6.14 

 

重要な事項につき虚偽記載のある有価証券報告書の
提出の嫌疑に係る犯則事件の調査の結果、店頭売買有
価証券の登録審査について問題点が認められたので、
日本証券業協会の店頭売買有価証券の登録に関する
規則等について、会員証券会社等による厳正かつ深度
ある登録審査を確保し、投資者保護に十全を期する観
点から、必要かつ適切な措置を講ずるよう建議した。 

 

 

日本証券業協会は、登録審
査に関し、①証券会社と公認会
計士等との十分な連携、②審査
項目の見直し、③申請会員と協
会の連携等の改善策を講じてい
る。 

 

9.12.24 

 

大手証券会社による損失補てん事件について、犯則
事件の調査等を行った結果、法令遵守のための内部管
理に関して問題点が認められたので、委託注文と自己
の計算による取引の区分の制度化等、法令遵守のため
の内部管理体制の充実・強化の観点から、必要かつ適
切な措置を講ずるよう建議した。 

 

 

各証券取引所では、株式の売
買等について、証券会社に対し
て自己・委託の別の入力を義務
付ける措置を講じ、実施済であ
る。 

 

11.12.21 

 

日本長期信用銀行及び日本債券信用銀行の有価証
券報告書の虚偽記載に関し、犯則事件の調査を行った
結果、銀行が提出する財務諸表について問題点が認め
られたので、銀行・信託業等における担保資産の開示、
関連当事者との取引の十分な開示の観点から、必要か
つ適切な措置を講ずるよう建議した。 

 

 

大蔵省は、ガイドラインを改正
し、銀行業等を営む会社の財務
諸表における担保資産の注記を
義務付けるとともに、全銀協等
は、会員に関連当事者との取引
の開示を徹底することを通知し
た。 

 

 

12.3.24 

 

証券会社の検査を行った結果、証券投資信託の償還
乗換えの際の優遇措置の未利用取引、同一外貨建て商
品間の売買に係る不適正な取扱いという営業姿勢に関
する問題点が認められたので、顧客に対する誠実かつ
公正な業務の執行の観点から、必要かつ適切な措置を

 

金融監督庁は、日本証券業
協会に対し会員に不適正な投資
勧誘について周知・指導の徹底
を要請する旨の文書を発出する
とともに、財務局ほか関係先に
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附属資料 ３－８ 建議実施状況等 

 

建 議 

年月日 
建   議   の   内   容 措 置 の 状 況 

講ずるよう建議した。 も通知した。 

 

15.4.22 

 

証券会社の検査を行った結果、①発行会社の既発債
の市場における流通利回りが大幅に上昇している状況
下における普通社債の個人投資家向けの募集の取扱
い、②対象株式の株価が大幅に下落している状況下に
おける他社株券償還特約付社債券の個人投資家向け
の売出しに関して証券会社の営業姿勢に問題点が認め
られたので、これらを取得する個人投資家を保護するた
めのルールの整備を建議した。 

 

金融庁は、行為規制府令を改
正し、証券会社の業務の状況に
つき是正を加えることが必要な
場合として、「募集期間中または
売出期間中に生じた投資判断に
影響を及ぼす重要な事象につい
て、個人の顧客に対して説明を
行っていない状況」を追加すると
ともに、事務ガイドラインに具体
的なケースを規定した。 

 

15.6.30 

 

証券会社の検査を行った結果、インターネット取引を
取り扱う複数の証券会社の検査において、①証券会社
が、インターネット取引において、不十分な売買審査体
制の下で、買い上がり買付けと自己対当取引を繰り返
す等の作為的相場形成となる顧客の注文を継続的に受
託している行為、②証券会社が、インターネット取引にお
いて、個人顧客が空売りの価格規制を潜脱する目的で
行ったと認められる短時間に連続する複数回の信用売
り注文を受託し、これを発注している行為、③証券会社
が、インターネット取引において、顧客の注文が本人に
なりすましている疑いがある取引であるにもかかわら
ず、これを受託している行為が認められたので、市場の
公正性を確保するため、インターネット取引を取り扱う証
券会社の売買審査体制や顧客管理体制の適正性を確
保させるための適切な措置を講ずるよう建議した。 

 

 

金融庁は、行為規制府令を改
正し、証券会社の業務の状況に
つき是正を加えることが必要な
場合として、「実勢を反映しない
作為的相場を形成させるべき一
連の有価証券の売買取引の受
託等に関して、当該取引を防止
するための売買管理が十分でな
いと認められる状況」を追加する
とともに、この「売買管理」につい
て事務ガイドラインに具体的に
規定した。また、顧客による空売
り規制の潜脱行為を防止するた
めの管理の徹底や、本人確認の
徹底についても事務ガイドライン
に具体的に規定した。 

 

15.12.16 

 

証券会社の検査を行った結果、①証券会社が、当該
証券会社に所属しないアナリストとの間で、投資者への
勧誘等に際し使用するためのアナリスト・レポートの作成
に係る契約を締結したが、当該アナリストは、当該契約
に基づき作成する個別の発行体に関するアナリスト・レ
ポートに、当該発行体に係る株式について新規に買い
推奨を示すレーティングを付した場合に、同レポートの
投資者への公表前に当該株式の買付けを行い、公表後
に売付けを行うといった行為を繰り返しており、証券会
社のアナリスト・レポート及びアナリストに係る管理が十
分なものとは認められない状況、②証券会社が、情報提
供会社に対し、銘柄を指定した上、対価を支払ってアナ
リスト・レポートの作成を依頼したが、同レポートがその
ような事情の下で作成されたことを同レポートに表示す
ることなく投資者に対し公表している状況が認められた
ので、投資者保護及び市場の公正性、透明性を高める
観点から、アナリスト・レポート及びこれを作成したアナリ
ストに対する適切な管理体制を構築させるため必要か
つ適切な措置を講ずるよう建議した。 

 

 

日本証券業協会は、「アナリス
ト･レポートの取扱い等につい
て」(理事会決議)を改正し、証券
会社が、契約等に基づき外部ア
ナリストが執筆したアナリスト･レ
ポートを使用する場合には、外
部アナリストの有価証券の売買
等に関し、外部アナリストの公正
かつ適正な業務の遂行が確保さ
れるための措置が講じられてい
ることの確認や、対価の支払い
又は銘柄の指定等をして外部ア
ナリストにアナリスト･レポートの
作成を依頼した場合には、その
旨を顧客に通知又はアナリスト･
レポートに表示することなどを追
加した。 
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附属資料 ３－８ 建議実施状況等 

 

建 議 

年月日 
建   議   の   内   容 措 置 の 状 況 

 

17.11.29 

 

相場操縦の一手法として、市場の株価を誘導するた
めに、約定させる意思がないにもかかわらず、市場に注
文を出して売買を申込み、約定する前に取り消す、いわ
ゆる「見せ玉」等が認められた。 

相場操縦の禁止について規定する証取法第 159 条第
２項第１号は、顧客による「見せ玉」等売買の申込み行
為を規制の対象としているが、相場操縦に対する課徴
金について規定する同法第 174 条は、売買等が成立し
ている取引のみを規制の対象としており、「見せ玉」等売
買の申込み行為は売買等が成立していないことから、課
徴金制度が適用されない。したがって、相場操縦等の不
公正取引規制の実効性を確保するための課徴金制度
においても「見せ玉」等売買の申込み行為を適用対象と
するよう建議した。 

 

 

取引誘引目的で行われる証
券会社への売買等の委託（媒
介、取次ぎ又は代理の申込み）
の内、売買等が成立していない
もの（いわゆる「見せ玉」等）につ
いても、新たに課徴金の対象と
することを内容とする改正が盛り
込まれた「証券取引法等の一部
を改正する法律」が平成 18 年６
月７日成立した（同法の当該部
分は平成 18 年７月４日から施行
された。）。 

 

 

17.11.29 

 

証券会社の顧客が「見せ玉」等売買の申込み行為を
行った場合、証取法第 159 条第２項第１号にいう売買等
の委託に該当し、処罰の対象となるにもかかわらず、証
券取引所の取引参加者である証券会社が自己の計算
で「見せ玉」等売買の申込み行為を行った場合には、売
買等にも売買等の委託にも該当しないことから、同号に
よる禁止の対象とされていない。 

「見せ玉」等売買の申込み行為による相場操縦につ
き、証券会社とその顧客において、当罰性には何ら差異
がないことから、証券会社の自己の計算における「見せ
玉」等売買の申込み行為をも、同号における禁止規定
の対象とするとともに、同法第197条第１項第７号におい
て規定する刑事罰の対象とし、併せて同法第 174 条に
規定する課徴金の対象にもするよう建議した。 

 

 

取引誘引目的で行われる証
券会社の自己の計算による「見
せ玉」等売買の申込みについ
て、新たに相場操縦行為として
禁止するとともに、刑事罰及び
課徴金の対象とすることを内容
とする改正が盛り込まれた「証券
取引法等の一部を改正する法
律」が平成 18 年６月７日成立し
た（同法の当該部分は平成 18
年７月４日から施行された。）。 

 

17.11.29 

 

金融審議会金融分科会第一部会（中間整理）による
と、業務範囲に関して、「投資サービス法においては、本
来業務として、投資商品として位置付けられる幅広い金
融商品に係る販売・勧誘やこれに関する資産運用・助
言、資産管理を、一体として規制すべきである。この際、
現行法の下においては、例えば、現在、証券業と証券投
資一任業を兼業するためには、証券業の登録、投資顧
問業との兼業の届出、投資助言業の登録、一任の認
可、証券業との兼業の認可といった手続が必要となるほ
か、兼業に伴う弊害防止措置についても証取法と投資
顧問業法にそれぞれ規定が置かれているなど、縦割り
の法律が健全な兼業を妨げているといった指摘があるこ
とに留意が必要である。」と指摘されている。 

当委員会による証券会社に対する検査の結果を踏ま
えると、現在も、取引一任勘定取引により顧客が不当な
手数料の支払いを強いられるような状況が散見されると
ころである。このため、投資サービス法における業務範
囲の見直しに当たって、幅広い金融商品に係る販売・勧
誘やこれに関する資産運用・助言、資産管理を一体とし
て規制することとなり、それに伴い取引一任勘定取引契

 

投資一任契約に係る業務に
関する各種行為規制、証券業と
投資一任契約に係る業務を同
時に行うことに関する弊害防止
措置など、所要の規制を課すこ
とを内容とする改正が盛り込ま
れた「証券取引法等の一部を改
正する法律」が平成 18 年６月７
日成立した（同法の当該部分は
平成 19 年９月 30 日から施行さ
れた。）。 
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附属資料 ３－８ 建議実施状況等 

 

建 議 

年月日 
建   議   の   内   容 措 置 の 状 況 

約の禁止の扱いも見直される場合には、投資者保護に
支障を来たさないよう証券会社が顧客の利益を損なうこ
とを防止するため、現行の投資顧問業法における投資
一任契約に係る規制も踏まえ、必要かつ適切な措置を
講ずるよう建議した。 

 

18.4.14 

 

上場会社が株式や新株予約権付社債(以下「株式等」
という。) を発行しようとする際、主幹事証券会社又はそ
の関連会社が、発行体による当該株式等の発行に係る
情報（以下「発行情報」という。）の公表前に、国内外の
機関投資家に対して当該株式等に係る需要動向の調査 
(以下｢プレ・ヒアリング｣という。) を行うことがある。この
ようなプレ・ヒアリングの過程で発行情報を入手した海外
の投資家が、発行情報の公表前に、当該株式等の発行
体に係る上場普通株式を売り付けている事例が認めら
れた。 

当委員会では、このような事例が認められた場合、内
部者取引を行ったものと認められる海外投資家に関し
て、海外当局に対する調査依頼を行っており、これを受
けて、海外当局において当該投資家に対する処分が行
われるに至っている。 

他方で、証券会社の検査の結果、①プレ・ヒアリング
の過程で発行情報を外部に伝達することに関して手続
規程を整備していない②発行情報を外部に伝達する際
に、その対象者に対し、伝達される発行情報が公表前
の重要事実に該当することを伝達するなどの適切な注
意喚起を行っていないことが疑われる③プレ・ヒアリング
をいつ、誰に対して、どのような方法で実施し、その過程
でどのような発行情報を外部の者に伝達したかについて
記録を残していない会社が存することが認められた。こ
のような情報管理体制を放置することは内部者取引を
誘発しかねない。 

ついては、証券会社がプレ・ヒアリング等において公
表前の発行情報等を外部に伝達する行為により内部者
取引が誘発されることを防止し、もって証券取引の公正
を確保するため適切な措置を講ずるよう建議した。 

 

 

金融庁は、行為規制府令を改
正し、プレ・ヒアリングにおける情
報提供行為を禁止するとともに
（平成 18 年 11 月１日施行）、日
本証券業協会においても「協会
員におけるプレ・ヒアリングの適
正な取扱いについて」（理事会決
議）を制定し、具体的な取扱いが
規定された（平成 19 年１月４日
施行）。 
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附属資料 ３－８ 建議実施状況等 

 

建 議 

年月日 
建   議   の   内   容 措 置 の 状 況 

 

18.4.21 

 

上場会社が重要な事項につき虚偽の記載のある有価
証券報告書を提出していた犯則事件に関し、当該上場
会社の会計監査を担当した監査法人の公認会計士が、
当該犯則行為に深く関与していた事例が複数認められ
た。 

当委員会は、これらの事例について、当該上場会社
及び同社の役員に加え当該公認会計士についても共同
正犯（刑法第 60 条）として証取法第 226 条の規定に基づ
き告発した。 

一方で、現行の証券取引法には、虚偽有価証券報告
書を提出した上場会社の役員らと共謀した公認会計士
が所属する監査法人の刑事責任を追及できる規定はな
いなど、上記公認会計士が所属していた監査法人に対
しては、刑事責任を追及することは困難である。 

しかし、当該上場会社との監査契約の当事者は監査
法人であり、また、監査法人は、所属する公認会計士に
よる業務の公正かつ的確な遂行のため、業務管理体制
を整備しなければならない立場にある。 

公認会計士法上、監査法人の社員が虚偽又は不当
な証明をした場合に、監査法人に対して行政処分を行う
ことが可能であり、また監査法人の社員は民事上の責
任も負うこととされているが、監査法人による厳正な監
査を確保していく観点から、民事・行政責任のほか刑事
責任を含めた監査法人の責任のあり方について総合的
に検討を行い、必要かつ適切な措置を講ずるよう建議し
た。 

 

 

平成 18 年 12 月 22 日の金融
審議会公認会計士制度部会報
告において、「（行政処分の）処
分類型の多様化を図っていくこ
とが適当である。」とした一方、
刑事罰の導入については、「非
違の抑止等の観点から、監査法
人に対する刑事罰を導入する可
能性が否定されるべきではなく
一つの検討課題であるが、非違
事例等に対しては、課徴金制度
の導入をはじめとする行政的な
手法の多様化等により対応する
ことをまず求めていくことが考え
られる」と示されており、今後とも
引き続き十分な検討を行ってい
くこととされた。 

また、公認会計士・監査法人
に対し違反行為を適切に抑止す
る観点から、利得相当額を基準
とする課徴金を賦課する内容等
が盛り込まれた「公認会計士法
の一部を改正する法律」が平成
19 年６月 20 日成立した（平成 20
年４月１日施行）。 

 

 

19.2.16 

 

証券会社の検査の結果、①主幹事会社が、新規上
場・公募増資を予定している発行体の業績の見通しにつ
いて適切な審査を行っていないものと認められる事例、
②主幹事会社が、上場会社による公募増資において発
行体の財政状態、経営成績等について何ら引受審査を
行っていない事例が認められた。 

株券等の募集･売出しに際して引受けを行おうとする
証券会社には、発行体の財政状態、経営成績、業績の
見通し等の厳正な審査を通じて、投資者が当該募集・売
出しについて適切な投資判断をなし得る状況を確保する
とともに、投資者が不測の損害を被ることを未然に防止
する役割が期待されているところ、証券会社がこのよう
な引受審査を適切かつ十分に実施することが確保され
るよう建議した。 

 

 

金融庁は有価証券の元引受
を行う証券会社が、当該有価証
券の発行者の財政状態、経営
成績その他引受けの適否の判
断に資する事項について、適切
な審査を行うべき旨を規定する
内容が盛り込まれた「金融商品
取引業等に関する内閣府令」を
制定した（平成 19 年９月 30 日施
行）。 

 

19.2.16 

 

証券会社の検査の結果、証券会社のトレーダーが、
東京証券取引所における東証株価指数先物取引のある
限月の売買取引（以下「本件 TOPIX 先物取引」という。）
において、同一委託者による同一指数での買付注文と
売付注文とを対当させることにより、権利の移転を目的
としない取引を大量かつ反復継続的に成立させ（以下、

 

金 融 庁 は 証 券 会 社 が 市 場
VWAP、あるいは、出来高といっ
た市場指標を変動させる目的で
仮装取引を行うこと、及び、これ
らの取引を受託することを禁止・
規制するべき旨を規定する内容
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附属資料 ３－８ 建議実施状況等 

 

建 議 

年月日 
建   議   の   内   容 措 置 の 状 況 

このようにして成立した取引を「本件仮装取引」とい
う。）、その結果、当日の本件 TOPIX 先物取引の約定指
数の出来高加重平均値（いわゆる「市場 VWAP」）を当該
トレーダーに有利な方向に変動させるとともに、当日公
表された本件 TOPIX 先物取引の出来高が、本件仮装取
引に対応する枚数分増加するという事態を生じさせてい
た事例が認められた。 

市場VWAPは、取引関係者において広く参照されてい
る数値であり、当該数値を実勢を反映しない数値とする
取引は、当該数値に基づいて行われる市場内・外にお
ける他の取引の内容を歪めさせ得るものである。また、
仮装取引により、その対象とされた取引の出来高を現実
の需給に基づかない取引によって増加させる行為は、
出来高を参照しつつ投資判断を行う市場関係者の投資
判断を誤らせ得るものである。 

ついては、証券会社が市場 VWAP、あるいは、出来高
といった市場指標を実勢を反映しないものに歪めさせる
取引を行うこと及び証券会社がこれらの取引を受託する
ことが規制されるよう建議した。 

 

が盛り込まれた「金融商品取引
業等に関する内閣府令」を制定
した（平成 19 年９月 30 日施行）。 

 

 

19.2.16 

 

平成 18 年証券取引法改正においては、罰則の見直し
が行われ、虚偽有価証券報告書等の提出（第 24 条第１
項ほか）、不公正取引（第 157 条）、風説の流布・偽計等
（第 158 条）、及び相場操縦行為等（第 159 条）に係る懲
役刑が５年以下から 10 年以下に引き上げられている。 

これに伴い、これらの罪に係る公訴時効については、
刑事訴訟法第 250 条の規定によって５年から７年へと延
長されている。 

一方、証券取引法第 188 条に定める証券会社等の業
務に関する書類（以下「法定帳簿」という。）については、
保存期間も含め具体的には証券会社に関する内閣府令
第 60 条に規定されているところであるが、そのうち注文
伝票については保存期間が５年とされているところであ
り、５年から７年へと延長された公訴時効に対応したもの
となっていない。 

そのため、法定帳簿の保存期間につき、公訴時効の
延長も勘案しつつ、適切に見直すよう建議した。 

 

 

金融庁は虚偽の有価証券報
告書等の提出等の罪について、
公訴時効が延長されたことに伴
い、注文伝票の保存期間（５年）
と公訴時効（最大７年）との整合
性が図られる内容が盛り込まれ
た「金融商品取引業等に関する
内閣府令」を制定した（平成 19
年９月 30 日施行）。 
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建 議 

年月日 
建   議   の   内   容 措 置 の 状 況 

 

21．4．24 

 

外国為替証拠金取引を取り扱う金融商品取引業者に
対する重点検査の結果、カバー取引先への預託によっ
て顧客からの保証金が管理される場合でありながら、顧
客からの保証金の額を把握しておらず、自己の固有財
産と顧客の財産を適切に区分管理していない事例が多
く認められた。 

これらの中には、①顧客から預託を受けた保証金が、
カバー取引先から引き出され、不当に流用されていた、
②カバー取引先に預託していた顧客の保証金を基に行
う自己勘定取引を繰り返した結果、外国為替相場の急
変により損失を拡大させ破綻し、顧客に損害を被らせ
た、といった事例が認められた。 

したがって、外国為替証拠金取引を取り扱う金融商品
取引業者の区分管理について、保証金が金銭である場
合の管理方法を金銭信託に限る等、適切な措置を講ず
るよう建議した。 

 

 

金融庁は、「金融商品取引業
等に関する内閣府令」を改正し、
外国為替証拠金取引の区分管
理の方法を金銭信託に一本化
する旨を規定した(平成 21 年８月
１日施行)。 

 

21．4．24 

 

ロスカットルールとは、保証金に対して損失が一定割
合以上となった際には、自動的に反対取引により決済す
るルールであるが、当該ルールが機能しない場合には、
顧客に不測の損害を与えるばかりか、業者の財務体質
を悪化させ、最悪の場合には業者が破綻して顧客全体
にも著しい損害を与えかねないような問題を含むことか
ら、外国為替証拠金取引に係るロスカットルールの適切
な運用は極めて重要である。 

外国為替証拠金取引を取り扱う金融商品取引業者に
対する重点検査の結果、①ロスカットルールを設けてい
なかったことから、顧客の損失を拡大させた、②外国為
替証拠金取引に係る約款上、ロスカットルールを定めて
いたにもかかわらず、顧客の要請に応じて追加保証金
の入金を猶予していた、といった事例が認められた。 

したがって、外国為替証拠金取引を取り扱う金融商品
取引業者に対し、ロスカットルールの制定を義務付ける
等、適切な措置を講ずるよう建議した。 

 

 

金融庁は、「金融商品取引業
等に関する内閣府令」を改正し、
金融商品取引業者に外国為替
証拠金取引に係るロスカット・ル
ールの整備・遵守を義務付ける
旨を規定した(平成 21 年８月１日
施行)。 

 

21．4．24 

  

外国為替証拠金取引を取り扱う金融商品取引業者に
おいては、顧客がその入金した保証金を上回る多額の
取引を行うことができるという外国為替証拠金取引の特
性等から、適切なリスク管理態勢の構築が極めて重要
である。 

外国為替証拠金取引を取り扱う金融商品取引業者に
対する重点検査の結果、為替相場の急変時に適切な対
応が取られていない事例が認められた。 

現行法上、外国為替証拠金取引の保証金についての
規制はなく、外国為替証拠金取引を取り扱う金融商品取
引業者が自由にレバレッジを設計しているところである
が、いわゆる高レバレッジの商品については、僅かな為

 

金融庁は、「金融商品取引業
等に関する内閣府令」を改正し、
１日の為替の価格変動をカバー
できる水準を証拠金として確保
することを基本として、個人顧客
を相手方とする外国為替証拠金
取引等について、取引所取引・
店頭取引共通の規制として、想
定元本の４％以上の証拠金の
預託を受けずに業者が取引を行
うことを禁止する旨を規定した
（平成 22 年８月１日施行）。 
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建 議 

年月日 
建   議   の   内   容 措 置 の 状 況 

替変動であっても保証金不足が生じ、顧客に不測の損
害を与えるばかりか、業者の財務体質を悪化させるおそ
れがある。 

したがって、外国為替証拠金取引を取り扱う金融商品
取引業者に対し、為替変動を勘案した水準の保証金の
預託を受けることを義務付ける等、適切な措置を講ずる
よう建議した。 

 

 

21．4．24 

 

金融商品取引業の登録にあたり、その適格性を判断
するためには、登録申請時に提出する書類は極めて重
要である。 

外国為替証拠金取引を取り扱う金融商品取引業者に
対する重点検査の結果、虚偽の記載をした最終の貸借
対照表及び損益計算書を作成したほか、純財産額を算
出した書面及び自己資本規制比率を算出した書面につ
いても虚偽の記載をし、登録拒否要件に該当しないもの
として登録申請を行い、登録を受けていた事例が認めら
れた。 

したがって、金融商品取引業の登録にあたり、申請書
類に記載された純財産額及び自己資本規制比率等の
数値が虚偽でないことを裏付ける疎明資料等を提供さ
せる等、適切な措置を講ずるよう建議した。 

 

 

金融庁は、「金融商品取引業
者等向けの総合的な監督指針」
を改正し、新規に第一種金融商
品取引業の登録申請を受けた
場合の留意事項として、登録拒
否要件等に該当しないかを確認
するため、疎明資料の提出を求
める旨を明確化した(平成21年８
月１日発出)。 

 

22．10．19 

 

集団投資スキーム（以下「ファンド」という。）の出資持
分の販売を行う業者（以下「販売業者」という。）に対する
集中的な検査において、出資又は拠出を受けた金銭(以
下「出資金」という。)を主として有価証券又はデリバティ
ブ取引に対する投資以外の事業に投資するファンド（以
下「事業型ファンド」という。）について、 

① 出資金とファンドの運用業者の固有財産を同一の
口座で混在させているもの、 

② 出資金をファンドの運用業者の運転資金等に流
用するもの、 

など、ファンドの運用業者において分別管理を適切に行
っていないにもかかわらず、販売業者がファンドの出資
持分の販売・勧誘を行っている状況が多く認められた。
その中には、出資金の流用により投資者に被害が生じ
ている事例も認められている。 

また、このような状況の下においては、投資者に対し
て、重要な投資判断材料であるファンドの運用業者の具
体的な分別管理の内容について、十分な情報提供がな
されていない。 

したがって、こうした状況に鑑みれば、事業型ファンド
に係る投資者保護の一層の徹底を図るため、出資金の
分別管理の徹底及び投資者に対する重要な投資判断
材料の提供の観点から、事業型ファンド販売の契約締

 

金融庁は、「金融商品取引業
等に関する内閣府令」を改正し、
事業型ファンドに係る出資持分
の販売に関する契約締結前交
付書面の記載事項に次の内容
を追加した（平成 23 年４月１日
施行）。 

① ファンド毎の出資金の具
体的な預託先、支店名、口
座名義及び口座番号等。 

② 分別管理の実施状況及
びその確認を行った方法。 
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附属資料 ３－８ 建議実施状況等 

 

建 議 

年月日 
建   議   の   内   容 措 置 の 状 況 

結前交付書面における分別管理に関する記載事項を拡
充するよう建議した。 

 

 

23．2．8 

 

投資助言・代理業者に対する集中的な検査におい
て、 

① 投資助言・代理業者自らが無登録業務を行って
いる状況 

② 無登録業者に対する名義貸し等 

③ 顧客に対する情報提供が不適切な状況（著しく事
実に相違する表示のある広告、契約締結前交付書
面の未交付等） 

④ 基本的な帳簿書類の作成・管理が不適切な状況
（法定帳簿の未作成・未保存、虚偽内容を記載した
事業報告書の提出等） 

など、多数の法令違反事例や不適切事例が認められ
た。 

これらの発生原因をみると、ほとんどすべての事例に
おいて、役職員の基本的な法令の知識や法令遵守意識
の著しい欠如等により、自己の営業上の利益のみを優
先した業務運営が行われているという状況が認められ
た。 

こうした状況に鑑みれば、投資助言・代理業者に係る
投資者保護の一層の徹底を図るため、投資助言・代理
業に関する基本的な法令の知識や法令遵守意識が欠
如しているなど業務を適確に遂行するに足りる役職員が
確保されていない場合に登録を拒否できるよう、他の業
種と同様に、投資助言・代理業の登録拒否事由に人的
構成要件を追加するよう建議した。 

なお、平成 22 年 12 月 14 日の犯罪対策閣僚会議に報
告された暴力団取締り等総合対策に関するワーキング
チームによる「企業活動からの暴力団排除の取組につ
いて」において、各府省は業の主体から暴力団等を排除
する対策の充実に努めることとされているところ、登録拒
否事由に人的構成要件を追加することにより、投資助
言・代理業者についても、こうした対策の充実が図られ
るものと考えられる。 

 

 

金融庁は、投資助言・代理業
者の登録申請に当たり、業務を
適確に遂行するに足りる役職員
が確保されていない場合に登録
を拒否できるよう、投資助言・代
理業の登録拒否事由に人的構
成要件を追加する金商法の改
正（改正法公布後１年以内に施
行）を含む「資本市場及び金融
業の基盤強化のための金融商
品取引法等の一部を改正する
法律」案を国会に提出した。同法
は、平成 23年５月 25 日に公布さ
れた（同法の該当部分は平成 24
年４月１日から施行された。）。 

 

23．12．20 

  

不公正取引事案の調査において、「金融商品取引業
者等」に該当しない者が、顧客等の計算において不公正
取引を行った疑いがある事例が認められた。 

現行の制度では、顧客等の計算において不公正取引
を行った者（以下｢違反者｣という。）に係る課徴金につい
ては、課徴金の計算規定の適用が、違反者が金商法の
「金融商品取引業者等」である場合に限られていること
から、違反者が対価を得ているにもかかわらず課徴金を

 

金融庁は、「金融商品取引業
者等」に該当しない者が、他人
の計算において不公正取引を行
い、対価を得ている場合におい
ても、課徴金を課すことができる
こととする金商法の改正（改正法
公布後１年以内に施行）を含む
「金融商品取引法等の一部を改
正する法律」案を国会に提出し
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附属資料 ３－８ 建議実施状況等 

 

建 議 

年月日 
建   議   の   内   容 措 置 の 状 況 

課すことができない。 

したがって、違反行為の抑止の観点から、「金融商品
取引業者等」に該当しない者が、他人の計算において不
公正取引を行い、対価を得ている場合においても、課徴
金を課すことができるようにする必要がある。 

た。同法は、平成 24 年９月 12 日
に公布された（同法の該当部分
は平成 25 年９月６日から施行さ
れた。）。 

 

 

25．3．29 

  

信用格付業者に対する検査において、社内で決定・
付与された信用格付を提供し又は閲覧に供する行為
（以下「公表等」という。）を行う際に、誤って異なる信用
格付を公表等している事例が認められた。これは、信用
格付を利用する投資者の投資判断を歪める状況を生み
出すとともに、信用格付業者に対する信用失墜にもつな
がる重大な問題である。 

このように、信用格付業者においては、信用格付の付
与に係る業務を的確に実施することが求められると同時
に、付与した信用格付の公表等を的確に行うことも重要
な業務であり、その公表等にあたっては当然に正確性
が求められるものである。しかし、現行の制度では、信
用格付業者に対して、信用格付の公表等に係る正確性
の確保を直接求める制度になっていない。 

したがって、信用格付を利用する投資者の保護及び
金融･資本市場において重要な役割を担う信用格付業
者の信頼性確保の観点から、信用格付業者が信用格付
の公表等を行う際にその正確性の確保を直接求める制
度の整備を行う必要がある。 

 

金融庁は、「金融商品取引業
等に関する内閣府令」を改正し、
信用格付業者が整備を求められ
る業務管理体制の一環として、
信用格付の公表等に係る正確
性を確保するための体制を規定
した（平成 25 年９月２日施行）。 

 

26．4．18 集団投資スキーム（以下「ファンド」という。）のうち適格機
関投資家等（１名以上の適格機関投資家及び 49 名以下
の適格機関投資家以外の者）を出資者とするもの（いわ
ゆる「プロ向けファンド」）の販売・投資運用を行う特例業
務届出者については、これまでの検査において、 

・顧客に対する虚偽の告知 

・適格機関投資家等特例業務の要件を満たさずに行
った登録が必要となるファンドの販売・投資運用 

・出資金の流用・使途不明 

など、多数の金商法違反事例や一般投資家に被害が生
じている悪質な事例が認められた。 

また、その中には、出資金を毀損させている状態の
中、その後も金商法違反行為を行う蓋然性が高く、裁判
所への禁止・停止命令の申立てに至ったものもある。 

したがって、こうした状況に鑑みれば、ファンドに係る
投資者保護の一層の徹底を図る観点から、適格機関投
資家等特例業務に関する特例について、出資者に係る
要件を厳格化する等、一般投資家の被害の発生等を防
止するための適切な措置を講ずる必要がある。 

 

金融庁は、プロ向けファンドの
販売・運用を行う者に係る欠格
事由の導入、契約締結前の書面
公布や適合性原則の遵守等の
行為規制の導入、問題業者への
監督上の処分や罰則の引上げ、
プロ向けファンドへの出資者の
範囲の見直し等を含む「金融商
品取引法の一部を改正する法
律」案を国会に提出した。同法
は、平成 27 年６月３日に公布、
平成 28 年３月１日から施行され
た。 
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附属資料 ３－８ 建議実施状況等 

 

建 議 

年月日 
建   議   の   内   容 措 置 の 状 況 

30．12．7 金銭の貸付を出資対象事業とする集団投資スキーム
持分（以下「貸付型ファンド」という。）を販売する業者に
対する検査において、 

・資金使途等についての虚偽表示 

・貸付先、担保等についての誤解表示 

・貸付先がファンドからの借入れを返済することが困難
な財務の状況にあることを認識しながら募集を継続 

など、多数の金商法違反事例や投資者被害が生じてい
る悪質な事例が認められた。 

これらの事例が生じた背景には、貸付型ファンドを販
売する業者の法令等遵守態勢が不十分であったことに
加え、貸付型ファンドの投資家（資金の出し手）に対し、
貸付先（資金の借り手）に関する情報が十分に提供され
ていないこともある。当該情報は、投資家が出資金の回
収可能性を判断する上で重要な情報であるものの、貸
金業登録に係る制度の運用上との関係から、現状では
貸付先の特定につながる情報の明示を控えた運用とな
っている。 

（注）投資家の貸金業登録の要否を判断する上で、借り
手を特定することができる情報が明示されないこと
（匿名化）と、複数の借り手に対して資金を供給する
スキームであること（複数化）が考慮の一要素とされ
ている。 

したがって、こうした投資家への情報提供の状況に鑑
みれば、貸付型ファンドに係る投資者保護の一層の徹底
を図る観点から、投資家がより適切な投資判断を行うた
めの情報提供や説明内容の拡充などの適切な措置を講
ずる必要がある。 

（参考）「規制改革実施計画」（平成 30 年６月 15 日閣議
決定）においても、「匿名化・複数化」と併存する運用
上の新たな方策の検討等が掲げられている。 

 

金融庁は、貸金業法に係る法
令適用事前確認手続における回
答書において、ファンド事業者
が、匿名化・複数化とは別の方
策（①借り手が法人であり、②事
業スキームは商法上の匿名組
合契約によるものとし、③投資家
と借り手が接触を禁止する措置
を図っている場合）により、いわ
ゆる融資型クラウドファンディン
グを行う場合には、投資家の行
為については、貸金業法第２条
第１項に規定する金銭の貸付け
には該当せず、当該投資家は、
同項に規定する貸金業者に該当
しないものと考える旨の回答を
行い（平成 31 年３月 18 日）、投
資家に対し貸付先に係る情報提
供が可能であることが明確化さ
れた。また、日本貸金業協会と
第二種金融商品取引業協会に
おいては、令和元年５月、貸付
型ファンドにおける情報提供等
の実務対応の留意点等につい
て「貸付型ファンドに関するＱ＆
Ａ」を公表した。 

31．2．26 高度情報化の進展に伴い、近年コンピュータを利用し
た犯罪行為が増加を続けており、こうした事態に適切に
対処するため、犯則調査においても、電磁的記録等の証
拠収集・分析を行う必要性が高まっている。 

しかし、金商法には、刑事訴訟法、国税通則法等と同
様の電磁的記録に係る差押えの規定が導入されていな
い。 

こうした状況に鑑みれば、適時・的確な証拠収集・分
析手続を可能とする観点から、金商法に必要な規定を
整備する等、適切な措置を講ずる必要がある。 

 

金融庁は、一定の電磁的記録
に関する差押えその他の電磁的
記録に係る証拠収集手続等を整
備することとする金商法の改正
を含む「情報通信技術の進展に
伴う金融取引の多様化に対応す
るための資金決済に関する法律
等の一部を改正する法律」案を
国会に提出した。同法は、令和
元年６月７日に公布、令和２年５
月１日から施行された。 
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附属資料 ３－９ 海外当局との連携 

３－９ 海外当局との連携 

１．証券監視委と海外当局との連携 
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附属資料 ３－９ 海外当局との連携 

 

２．市場のグローバル化への対応（一覧表） 

（１） 証券監視委による主な摘発等の事例 

＜告発＞ 

告発日 事件名 

H27.3.24 株式会社トーメンエレクトロニクス株券に係る内部者取引事件 

H27.6.2 株式会社ジアース株券に係る内部者取引事件 

H27.6.15 
H27.7.3 

石山Ｇａｔｅｗａｙ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社に係る偽計事件及び虚偽有価証券報告書提出事件 

H27.10.23 オリンパス株式会社に係る虚偽有価証券報告書提出事件（４） 

H28.12.7 スターホールディングス株式会社株券に係る内部者取引事件 

H29.3.6 
H29.3.27 

アーツ証券株式会社ほかによる診療報酬債権等流動化債券（レセプト債）に係る偽計事件（１）（２） 

H29.11.21 
H29.11.27 

株式会社ストリーム株券に係る相場操縦事件（１）（２） 

H31.3.20 株式会社ソルガム・ジャパン・ホールディングス社に係る虚偽有価証券報告書提出事件 

連携した主な海外当局：シンガポール通貨監督庁（MAS）、米国証券取引委員会（SEC）等 

 

＜課徴金納付命令勧告＞ 

勧告日 
（課徴金納付命令決定日） 

勧告対象者 違反行為 銘柄名 
連携した 

主な海外当局 

H27.6.19 
（H27.7.30） 

株式会社アゴーラ・ホスピ
タリティー・グループ 

有価証券報
告書等の虚
偽記載 

㈱アゴーラ・ホスピ
タリティー・グルー
プ 

－ 

H27.6.19 
（H27.10.8） 個人 内部者取引 ㈱極楽湯 

台湾金融監督管理委
員会（FSC） 

H27.10.23 
（H28.3.17） 

個人 内部者取引 ㈱ゲームオン 

韓国金融委員会
（FSC） 
韓国金融監督院
（FSS） 

H28.1.29 
（H28.3.4） 

Evo Investment Advisors 
Ltd. 

相場操縦 
㈱ディー・ディー・
エス 

米国証券取引委員会
（SEC） 

H28.3.4 
（H28.5.23） 

Blue Sky Capital 
Management Pty Ltd 

相場操縦 ㈱ミクシィ 
オーストラリア証券投
資委員会（ASIC） 

H28.6.15 
(H28.12.12) 

個人 内部者取引 ㈱ゲームオン 韓国金融委員会
（FSC） 
韓国金融監督院
（FSS） 

H29.3.17 
(H30.1.25) 

Caspian Trading Ltd. 
(Celera Global Ltd.) 

相場操縦 ㈱江崎グリコ等 
合計４銘柄 

－ 

H29.3.22 
(H29.6.15) 

Prospect Asset 
Management, Inc. 

内部者取引 ㈱トライステージ 米国証券取引委員会
(SEC） 

H29.6.30 
（H29.9.14） 

 
個人 
 

 
内部者取引 

 
サン電子㈱ 

イスラエル証券庁 
（ISA） 
英国金融行為規制機
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附属資料 ３－９ 海外当局との連携 

構（FSA） 

H30.6.26 
（R2.6.11） 個人 相場操縦 ㈱ココカラファイン 

中国証券監督管理委
員会（CSRC） 

 

＜行政処分勧告＞ 

勧告日 
（行政処分日） 

勧告対象者 違反行為 
連携した 

主な海外当局 

H25.4.26 
（H25.4.26） 

MRI 
INTERNATIONAL, 
INC 

・顧客からの出資金を他の顧客に対する配当金
及び償還金の支払いに流用する行為等 

・金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関
して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為 

・虚偽の内容の事業報告書を作成し、関東財務
局長に提出する行為 

・報告徴取命令に対する虚偽の報告 

米国証券取引委
員会（SEC） 

 

＜裁判所の禁止・停止命令の申立て及び調査結果の公表＞ 

申立日 
及び公表日 
（発令日） 

対象者 違反行為及びその対応 
連携した主な海外当

局 

H26.6.6 

(H26.6.23) 

株式会社 UAG 及

びその役員等 2

名 

（禁止・停止命令

の申立て） 

・株式会社 UAG（適格機関投資家等特例業務届出

者）による無登録での集団投資スキーム持分の募

集又は私募の取扱い 

・証券監視委は、大阪地方裁判所に対し、当該行為

の禁止及び停止を命ずるよう申立てを実施 

香港証券先物委員会 

(SFC) 

H26.7.3 

（H26.7.28） 

株 式 会 社 Grant

及びその役員等 3

名 

（禁止・停止命令

の申立て） 

・株式会社 Grant 及びその役員等 3 名（金融商品取

引業の登録はない）による無登録で海外ファンド等

の募集又は私募の取扱い 

・証券監視委は、大阪地方裁判所に対し、当該行為

の禁止及び停止を命ずるよう申立てを実施 

香港証券先物委員会 

(SFC) 

H26.9.12 

(H26.10.22) 

株 式 会 社

ESPLUS及びその

役員 1 名 

（禁止・停止命令

の申立て） 

・株式会社ＥＳＰＬＵＳ（金融商品取引業の登録等は

ない）及びその役員１名による無登録での集団投資

スキーム持分の募集又は私募の取扱い 

・証券監視委は、名古屋地方裁判所に対し、当該行

為の禁止及び停止を命ずるよう申立てを実施 

香港証券先物委員会 

(SFC) 

H27.1.30 

株式会社 Money 

Management 

Strength 

（ 調 査 結 果 の 公

表） 

・株式会社 Money Management Strength（適格機関

投資家等特例業務届出者）による顧客に対し虚偽

のことを告げる行為及び第二種金融商品取引業に

係る無登録営業 

・証券監視委は、当社に対する調査の結果を公表 

米国証券取引委員会 

(SEC) 
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附属資料 ３－９ 海外当局との連携 

（２） 海外当局による摘発事例 

＜海外当局による処分＞ 

 

＜海外裁判所の判決＞ 

判決日 原告 判決内容（処分） 違反行為 

H26.10.3 
米国証券取引委

員会（SEC） 

MRI INTERNATIONAL, INC 及び同社代表の違反行為の

認定 （H27.1.22 不当利得返還、制裁金について言渡） 
詐欺 

H30.11.27 米国司法省（DOJ） 
MRI INTERNATIONAL, INC 代表への有罪判決 

（Ｒ１.5.23 量刑言渡） 
詐欺 

 

発表日 
摘発した 

海外当局 
被処分者（処分） 銘柄名 違反行為 

H16.10.21 
シンガポール通貨

監督庁（MAS） 

シンガポール政府投資公社の

従業員（制裁金） 

㈱三井住友フィナンシ

ャルグループ 
内部者取引 

H18.8.1 
英国金融サービス

機構（FSA） 

英 国 ヘ ッ ジ フ ァ ン ド の GLG 

Partners LP 及びその元役員

（制裁金） 

㈱三井住友フィナンシ

ャルグループ 
内部者取引 

H18.12.13 
香港証券先物委

員会（SFC） 

クレディ・スイス（香港）リミテッド

のトレーダー（懲戒処分） 
住友軽金属工業㈱ 内部者取引 

H23.9.15 
香港証券先物委

員会（SFC） 

香港の投資運用会社のオアシ

スマネジメント LLC 及びその最

高運用責任者（戒告処分、制裁

金） 

㈱日本航空 
相場操縦、 

不正行為 
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附属資料 ３－１０ 講演会等の開催状況 

 

 

３－１０ 講演会等の開催状況 
－市場参加者との対話、市場への情報発信強化の取組み― 

（１） 講演会等 

開催日 対象先 テーマ 

令和元年 5 月 27 日 日本証券業協会（東京） 内部管理態勢整備の留意点 

 6 月 6 日 第二種金融商品取引業協会 金融分野に求められるサイバーセキュリティ管理態勢について 

 6 月 19 日 日本証券業協会（東京） 内部管理態勢整備の留意点 

  6 月 20 日 日本投資顧問業協会 証券取引等監視委員会の活動と今後の課題について 

 7 月 29 日 日本証券業協会（東京） システムリスク管理態勢について～サイバーセキュリティを中心に～ 

 9 月 13 日 日本証券業協会（大阪） 内部管理態勢整備の留意点 

 
9 月 24 日 

9 月 25 日 
日本監査役協会 

市場の公正性・透明性の確保に向けた証券取引等監視委員会の活

動と開示規制 

  10 月 17 日 日本証券業協会（東京） 内部管理態勢整備の留意点 

  10 月 23 日 日本証券業協会（東京） 最近における証券取引等監視委員会の検査状況について 

  10 月 25 日 第一東京弁護士会 証券取引等監視委員会の取組み 

  11 月 7 日 日本証券業協会（名古屋） 内部管理態勢整備の留意点 

  11 月 8 日 日本証券業協会（大阪） 内部管理態勢整備の留意点 

  11 月 12 日 日本証券業協会（東京） 内部管理態勢整備の留意点 

  
11 月 13 日 投資信託協会 サイバーセキュリティについて 

12 月 10 日 日本証券業協会（東京） 最近における証券取引等監視委員会の検査状況について 

令和 2 年 1 月 16 日 日本証券業協会（東京） 内部管理態勢整備の留意点 

  1 月 20 日 日本証券業協会（名古屋） 内部管理態勢整備の留意点 

 1 月 28 日 第二種金融商品取引業協会 今事務年度の証券モニタリング方針と最近の指摘事例 

 2 月 6 日 日本取引所自主規制法人 証券取引等監視委員会における体制・業務概要について 

  2 月 6 日 日本証券業協会（大阪） 最近における証券取引等監視委員会の検査状況について 

 2 月 12 日 日本証券業協会（東京） 内部管理態勢整備の留意点 

 2 月 17 日 日本証券業協会（東京） 財務の健全性等に必要なリスク管理態勢について 

 2 月 18 日 日本証券業協会（名古屋） 最近における証券取引等監視委員会の検査状況について 

  2 月 27 日 投資信託協会 証券取引等監視委員会 中期活動方針（第 10 期） 

  3 月 19 日 会計教育研修機構 金融商品取引法及び証券取引等監視委員会の活動状況 

  

― 267 ―

第
１
節

第
２
節

第
３
節

第
４
節

第
５
節

第
６
節

第
７
節

第
８
節

第
９
節

3-10

第
１１
節



附属資料 ３－１０ 講演会等の開催状況 

 

 

（２） 意見交換会 

開催日 対象先 テーマ 

    【対象：自主規制機関等（19 件）】   

    （取引所）   

平成 31 年 4 月 18 日 日本取引所自主規制法人 市場規律の強化に向けた意見交換 

令和元年 7 月 4 日 日本取引所自主規制法人 市場規律の強化に向けた意見交換 

  7 月 5 日 札幌証券取引所 活動状況を踏まえた意見交換 

  7 月 12 日 名古屋証券取引所 活動状況を踏まえた意見交換 

  7 月 19 日 福岡証券取引所 活動状況を踏まえた意見交換 

  7 月 26 日 日本取引所自主規制法人 活動状況を踏まえた意見交換 

 8 月 27 日 日本取引所グループ 活動状況を踏まえた意見交換 

  10 月 25 日 日本取引所自主規制法人 市場規律の強化に向けた意見交換 

令和 2 年 2 月 5 日 日本取引所自主規制法人 市場規律の強化に向けた意見交換 

    （取引業協会等）   

平成 31 年 4 月 19 日 日本証券業協会 市場規律の強化に向けた意見交換 

令和元年 6 月 25 日 日本証券業協会 市場規律の強化に向けた意見交換 

 7 月 2 日 日本証券クリアリング機構 活動状況を踏まえた意見交換 

  7 月 9 日 投資信託協会 活動状況を踏まえた意見交換 

  7 月 17 日 証券保管振替機構 活動状況を踏まえた意見交換 

  7 月 30 日 日本証券業協会 活動状況を踏まえた意見交換 

  8 月 6 日 第二種金融商品取引業協会 活動状況を踏まえた意見交換 

  10 月 8 日 日本投資顧問業協会 活動状況を踏まえた意見交換 

  10 月 29 日 日本証券業協会 市場規律の強化に向けた意見交換 

令和 2 年 1 月 30 日 日本証券業協会 市場規律の強化に向けた意見交換 
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附属資料 ３－１１ 各種広報媒体への寄稿 

 

 

３－１１ 各種広報媒体への寄稿 
－市場参加者との対話、市場への情報発信強化の取組み－ 

掲載日 媒   体 テーマ 

平成 31 年 

4 月 1 日 
日本取引所グループ

メールマガジン 

犯則調査における証拠収集・分析手続の整備についての建議、 

エーアイトラスト株式会社に対する検査結果に基づく勧告について 

最近の開示検査に基づく勧告について 

4 月 22 日 
日本取引所グループ

メールマガジン 

AAA 投資顧問株式会社に対する検査結果に基づく勧告について 

FIP 投資顧問株式会社に対する検査結果に基づく勧告について 

株式会社ソルガム・ジャパン・ホールディングスに係る虚偽有価証券報告書提出事件の

告発について 

最近の取引調査に基づく勧告について」 

令和元年 

  
5 月 20 日 

日本取引所グループ

メールマガジン 
最近の開示検査に基づく勧告について 

6 月 3 日 
日本取引所グループ

メールマガジン 
最近の取引調査に基づく勧告について 

6 月 15 日 旬刊商事法務 平成 30 年度の課徴金勧告事案にみるインサイダー取引規制に係る留意点 

7 月 1 日 
日本取引所グループ

メールマガジン 
シティグループ証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について 

7 月 8 日 
日本取引所グループ

メールマガジン 
最近の取引調査に基づく勧告について 

9 月 9 日 
日本取引所グループ

メールマガジン 

株式会社ファインドエッジに対する検査結果に基づく勧告について 

イメージ情報開発株式会社における有価証券報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命

令勧告について 

東海投資助言サービス合同会社に対する検査結果に基づく勧告について 

株式会社 D.U.corporation 及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁

判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて 

テラ株式会社における有価証券報告書等の重要な事項の不記載に係る課徴金納付命

令勧告について 

9 月 24 日 
日本取引所グループ

メールマガジン 

証券取引等監視委員会の活動状況の公表について 

不公正取引に関する課徴金事例集の公表について 

東郷証券株式会社に係る損失補塡事件の告発について 

最近の取引調査に基づく勧告について 

10 月 15 日 
日本取引所グループ

メールマガジン 

東郷証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について 

村山一憲に対する検査結果に基づく勧告について 

ＪＰアセット証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について 

10 月 21 日 
日本取引所グループ

メールマガジン 

すてきナイスグループ株式会社に係る虚偽有価証券報告書提出事件の告発について 

最近の取引調査に基づく勧告について 
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附属資料 ３－１１ 各種広報媒体への寄稿 

 

 

掲載日 媒   体 テーマ 

10 月 28 日 
日本取引所グループ

メールマガジン 

株式会社スマートアセットマネジメントに対する検査結果に基づく勧告について 

令和元事務年度 証券モニタリング基本方針について 

11 月 25 日 旬刊商事法務 バスケット条項に関する考察－近年の課徴金勧告事案を題材として － 

11 月 25 日 週刊金融財政事情 『令和元事務年度』証券モニタリング基本方針の概要 

12 月 23 日 
日本取引所グループ

メールマガジン 

IFP Tokyo 株式会社及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所へ

の禁止及び停止命令発出の申立てについて 

株式会社明豊エンタープライズにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納

付命令勧告について 

「開示検査事例集」の公表について 

最近の取引調査に基づく勧告について 

12 月 25 日 月刊監査役 「金融商品取引法における課徴金事例集～不公正取引編～」の公表について 

12 月 25 日 
日本証券業協会ＨＰ 

証券業報 

「金融商品取引法における課徴金事例集～不公正取引編～」の公表について 

「開示検査事例集」（令和元年 10 月公表）について 

令和 2 年 1 月 13 日 週刊経営財務 「開示検査事例集」（令和元年 10 月公表）について 

  
1 月 14 日 

日本取引所グループ

メールマガジン 

株式会社パルマ株券に係る内部者取引事件の告発について 

最近の取引調査に基づく勧告について 

  1 月 25 日 月刊監査役 「開示検査事例集」（令和元年 10 月公表）について 

  

1 月 27 日 
日本取引所グループ

メールマガジン 

ニュース証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について 

堀田勝己（トレードマスターラボ）に対する検査結果に基づく勧告について 

最近の取引調査に基づく勧告について 

  2 月 1 日 会計・監査ジャーナル 「金融商品取引法における課徴金事例集～不公正取引編～」の公表について 

 

2 月 10 日 
日本取引所グループ

メールマガジン 

海外に居住するイノテック株式会社との契約締結交渉者の役職員による内部者取引に

対する課徴金納付命令の勧告について 

日本フォームサービス株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金

納付命令勧告について 

日産自動車株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧

告について 

 2 月 20 日 Disclosure&IR 誌 非財務情報の開示の充実と証券取引等監視委員会の取組み 

 3 月 1 日 会計・監査ジャーナル 「開示検査事例集」（令和元年 10 月公表）について 
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附属資料 ３－１１ 各種広報媒体への寄稿 

 

 

市場へのメッセージ 

掲載日 テーマ 

平成 31 年 

  
4 月 11 日 

AAA 投資顧問株式会社に対する検査結果に基づく勧告について 

FIP 投資顧問株式会社に対する検査結果に基づく勧告について 

株式会社ソルガム・ジャパン・ホールディングスに係る虚偽有価証券報告書提出事件の告発について 

最近の取引調査に基づく勧告について 

4 月 26 日 最近の開示検査に基づく勧告について 

令和元年 

  

  

  

  

  

  

5 月 20 日 最近の取引調査に基づく勧告について 

6 月 20 日 シティグループ証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について 

6 月 28 日 最近の取引調査に基づく勧告について 

8 月 29 日 

株式会社ファインドエッジに対する検査結果に基づく勧告について 

イメージ情報開発株式会社における有価証券報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について 

東海投資助言サービス合同会社に対する検査結果に基づく勧告について 

株式会社 D.U.corporation 及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命

令発出の申立てについて 

テラ株式会社における有価証券報告書等の重要な事項の不記載に係る課徴金納付命令勧告について 

9 月 11 日 

証券取引等監視委員会の活動状況の公表について 

不公正取引に関する課徴金事例集の公表について 

東郷証券株式会社に係る損失補塡事件の告発について 

最近の取引調査に基づく勧告について 

9 月 30 日 

東郷証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について 

村山一憲に対する検査結果に基づく勧告について 

ＪＰアセット証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について 

10 月 10 日 
すてきナイスグループ株式会社に係る虚偽有価証券報告書提出事件の告発について 

最近の取引調査に基づく勧告について 

10 月 18 日 
株式会社スマートアセットマネジメントに対する検査結果に基づく勧告について 

「令和元事務年度 証券モニタリング基本方針」について 

12 月 16 日 

IFP Tokyo 株式会社及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出

の申立てについて 

株式会社明豊エンタープライズにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について 

「開示検査事例集」の公表について 

最近の取引調査に基づく勧告について 

12 月 26 日 
株式会社パルマ株券に係る内部者取引事件の告発について 

最近の取引調査に基づく勧告について 

令和２年 

1 月 15 日 

ニュース証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について 

堀田勝己（トレードマスターラボ）に対する検査結果に基づく勧告について 

最近の取引調査に基づく勧告について 
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掲載日 テーマ 

 

1 月 31 日 

海外に居住するイノテック株式会社との契約締結交渉者の役職員による内部者取引に対する課徴金納付命令の

勧告について 

日本フォームサービス株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について 

日産自動車株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について 

 
3 月 26 日 

ジェイリース株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について 

最近の取引調査に基づく勧告について 
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附属資料 ４ 情報の受付について 

 

４ 情報の受付について  

１．一般投資家等からの情報の受付について 

「情報提供窓口」において、広く一般の皆様からの情報を受け付けています。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●個別銘柄に関する相場操縦、インサイダー取引行為などに関する情報 

●虚偽の有価証券報告書など疑わしいディスクロージャーに関する情報 

●金融商品取引業者による不適切な勧誘などに関する情報 

●疑わしい金融商品やファンド、仕手グループに関する情報 

●証券取引等監視委員会の職員を装った悪質な電話に関する情報 

※ 株式に限らず、デリバティブや債券等に関する情報についても受け付けています。 

電子メールでの情報受付（証券監視委ウェブサイト内） 【２４時間受付】 

  https://www.fsa.go.jp/sesc/watch 

お電話での情報受付  【受付時間】 平日：午前８時４５分～午後５時００分 

   ０５７０－００－３５８１（ナビダイヤル） 

 ※ 一部のＩＰ電話等からは ０３－３５８１－９９０９ 

お手紙での情報受付 

  〒100-8922 東京都千代田区霞が関３－２－１ 中央合同庁舎第７号館 

  証券取引等監視委員会事務局 市場分析審査課 情報提供窓口 あて 

 ＦＡＸでの情報受付 【２４時間受付】 

  ０３－５２５１－２１３６ 
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２．年金運用ホットラインでの情報の受付について 

年金運用に係る不正等に関する有用性の高い情報を収集するための専用の窓口「年金運用ホ

ットライン」において、投資一任業者の業務運営の実態等についての情報を受け付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．公益通報及び相談窓口について 

公益通報者保護法に基づき、外部の労働者の方からの公益通報及び公益通報に準ずる通報

（以下「公益通報等」という）を適切に処理するため、公益通報等に係る窓口を設置しています。 

≪通報対象≫ 

 金融商品取引法に規定する法令違反行為（犯則行為等も含む。）が生じ、又はまさに生じようと

している場合に通報いただけます。なお、通報の内容としては、確実な情報やご自身が実際に見

聞きした個別・具体的な事実について、それが信ずるに足りる相当の理由、証拠等がある報告に

限ります。 

≪通報者の範囲≫ 

 通報者が通報対象となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者であることなどが要

件となっています。なお、詳細については、証券監視委ウェブサイトをご参照ください。 

≪通報の対象外≫ 

 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的等での通報は対象とはなっておりません。 

 

●投資一任業者における疑わしい運用等の情報 

●年金投資一任契約の不適切な勧誘、不十分な情報提供に関する情報 

●契約や説明の内容を遵守しない運用に関する情報 

電子メールでの情報受付 【２４時間受付】 

 pension-hotline@fsa.go.jp 

お電話での情報受付  【受付時間】 平日：午前８時４５分～午後５時００分 

０３－３５０６－６６２７  

お手紙での情報受付 

〒100-8922 東京都千代田区霞が関３－２－１ 中央合同庁舎第７号館 

証券取引等監視委員会事務局 市場分析審査課 年金運用ホットライン あて 
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≪公益通報等にあたってのご注意≫ 

公益通報等をされる際には、以下の情報が必要になりますので明記願います。 

(1) 氏名（匿名を希望される場合は情報提供窓口で受け付けています） 

(2) 連絡先（住所、電話番号、メールアドレス等） 

(3) 被通報者（法令違反を行った（行おうとしている）事業者） 

(4) 通報者と被通報者の関係 

(5) 法令違反の具体的事実（法令違反行為が行われた（行われようとしている）内容、年月 

日、関与者、事実を知った経緯など） 

 

通報受付窓口 【２４時間受付】 

※通報は、メール、郵送、ＦＡＸのいずれかの方法で受け付けています。 

なお、通報にあたっては「公益通報」と明記していただくようお願いいたします。 

・電子メール：koueki-tsuho.sesc@fsa.go.jp 

・郵送先：〒100-8922 東京都千代田区霞が関３－２－１ 中央合同庁舎第７号館 

証券取引等監視委員会事務局 公益通報窓口 あて 

・ＦＡＸ：０３－５２５１－２１９８  

事前の相談窓口  【受付時間】 平日：午前８時４５分～午後５時００分 

・０３－３５８１－９８５４ 

≪通報があった場合の手続きの流れ≫ 

④

調
査
・
検
査

是
正
措
置

②

⑥
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通 報 通報の送付

結果報告

受理・不受理

の通知

結果等の通知

① ③

⑤
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《ご意見、情報等の連絡先》 

郵 送：〒100-8922 東京都千代田区霞が関３－２－１ 

証券取引等監視委員会事務局 総務課 

代表電話：03-3506-6000 

○本書に対するご意見 情報公開・個人情報保護係 内線 3021 

ＦＡＸ：03-5251-2151 

○証券取引等監視委員会ウェブサイト 

https://www.fsa.go.jp/sesc/ 

○証券取引等監視委員会 Twitter アカウント 

https://twitter.com/SESC_JAPAN 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

証 券 取 引 等 監 視 委 員 会  

〒100-8922 東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第７号館 

情 報 提 供 窓 口 か ら の ご 案 内 

☆ 是  非  と も お 寄  せ く だ さ い ！ 

  ● 市 場 において不 正 が疑 われる情 報  

  ● 投 資 者 保 護 上 問 題 があると思 われる情 報  

☞ 情報提供の方法についての詳細は、附属資料 274 頁をご覧ください。 

インサイダー

取 引 

有価証券報告 

書等虚偽記載 
風説の流布 

相 場 操 縦  

投 資 詐 欺  疑 わしい取 引  金 融 商 品 の 

不適切な勧誘 




